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　21世紀は、急速に台頭する開発途上国の新たなパワーによっても
たらされた世界情勢の大きな変化を目のあたりにしている。中国が日
本を抜いて世界2位の経済大国となり、そのプロセスにおいて数億人
を貧困から抜け出させた。インドは、新しい起業の創造性と社会政策
のイノベーションで未来を変えている。ブラジルは国際関係の拡充と、
世界が倣う貧困削減プログラムによって生活水準を向上させている。
　しかし「南の台頭」は、それよりもはるかに大きな現象である。インド
ネシア、メキシコ、南アフリカ、タイ、トルコなどの開発途上国が世界の
舞台で主導的存在になりつつある。人間開発報告書2013は、この数
十年間に予想以上の人間開発を達成し、さらにこの10年で進展を大
きく加速させた開発途上国を40か国以上を特定している。
　そのそれぞれが固有の歴史をもち、独自に開発の道筋を選択してい
る。しかし、そこには共通する重要な特徴があり、多くの国が同じ課題

に直面している。また互いに結びつきを強め、相互依存を深めてもい
る。そして世界の開発途上地域全体の人々が、新たなコミュニケー
ション手段を通じて、自分たちの考えを聞き入れるよう求める声を強
め、政府や国際機関に説明責任の向上を求めている。
　人間開発報告書2013は、進みゆく「南の台頭」の要因と影響を分
析し、今後数十年にわたって世界全体の進歩拡大を促しうる、新しい
現実に根差した政策を見極める。そして、世界のガバナンスシステムに
おける南の発言力拡大を求めるとともに、不可欠な公共財を提供する
ための南南間の新たな財源を指摘する。分析に基づく新しい洞察、政
治改革のための明確な提言とともに、本報告書は、すべての地域の
人々が共通の人間開発への課題に公平かつ効果的に取り組む道筋を
描き出す。
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　人間開発報告書2013「南の台頭――多様な
世界における人間開発」は、今日の進化する地
政学的状況に目を向け、新たに浮上してきた問
題と傾向、開発の現状を形成している新たな主
体についても検証する。 
　本報告書は、多くの開発途上国がダイナミッ
クな主要経済国へとめざましい転換を遂げ、拡
大する政治的影響力とともに、人間開発の前進
に大きなインパクトを与えていることを論じる
ものである。 
　過去10年間において、すべての国が、人間
開発指数（HDI）によって測られる教育、保健、
所得の各面において前進を加速させた――デー
タが入手できる国のなかで、2012年の HDI値
が2000年の値を下回った国は1つもない。地
域内および地域間で開発の度合いに格差はある
ものの、開発のペースは HDIが低い国々におい
てより速く、世界的にHDI値が著しく近づいた。 
　本報告書は、1990 ～ 2012年の間に所得面
と所得外の両方で HDIを大きく高めた国々に目
を向け、開発変容の中心的原動力を解き明かし、
そのような勢いを持続させることに資する将来
の政策優先事項を提言することによって、開発
に対する判断に大きく貢献するものである。本
報告書のためにまとめられた予測では、2020
年までにブラジル、中国、インドの新興3大国
の総生産が、カナダ、フランス、ドイツ、イタ
リア、英国、米国の総生産を上回ることになる
と見込まれる。そして、この拡大の大部分が南
南間の新たな貿易と技術のパートナーシップに
よってもたらされている。 
　しかしながら、本年版および過去の人間開発
報告書の中心メッセージの1つは、経済成長の
みで自ずと人間開発の前進につながるのではな

いということである。貧困層のための政策と、
教育、栄養・保健、職業的スキルに焦点をあて
た人々の能力に対する大きな投資こそが、
ディーセントワーク（人間らしい働きがいのあ
る仕事）へのアクセスを広げ、持続的な開発を
支えるのである。 
　人間開発報告書2013は、開発の勢いを持続
させるうえで4つの重要分野を特定している。
それは、ジェンダー面を含めた公平性の強化、
若者を含めた市民の発言と参加機会の拡大、環
境上の脅威への対処、人口動態の管理である。 
本報告書はまた、グローバルな開発という課題
が複雑性をさらに増し、国境を越えた性質を帯
びるなかにあって、それが貧困の根絶であれ、
気候変動、平和と安全保障であれ、この時代の
最も差し迫った課題に対する協調行動が不可欠
であるという点も示している。貿易、移民、情
報通信技術を通じて世界の国々がますます緊密
になるなか、１か所での政策決定が別の場所に
も大きな影響を及ぼすことは当然視されてい
る。近年、食糧、金融、気候の危機によって、
おびただしい数の人々が苦しめられているとい
う事実が、この点を明示し、ショックと災害に
対する人々の脆弱性を和らげることの重要性を
物語っている。 
　南における知識、ノウハウ、開発の考え方と
いう富を育むために、本報告書は、地域統合と
南南協力を促す力をもつ新たな機構の必要性を
訴える。南の新興大国は、すでに革新的な社会・
経済政策の源泉となり、また他の開発途上国に
とって貿易と投資、そして開発協力の主要パー
トナーともなっている。 
　南では他の多くの国々も急速な発展を遂げて
おり、その経験と南南協力のいずれもが開発政

策を触発している。国連開発計画（UNDP）は知
識の仲介役として、またパートナーである政府、
市民社会、多国籍企業との調整役として、経験
共有のための有用な役割を果たすことができ
る。また学習と能力開発の促進においても、私
たちは中心的役割を担っている。本報告書は、
今後の南南協力への関与について、きわめて有
用な洞察を導き出している。 
　最後に本報告書は、より公平で平等な世界に
つながるグローバルなガバナンス機構のあり方
についても、批判的な視点から考察している。
すなわち、新たな経済と地政学の現実が反映さ
れていない時代遅れの構造を指摘し、新しい時
代のパートナーシップの選択肢を模索してい
る。また透明性と説明責任の向上も求め、その
ためのグローバルな市民社会の役割を強調し、
地球規模の難局によって最も直接的影響を受け
る人々――往々にして世界で最も貧しく、最も

脆弱な人々――に、より大きな意思決定の権限
を与えるよう提言している。 
　本報告書は2015年以降の世界の開発課題も
取り上げている。私は、たくさんの人々が時間
を割いて本報告書を読み、この急速に変化する
世界に関する知見について熟考することを願っ
ている。この報告書は、世界の開発の現状に関
する私たちの理解を一新し、南の多くの国々で
の急速な開発の進展から、いかに多くのことが
学べるかを教えてくれる。 

はじめに

Helen Clark
ヘレン・クラーク

国連開発計画（UNDP）総裁
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　人間開発報告書は国連開発計画（UNDP）と人
間開発報告書室（HDRO）、そして多数に及ぶ外
部の顧問・協力者の方々による集団的な取組み
の成果である。しかしながら本報告書の知見と
分析、政策提言は、これまでの報告書と同様、
ひとえに執筆チームによるものである。 
　本報告書は、年明けの早い時期に刊行という
本来のスケジュールに立ち戻り、2013年3月に
全世界に向け発表の運びとなった。刊行時期の
変更によって、人間開発指数の構成指標に最新
のデータを織り込めるようになり、また報告書
の主要な知見やメッセージに関して、同年内に
議論する時間的余裕も広がる。 
　本報告書の作成準備として、マブーブル・
ハックが創刊した人間開発報告書をあらためて
読み直して指針とした。この観点から、本報告
書は「人間開発の現況」を第1章で取り上げ、人
間開発の傾向と現在の世界の問題を論じた。本
報告書の作成にあたっては、マブーブル・ハッ
クの緊密な協力者であるアマルティア・センと
フランシス・スチュワートにも惜しみない協力
をいただいた。両氏の貴重な助言と書面による
協力に謝意を表したい。 
　本報告書には署名入り書面によりニューヨー
クのマイケル・ブルームバーグ市長、日本国際
協力機構の田中明彦理事長、トルコのジェヴ
デット・ユルマズ開発大臣をはじめとする諸氏
の協力も得た。また、人間開発報告書室が委嘱
したリサーチペーパーの作成に携わり、本報告
書で取り上げた問題に関して私たちの理解を深
めさせてくれた以下の方々にも深く感謝する。
Fred Block、Nader Fergany、Ilene Grabel、
Khalil Hamdani、Patrick Heller、Barry 
Hughes、Inge Kaul、Peter Kragelund、Shiva 

Kumar、Wolfgang Lutz、Deepak Nayyar、
Leonce Ndikumana、Ngaire Woods。
　人間開発報告書室の学術顧問委員会からは、
報告書作成の全段階を通して貴重な洞察と導き
を得た。特に以下の方々に感謝したい。Edward 
S. Ayensu、Cristovam Buarque、Michael 
Elliott、Jayati Ghosh、Patrick Guillaumont、
Nanna Hvidt、Rima Khalaf、Nora Lustig、Sir 
James Alexander Mirrlees、Rajendra K. 
Pachauri、Samir Radwan、Rizal Ramli、
Gustav Ranis、Frances Stewart、Miguel 
Székely、Kandeh K. Yumkella。
　また、人間開発の各指標の算出に関して、方
法論とデータの選択に専門的助言をいただいた
統計顧問委員会の方々にも謝意を述べたい。
Anthony Atkinson、Rachid Benmokhtar 
Benabdellah、Enrico Giovannini、Peter 
Harper、Anthony K.M. Kilele、Ben Paul 
Mungyereza、Hendrik Van der Pol、Marcia 
Quintsler、Eduardo Sojo Garza-Aldape。
　本報告書の構成指標や統計は各分野で世界
を代表する諸機関のデータに基づいており、人
間開発報告書に対する積年の協力にお礼を述べ
たい。本報告書の統計分析は、精度と明確性を
保つうえで以下の方々の査読にも助けられてい
る。Akmal Abdurazakov、Sabina Alkire、
Virginija Cruijsen、Kenneth Harttgen、
Claudio Montenegro。
　報告書の作成準備期間には世界各地で会合
を行い、個々に名を挙げる紙幅はないが多数の
機関と個人から大きな支援を得た。2011年9月
から12年6月にかけて、UNDPの国・地域事務
所などの支援を得て、アディスアベバ、ボン、
ブラジリア、コロンボ、ジュネーブ、ニューヨー

ク、ラバト、サンティアゴ、東京で会合を開い
た。協力機関の支援に感謝したい（http://hdr.
undp.org/en/reports/hdr2013/consultationsに
一覧リスト）。
　世界各地の多数の UNDP職員が査読グルー
プとエグゼクティブ・グループのメンバーとし
て、本報告書の作成過程を通して貴重な洞察を
与えてくれた。特に以下の方々に謝意を表した
い。Adel Abdellatif、Ajay Chhibber、Pedro 
Conceição、George Gray Molina、Rebeca 
Grynspan、Selim Jehan、Olav Kjørven, Natalia 
Linou、Kamal Malhotra、Abdoulaye Mar 
D ieye、Char l e s  McNe i l l、Shantanu 
Mukherjee、Heraldo Muñoz、Madi Musa、
Thangaval Palanivel、 Anuradha Rajivan、
Turhan Saleh、Heather Simpson、Ben Slay、
Mounir Tabet、Antonio Vigilante、Kanni 
Wignaraja。
　熱意ある有能な若手職員たちも、本報告書の
記述内容の事実確認を通して大きな貢献をして
くれた。Philip Bastian、Joshua Greenstein、Ni 
Gu、Diana Jimenez、Wanshan Li、Veronica 
Postal、Alyssa Vladimirの面々である。 

　本報告書は、惜しみない助力をしてくれる多
数の「人間開発報告書室のフレンド」にも恵まれ
た。Frances Stewart と Jomo Kwame 
Sundaram の 査 読、Khalil Hamdani、Shiva 
Kumar、Terry McKinley、Pedro Conceição、
Peter Stalkerのチェックに加え、Bruce Ross-
Larsonが率いたコミュニケーションズ・デ 
ベロップメント社の編集スタッフ Meta de 
Coquereaumont、Christopher Trott、Elaine 
Wilson、そしてデザイナーの Melanie Doherty
の尽力にも感謝している。 
　そして私は何よりも、最高レベルの学術的基
準を満たす報告書の作成に献身とコミットメン
トをしてくれた人間開発報告書室チームに深く
感謝している。

謝辞

Khalid Malik
ハリド・マリク

人間開発報告書室長・主筆
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　同様に重要なこととして、多くの開発途上
国が人間開発の達成について考え方を見直し
ている。南の台頭は、既定の政策セットから
ではなく、地域的な状況と機会に沿った実用
的な政策から生まれている。すなわち開発に
対して国家の役割を深めること、人間開発の
向上への傾注、教育と社会福祉への支援によ
る包摂、貿易とイノベーション（革新）に対す
る開放化などである。しかしそれでもなお、
今後の前進には政策立案者が平等、発言権、
説明責任、環境リスク、人口構成の変化など
の問題に深い注意を向ける必要がある。
　この数十年来、人間開発指数（HDI）が示
しているように、世界の国々は、より高水準の
人間開発に向かっている。HDIは寿命、教育
水準、十分な生活状態に必要な資源へのアク
セスという3つの側面の指標から算出される合
成指数である。すべてのグループと地域にお
いてHDIの3指標すべてが大幅に上昇してお
り、その上昇はことにHDI低位国と中位国で著
しい。この点において、世界の不平等は縮小
している。しかし各国の平均値は、人々の経
験に基づく大きな格差を覆い隠している。北
の国々も南の国々も依然として国内に大きな
格差をかかえ、多くの国で、また国家間で所
得格差が拡大している。
　大半の開発途上国が成果を上げているなか
でもかなりの数の国が「南の台頭」と呼ぶに

値する特に大きな成果を上げている。ブラジ
ル、中国、インド、南アフリカ、トルコといっ
た規模の大きな国が急速な前進を遂げている
のと同時に、それより小さなバングラデシュ、
チリ、ガーナ、モーリシャス、ルワンダ、タイ、
チュニジアなども大きな前進を遂げている。
　南は先例のないスピードと規模で台頭して
いる。たとえば、中国とインドの経済的離陸は
ともに約10億人の人口で始まり、20年足らず
で1人当たりGDP（国内総生産）が倍増した。
この経済的な力が影響を及ぼす人口の規模は、
産業革命期のそれをはるかに上回っている。1　
2050年までにブラジル、インド、中国の購買
力（平価換算）は世界総生産の40%に達する
見通しにある。
　状況の厳しい時期に南の国々がこぞって世
界の経済成長を支え、他の開発途上国を押上
げて大規模な貧困の削減と富の拡大をもたら
している。ただし、南の国々も依然として大き
な課題を残し、世界の貧困人口の多くをかか
え続けている。それでも南の諸国は、グロー
バル化の後押しを受けながら、実践的な政策
と人間開発への強い傾注によって経済の潜在
的機会を解き放つことが可能であることを実
証している。

　近年の最も心強い進展の1つは、多数の開発途上国における人間開発の幅広い前進と、それらの国々の国
際舞台への進出、すなわち「南の台頭」である。発言とパワーにおけるこの多様化が、これまで政策立案者
を導き、第2次世界大戦後の主要な国際機構を動かしてきた原則に挑戦状をつきつけている。民主主義と平
等の原則を体現する国際ガバナンスの枠組みに関して、南から発言力の強化を求める声が強まっている。

概要

「私たちが安泰を決め込んだとき
世界は最も不安定化する」
―ダグ・ハマーショルド

概要 1



めない。最悪のシナリオとして、環境危機の
なかで従来の開発アプローチを取り続ければ、
南における人間開発の前進を引き戻すこと、
つまり前進を持続不可能にすることになりか
ねない。
　経済成長の停滞、高失業率、緊縮財政が高
水準の人間開発の維持を脅かしている北にも
将来への懸念はあてはまる。ソーシャルメディ
アが爆発的に普及するなか、一般市民、コミ
ュニティ、国内・国際市民団体が公平と説明
責任を求める声を強めており、北でも南でも
エリート層は社会的包摂と社会福祉に対する
脅威を無視できなくなっている。
　新たに浮上したグロー
バルな現実に正しく対応
する政策立案と分析を支
援するうえで、人間開発
の概念を拡大する測定と
分析が必要である。人間
開発報告書と一連の人間
開発指標は、個人的能力
の測定にとどまらず社会
的な能力や懸念、認知ま
でカバーすることによっ
て、この課題を克服しな
ければならない。健康、教育、所得における
個人的達成は必須だが、社会の状態が個人の
達成を制限し、前進に対する認知に食い違い
が生じている状況では個人的達成によって人
間開発の前進は保証されない。アラブ諸国の
騒乱が私たちに思い起こさせたこととして、こ
れまでの世代よりも教育水準が高く健康状態
の良い人々、特に若者は、意義ある雇用、生
活に影響を及ぼす問題に対する発言、自分た
ちの存在の尊重に高い価値を置いている。
　そしてさらに、ブラジルをはじめとする諸国
が開発戦略の目標に掲げている社会的結束と
社会的統合の促進は、一体化された社会の開

保健、教育、所得における
個人的達成は必須だが
社会の状態が
個人の達成を制限し
前進に対する認知に
食い違いが
生じている状況では
個人的達成によって
人間開発の前進は
保証されない

を拡充する必要性の高まりに対応することも
できずにいるように見える。
　この現象は、南の国々が進む多様な開発の
道筋と相まって1つの機会を生み出している。
すなわち発言とパワーの多様化を受け入れ、
開発の前進を長期的に維持するために、第2次
世界大戦後の国際機構を動かし政策立案者の
指針となってきた原則を修正し、また場合に
応じて再設定する必要がある。原則の見直し
が必要であり、グローバルな機構は人々を第
一に位置付け、より公平で公正な世界に向け
て力強く進んでいくための柔軟性を必要とし
ている。潜在的可能性として、開発パターン
の多様化はグローバルな対話と再編のための
スペース、さらには要求を生み出している。そ
の先に見通せるのはイノベーションの展望と、
世界、地域、国家の各レベルで民主主義と平等、
持続可能性の原則を体現するガバナンスの枠
組みの確立である。
　中国、ブラジル、インドはもとより、認知度
こそ低いものの同じく成功を収めているトル
コ、バングラデシュ、モーリシャスなどの開発
の道筋は、人間開発の方法に対する考え方に
新たな展望を切り開いている。これらの国々の
成功は「正しい」政策という概念に疑問を突
きつけているが、各国の経験から貴重な教訓
が得られないということではない。むしろ、開
発の主要な原動力と原則が多様な道筋から浮
かび上がってきている。すなわち、開発に対
する国家の役割を強めること、人間開発と社
会福祉への傾注、貿易とイノベーションに対
する開放化などである。本報告書は南の台頭
の肯定的側面を取り上げるが、同時に平等と
持続可能性の問題を今後の政策と戦略に完全
に組み込まなければならないことも強調する。
人間開発報告書2011年版でも強調したが、不
平等と環境破壊の問題が政策議論の最前面に
置かれないかぎり人間開発の継続的前進は望

している。1980〜2010年の間に、開発途上国
は世界の貿易に占める割合を25%から47%へ、
世界総生産に占める割合を33%から45%へと伸
ばした。さらに、開発途上国は相互の結びつ
きも強めており、南南貿易が世界の貿易に占
める割合は1980年の8%弱から2011年時点で
26%強へと拡大した。
　それでもなお世界一の経済大国は米国であ
り、通貨面においてこの状態は予見しうる将
来にわたって続くはずである。その米国経済
の回復が滞れば、欧州は経済的・社会的停滞
から抜け出せず、連鎖的に開発途上国にも大
きな影響が及ぶことになる。気候変動や生態
系の危機など、グローバルな課題には世界の
国々がこれまでにも増して協力を強める必要
がある。南の台頭は、数々の重要な点で力関
係のシフトを引起こしているが、協力が実現
せず困難な決定が先送りされるなら、多大な
努力の末に達成された人間開発の成果を守る
ことはなおさら難しくなる。
　実際、さらに踏み込んで「北の中の南」「南
の中の北」が存在するとも言える。北の出身
であれ南の出身であれ、エリート層はますま
すグローバルな存在になって結びつきを強め、
グローバル化の加速を一因とする過去10年間
の莫大な富の創出から最大の恩恵を受けてい
る。彼らは同じ大学で教育を受け、同様のラ
イフスタイル、そしておそらくは同様の価値観
ももっている。
　グローバル経済の変化は人間開発の継続的
な前進に対して、これまでにない課題と機会
をもたらしている。世界が金融危機の頻発、
気候変動の悪化、社会不安の広がりに直面す
るなか、グローバルな経済・政治構造は流動
的状態にある。既存のグローバルな機構は力
関係の変化を受け入れることも、世界と地域
の課題に求められるグローバルな公共財を十
分に確保することも、また平等と持続可能性

変化する世界、よりグローバルな南

　2013年の情勢は一見、2つの世界の物語であ
るかのように映る。その1つは、再興する南で
ある。最も顕著なのが中国とインドで、ともに
人間開発が大きく進み、力強い経済成長を見
せ続け、貧困削減も心強い見通しにある。そ
してもう1つは、危機下の北である。成長を欠
くなかでの緊縮財政によって社会保障に強い
プレッシャーが及び、おびただしい数の失業
者と、社会保障からこぼれ落ちた人々が苦渋
を強いられている。さらに加えて北と南に共
通する、より根深い問題がある。南北双方の
多くの国における不平等の拡大である。この
問題がグローバルな回復と前進の持続可能性
を脅かし、貧困削減の足かせとなり、そして
深刻な環境問題にもつながっている。
　人間開発報告書2013年版は、南の台頭とそ
の人間開発に対する意味合いに焦点を合わせ
ると同時に、南の台頭によってもたらされる大
きな世界の変化についても論じる。現在すで
に達成されている進歩、新たに浮上してきた
課題（その一部は成功の結果として）、そして
グローバルおよび地域的な代表制に基づくガ
バナンスのためにある機会について検証して
いく。

　南の再興というニュー
スは、心強いものである
と同時に誤解を招きやす
いものでもある。南は北
を必要とし、北も南をま
すます必要とするように

なっている。世界の結びつきは弱まることなく
一層強まっている。国際貿易に向けられる生
産の大幅な増大とともに、世界の生産は近年、
大きな方向転換のさなかにある。2011年時点
で、貿易は世界総生産のほぼ60%に達してい
る。これには開発途上国が大きな役割を果た

南は北を必要とし
北も南を
ますます必要とする
ようになっている
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南の一部諸国はこの方法を通じて、経済の開
放化とともに、それまで非効率と揶揄されて
いた産業を輸出の初期原動力に変えることに
成功している。
　大きくて複雑な社会においては、各々の政
策の成果は不明確とならざるを得ない。積極
的な発展志向国家は実践的に、一連の異なる
アプローチを試みる必要がある。すると、いく
つかの特徴が浮かび上がってくる。たとえば、
人々にやさしい積極的な発展志向国家は基本
的な社会サービスを拡充している。保健、教
育などの公共サービスを通じての人々の能力
への投資は、成長プロセスの付随物ではなく
不可欠な一部分である。良質な雇用の急速な
拡大は、人間開発を促す成長の1つの決定的特
徴である。

原動力2：グローバル市場の開拓

　グローバル市場が前進の加速に重要な役割
を果たしている。すべての新興工業国が「他
の世界が習得したものを輸入し、他の世界が
欲しがっているものを輸出する」という戦略を
追っている。しかしそれにも増して重要なの
は、そうした市場に対する関わり方である。
人材への投資がなければ、グローバル市場か
らの収益には限界がある。
　成功は、急激な開放か
らよりも、人々、機関お
よびインフラに投資しな
がら国内状況に沿って順
を踏んでいく世界市場と
の統合から生まれやす
い。小さな国々は隙間製
品への特化で成功を収め
ている。この選択は往々にして、既存の能力
や新たに創出された能力に基づく何年にもわ
たる国家による支援の結果である。

成功は
人々、機関およびインフラに
投資しながら
順を踏んでいく
世界市場との
統合から生まれやすい

向かわせる原則と概念を打ち出す。

政策、パートナーシップ、原則

　これほど多くの南の国々が、どのようにして
人間開発の展望を転換させたのか。大半の国
に共通する大きな開発の原動力が3つある。そ
れは、積極的な発展志向国家、グローバル市
場の開拓、確固とした社会政策とイノベーシ
ョンである。この3つの原動力は、開発のあり
方に関する抽象的概念から生まれたのではな
く、多数に及ぶ南の国々の開発変容から実証
されているものである。これらの国々は、既定
の処方箋的アプローチに抗している。つまり、
全体主義的な中央管理の考え方を退けると同
時に、ワシントン・コンセンサスによって生ま
れた野放図な自由化とも一線を画している。

原動力1：積極的な発展志向国家

　強力で信頼できる積極的な国家が、長期的
なビジョンとリーダーシップ、規範と価値観の
共有、信頼と結束を築く規則と機構に基づい
て、公的部門と民間部門の両方の政策をまと
め上げる。永続的転換の達成には、国として
一貫性とバランスのあるアプローチを採ること
が求められる。しかしながら、所得と人間開
発における持続的成長への点火に成功した
国々が、すべて1つのシンプルな方策に従って
いるわけではない。各国はそれぞれ異なる課
題を前にして、さまざまな形の市場規制、輸
出促進、産業開発、技術的調整・改良を通じ
て対応している。優先事項は、人々を中心に
置いて機会の拡大を促すと同時に、人々をリ
スクから守る必要がある。政府は、市場の不
完全性を補う形で産業を育成することができ
る。レントシーキング（既得権益の悪用）や
縁故主義という政治的リスクもつきまとうが、

ともある。つまり、大きな国々は小さな国々に
対して、経済の多角化と産業化の停滞につな
がりかねない競争上のプレッシャーをもたら
す。一方、競争の波が産業の復活につながる
場合もある。今日の競争は明日の相互補完へ
とたやすく変わりうる。競争から協力への移行
は、新たな課題に対する政策にかかっている
ように見える。
　南の国々では、国内市場が最も重要な成長
エンジンになる傾向が強まっている。中間層は
規模と平均所得において拡大している。2025
年までに新興市場での年間消費は30兆ドルへ
と拡大すると予測される。その時点で南は、
年間所得2万ドル以上の10億世帯の6割を占め
る見通しにある。ただし、このような拡大も剥
奪の大きなポケットによって阻害、あるいは棄
損される。このような格差はそれ自体として望
ましくないうえに、社会的・政治的緊張を生
み出すことなどによって前進の持続可能性を
阻害する。
　このような傾向は、よりバランスの取れた世
界につながる。中心に先進工業国、周縁に開
発途上国というあり方に代わって、今やダイ
ナミックで複雑な環境が生まれている。
　世界は移行期にあるという意識が世界的に
も地域的にも高まる一方で、指導者や当局者、
学者は、より公正で持続可能な世界を生み出
す次のステップの確保につながる原則、機構、
政策提言を打ち出すことに困難を感じている
ようである。その理由の１つは、世界があまり
にも急速に、あまりにも多くの面で変化してい
るために共通の評価と集団行動が難しくなっ
ていることかもしれない。人間開発報告書
2013年版は、この対話に貢献するために現在
のグローバルな文脈を批判的に評価すると同
時に、21世紀の新たな課題を乗り越え、貧困
を削減し、さらには撲滅して、すべての人々
の前進を促す人間開発戦略へと多様な世界を

発成果という証拠に基づいている。より平等
な社会は、10代の妊娠や自殺率にいたるまで
人間開発のほとんどの指標が不平等な社会よ
りも良好になりやすい。この知見は先進国でも
開発途上国でも調査によって確認されている。
このような社会レベルの開発の諸側面は、こ
れまで開発に関する考え方において過小評価
されていたが、効果的で望ましい長期的開発
の道筋の必須要素であることが明らかになっ
てきた。

他国の追い上げを助ける

　すべての開発途上国が南の台頭に、本格的
に参画しているというわけではない。たとえば
後発開発途上国（LDCs）49か国の大半、こと
に内陸国や世界市場から隔てられている国々
の変化のペースは遅い。それでも、その多く
が南南間の貿易、投資、金融、技術移転の恩
恵を受け始めている。たとえば、中国の成長
の余波が他の開発途上国、ことに貿易相手国
に及んでいる。このような効果が、先進国に
おける需要の減退をある程度相殺している。
中国とインドの2007〜10年の経済成長が先進
国の経済成長と同率で減速していたなら、低
所得諸国の成長率は0.3〜1.1ポイント低くなっ
ていたと推計される。2

　また多くの国が、人間開発に寄与する分野、
特に保健分野への波及効果という恩恵も受け
ている。たとえば、インドの企業がアフリカ諸
国に安価な医薬品、医療機器、情報通信技術
関連の製品・サービスを提供している。ブラ
ジルと南アフリカの企業も、それぞれの地域
市場で同じことをしている。

高まる競争圧力

　一方、大国からの輸出は負の効果を伴うこ
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表れという側面がある。
歴史は政府の無作為に対
する民衆反乱であふれて
いる。騒乱は投資と成長
を阻害し、専制的な政府
は法と秩序の維持に資源
を振り分けるので、これ
は人間開発の挫折につな
がるおそれがある。
　社会がいつ転換点に至るのか、予測は難し
い。大衆の抗議行動、ことに教育を受けた人々
によるものは、経済的機会の暗い見通しによ
って政治行動に参加する機会費用が下がった
場合に発生しやすい。このような「努力集約
型の政治参加」は、新たな形態の大衆情報通
信手段を通じて容易に形成される。

環境上の脅威への対処

　気候変動、森林消失、水質・大気汚染、自
然災害のような環境上の脅威は万人に影響を
及ぼすが、最も打撃を受けるのが貧しい国々、
貧しいコミュニティである。気候変動はすで
に慢性的な環境上の脅威をさらに悪化させ、
生態系の喪失が特に貧しい人々の生計機会に
縛りをかけている。
　HDI低位国は気候変動の原因に最も関与し
ていないにもかかわらず、年間降水量や降雨
パターンの急変により、農業生産や生計への
打撃を受けて最大の損失を被る可能性が高い。
このような損失の規模は、気候変動に対する
人々の強靱性を高めるための施策を導入する
緊急性を浮き彫りにしている。
　何もしないことによる代償は重くなるはずで
ある。行動が遅れるほど、代償は重くなる。
持続可能な経済と社会を実現するために人間
開発と、低排出に基づく気候変動の目標、そ
して革新的な官民ファイナンスのメカニズムを

準が低い国において、より大きな効果を生む
ことがわかっている。これは政策に対して深
い意味をもつ知見であり、取組みの焦点が世
帯所得の拡大から女子の教育向上へ移る可能
性もある。
　本報告書は、積極的な政策を立案すべき強
い根拠を示す。加速的進歩のシナリオに基づ
けば、人間開発指数（HDI）低位国も、HDI
高位国・最高位国が達成した人間開発水準に
近づくことができる。2050年までにサハラ以
南アフリカ全体のHDIは52%の上昇（0.402か
ら0.612へ）、南アジア全体のHDIには36%の上
昇（0.527から0.714へ）が見込まれる。このシ
ナリオにおいて、政策介入は貧困との闘いに
も好影響を及ぼす。これに対し、何もしない
ことによる代償は、ことに脆弱なHDI低位国に
おいてますます重くなっていく。たとえば、国
民皆教育という積極的な政策を採り入れなけ
れば、次世代の人間開発に不可欠な数々の要
素に悪影響が及ぶことになる。

発言と参加機会の拡大

　人々が自分の生活を形作る出来事やプロセ
スに意味のある形で参加できなければ、その
国の人間開発の道筋は理想的なものでも持続
可能なものでもなくなる。人々は政策立案とそ
の結果に影響を及ぼせるようになるべきであ
り、ことに若者は将来により大きな経済的機会
と政治参加、説明責任を見込めるようになる
べきである。
　北でも南でも不満が高まり、人々は自分た
ちの問題意識を訴える機会、そして政策、特
に基本的な社会保障に関わる政策に影響力を
発揮する機会の拡大を求めている。最も積極
的な抗議行動には若者が含まれている。これ
には、教育水準の高い若者の職が不足し、限
られた雇用機会しかない現状に対する不満の

人々が自分の生活を形作る
出来事やプロセスに
意味のある形で
参加できなければ
その国の人間開発の道筋は
理想的なものでも
持続可能なものでもなくなる

できる状態を実現しなければならない。
　人間開発を促進する開発変容の政策課題は、
このように多面的である。すなわち、基本的
サービスへのアクセスを普遍化することによっ
て、人々の資産を拡充する。恩恵が広く及ぶ
平等な成長を促すうえで、国家と社会機構の
働きを高める。経済活動と社会的流動性に対
する官僚的・社会的制約を削減する。そして、
リーダーシップの説明責任を確保することで
ある。

勢いの持続化

　南の多くの国がかなりの成功を実証してい
る。しかし達成度の高い国々でも、今後の成
功は保証されていない。南の国々が人間開発
の前進ペースを保ち、その前進が他の国々に
も広がるようにするには、どうすればよいのか。
本報告書は、それにつながる4つの重要分野を
提示する。すなわち、公平性の強化、発言と
参加機会の拡大、環境上の脅威への対処、人
口動態の管理である。そして本報告書は、何
もしないことには大きな代償が伴うことを指摘
し、積極的な政策を立案するよう主張する。

公平性の強化

　男女間、集団間などの公平性の強化は、そ
れ自体に価値があるのみならず、人間開発の
促進にも必須となる。そのための最も強力な
手段の1つが教育である。教育は人々に自信を
与え、より良い仕事に就くこと、公の議論の
場に参加すること、医療や社会保障などの権
利を主張することを容易にする。
　教育はまた、健康と生存率にも大きな影響
を与える。本報告書のための調査から、子ど
もの生存にとって母親の教育水準が世帯所得
よりも重要であり、政策介入は当初の教育水

原動力3：確固とした社会
政策のイノベーション

　かなりの水準の公共投
資、それもインフラだけ
でなく教育と保健への投
資なしに急速な成長を維
持している国は、ほとん

ど存在しない。目的は、成長と社会政策が相
互に強化し合うような好循環を生み出すこと
でなければならない。成長による貧困の減少
は、所得不平等の大きな国よりも小さな国に
おいて効果がはるかに高くなりやすい。また、
平等―とりわけ宗教や民族・人種集団間の
平等―の促進も社会的争いの削減に寄与す
る。
　教育、医療、社会的保護、法的エンパワー
メント、社会の組織化は、いずれも貧しい人々
の成長を可能にする。成長によって所得がど
こまで広がるかは、セクター間のバランス、こ
とに農村部に対する配慮と、雇用拡大の性質
およびペースが決定的な要因となる。しかし、
そうした基本的な政策手段も、社会的に排除
されている集団のエンパワーメントにつながら
ない可能性がある。社会の周縁にいる貧しい
人々は、自分たちの問題について声を上げる
ことすらままならず、政府も万人に対するサー
ビスが意図どおりに行き届いているかを確認
するとは限らない。社会政策は、無差別と平
等なあつかいを確保することで、政治的およ
び社会的な安定に不可欠である包摂性を高め、
基本的な社会サービスを提供するものでなけ
ればならない。基本的な社会サービスは、健
康で教育された労働力の創出に対する寄与を
通じて長期的な経済成長の基礎となりうる。
そのようなサービスのすべてが公的に提供さ
れる必要はない。しかし国家は、すべての市
民が人間開発の基本要件に安定的にアクセス

かなりの水準の公共投資
それもインフラだけでなく
教育と保健への投資なしに
急速な成長を
持続している国は
ほとんど存在しない

6      人間開発報告書 2013 概要 7



幅広く調整した形で機能させることである。
　国際統治機構の説明責任は、加盟国のみな
らずグローバルな市民社会によっても確立さ
れうる。市民社会組織はすでに、援助や債務、
人権、保健、気候変動に
関するグローバルな透明
性とルール設定に影響力
を及ぼしている。今や市
民社会のネットワーク
は、新しいメディアと通
信技術を活用することが
できる。ただし、市民社
会組織は正当性と説明責任に疑念も向けられ
ており、望ましくない形態を取ることもありう
る。それでも今後の国際ガバナンスの正当性
は、市民ネットワークとコミュニティに対する
機構の関与能力に依拠することになる。

新しい時代の優先事項

　これらすべてを通じて、人間開発の基本原
則は一貫して決定的な重要性をもつ。目的は
これまでと同じく、世界のどこであってもすべ
ての人の選択と能力を拡大することである。
なされうる事柄に関しては、すでに南の多くの
国が実証しているが、まだその進展は一部分
でしかない。今後のために、本報告書は5つの
大まかな結論を示す。

南における経済力向上は、人間開発への 
全面的コミットメントを 
伴わなければならない

　人間開発への投資は道徳的根拠によって正
当化されるだけでなく、教育と保健、社会福
祉への投資が、より競争的でダイナミックな世
界経済における成功へのカギともなる。その
投資は、貧しい人々を市場に結びつけ、生計
機会を高めるため、ことに貧困層に向けられ

化する可能性もある。これからの国際協力は2
国間、地域、世界の各レベルのプロセスがク
モの巣のように張りめぐらされ、さらに複雑化
する可能性が高い。
　現在の国際ガバナンスの機構と原則の多く
は、今日のものとは大きく異なる世界のために
つくられたものである。その帰結として、現在
の機構には南の代表が大幅に不足している。
国際機構を今後も存続させようとするのであ
るならば、代表者と透明性、説明責任を拡充
する必要がある。すべての政府間プロセスは、
大きな財政的・技術的・人的資源を持ち込め
る南からの参加拡大によって活力が高まるは
ずである。
　このすべてにおいて、各国政府が国家主権
の保持に懸念をいだくことは理解に難くない。
しかし、国家主権優先主義への過剰な固執は
ゼロサム（一方の利益が他方の損失になる）
思考へ行き着きかねない。より良い戦略は、
責任ある国家主権である。そこでは、各国が
公平なルールに基づいて説明責任を備えた国
際協調に参画し、世界の福祉を高める集団的
取組みに参加する。また、責任ある国家主権
には、各国が人権と市民の安全を確保するこ
とも求められる。この観点に立つなら、主権は
権利にとどまらず責任としても捉えられる。
　この変化する世界は、公共財の提供に深く
関わっている。早急な対応と協力を必要とす
るグローバルな国際問題の領域には貿易や移
民、気候変動などがある。公共財が地域機構
によって提供される場合もありうるが、その場
合、ときにより大きな多国間フォーラムの前進
を遅らせる分極化を避けることができる。し
かしながら、地域協力の拡大はデメリットも伴
いうる。すなわち、複雑で多層的かつ細分的
な機構の混交をさらに深めることにもなる。し
たがって、ここでの課題は「一体性のある多
元主義」を実現し、あらゆるレベルの機構を

すべての政府間プロセスは
大きな財政的・技術的・
人的資源と世界の重要問題に
対する解決策を持ち込める
南からの参加拡大によって
活力が高まるはずである

極的な教育達成目標を採り入れる早期達成シ
ナリオである。早期達成シナリオの下でHDI低
位国の依存率の落ち込みは、標準シナリオ下
と比べて2倍以上となる。積極的な教育政策は、
HDI中位国と高位国に依存率上昇の抑制を可
能にし、高齢化への人口転換に伴う困難を和
らげる。
　このような人口に関わる課題に取り組むに
は、生産的な雇用機会の拡大とともに教育達
成水準の引上げが求められる―それは失業
を減らし、労働生産性を高め、女性と年配者
を中心に人々の労働力参加を高めることであ
る。

新しい時代のガバナンスと 
パートナーシップ

　南の台頭は、結びつきを強める世界の困難
な問題に関して機会と課題の両方をもたらし
ている。気候変動の管理、国際公共財（グロ
ーバル・コモンズ）の利用、貿易と金融、移
民の規制などの課題は国境を超える影響を伴
う。「国際公共財」は地域レベルで提供できる
ものもあるが、効果的な提供には通常、大が
かりな多国間の協調と協力が求められる。北
も、また影響力をもつ存在になった南も、この
ような問題に関する合意をまとめ上げる地域
的・世界的な対話を座視することはできない。
南の国々は地域や多国間のプロセスの強化に
向けた財政的貢献だけでなく、人間開発の達
成と、これらの分野での実践的な政策による
重要な経験を対話の場に提供するべき立場に
ある。
　南は２国間や地域の貿易協定や金融メカニ
ズムなど、新しい取決めや機構を立ち上げて
いる。その帰結として、現在の国際統治シス
テムは旧来からの構造と新しい取決めとのモ
ザイク状態になりつつあり、今後さらに多様

重ね合わせる新しい政策と構造改革が必要で
ある。

人口動態の管理

　1970〜2011年の間に世界の人口は36億人か
ら70億人に膨れ上がった。これらの人口の教
育水準が高まるにつれ、人口増加率は下がる
ことになる。開発の展望は、人口の規模ととも
に年齢構成にも影響される。重要性を増して
いる問題は依存率、すなわち15〜64歳の生産
年齢人口に対する若年人口と高齢人口の比率
である。
　一部の貧困国は、労働力人口の比率上昇と
ともに「人口ボーナス」の恩恵を受けることに
なるが、それは強力な政策があった場合のみ
に限られる。3　たとえば女子の教育は、人口ボ
ーナスのきわめて重要な根幹となる。教育を
受けた女性は、出産する子どもの数が少なく、
子どもの健康や教育の水準が高くなりやすい。
また多くの国において、教育を受けた女性は
教育を受けていない人よりも高い給与を得て
いる。
　これに対し、より裕福な南の地域は、かな
り異なる問題に直面することになる。人口の高
齢化につれて生産年齢人口の比率が下がるか
らである。人口の高齢化率が問題になるのは、
もし開発途上国が貧しいままであった場合、
高齢人口のニーズを満たすことに困難が生じ
るからである。多くの開発途上国が現在、人
口ボーナスによる恩恵が完全に得られる短期
間の好機を迎えている。
　しかしながら、人口動態は決定論なのでは
なく、少なくとも教育政策によって間接的に変
えられうる。本報告書は、2010〜50年の期間
に関して2つのシナリオを提示する。教育の各
レベルにおいて就学率が変わらないとする標
準シナリオと、教育水準の最も低い国々が積
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社会統合を伴う人間開発
を提言する。人間開発の
前進には世界と国家、両
方のレベルでの行動と機
構が必要とされる。世界
レベルでは、グローバル
な公共財の提供に機構の
改革とイノベーションが
求められる。国家レベル
では、社会正義に対する国家のコミットメント
が重要となる。現実として各国の背景、文化、
機構は多様であり、したがって画一的なテク
ノクラート的政策は現実的でも効果的でもな
い。それでもなお、全体にまたがる社会的一
体性、教育と保健と社会的保護に対する国家
のコミットメント、貿易統合に対する開放化な
どの原則が、持続可能で平等な人間開発へ導
く手段として浮かび上がっている。

南の台頭は、公共財の供給拡大の 
新たな機会を意味している

　持続可能な世界には、グローバルな公共財
の供給拡大が求められる。現在、グローバル
な問題は気候変動の緩和から国際的な経済・
金融の不安定、テロとの闘い、核拡散にいた
るまで、その数と緊急性を増している。これら
の問題はグローバルな対応を必要とする。し
かし、多くの領域において国際協調は遅れた
ままであり、時には危険なまでに消極的でさえ
ある。南の台頭は、グローバルな公共財のよ
り効率的な供給と行き詰まり状態にあるグロ
ーバルな問題の打開に新たな機会をもたらし
ている。
　「公的」と「私的」の問題は大半の場合、公
共財の本質的性質でなく社会契約の問題であ
るに過ぎない。したがって、これらは政策選
択の問題である。国内レベルで供給が不足し
た場合には政府が介入できるが、グローバル
な問題が生じた場合は国際協調が必要であり、
それは多数の政府の自発的行動によってのみ
実現する。差し迫った問題は多く、何が公的
で何が私的かの決定を進めるには、真摯で強
力な個人的・機構的リーダーシップが必要で
ある。

＊　　＊　　＊

　人間開発報告書2013年版は、現在のグロー
バルな文脈を明らかにし、それとともに、世界
の政策立案者と市民が、ますます結びつきを
強める世界に針路を定め、拡大するグローバ
ルな課題に立ち向かうための道筋を描き出す。
本報告書は、世界のパワーと声と富がどのよ
うに変わりつつあるのかを説明する―そし
て、そのような21世紀の現実に対して必要な
新しい政策と機構を見定め、平等、持続可能性、

新たな機構とパートナーシップによって 
地域統合と南南間の関係強化を 
促進することができる

　新たな機構とパートナーシップによって、各
国間の知見、技術の共有が促されうる。南に
おける貿易・投資を促進し、経験の共有を加
速させる、より強力な新しい機構が考えられ
る。1つのステップとしては、南の多様性を結
束力に変えるための新しいビジョンをもたらす

「南委員会」の創設であろう。

南と市民社会の発言力拡大によって 
グローバルな課題解決を加速できる

　南の台頭は、世界の舞台における声の多様
化につながっている。このことは、すべての関
係国を完全に代表し、世界の問題に対する解
決策の発見において多様性を生産的に活用す
るガバナンス機構を築き上げる機会を意味し
ている。
　国際機構の新たな指針として、南の経験を
織り込む原則が求められている。G20（主要20
か国・地域）の発足は、この方向の重要な1ス
テップであるが、南の国々はブレトン・ウッズ
機関（世界銀行と国際通貨基金）、国連などの
国際機関における代表権の平等化が必要であ
る。
　国内および世界で積極的に活動する市民社
会と社会運動は、メディアを駆使して公正か
つ公平なガバナンスを求める声を強めている。
運動の広がり、そして主要なメッセージや要
求を伝える場の拡大とともに、ガバナンス機
構はより民主的で包摂的な原則の導入を迫ら
れている。さらに一般的に、公平性が高く不
平等性の低い世界には、多様な発言を受け入
れるスペースと民衆討論のシステムが求めら
れる。

るべきである。貧困は、決然とした行動によっ
て是正されうるし、また是正されるべき不正
義である。
　良好な政策立案には、個人の能力だけでな
く社会の能力を拡充することへのさらなる傾
注も求められる。社会機構のなかで職務を果
たしている個人は、自分の開発可能性を制限、
あるいは高めている。人間の可能性に制約を
もたらす社会規範を変える政策、たとえば早
婚や結婚持参金などに対する規制は、個人が
自分の可能性を開拓するための、さらなる機
会を切り開くことになろう。

　南北双方における外貨
準備と政府系ファンドの
前例がないほどの蓄積が、
幅広い前進を加速させる
機会をもたらしている。

それらのごく一部分でも、人間開発と貧困撲
滅に充てられれば多大な影響を生み出せる。
そして同時に南南間の貿易と投資は、たとえ
ば、地域およびグローバルな価値連鎖への参
加を通じて、開発機会を高める新しい形で海
外市場の拡大につながりうる。

開発が遅れている国々は南の新興国の 
成功から教訓を学び、恩恵を得る 
ことができる

　急増している南南貿易・投資は、ことに開
発が遅れた開発地域と国々へ製造能力を移行
させる基礎につながりうる。最近の中国とイン
ドのアフリカにおける合弁事業や製造業への
初期投資は、今後のさらに大きな力の呼び水
として作用している。国際生産ネットワークは、
開発途上国を高度な生産拠点に飛躍させるこ
とによって開発プロセスの加速化を促してい
る。

前例ないほどの蓄積が
幅広い前進を加速させる
機会をもたらしている

南の台頭は
グローバルな公共財の
より効率的な提供と
行き詰まり状態にある
グローバルな問題の打開に
新たな機会を
もたらしている

10      人間開発報告書 2013 概要 11



序文

しく見ることによって、あらゆる国と地域の政
策オプションが豊富になり、それとともに、今
後の開発協力と、最も急を要する世界の問題
解決において考えるべき価値と世界観につい
ても洞察が得られる。目的は常に、あらゆる国
とコミュニティにおいて、保健、教育、生計、
そして自分の生活を自ら向上させる個人的自
由まで、人間開発のすべての重要側面の水準
を高めて人々の選択を拡大する幅広い前進を
加速させることである。
　南の変容によって、グローバルな関係を支
えるルールに変更の必要が生じている。現在
の多国間機構のほとんどは第2次世界大戦後の
国際秩序のために設計されたものであり、21
世紀の世界の人口動態と富と地政学的影響力
の変化にそぐわない。政策立案に対する南の
影響力の高まりは2008年の金融危機への国際
的対応に表れている。これまでは、1985年の
プラザ合意がそうであったように、金融政策
に関わる決定は主要先進国のみによって下さ
れていたが、2008年の金融危機後には新興の
経済大国を含むG20（主要20か国・地域）が
主要な役割を果たした。また、南の代表者が
主要国際機構の指導的地位に就くことも増え
ている。4

　このような事例は、国際機構における変化

　南の台頭は、そのスピードと規模において
先例のないものである。歴史上、これほど多
くの人々の生活状態と将来展望がこれほどの
速さで、これほど劇的に変化したことはない。
産業革命が始まった英国において、1人当たり
総生産の倍増には150年を要し、その後に工業
化した米国においても50年を要した。2　両国と
も、工業化が始まった時点の人口は1000万人
に満たなかった。それに対し現在の中国とイ
ンドの経済的上昇は、それぞれ約10億人の人
口で始まり、ともに20年足らずで1人当たり総
生産が倍増した。すなわち、産業革命期の100
倍にあたる人口に影響を及ぼす変化である。3

　南の台頭は、広範な人間開発という観点、
つまり世界人口の圧倒的大多数の人が暮らす
国々において個人の能力の劇的な向上、そし
て人間開発の持続的前進の物語として理解さ
れなければならない。現在のように、数十か
国と数十億人が開発の階段を上がるとき、そ
れは世界のすべての国と地域における富の創
出と広範な人間の進歩に直接的に影響を及ぼ
す。後発開発途上国（LDCs）の追い上げに、
そして先進国にも恩恵をもたらしうる創造的な
政策イニシアティブに、新たな機会が生まれ
ている。
　成功を収めた開発途上国の多様な道筋を詳

「地球全体の人々が共通の闘いに
一体化しつつある。
自分たちの生活を形作る出来事や
プロセスに、自由に加われるように
なるための闘いに」
―マブーブル・ハック

　2008～09年の金融危機の間に先進国経済の成長は止まったが、開発途上国の経済成長は続いていると
いうことに世界が気づいた。1　それ以来、南側では遅すぎたグローバルなリバランシング（均衡の再調整）
と見なされている、南の台頭について多くが語られることになった。この論議は通常、いくつかの大国の国
内総生産（GDP）と貿易の増加という狭い焦点に終始している。しかし実際には、それよりも広範な力学
が働いており、はるかに多くの国々、より深い傾向が関わり、人々の生活、社会平等、地域とグローバルレ
ベルにおける民主的ガバナンスに深い影響を及ぼす可能性がある。本報告書で述べるように南の台頭は、持
続的な人間開発への投資と成果の結果であるとともに、世界全体としての人間のさらなる進歩への機会でも
ある。その進歩を実現するためには、本報告書において分析される政策の教訓をふまえたうえで、十分な情
報と理解に基づくグローバルな政策立案および国内の政策立案が求められている。
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合計国内総生産（GDP）
は、突出した世界一の経
済大国である米国のGDP
に匹敵している。9　2005
年時点で、この8大国が
世界経済に占める割合は
米国の割合の半分強に過ぎなかった。 
　人間開発にとって重要なのは、このような
生産の拡大が貧困の削減と人間の能力の拡大
を伴っているかどうかである。1日1.25ドル未

ブラジル、中国、インドは世界経済の10%を占
めるに過ぎず、北の主要6か国がほぼ半分を占
めていた。本報告書の予測では、2050年まで
にブラジル、中国、インドが世界総生産に占
める割合は40%に達し（図3）、現在の主要7か
国の総生産を大きく超える見通しにある。8 
　南全体が世界総生産に占める割合は、1990
年の約33%から約50%へ伸びている。アルゼン
チン、ブラジル、中国、インド、インドネシア、
メキシコ、南アフリカ、トルコの新興8大国の

それ以前の10年間に比べて教育と保健と所得
における業績を著しく加速させている。図1の
ように、人間開発指数（HDI）が0.439未満で
ある国は、1990〜2000年の間に33か国から30
か国に減っただけだったのに対し、2000〜12
年の間には30か国から15か国に半減した（HDI
の0.439は1990年時点の世界全体の第1四分位
水準）。また、HDIが1990時点の第3四分位水
準以上にある国も、1990〜2000年の間に33か
国から43か国へ増えた後、2000〜12年の間に
43か国から59か国へと増えている。HDIが中
水準にある国々に関しては、それよりも複雑な
構図になっているが、1990〜2000年にはHDI
が低下した国が18か国あったのに対し、2000
〜12年はゼロとなっている。 
　1990〜2012年の間に、ほぼすべての国が
HDIを伸ばしている。データが完備しているサ
ンプル132か国のうち、この時期にHDIが低下
したのは2か国に過ぎない。上昇ペースは南の
40か国以上で特に速くなっている。それらの
国の1990〜2012年のHDI上昇幅は、1990年時
点で同様の水準にあった他の国々に予測され
た水準を大きく上回った。6　このグループには
サハラ以南アフリカのガーナ、ルワンダ、ウガ
ンダ、南アジアのバングラデシュ、インド、ア
ラブ諸国のチュニジア、東アジアの中国、ラ
オス、ベトナム、ラテンアメリカ・カリブ海諸
国のブラジル、チリ、メキシコと多様な国々が
含まれている（図2）。 

グローバルな均衡の再調整 

　この150年間において初めて、ブラジル、中
国、インドの新興3大国の総生産が、旧来の北
の先進工業国であるカナダ、フランス、ドイツ、
イタリア、英国、米国の総生産とほぼ肩を並
べた。7　これは、世界の経済力の劇的な均衡の
再調整を表している。1950年時点において、

と、南の人々が再びグローバルな公共財の提
供を担うことになる可能性を示す予兆の一部
分に過ぎない。実際のところ、南の台頭は各
国政府と国際機構にとって、機会の平等、ガ
バナンスへの市民参加、環境の持続可能性、
人口の膨張など、グローバルな課題の重要性
がさらに増すことを意味している。南の台頭
には次のような特徴がある。 

幅広い前進

　21世紀の南の変容は、公衆衛生、教育、交通、
電気通信、国家ガバナンスにおける市民参加
などの大きな進歩を伴っている。人間開発に
対するその影響はきわめて大きい。極度の貧
困にある人々の割合は1990年の43.1%から2008
年の22.4%へ下がり、中国だけで5億人以上が
貧困から抜け出している。5

　人間開発の水準が低い国々は過去10年間、
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図1

人間開発指数（HDI）の上昇加速

注1：水準の区分は、1990年の132か国のHDIの第1四分位（25%値）、第2四分位（50%値）、第3四分位（75%値）。 
出典：人間開発報告室（HDRO）。

国の数

HDI　0.439未満

HDI　0.731以上

HDI
0.615以上0.731未満

HDI
0.439以上0.615未満

南全体が
世界総生産に占める割合は
1990年の約33%から
約50%へ伸びている

14      人間開発報告書 2013 序文 15

図2

1990年以降、南の40か国以上が当初予測を大きく超える人間開発指数
（HDI）向上を果たしている

注：45度のラインよりも上に位置するのが、2012年に1990年のHDIを上回った国々。青色と灰色で表されているのは、1990年時点のHDIから予測された水準を大きく上回った国々。
これらの国々は、1990年のHDIの対数に基づく1990~2012年のHDIの対数における変化の回帰残差から特定されている。国名が記されているのは本報告書本編の第3章で詳述するHDI
急上昇国。
出典：HDROが算出。
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うになった。南の企業が
可処分所得の低い消費者
にも届く製品を開発する
なかで、新しいビジネス
モデルが生まれている。
南の台頭は、低利益率で
対象範囲を広げるという新しいビジネスモデ
ルを通じて、技術の拡散ももたらしている。 
　また、世界の教育水準も向上している。就
学率の着実な上昇を前提とする予測では、学
校教育を受けていない15歳以上の人口が世界
人口に占める割合は2010年の12%から2050年
には3%に下がることになる。また、中等・高
等教育を受けた人口の割合も2010年の44%か
ら2050年には64%に増加することになる。そし
てさらに、デジタルデバイド（コンピューター
利用の格差）も急速に縮小しており、特にモ
バイル・ブロードバンドのインターネットの普
及によって、世界のどこであっても人々が情
報へのアクセスが可能になっている。
　南の大部分における教育水準の急速な上昇

る。12　ラテンアメリカでは2000年以降、世界的
な傾向に逆行して所得不平等が縮小している
が、それでもなお分配の不平等性は全地域の
なかで最も高い。サハラ以南アフリカは保健
の不平等、南アジアは教育の不平等が全地域
のなかで最も大きくなっている。 

中間層の大幅な拡大 

　南の中間層は規模、所得、期待において急
速に成長している。1990〜2010年の間に、南
の中間層人口が世界全体の中間層人口に占め
る割合は26%から58%へ増加。2030年までに世
界の中間層人口の80%超が南の市民になり、
総消費支出の70%を占めるようになると予測さ
れる。13　2030年時点で、世界の中間層人口の約
3分の2がアジア・太平洋地域に、約10%がラ
テンアメリカ・カリブ海地域に、2%がサハラ
以南アフリカに暮らす見通しにある（図4）。ア
ジアでは中間層の75%強が中国とインドに集中
し、総消費に占める割合も同水準に達すると
見られる。また、2010年に12兆ドルだった新
興経済国の年間消費は25年までに30兆ドルへ
拡大し、年間所得2万ドル以上の10億世帯の 
60%を南が占めるようになると予測される。14　
中間層の継続的な拡大は確実に世界経済に大
きな影響を及ぼす。 
　何十億人もの消費者や市民を抱える人口ゆ
え、南の政府や企業、国際機構の行動が世界
の人間開発に及ぼす影響もそれだけ大きくな
る。南は今、北に比肩する技術的イノベーシ
ョンと創造的な起業家精神のあふれる地域と
して台頭している。南北貿易において、新興
工業諸国は先進国市場向けの複雑な製品を効
率的に生産する能力を築き上げている。しか
し、それと同時に南南間の相互作用によって、
南の企業は地域的ニーズにより見合った製品
と製造工程の調整やイノベーションができるよ

おいて、ほぼ15億7000万人（合計人口の30%強）
が多次元貧困にあると推定される。11　多次元貧
困とは、保健、教育、生活水準にまたがる欠
乏の量と強度によって捉えられる指標である。
急速に成長する開発途上国の多くで、多次元
貧困人口が所得貧困人口を上回っている。し
かも、多くの国で所得不平等が拡大している。
2012年の132か国のデータから算出した「不平
等調整済み人間開発指数（IHDI）」に基づけば、
不平等によってHDIの4分の1近く（23%分）が
失われている。1990〜2005年の66か国のIHDI
の推移を見ると、全体的な不平等性はわずか
にしか低下していない。所得不平等の拡大が
保健と教育の不平等縮小を相殺したからであ

満で暮らす人々の割合を半減させるというミ
レニアム開発目標は、設定期限の3年も前に達
成された。その最大の要因が人口大国におけ
る極度の貧困の一掃であり、ブラジル、中国、
インドがこぞって所得貧困層の人口比率を劇
的に引下げることに成功した。ブラジルは1990
年の17.2%から2009年の6.1%へ、中国は1990年
の60.2%から2008年の13.1%へ、インドは1990

年の49.4%から2010年の
32.7%へと低減させた。10

　しかしながら、より幅
広い開発の課題はまだ残
っている。本報告書が調
査対象とした104か国に
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ブラジル、中国、インドが世界総生産に占める割合は1950年には10%だったが、
2050年までには40%になると予測される

注：総生産は1990年のPPP（購買力平価）ドル。
出典：Maddison（2010）の過去データを基にHDROが補間。予測はPardee Center for International Futures（2013）に基づく。

ブラジル、中国、インド カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、英国、米国

予測

世界総生産に占める割合（％）

ラテンアメリカでは
2000年以降
世界的な傾向に逆行して
所得不平等が
縮小している

教育水準の
急速な上昇とともに
大規模な雇用創出が
早急に求められている
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南の中間層拡大はさらに続く見通しにある

注：中間層人口は、1日の収入または支出が10~100ドルの範囲にある人々（2005年の購買力平価による）
出典：Brookings Institution 2012.

中間層人口（単位：10億人）

欧州 アジア・太平洋諸国 北米
中南米 中東・北アフリカ サハラ以南アフリカ

世界の中間層人口
18億4500万人

世界の中間層人口
32億4900万人

世界の中間層人口
48億8400万人



を実証している。そのような国々は、国内固有
の状況に沿った政策の導入という実践的な手
法を採っている。たとえば中国では1979〜89
年の間、国家規制の40%が試験的に導入され
た。21　その一方で、広く共通するアプローチ
もある。急速な発展を遂げた開発途上国の大
半が、外国からの輸入や投資、技術に対する
開放化政策を採っている。しかし、開放化だ
けで成功が保証されたのではない。このよう
な国々は同時に人間開発への投資、国内機構
の強化、競争優位性をもつ新分野の確立も行
った。外に対する開放と内なる準備の二段構
えによって、グローバル市場で繁栄を得ると
同時に、国内で人間開発を達成したのである。 
　積極的な政府のリーダーシップが、経済的
前進の加速と社会的抗争の抑止にとって必須
であった。経済成長が保健と教育への投資に
必要な財政スペースをもたらし、経済政策と
社会政策の相乗効果への道を整える。条件付
現金給付（CCT）プログラムや農村部での雇
用保証など、広く知られているブラジルやイン

く手間も費用もかからない。農家は携帯電話
で気象情報や穀物価格を確認できる。起業家
は携帯電話サイトでサービスを提供できる。
このような変容とともに、人々による技術活用
の可能性が膨らむ。すなわち、自分たちの生
活に影響を及ぼす決定への参加、迅速で低費
用の情報アクセス、安価な医薬品（多くの場合、
ジェネリック医薬品）の生産、より良い種子や
作物品種の開発、新たな雇用の創出、輸出機
会の拡大などである。新しい技術が、これま
で辺地のコミュニティや都市部の貧困地区で、
孤立し脇に追いやられていた人々を結びつけ
ている。新しい技術はまた、そのような人々に
価値あるツールや資源、情報へのアクセスを
もたらし、より幅広い国内社会、さらにはグロ
ーバル社会への積極的参加も可能にする。 

実践的な開発政策 

　南の台頭は、多様な国々の経験をカバーし、
人間開発の達成と持続に別の道筋があること

のつながりは1403億コネクションに達し、登録
者数の世界上位5か国に南のブラジル、インド、
インドネシア、メキシコの4か国が入ってい
る。17

　ウガンダのバナナ農家からメコン川下流の
エビ養殖業者にいたるまで、貿易による相互
依存関係を通じて、ますます多くの人々がグ
ローバル市場に加われるようになっている。貿
易統合の指標である「貿易／ GDP比率」は、
1800年時点で2%だったと推計されるが、1913
年には22%に達した。18　そして現在、その数字
は56%強にまで上昇している。19　少なくとも15
の開発途上国が輸出入の両面で100か国以上の
貿易相手国と密接な関係をもっている（図6）。
現在、南は世界の貿易の半分を占める。30年
前の割合は25%に過ぎなかった。このような貿
易関係の深まりは、従来の南北の縦軸よりも
南南の「水平」方向において急速に進んでいる。
　南南貿易のかなりの部分が依然として北の
需要を原動力にしているが、その逆もまた真
になりつつあり、開発途上国が北の大きな輸
出先になっている。たとえば2007年以降、米
国の輸出は経済協力開発機構（OECD）加盟
国向けが20%増加したのに対し、ラテンアメリ
カ・カリブ海諸国と中国への輸出はそれぞれ
50%超の増加となった。南は北を必要としてい
るが、北もますます南を必要としている。
　南の国々は、技術の吸収と新製品開発のハ
ブ（中心）としても台頭している。南南間の
技術移転により、人間開発の可能性が増して
いる。北からの技術移転は、吸収能力の違い
から導入費用が高くなる場合が多いが、南南
間の技術移転は直接的に導入されやすい。20　
南の技術導入はまた、人間開発に直接的な恩
恵をもたらす新種のイノベーションにもつなが
っている。一例として、アフリカにおける低価
格のアジア製携帯電話の普及がある。携帯電
話で銀行サービスが利用できれば、銀行に行

とともに、大規模な雇用創出が早急に求めら
れている。南の一部諸国が依存度低下の期間
に入る開発段階では人口ボーナスが生まれう
るが、それは、労働力の過渡的な増加に同程
度の急速な雇用機会の拡大が伴う場合に限ら
れる。この人口動態上のニーズに対して、適
切な水準の仕事が十分に得られるようになら
ないと、若者が主導した「アラブの春」のよ
うな市民が加わった政情不安に行き着くおそ
れが強い。 

前例のない結びつき 

　貿易、旅行、電気通信による人々の交流が、
前例のないペースで世界中に広がっている。
出張、観光、移民などで国境を越える人々は
空前の数に達している。2010年時点で、移民
の第1世代が世界人口のほぼ3%、合計2億1500
万人強に達した。これは1960年時点に比べて3
倍の増加である。15　南出身の移民による本国送
金のうち、半分近くを南南間の移民が占める
ようになっている。
　南南間の旅行者も増加する一方であり、そ
の数は2020年までにほぼ16億人に達し、その
75%を地域外への旅行者が占めるようになると
予測される。南南貿易が世界貿易に占める割
合は、この30年間に3倍強の伸びで25%へと上
昇した。南南間の外国投資は、後発開発途上
国の受入れ投資の30〜60%を占めるようになっ
ている。16

　インターネットへのアクセスをもつ南の市民
も加速度的に増えている。ことに過去10年間
の増加が著しい（図5）。人口100万人以上の開
発途上国約60か国において、2000〜10年のイ
ンターネット利用者数の増加は平均年率30%を
超えている。ソーシャル・ネットワーキング・
サイト（SNS）のフェイスブックは、登録者数
が2012年9月に10億人を記録した。「友達」間
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南におけるインターネットの利用は過去10年間に急増した

出典：世界銀行 2012a.
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　本報告書は、南の台頭とその人間開発に対
する意味合いに焦点を合わせると同時に、南
の台頭によってもたらされる大きな世界の変
化についても論じる。まず第1章では、人間開
発の現況について、貧困、不平等、社会統合、
人間の安全保障など相互
に関係する主要領域にお
ける傾向、課題、前進に
焦点を合わせながら、世
界と地域の両方のレベル
で見ていく。第2章では、
南の国々が世界経済の重
要なプレーヤーとして台
頭し、他の開発途上国の

で新しい競争上のプレッシャーも生み出して
いる。南の台頭は、2国間パートナーシップと
地域協力に革新的な形態を生み出し、南南間
の資金提供やインフラ投資、技術移転の拡大
をもたらしている。増加する南南間の援助は、
経済政策やガバナンスに対する明確な付帯条
件を伴わない場合も多い。インフラ改善に重
点を置く開発のあり方が、南自身の知見や教
訓によって再認識されている。過去10年間、
サハラ以南アフリカにおけるインフラ整備資金
の半分近くが南の他国や地域基金によって提
供されている。22

　さらに、外貨準備の急増に表れている南の
急成長諸国の資本蓄積は、ほぼ手つかずの開
発資本があることを意味している。図7に示し
たように、南の国々は2000〜11年の世界の外
貨準備増加分の75%を占めた。南の国々が外
貨準備を積み増していることには、将来的な
財政悪化や財政危機に対する自己保険という
側面もある。 
　国連開発計画（UNDP）はすでに1995年の
時点で、南南協力の要にある開発途上国23か
国を特定していた。そして過去10年間、それ
らの国々が他の開発途上国に対する関与を加
速させた。23　OECD以外では、ブラジル、イン
ド、中国が資金供与国のトップ3になってい
る。24　また、マレーシア、 タイ、トルコのよう
な国々も地域開発で重要な存在になっている。
すべての関係国にウィンウィン（双方が利益
を得る）となるように編み出された新しい開発
パートナーシップが開発努力を支え、2国間貿
易・投資への機会を切り開き、南の台頭を持
続させている。そして、そのプロセスにおいて、
南の台頭によるグローバルな経済力の移行に
沿った国際体制の再編、国際機構の方向修正
がなされている。

を深めている。社会福祉と公共財に対する投
資が長期的開発の基礎になる。上述のような
模範的な取組み、すなわち教育・保健・経済
政策を平等とエンパワーメント、参加というよ
り幅広い課題に重ね合わせるアプローチは、
道徳的理由のみならず人間開発の促進に必須
であるという理由からも、社会正義を支えるこ
との重要性を実証している。 

新しい開発パートナー

　現在、南は拡充した資源と自らの知見によ
って、旧来の開発協力モデルに影響力を及ぼ
す立場にあるが、同時に、2国間協力の他領域

ド、メキシコのような国々の革新的なアプロー
チは、経済的・社会的機会の公平な配分への
積極的な取組みの典型例である。中国は「調
和社会」の戦略的追求において、革新的なア
プローチの重要性を実証している。このような
プログラムは、他の多くの開発途上国の手本
になっている。 
　このような社会的取組みの重点は、平等と
社会統合の促進に置かれている。この点は従
来の開発モデルにおいて過小評価されていた
が、持続可能な人間の前進という道筋に例外
なく必要な要素であることがわかってきた。エ
リート層は、社会的・経済的前進が自分たち
の正統性に深い影響を及ぼしうることに認識

現在、南は拡充した資源と
自らの知見によって
旧来の開発協力モデルに
影響力を及ぼす立場にあるが
同時に、2国間協力の
他領域で新しい競争上の
プレッシャーも
生み出している
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少なくとも15か国の開発途上国が、輸出入の両面において100か国以上と
深い貿易関係をもっている

注：数値は1995~96年と2010~11年のそれぞれの平均値。1995～ 96年に150万ドル以上、2010~11年に200万ドル以上の2国間貿易のみを対象とした。
出典：UNSD 2012 .
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先進国と新興国の外貨準備

a. 第3四半期の速報値。
注：グループ分けは国際通貨基金（IMF）の分類に準拠した。内訳は、IMFの公的外貨準備通貨構成（COFER）データベースに登録された
先進国34か国と新興・開発途上国110か国。 
出典：Grabel 2013.

公的外貨準備高（単位：1兆ドル）

世界合計：
10兆1800億ドル

先進経済国

新興経済国



成長の原動力と変化の触媒になっている現状
について、新しく浮上した課題と併せて取り
上げる。第3章は、達成水準の高い南の国々に
ついて、前進を支えている政策と戦略を見る。

第4章は、この前進は持
続可能なのか、人間開発
の持続に対して、どのよ
うな課題が生じるのか、
という根本的な問いにつ
いて掘り下げる。第5章
では、南北双方の長期的

利益にかなう世界と地域のガバナンスの新し
い枠組みについて、台頭する南にふさわしい
発言力と対応を実現するための政策と原則の
見通しに目を向ける。本報告書全体を通じて
示すこととして、ますます複雑化する21世紀
の課題には、急速に変化する世界の新しい現
実に沿う新しいパートナーシップとアプローチ
が求められる。

新しい
開発パートナーシップが
2国間貿易・投資への
機会を切り開き
南の台頭を持続させている
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　人間開発報告書（HDR）は創刊の1990年版
において、人々の選択と能力の拡大に根本的
に関わる経済的・社会的前進のビジョンを提
示した。以来、大きな前進が達成されてきた。
多数の途上国が急成長を続け、人間開発の基
準が高まっている。南の台頭は、急速に変化
する世界の一側面である。今や南は世界の総
生産１　と消費２　のほぼ3分の1を占めている。中
国とインドをはじめとする南の国々の旺盛な成
長がなかったなら、世界はさらに深刻な景気
後退に陥っていた。3

　それでもなお、悪影響の広がりを示す兆候
があり、結びつきを強めた今の世界にあって
北の危機が途上国の前進を遅らせることへの
強い懸念が生じている。一部の例外を除いて、
先進国の政府は厳しい緊縮策へと動いている。
これは社会福祉に対する政府の役割が縮小す
ることを意味し、政府支出と公共サービスの
縮減によって、４　人々は生活の困難に直面し、
景気後退がさらに進むことになる。先進国で
多くの人々の生活水準が下がっている。そう
したなか、いくつかの国々では大規模な街頭
デモが起こり、政治家と経済の舵取りに対す
る幻滅が生じている。
　世界は、これまでにも同様の危機に直面し
てきた。1930年代に欧州と米国、80年代にラ
テンアメリカ、90年代にアジアといった具合で
ある。しかし、21世紀を迎えてかなり経った

現在、再び欧州の真ん中で危機が生じている。
　各国政府が緊縮財政に動いているのは、国
家債務の持続可能性に対する正当な懸念から
である。しかし短期的施策が、長期的には、
経済の成長と民主主義の繁栄を可能にし、社
会の不平等、ショックに対する脆弱性を弱め
るための基礎となる人間開発と社会福祉の基
盤を蝕むといったダメージを引き起こす危険
がある。5

　また、劇的な緊縮財政の性急な実施が、景
気後退の悪化と長期化につながるおそれがあ
ることを示す証拠も出ている。すでに財政再
建が民間国内需要と国内総生産（GDP）に縮
小効果を及ぼし、６　経済状況の悪化と失業の増
加を引起こしている。7　保健、教育および他の
公共サービスの縮減によって、今後、人々の
健康、労働力の質、科学的研究とイノベーシ
ョンの状態が損なわれることになる公算が大
きい（BOX1.1）。そうなると、人間開発におけ
る前進の軌道が下降することになりかねない

（BOX1.2）。加えて、経済の停滞により、社会
サービスと公共財に必要な政府の税収が減少
している。
　この打撃の大部分は回避できるものである。
歴史的証拠は、財政赤字削減は経済成長の開
始後が最適時機であることを示している。8　ジ
ョン・メイナード・ケインズが75年程前に端的
に言ったように、「不況期でなく好況期が財政

　ブラジルから南アフリカ、インド、中国にいたる、新興大国が世界経済の大きな原動力となっている。し
かし2012年、南の高成長諸国も北の金融問題の影響を受けはじめた。債務危機と巨額の財政赤字から抜け
出すために、多くの先進国が厳しい緊縮財政を打ち出している。この状況は単に経済的困難をもたらすばか
りでなく、世界の何百万人もの人々の人間開発の展望を台無しにしつつある。

人間開発の現況

1.

「人類の政治問題とは、経済的効率性と
社会正義と個人の自由という３つの
要素を結合することである」
―ジョン・メイナード・ケインズ
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成長がわずかな効果しか及ぼさないこともあ
る。
　今まで以上に、人間開発指標はこれらの諸々
の側面だけでなく、開発の道筋の環境上の持
続可能性をとらえるものでなければならない。

国々の前進

　人間開発報告書は創刊から毎年、主にHDI
を通じて人間の前進を見守り続けてきた。HDI
は、出生時平均余命、教育達成度、十分な水
準の生活に必要な資源を自由に使える度合い
といった3つの側面を含む合成指数である。ま
た不平等、貧困、ジェンダー格差も指標とし
ている。2012年の各国のHDIは巻末「統計別
表1」に示したとおりである。
　2012年のHDIは大きな前進を明らかにして
いる。この10年間、世界全域の国々がより高
い水準の人間開発に向けて収斂している。
HDIの上昇ペースはHDI低位国と中位国で最
も速くなっている。これは朗報である。しかし
ながら、前進にはHDIの平均的改善以上のも
のが求められる。HDIの上昇に所得不平等の
拡大、持続不可能な消費パターン、高い水準
の軍事支出、低い水準の社会の一体性が伴っ
ているのなら、それは望ましいものでも持続可
能なものでもなくなる

（BOX1.3）。
　2012年の世界の平均
HDIは0.694であった。サ
ハラ以南アフリカは0.475
で最も低く、南アジアが
0.558で次いで低かった。
開発途上地域で最もHDI
が高かったのは、欧州・
中央アジアの0.771、次いでラテンアメリカ・
カリブ海諸国の0.741であった。
　HDIの構成要素のなかで、平均余命、平均

回っている。財政再建が必要な場合であって
も、福祉サービスの削減を伴う必要はない。
たとえば、効率の改善や化石燃料への補助金
削減を通じた財政再建によって、社会支出へ
の悪影響は軽微にとどめることができる。11

　南の国々は現在のグローバルな経済危機に
対して、より強い回復力を示している。2008
年の危機後は一時的に後退したものの、アフ
リカとラテンアメリカの国々は人間開発と成長
の上昇軌道を取戻している。その理由の一端
は、よりプラグマティックな姿勢で景気対策を
取り、債務削減を適正な時期まで先送りした
ことにある。南の需要が維持されたことは多く
の開発途上国の輸出拡大にもつながり、北の
経済活動の停滞を相殺する効果をもたらして
いる。12

　それと同時に、多数の開発途上国が長期的
な人間開発への投資を継続している。これら
の国々は、これまでの社会的・物的インフラへ
の公共投資と人間開発指数（HDI）の上昇と
の間に明確な正の相関があったことを認識し
ている。13　南の国々の政府はまた、持続可能な
前進が社会統合に基づくものであることも認
識している。たとえばブラジルとインドは、現
金移転プログラムや雇用保証プログラムによ
って、過去の開発モデルで過小評価されてい
た人間開発の側面を支えている。
　全体として過去20〜30年間、南の多数の国
がHDIの水準をかなり向上させている。これは
経済成長と貧困削減の促進のみならず、保健
と教育においても大きく前進した結果である

（後の章で詳しく説明する）。所得の成長が必
ずしも人間開発の他の側面における向上につ
ながっていない中にあって、この広範な達成
は特筆に値する。成長が保健と教育に対する
投資の原資を生み出しても、そのつながりは
自ずと生まれるのではない。また、参加やエ
ンパワーメントなど他の重要な側面において、

これらの国々は
これまでの社会的・物的
インフラへの公共投資と
人間開発指数（HDI）の
上昇との間に明確な
正の相関があった

り先進33か国で180万〜210万人の雇用創出が
達成可能であるという。10

　支出の優先事項の調整に関して、その自由
度は国によって異なるが、多くの国にとって優
先事項の変更には十分な余地がある。たとえ
ば、世界全体の国防支出は2010年の数字で1.4
兆ドルを超え、貧困国50か国のGDP合計を上

緊縮にふさわしい時」なのである。9

　また公共支出の量だけでなく、その構成に
も目を向け、どのような組換えが可能であるの
かを考えることもきわめて重要である。国際労
働機関（ILO）によると、雇用と人間開発の促
進を目的とする財政中立的な歳入・歳出の構
成変更によって、今後1年または2年間にわた

BOX 1.2

短期の削減に長期の影響が伴う―アフリカにおける出生率上昇

　世界の全地域で出生率が下がるなか、なぜサハラ以南アフリカの
多くの国で1970～90年の間に出生率が上がったのか。この出生率
の推移は、1980年代の構造調整計画の一環としての社会支出削減、
ことに教育への支出削減と関係があるように見える。
　教育への支出削減は人間の能力に制約を加えるだけでなく、出生
率への影響を通じて後年の年齢別人口構成にも影響を及ぼす。教育
水準の低い国々、特に女子の中等教育を欠く国々は出生率が高くな
りやすい。ほぼ世界的に、教育水準の高い女性ほど子供の数が少な
い。この効果は特に、人口転換の初期段階にあって全体の出生率が

依然として高い国々において顕著である。教育は、情報の拡充、行
動を変えるインセンティブ、自分の選好を追い求めることへのエン
パワーメントによって出生率を押下げる。
　1980年代のサハラ以南アフリカでは、1人当たり教育支出が平均
50%近く減少するなかで人口転換の進展に部分的な逆行が生じた。
地域全体の初等教育就学率が1980～86年の間に79%から73％に
下がったのである（16か国で低下、17か国で上昇）。教育支出の減
少は女子の教育に悪影響を及ぼし、女子の初等・中等教育の平均就
学率の伸びを構造調整計画以前よりも鈍らせる結果となった。

出典：Lutz and KC 2013; Rose 1995.

BOX 1.1

公平、マクロ経済と人間開発

　米国と欧州の一部諸国における所得不平等の拡大は、所得分配の
あり方、誰が成長の恩恵を受けるのかという公平の問題を浮き彫り
にしている。このような問題意識は先進国の政治論争の中心となり
始めているが、これまでのところ政策への影響はまだ限られたもの
にとどまっている。先進国における失業は近年最悪の水準にあり、
この20～30年間、高所得層の所得が大幅に上昇する一方で、労働
者の大部分は実質賃金の大幅増加にあずかれずにいる。このような
不平等が拡大するなかで、富裕層の多くが小さな政府と財政抑制を
求めている。富裕層は、過去の成長から相応分以上の恩恵を受けた
ことに加えて、その利得を守ることに動いているように見える。民
主主義のなかで政府の施策が社会的保護プログラムでなく、市民社
会からの相当な圧力にもかかわらず緊縮財政に支配されているとい
うことは驚くべきことである。
　緊縮財政への動きはユーロ圏諸国に限られたものではない。英国
も現在、緊縮財政により対国内総生産（GDP）比で約2％分の公共
投資削減を図っている。公共投資が歴史的低水準にある状態で、緊

縮化の動きが起こっている。たとえば、英国における2011/12予
算年度の公共投資の総額はGDPの2%を割り込んだ。政府と社会支
出の縮小が続けられることによって、回復と成長の先行きが悪化す
ることは十分に考えられる。
　マクロ経済政策は人間開発に大きな影響を及ぼす可能性があり、
また、公的債務削減のための社会支出縮小は長期的影響を伴うこと
もある。もし経済の縮小が続けば、債務削減を続けても債務の持続
可能性に資する効果はほとんどない。支出の削減は総需要を縮ませ、
高いレベルでの所得不平等と相まって経済の再生と雇用回復を難し
くさせる。完全雇用を目指すには総需要の縮小分が補われなければ
ならない。米国（および他の先進国）においては、それが低金利を
通じて達成されたが、新手の金融手法の出現と規制の緩さが加わっ
てバブルを引起こし、現在の財政危機へと至った。ユーロ圏諸国は
政策手段に縛りがかかっており、危機脱出のための通貨安（あるい
は通貨高）という金融政策を用いることができない。

出典：Atkinson 2011, 2012; Block 2013; HM Treasury 2010; Nayyar 2012; Sen 2012; Stiglitz 2012.
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下はシエラレオネの48.1歳、上は日本の83.6歳
まで開きがある。サハラ以南アフリカの平均
余命は1990〜2000年まで49.5歳で横ばい状態
だった。これはHIV/エイズが急激に拡大した
結果であった。しかし、2000〜12年にサハラ
以南アフリカの平均余命は5.5歳の伸びを見せ
た。
　HDIに重要な影響を及
ぼし、人間の幸福という
観点で最も注意すべき指
標の1つでもあるのが子
供の生存率である。2010
年の世界の5歳未満児死
亡率は出生1000人当たり55人であったが、
HDIグループ間で大きな開きがある。HDI低位
国の死亡率が最も高く（出生1000人当たり110
人）、次いでHDI中位国（同42人）、HDI高位
国（同18人）、HDI最高位国（同6人）となって
いる。劣悪な小児保健は、認知能力の発達と
成年後の労働生産性にも悪影響を及ぼすこと

HDI比較は通常
北と南の国々の間でなされ
それに基づけば
世界の不平等は弱まっている

機会の変化をよりよく映す予測就学年数は、
はるかに期待のできる構図を表している。こ
れから初等教育に入る児童には8.5年の就学が
見込まれ、HDI高位国における現在の成人の
就学年数（8.8年）とほぼ同等になっている。
全体として大半のHDI低位国が、初等教育レ
ベルでの完全就学と中等教育レベルでの就学
率50%突破を達成もしくは達成に向け進んで
いる。
　地域内にもHDI水準別グループ内にも達成
度に大きな格差がある。各グループ内の国々
の格差を見る1つの方法として、グループ内の
HDI最高値の最低値に対する比率を算出する
と、比率が最も高いのはサハラ以南アフリカで、
以下はアラブ諸国、南アジア、ラテンアメリカ・
カリブ海諸国となる。サハラ以南アフリカでは、
実質的な格差は、1人当たり所得（比率70.1）14　
と平均就学年数（比率7.8）から生じている。
南アジアでも1人当たり所得と平均就学年数が
格差の主因となっている（比率はそれぞれ10.7
と4.0）。アラブ諸国では1人当たり所得が格差
の主因であり、ラテンアメリカ・カリブ海諸国
もそれに次ぐ程度で同じ状態となっている。
　全体として過去10年間にHDIの収斂度合い
が強まり、HDI水準の低い国々で人間開発が
加速している。すべてのHDIグループと地域
においてHDIの構成要素すべてに顕著な向上
が見られ、前進はHDI低位国と中位国でより
速くなっている。東アジア・太平洋と南アジア
が以前と同様のペースで前進を続ける一方で、
サハラ以南アフリカはこの10年で前進速度を
上げている。HDIの収斂は、この10年間でより
著しくなった。
　HDIの主要構成要素の1つが平均余命であ
る。2012年の世界の平均余命は70.1歳であった
が、HDIグループ間に大きな格差があり、HDI
低位国では59.1歳、HDI最高位国では80.1歳と
なっている。国別に見ると差はさらに大きく、

1.1）。寿命に関してはHDI最高位国がHDI低位
国の1.3倍強、25歳以上成人の平均就学年数で
はHDI最高位国がHDI低位国のほぼ3倍に達し
ている。しかしながら、途上国における教育

就学年数、所得に関しては、HDI水準別グル
ープ間、地域間に大きな差がある。1人当たり
国民総所得（GNI）の平均値では、HDI最高
位国がHDI低位国の20倍超に及んでいる（表

BOX 1.3 アマルティア・セン（ノーベル経済学賞受賞者）

人間であるとはどのようなことか

　今からほぼ半世紀前、哲学者トマス・ネーゲルは名高い論文「コ
ウモリであるとはどのようなことか」を発表した。私が問いたいの
は「人間であるとはどのようなことか」である。「フィロソフィカル・
レビュー」誌に掲載されたネーゲルの洞察深い論文も実際には人間
に関するものであり、コウモリには付随的に触れただけであった。
ネーゲルは論点の1つとして、観察科学者が陥りがちな誘惑、つま
りコウモリ（そして人間）であることの経験を、外側から簡単に見
て取れる脳や他の身体部位の物理的現象と結びつけて見極めようと
することに対する深い懐疑の念を表している。コウモリあるいは人
間であることの感覚は、脳や体の特定の反応としてとらえることは
できない。前者の複雑性は後者の扱いやすさによって解かれうるも
のではない（それがどれほど誘惑的なものであろうとも）。
　人間開発の最先端のアプローチも区別に基づく―ただし、ネー
ゲルの基本的な認識論的対比といくぶん異なる種類の区別である。
1990年に創刊された人間開発報告書を通じてマブーブル・ハック
が切り拓いたアプローチは、一方に人間が価値を置くべき理由をも
つ「自由」を含めて、人間生活の豊かさを評価するという難題、そ
してもう一方にそれよりはずっと易しい、人あるいは国家が手にす
る所得など外的資源の把握を据えている。国民総生産（GDP）は、
人の生活の質に比べると、はるかに可視的で計測しやすい。しかし
人間の幸福と自由、そして世界の公平、正義とのそのつながりは、
多くの人々がその誘惑に駆られているのとは裏腹に、単純にGDPと
GDP成長率の測定に単純化することはできない。
　問題のすり替えに流されないためにも人間開発の本質的な複雑さ
を認識することが重要である。この点こそ、GDPを補うため、そし
て一定範囲内でGDPに取って代わるための取組みにマブーブル・ハ
ックを動かした中心的ポイントである。しかし、それに伴ってさら
に難しい問題が現れた。そしてこれもまた、「人間開発アプローチ」
と呼ばれるに至ったものの不可避な要素である。私たちは便宜上の
理由から、人間開発では一連のシンプルな指標を用いることができ
る。たとえば、ごくシンプルな加重方式でわずか3つの変数に基づ
く人間開発指数（HDI）などである。しかし、探究はそこで終わる
わけではない。計測しやすく有用で簡単な方法を拒絶すべきではな
いが（HDIは人間生活の質についてGDPよりも多くを教えてくれ
る）、継続的な取組みの世界において、これらの簡単な方法によっ
て捉えられる短期的改善だけで完全に満足するわけにはいかない。
生活の質を評価することは、たとえ用いる変数と加重方法の選択が

どれほど正しかろうと、ただ1つの数字を通じてなされうることよ
りもはるかに複雑な作業である。
　複雑さの認識にはまた別の重要な意味合いがある。この人間開発
報告書がことに強調している公的推論のきわめて重要な役割は、こ
の複雑性の認識からある程度生じている。靴のどの部分が足に当た
って痛いのかは履いた者にしかわからないのであり、痛みを避ける
ための取決めは、人々に発言権を与えて大衆討論への参加機会を広
げることなくして効果的になされえない。人々の幸福と自由の評価
におけるさまざまな要素の重要性は、公共政策の立案に対する影響
力をもつ継続的対話を通じてのみ正しく認識、評価される。「アラ
ブの春」をはじめとする世界各地での大衆運動のようなイニシアテ
ィブの政治的重要性は、自分の生活に苦痛を与える事柄、なくした
いと思っている不正義をめぐる他者との対話における人々の自己表
現の認識論的重要性によってのみ裏づけられる。お互いにそして政
策立案者と議論すべき事柄は多々ある。
　また、ガバナンスの全層を通じて正しく認識されるべき対話の責
任には、今ここで自分の声によって関心事項を表現することのでき
ない人々の利益を代表することも含まれなければならない。人間開
発は、今ここに、まだいないからといって将来世代に無関心である
わけにはいかない。人間には、他者のこと、他者の生活のことを考
える能力がある。そして、責任と説明責任をもつ政策の要諦は、現
在だけでなく将来の人々のニーズと自由の重要性に関して、狭い自
己中心の問題意識から広範な社会的理解に向けて対話を広げること
である。これは単に、特定の1指標の内容に関わる問題、たとえば、
すでに中身が詰まっているHDIにさらなる何かを付け加えるという
ようなこと（いずれにせよHDIは「現在」の幸福と自由の指標である）
ではなく、人間開発の議論に上述のような他の問題が含まれるよう
にすることである。人間開発報告書は、詳細な説明と関連情報の提
示を通じて、この拡大化に貢献できる。
　人間開発アプローチは、人間生活の成功と剥奪の理解、熟慮と対
話の重要性の認識という困難な作業における大きな前進であり、そ
れを通じて世界の公平と正義を前進させるものである。性急な観察
科学者の物差しでは簡単に測れないという点で、私たちはコウモリ
にかなり似ていようが、同時に私たちは、コウモリには簡単に得ら
れないであろう方法で、それも現在と将来における自分と他者の生
活の多面的性格について考え、話すことができる。

 

表1.1

地域とHDIグループ別に見た2012年のHDIと構成要素

地域とHDIグループ HDI

出生時
平均余命
（歳）

平均
就学年数
（年）

予測
就学年数
（年）

1人当たり
国民総所得

2005
PPP ＄

地域

アラブ諸国 0.652 71.0 6.0 10.6 8,317

東アジア・太平洋諸国 0.683 72.7 7.2 11.8 6,874

欧州・中央アジア 0.771 71.5 10.4 13.7 12,243

ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 0.741 74.7 7.8 13.7 10,300

南アジア 0.558 66.2 4.7 10.2 3,343

サハラ以南アフリカ 0.475 54.9 4.7 9.3 2,010

HDIグループ

HDI最高位国 0.905 80.1 11.5 16.3 33,391

HDI高位国 0.758 73.4 8.8 13.9 11,501

HDI中位国 0.640 69.9 6.3 11.4 5,428

HDI低位国 0.466 59.1 4.2 8.5 1,633

世界 0.694 70.1 7.5 11.6 10,184

注：データは人口加重し、187か国のHDI値を基に算出。PPPは購買力平価。
出典：HDROが算出。詳細な出典に関しては統計別表１を参照。
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未満で生活する人口比率が17.2%から6.1%に低
下）、中国（60.2%から13.1%に低下）、インド

（49.4%から32.7%に低下）といった人口の多い
国々での成功があげられる。20　この結果、貧困
人口は大きく減り、中国では1990〜2008年の
間に実に5億1000万人が貧困から救われた。21

　貧しい人々は所得の不足に苦しむだけでは
ない。貧困は、たとえば保健や教育の不足を
も伴う多面的なものである。さらに加えて、世
界人口の推定10%がなんらかの形で障害をか
かえ、所得水準にかかわらず生活水準を制限

所得の年間成長率は5%と1990年代の2倍以上
の水準となった（図1.2）。18　この上昇トレンド
を先導したのは、アフリカの主要輸出商品（コ
モディティ）、わけても天然ガス、原油、鉱物、
農産物の価格上昇によって恩恵を受けた資源
国である。その価格上昇は、中国を筆頭とす
る南の旺盛な需要による部分が最も大きい。
　しかし所得成長は他の国々にも広がってお
り、経済多角化が進んだ国、農業国で成長率
が高くなっている。商品市況の高騰にもかか
わらず、エチオピア、ルワンダ、ウガンダなど
多くの商品純輸入国が高成長を続けている。
サハラ以南アフリカの国々は、東アフリカをは
じめとする地域統合によってグローバルなショ
ックから守られた部分もある。
　これまでほとんどの人間開発報告書を通じ
て強調してきたように、重要なのは所得の水
準だけでなく所得がどのように使われるかで
ある。社会はその所得を教育にも戦争の武器
にも使いうる。個人は自分の所得を食料にも
麻薬にも使いうる。社会にも個人にも決定的
となるのは、富を最大化するプロセスではなく、
所得を人間開発へ転換する選択のあり方であ
る。表1.2は1人当たりGNIとHDI、それぞれの
ランクの正の差分の大きさから、この点におけ
る国々の成功度合いを示している。19　HDI最高
位国のなかでトップはニュージーランド、HDI
高位国のトップはキューバとなっている。

貧困

　世界の主要な優先事項の1つが貧困と飢餓の
撲滅である。これは2015年を期限としたミレ
ニアム開発目標8つのうちの第1目標であり、1
日1.25ドル未満で生活する人口を1990年比で半
減させることを掲げた。それが期限の3年前に
達成された。その主因として、ブラジル（購
買力平価による2005年ドル価で、1日1.25ドル

になる。
　HDI比較は通常、北と南の国々の間でなさ
れ、それに基づけば世界の不平等は弱まって
いる。しかしながら国ごとの平均値は、人間
らしく生きることの観点に見られる大きなバラ
ツキと、北と南それぞれの国々の間になおも
残る大きな格差を覆い隠している。たとえば、
米国の2012年のHDIは世界3位の0.94であるが、
2010〜11年のラテンアメリカ系市民では0.75
弱、アフリカ系アメリカ人では0.70弱となって
いる。15　さらに、ルイジアナ州のアフリカ系ア
メリカ人のHDIは0.47にとどまっている。16　HDI
最高位国における同様のHDIの民族間格差は、
南欧におけるロマについても見られる。
　一部の開発途上国でも人間開発に大きな格
差がある。たとえばブラジルでは、国内地域
別データが得られる直近の2000年において、
HDIの最高値はサンパウロ州サン・カエタノ・
ド・スル市の0.92、最低値はペルナンブコ州マ
ナリ市の0.47となっている。程度の差はあれ、
中国の地域間格差も最上位の上海市（HDIは
0.91）から最下位のチベット自治区（同0.63）
まで開いている。17

所得と人間開発

　人間開発とHDIのもう1つの重要な構成要素
は、1人当たり所得で測られる資源を自由に使
える度合いである。1990〜2012年の間に4つの
HDIグループすべてにおいて所得は上昇した
が、その度合いは異なっている（図1.1）。1人
当たり平均所得の成長が最も高かったのは中
国と赤道ギニアで、ともに成長率は9%を超え
ている。成長率が4%を超えたのは12か国だけ
で、19か国で1人当たり所得が減少した。
　達成が最も著しかった地域の1つがサハラ以
南アフリカである。世界的な金融危機直前の5
年間である2003〜08年に、同地域の1人当たり
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図1.2

サハラ以南アフリカは、この10年間にわたり所得成長を
持続させてきた

注：PPPは購買力平価。
出典：HDROが算出。

１人当たりGNI（2005年時点でのドル建てPPP）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

201220102008200620042002200019981996199419921990

図1.1

１人当たり所得は4つのHDIグループすべてにおいて上昇
している

注：PPPは購買力平価。
出典：161の国と地域のパネルデータに基づきHDROが算出。

1人当たりGNI（2005年時点でのドル建てPPP）

HDI低位国

HDI中位国

HDI高位国

HDI
最高位国

表1.2

2012年のHDIランクが1人当たりGNIランクを上回った
上位5か国

HDIグループと国名 HDI値

1人当たりGNI
（2005年時点ドル
建て購買力平価）

GNIランクと
HDIランクの差

HDI最高位国

ニュージーランド 0.919 24,358 26

アイルランド 0.916 28,671 19

オーストラリア 0.938 34,340 15

韓国 0.909 28,231 15

イスラエルa 0.900 26,244 13

HDI高位国

キューバ 0.780 5,539 44

グルジア 0.745 5,005 37

モンテネグロ 0.791 10,471 24

アルバニア 0.749 7,822 21

グレナダ 0.770 9,257 21

HDI中位国

サモア 0.703 3,928 28

トンガ 0.710 4,153 26

フィジー 0.702 4,087 24

キルギス 0.622 2,009 24

ガーナ 0.558 1,684 22

HDI低位国

マダガスカル 0.483 828 28

トーゴ 0.459 928 16

ケニア 0.519 1,541 15

ジンバブエ 0.397 424 14

ネパールb 0.463 1,137 11

a. GNIとHDIのランク差はチリ、エストニア、ギリシャも13で、いずれもHDI最高位国。
b. GNIとHDIのランク差はリベリアも11（HDI低位国）。
出典：HDROが算出。詳細な出典に関しては統計別表１を参照。
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も33%における欠乏）のはエチオピアとモザン
ビーク（ともに2007〜11年において約65%）で、
ブルキナファソ（64%）、セネガル（59%）、リ
ベリア（58%）が続いている。モザンビークは
多次元貧困人口比率がリベリアより低いが、
欠乏の強度がサンプル国のなかで最も高いた
めにMPIは0.512とリベリアより高くなっている。
　南アジアで最もMPIが高いのはバングラデ
シュ（2007年データで0.292）で、パキスタン（07
年データで0.264）、ネパール（11年データで
0.217）と続いている。多次元貧困人口比率は
バングラデシュが58%、パキスタンが49%、ネ
パールが44%。欠乏の強度はバングラデシュ
が50%、パキスタンが53%、ネパールが49%。
バングラデシュは多次元貧困人口（人数）で
パキスタンを上回るが、欠乏の強度はパキス
タンのほうが高くなっている。また、バングラ
デシュとネパールでは生活水準の寄与度が保
健・教育の寄与度よりも高いのに対し、パキ
スタンでは保健の寄与度が他の2つを上回って
いる。

されやすい状態にある。22

　20世紀初頭および半ばに、欧州諸国は所得
の増加だけでなく医療や教育などの公共財の
提供によって貧困を削減した。23　相対的貧困水
準も考えるなら、貧困者が「恥ずかしさを感
じずに公の場に出られる」24　かを含めて、社会
的・政治的な配慮も重要となる。所得を十分
な生活水準につなげられるかは、一連の資産
と能力にかかってくる。これらはすべて、保健、
教育、社会・個人の安全へのアクセス拡大に
おいて国家が重要な役割を負う問題である

（BOX1.4）。所得の幸福への変換は、ことに貧
困層にとって、環境的状態にも依存するもの
である。25

　貧困は、保健、教育、生活水準にまたがる
欠乏を見る多次元貧困指数（MPI）を用いて、
さらに総合的に測ることができる。MPIは多次
元貧困人口（多次元貧困下にある人の割合）と、
多次元貧困の各世帯が直面している欠乏の平
均値（貧困の強度）に基づく。MPIは貧困の
強度に焦点を当てることにより、国・地域内の
貧困を、人口比率だけよりもより完全に近い状
態で浮かび上がらせることができる。MPIが
カバーしている104か国において、合計人口の 
30%以上に当たる約15億6000万人が多次元貧
困下で生活していると推計される。26　これは1
日1.25ドル未満で生活している推計人口11億
4000万人よりも多く、1日2ドル未満で生活して
いる人口よりは少ない。27　このパターンは4つ
のHDIグループすべてに共通するが、その差
はHDI中位国よりもHDI低位国で大きくなって
いる（図1.3）。この点は南の高成長諸国の多く
にも共通している（図1.4）。 
　MPIによる貧困人口比率が最も高いのはア
フリカ諸国で、エチオピア（87%）、リベリア

（84%）、モザンビーク（79%）、シエラレオネ 
（77%）となっている（巻末「統計別表5」参照）。
貧困の強度が最も高い（加重指標の少なくと

0 10 20 30 40 50 60 70

図1.3

HDI値が低ければ低いほど、所得貧困と多次元貧困の差も
拡大する

注：2002 ～ 11年のデータ。人口加重平均はHDI高位国グループが22か国とHDI中位国・低位国グループはそれぞれ36か国を基にした。
出典：HDROが算出。

絶対的貧困（1日1.25ドル以下）

HDI低位国

HDI中位国

HDI高位国

％

多次元貧困
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　人間の幸福の重要な主観的指標には、医療と教育の質に対する満
足度もある。研究結果からは、良質の医療と教育が幅広い所得と人
間開発の水準において提供されうることが示されている。医療の質
に満足している人の割合は世界平均で61%、最も低いのはエチオピ
アの19%、最も高いのはルクセンブルクの90%となっている（巻
末「統計別表7」参照）。教育の質に満足している人の割合は世界平
均で64%、最も低いのはマリの35%、最も高いのはカンボジアの

94%である（巻末「統計別表8」参照）。
　南アジアでは回答者の65%が医療の質に対する満足を表し、パキ
スタンでは41%、スリランカでは83%となっている。スリランカ
の数字は、所得水準が比較的低くてもコミュニティと国家に関する
社会的認知を強めることが可能であることを示している。対照的に、
医療に対する満足は欧州・中央アジアで45%にとどまっている。

1. Dolan, Layard and Metcalfe 2011. Krueger と Schkade（2008）は2000 ～ 2006年にわたっての、生活満足度や主観的幸福度に関するデータを用いた経済学文献に掲載された157の論文と多数の書籍に注目。
出典：Kahneman and Krueger 2006; Stiglitz, Sen and Fitoussi 2009; Dolan, Layard and Metcalfe 2011; Stewart 2013.

BOX 1.4

幸福の主観的指標―思考と政策における受入れの広がり

　近年、幸福と人間開発の測定、公共政策の検討に主観的データを
用いることへの関心が高まっている。１ 英国では、Stiglitz, Sen and 
Fitoussi （2009）の示唆に沿う形で、政府が幸福の主観的指標の活
用を本格的に探っている。ブータンは、国民総幸福指数の下位指標
をすべての公共政策の実施に織り込んでいる。主観的データが公共
政策の検討材料に用いられることも増えている。そうしたデータは
客観的データを補うことができるが、代替することはできない。
　Kahneman and Kruegerは、人々がしばしば「合理的経済主体」
の標準から逸脱するという事実を主観的幸福測定の分析の基礎に据
えている。一貫性のない選択をすること、新しい情報を受けても信
念を変えなかったり、利得のある交換を見送ったりする、これらは
すべて、観察された行動を選好に置き換える経済学理論の根底をな
す合理性の前提に反するものである。観察されたデータと現実の選
好とのつながりが薄いのなら、客観的データのみに依拠する根拠は
弱まり、主観的データを用いるべき根拠が強まる。
　Stiglitz , Sen and Fitoussi （2009）は、生活の質を測る3つの概
念的アプローチの1つとして、主観的幸福を採用している。このア
プローチは功利主義の伝統と強くつながっているが、同時により広

い訴求力をもつと彼らは指摘している。しかしながら生活の質の主
観的測定は、それに相対する客観的測定を伴っていない。たとえば、
インフレーションは現実のインフレと認知上のインフレの両方によ
って測られうるが、観察による幸福の測定は存在しない。Stiglitzら
は、主観的アプローチによって、生活の質とそれを形成する客観的
要因との区別が可能になるとしている。
　主観的測定にも問題がないわけではない。主観的測定は本質的に
順序尺度であり、通常は国や文化間の比較ができず、また経時的な
信頼性もない。これらの理由から、幸福などの主観的指標を唯一の
政策基準として、あるいは重要な政策基準として用いることは誤り
につなる危険性がある。しかしながら、正しく測られ、慎重に用い
られるならば、これらの指標は、政策の検討材料として客観的デー
タを補う貴重なものとなりうる。
　調査から得られる重要な幸福の主観的指標として、総合的生活満
足度がある。149か国のデータによる世界の生活満足度は平均で
5.3となっている（表参照）。最も低いのはトーゴの2.8、最も高い
のはデンマークの7.8である（巻末「統計別表9」参照）。驚くまで
もなく、生活満足度は人間開発の水準が高い国ほど高い傾向にある。

総合生活満足度と医療・教育に対する満足度

HDIグループと地域
総合生活満足度 2007～2011a

（非常に不満を0、非常に満足を10とする）
医療に対する満足度

2007～2009a（はいと答えた％）
教育の質に対する満足度
2011（はいと答えた％）

HDIグループ

HDI最高位国 6.7 61.9 61.3

HDI高位国 5.9 55.2b 58.0

HDI中位国 4.9 68.7b 69.2

HDI低位国 4.5 50.0 56.5

地域

アラブ諸国 4.8 54.3b 50.0

東アジア・太平洋諸国 5.1b 79.5b 68.2b

欧州・中央アジア 5.3 44.8 51.8

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 6.5 56.7 61.4b

南アジア 4.7 64.8 73.3

サハラ以南アフリカ 4.4 50.1b 52.0

世界 5.3 61.0b 64.2

a. 一定期間中で入手可能なものの中で直近のデータによった。
b. データがHDIの当該グループの人口の少なくとも3分の2をカバーする2分の1の国々で利用できなかったことから数値は統計別表には表示されない。
出典：Gallup （2012）を基にHDROが算出。



により大きな不平等が存在することを原因とし
ている。HDI低位国がHDIの3分の1を不平等
によって失っているのに対し、HDI最高位国の
損失は11%に過ぎない。 
　世界では過去20年間、所得よりも保健と教
育における不平等の削減が大きく進んでい
る。30　理由の一端として、用いている尺度であ
る平均余命と平均就学年数には、すべての国
がやがて収斂する上限がある。これに対し、
所得には上限がない。ほぼあらゆる研究が世
界の所得不平等の高さという点で一致してい
るが、最近のトレンドに関するコンセンサスは
存在していない。31　1970〜2000年の138か国の
所得分布を統合した研究からは、1人当たり所
得が上昇する一方で不平等は強まっていない
ことが示されている。32 
しかし、他の諸研究から
は逆のことが示されてい
る。33　そしてまた、まっ
たく変化していないとす
る研究結果もある。34

　66か国の1990〜2005年
のIHDIの推移は、保健
と教育における不平等の
縮小が所得における不平

不平等

　不平等は人間開発のペースを遅らせ、場合
によっては完全に止めてしまう。これは教育と
保健の不平等において最も著しく、それに所
得の不平等が続き、所得不平等の影響はHDI
高位国と最高位国において最も大きい。先進
国と開発途上国の合計132か国を対象とした本
報告書の分析から、不平等と人間開発の間に
逆関係が認められ（BOX1.5）、先進国を対象
とした従来の研究結果を裏づける形となっ
た。28

　不平等の人間開発に対する影響は、不平等
調整済み人間開発指数（IHDI）によって捉え
ることができる。IHDIは人間開発の平均水準
と、平均余命、教育達成度、資源を自由に使
える度合いから人間開発の分布状態を推定す
るものである。不平等が存在しなければIHDI
はHDIと等しくなる。この2つの指数の差分が
不平等を表し、差分が大きいほど不平等は大
きくなる。29

　2012年の132か国のIHDIに基づけば、HDIの
ほぼ4分の1（23%分）が不平等によって失わ
れている（巻末「統計別表3」参照）。最も損
失が大きいのはHDI低位国で、より多くの側面

「選ぶことのできない」
階級や国

「選ぶことのできない」
民族集団や人種

「選ぶことのできない」
性にあることによって
短い人生や悲惨な人生を
運命づけられる人が
あってはならない

ことのできない」民族集団や人種、「選ぶこと
のできない」性にあることによって、短い人生
や悲惨な人生を運命づけられる人があっては
ならない。 

平等と人間開発 

　人間開発において必要不可欠の要素の１つ
が平等である。誰もが自分の価値観と所望に
従って充実した人生をおくる権利をもってい
る。「選ぶことのできない」階級や国、「選ぶ
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所得貧困と多次元貧困の差は国によって著しい違いがある

注：2002 ～ 11年のデータ。円の大きさは多次元貧困人口の規模を表す。対角線は1日1.25ドル未満で生活している人口と多次元貧困人口とが等しい。
出典：HDROが算出。
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BOX 1.5

不平等は人間開発を遅らせる

　人間開発指数（HDI）のデータを用いた人間開発報告書室の調査は、
不平等とその後の人間開発の伸びとの間に反比例関係があることを
強く示している。その要因としては、保健と教育の不平等が所得の
不平等よりも強くなっている。
　2012年の132か国のデータに基づく回帰分析から、4つの説明変
数によって、HDIとその構成要素（保健、教育、所得）に対する多
次元不平等の影響（不平等調整済み開発指数〈IHDI〉によって測ら
れるHDIの損失）が示されている。4つの説明変数とは、人間開発
全体における不平等、出生時平均余命における不平等、教育達成度

における不平等、1人当たり所得における不平等である。それぞれ
の説明変数に個別の回帰分析を用い、それぞれの回帰分析に人間開
発の水準（低水準、中水準、高水準、最高水準の4つ）を統制する
ダミー変数を加えた。人間開発全体の不平等、出生時平均余命の不
平等、教育達成度の不平等は統計的有意性の高い（1％レベル）負
の相関を示したが、1人当たり所得の不平等はまったく相関を示さ
なかった。人間開発低位国および中位国と人間開発高位国および最
高位国の国別グループなど、異なる比較対象の組み合わせを通じて、
結果ははっきりと現れた。

出典：HDRO。
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高位国でも、数か国が女性国会議員の割合に
大きな不平等をかかえている。たとえばイタリ
アは、女性議員の割合を1.5倍以上に高めたが、
全議員に占める女性議員の割合はなおも5分の
1ほど（20.7%）に過ぎない。アイルランドの女
性議員の割合は20%にも達していない。その
一方で、ルワンダでは女性国会議員の数が男
性を上回っている（52%対48%）。 
　サハラ以南アフリカでは多くの国で2000〜
12年の間にGIIが向上したが、他地域の国々に
なおも追いついていない。その主因は、妊産
婦死亡率と15〜19歳の女性1000人当たりの出
生数の高さ、教育達成度における大きな格差
である。 
　最も懸念される傾向の1つが出生時の性比

0.747まで国により大きな格差があり、平均値
は0.463となっている（巻末「統計別表4」参照）。
　ジェンダー格差が大きいのは南アジア

（0.568）、サハラ以南アフリカ（0.577）、アラブ
諸国（0.555）である。南アジアの格差の主因は、
女性国会議員の割合（18.5%）、教育達成度に
おけるジェンダー不均衡（中等教育以上の就
学者の割合が男性50%に対し女性は28%）、労
働市場参加率の低さ（男性81%に対し女性は
31％）の3つである。 
　2000〜12年の間にGIIはほぼ世界的に下がっ
ているが、その度合いは一様ではない。36　HDI
最高位国グループは他のグループよりも達成
度が高く、教育達成度と労働市場参加で女性
と男性の平等度が高い。しかしながらHDI最

ンを反映している可能性がある。また、保健
と教育の間にはつながりもある。たとえば、女
性の教育向上は女性と次世代のより良い健康
につながりやすい。このように、平均余命と
教育は両輪として動きうる。現在の教育にお
ける不平等の大部分は、質の格差を反映して
いる。多くの開発途上国において、教育は2つ
の進路に分かれている。すなわち、富裕層の
子どもは主として私立の良い学校・大学に通
い、貧困層の子どもは主として公立の不十分
な学校に通っている（BOX1.6）。35

　不平等の拡大、ことに集団間の不平等拡大
は社会的不安定につながりかねず、長期的な
人間開発の前進を阻害する。不平等の永続は
しばしば、社会的不安定へとつながるおそれ
のある世代間の社会的な移動性の欠如に行き
着く。 
　所得不平等の拡大はある程度まで国の財政
制度、ことに課税制度の失敗を映し出すもの
であるが、社会的保護によって相殺されうる。
たとえばラテンアメリカでは、所得不平等が
現金移転プログラムの成果によって縮小して
いる。 

ジェンダーと女性の地位 

　ジェンダー平等は、人間開発における中心
的課題であり、また重要な構成要素の１つで
もある。保健、教育、労働市場において女性
が差別され、女性の自由が制限されているこ
とがあまりにも多い。差別の度合いはジェンダ
ー不平等指数（GII）によって測ることができる。
GIIは、リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖
に関する健康）、エンパワーメント、労働市場
への参加という3つの側面におけるジェンダー
不平等による損失を捉える。GIIが高いほど差
別が大きい。2012年の148か国のデータに基づ
くと、GIIはオランダの0.045からイエメンの

等によって相殺されながらも、全体的な不平
等がわずかに弱まっていることを示している

（図1.5）。大半の地域において所得の不平等が
拡大し、保健と教育の不平等が縮小している

（図1.6）。ラテンアメリカでは2000年以降、所
得の不平等が縮小しているが、所得不平等の
度合いはあい変らず全地域のなかで最も大き
い。保健における不平等が最も大きいのはサ
ハラ以南アフリカ、教育における不平等が最
も大きいのは南アジアである。 
　教育達成度に関しては、1990〜2010年の就
学率と予測就学年数の両面において、世界の
不平等の削減は大きく前進している。ことに
顕著なのが欧州・中央アジア（教育における
不平等による損失がほぼ68%減少）、東アジア・
太平洋諸国（同34%減少）、ラテンアメリカ・
カリブ海諸国（同32%減少）である。先進国で
も開発途上国でも初等教育の平均就学率はほ
ぼ100%で、より多くの子どもが学校を卒業す
るようになっている。 
　保健と教育における不平等の縮小は、社会
政策における政府の優先事項とイノベーショ
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HDIおよび各構成要素の不平等による損失

注：66か国の人口加重バランスパネルに基づく。
出典：Milanović（2010）のデータを基にHDROが算出。
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大半の地域が所得不平等の拡大、保健や教育の不平等縮小を示している

注：保健の不平等による損失には182か国、教育の不平等による損失には144か国、所得の不平等に関しては66か国の人口加重バランスパネルデータに基づく。また、Milanović （2010）の所得の不平等に関するデータは2005年までの
ものを利用した。
出典：保健に関するデータは、国連経済社会局の生命表から、教育に関するデータは、Barro and Lee（2010）、さらに所得の不平等に関してはMilanović （2010）から得られた保健データを用いてHDROが算出。
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すべての教育レベルにおいてかなりのジェン
ダー均衡があった。 
　女性の教育と雇用創出だけでは十分でない。
女性の所得向上を図る標準的政策は、家庭内
でのジェンダー格差を考慮していない。女性
は無償労働をより多く負担し、文化的規範と
しての労働の男女差別がある。このような要
因を考慮しない経済理論に基づく政策は、た
とえ経済的繁栄を生み出そうとも女性に悪影
響を及ぼすこともある。41　ジェンダー平等を向
上させるカギは、自由、尊厳、参加、自治、
集団的組織力を含む女性の人権を拡充する政
治・社会改革である。42 

世代間の平等と持続可能性 

　危機が相次ぐ状況においては、現在の行動
の重大な長期的影響に対する視点を見失いや
すい。したがって、今日の選択が時として、
将来の数十年間にわたる選択に決定的影響を
及ぼしうることを忘れてはならない。持続可能
な人間開発は、異なる世代の時々の選択と、
現在および将来の世代に対する権利の配分と
のつながりを理解することにかかっている。 
　明らかにバランスが求められる。現在にお
いて、ことに貧しい人々、多次元貧困の下に
ある人々の能力を拡充することは、基本的人
権の問題として、さらには生存に対する普遍
的要求の一部分として決定的に重要である。43 

さらに、現在の貧困と苦痛は将来に負の影響
をもたらす。したがって目標は世代内と世代間、
その両面の平等でなければならない。 
　現時点での人々に対する投資は、現在にお
いて生じる債務と、それが将来世代に課す返
済義務との慎重なバランスを必要とする。人
間開発報告書1994年版において強調したよう
に、「経済的債務であれ、社会的債務、環境的
債務であれ、先送りされる債務はすべて持続

れはジェンダーの公正と平等の問題のみなら
ず、民主主義にも大きな影響を及ぼし、社会
的暴力につながるおそれがある。
　出生時の男性比率の高さは、家長制の風習
と偏見に基づく女性の社会的地位の低下を映
し出している。その背後には、根深い社会的・
文化的価値観、都市社会と農村社会の将来へ
の展望の変化、一部諸国における結婚持参金
などが存在する。38　この問題は近年、男児の産
み分けを可能にする超音波技術の普及と乱用
によって悪化している。しかしながら最大の
要因は、家長制の風習と結婚持参金の存在に
よる男児の経済的価値の大きさとが相まって
生じているといえる。たとえば、結婚持参金
の風習のない一部アフリカ諸国では、家長制
の偏重が出生時男性比率の高さにつながって
いない。 
　不均衡の是正には多くの社会規範の改変が
伴うことになる。たとえば、女児よりも男児を
もつことの経済的インセンティブに影響する社
会規範である。そのためには、搾取的な結婚
持参金のしきたりを効果的に終わらせるこ
と、39　女性に対する経済的機会を広げること、
女性が自分の生活をもっとコントロールできる
状況を生み出すこと、女性の政治参加と家庭
内での意思決定の機会を広げることが必要と
なる。
　女性の教育向上が女性の健康・栄養の向上
と出生率の低下に寄与することは、かねてか
ら論じられてきた。40　したがって教育には、女
性の選択肢拡大という本質的価値に加えて、
女性と子どもの健康と出生の向上という結果
につながる手段としての価値もある。この点
において、HDI低位国と中位国にはなお改善
の余地がある。また1970〜2010年の期間にお
いて、HDI高位国と最高位国にも教育を受け
ていない層にジェンダー不均衡が存在した。
ただし、就学中の少女と若年女性については、

1.08〜1.18の性比となっている。37

　一部の国では性別による妊娠中絶や子殺し
によって人為的に人口構成が変えられ、少な
くとも成年女性の不足につながっている。こ

で、一部の急成長国において悪化している。0
〜4歳児の自然性比は1.05（男児105人に対し女
児100人）である。しかし2012年のデータが得
られる175か国の平均値は1.07で、13か国が

BOX 1.6

教育の質―PISA（OECD生徒の国際学習到達度調査）における成果

　人間開発指数（HDI）の構成要素としての教育は2つの尺度で測
られる。平均就学年数と予測就学年数である。しかし就学年数にも
増して、人間の能力の拡大においては教育の質が重要な要素となる。
　経済開発協力機構（OECD）は、国際学習到達度調査（PISA）を
通じて生徒の学習達成度に関するデータを国際的に集計し、平均点
や達成水準の低い学校の割合、成果の一貫性を国際比較している。
たとえば、米国などが伝統的に保持してきた教育水準の高い労働力
の優位性は、その他の国々（アイルランド、日本、韓国など）が米
国の水準に追いつき、追い抜いていることで弱まっているように見
える。
　2009年に63か国・地域を対象に行われた最新のPISAでは、多く
の国が学習成果の質にめざましい進歩を見せている。中国・上海市

の生徒は読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーのすべてで
トップに立った。読解力では韓国、フィンランド、中国の香港特別
行政区（以下、香港）が後に続いている。数学的リテラシーの2位
以下はシンガポール、香港、韓国。科学的リテラシーの2位以下は
フィンランド、香港、シンガポールとなっている。米国の生徒の数
学的スキルは平均を下回っており、アイルランド、ポルトガルと並
び29位。科学的リテラシーでは平均をわずかに上回り21位、読解
力では平均を超えてアイスランド、ポーランドと並ぶ15位となっ
ている。ブラジル、チリ、インドネシア、ペルーなどの国々は、き
わめて低かった水準から大幅な上昇を遂げている。一部の国々にお
ける教育の質への投資は今後、知識経済化が進むグローバルな世界
において見返りを生む公算が大きい。
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国際学習到達度調査（PISA）の読解力スコアは人間開発指数（HDI）と正の相関がある

出典：HDIデータ、HDROが算出。PISA調査結果（OECD 2010b）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注：破線はOECD加盟国の平均スコア（493）を示している。
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社会統合 

　人間開発には個人的能力の拡大が含まれる。
しかし同時に、個人は他者と結びついている。
したがって、結束力をもち永続する社会の構
築において、個人相互の結びつき方が重要と
なる。異なる集団の統合は、経済的成功のみ
ならず、幸福と社会安定にも決定的に重要と
なりうる。不平等と排除は、人間の自由を根
本的に弱める社会的不正義でもある。 
　統合された社会は、集団間に信頼と団結を
広げて人々の集団的行動を可能にする効果的
な社会制度に拠って立つ。そのような制度に
は、公式非政府組織（NGO）、非公式団体、
協同組合、行動の規範と
規則が含まれる。これら
は人間開発の成果、社会
の一体性、社会の安定に
影響を及ぼす。個人的能
力と区別するうえで、そ
のような制度の働きと
人々に対する影響を「社会的コンピテンス」
としてまとめることができる（BOX1.7）。社会
的コンピテンスが一体性の強い社会を育む度
合いは、社会的包摂と社会的安定の達成度に
よって評価することができる。 
　一部の開発途上国は、再分配戦略による成
長の純化を通じて成長の便益をより均等に分
配し、社会的排除への対処を図っている。し
かし、この物質中心の包括的成長の捉え方は、
往々にして長い歴史的・文化的ルーツをもつ
経済的・社会的差別を終わらせることにほと
んど寄与しない。そのような差別は、1人当た
り所得の多い国においても広がっている場合
がある。明らかに、所得成長だけで社会的結
束は達成できない。そこで積極的な政策が必
要とされる。 
　不平等の影響は世代を越えて広がりうる。

ションと消費シフトの必要性が浮かび上がっ
ている。47

　図1.7は、2012年の151か国の消費のエコロジ
カル・フットプリントとHDIをプロットしたも
のである。48　エコロジカル・フットプリントが
環境許容量の世界平均以内にあり、かつHDI
が高水準に達している国はごく少ない。これ
は世界にとって明るくないデータである。時間
の経過とともに状況は悪化している。一部の
HDI高位国は、1人当たりエコロジカル・フッ
トプリントが環境許容量の世界平均（2008年
時点で1.79グローバルヘクタール）を下回って
いるが、フットプリントの増加が長期にわたっ
て続いている。
　人々は自分たちに利用できる選択について
だけでなく、そうした選択が誰によって、誰の
負担で、どのように確保されているのかにも目
を向ける必要がある。持続可能な形で達成さ
れる人間開発は、次の世代の人々の犠牲によ
って得られる前進よりも優れている。実際に
持続可能な人間開発の厳密な決算システムで
は、現在の達成とともに将来の人間開発も含
まれることになる。 
　環境の持続可能性を監視する改善策も必要
とされる。2012年国連持続可能な開発会議

（UNCSD）は、現在と将来の選択肢の関係に
対処する施策の必要性を訴えた。そのような
施策は、現在と将来の地球の全市民が快適で
充実した生活をおくる権利をもつという前提
に立ち、経済的・環境的債務の累積を監視す
るものでなければならない。また施策において
は地球の限界、つまり「転換点」を強調する
必要もある。たとえば気候変動は、貧しい国々、
貧しいコミュニティに矛先を向ける形で、すで
に大きなコストを強いている。 

持続可能な形で達成される
人間開発は
次の世代の人々の
犠牲によって得られる
前進よりも優れている

なぜならグローバルな観点から見て、豊かな
国々の1人当たり消費・生産は持続可能ではな
いからである。
　現在、特に懸念されるのが気候変動と脆弱
な生態系というグローバルな難局である。あ
る重要な研究が次のように結論づけている。

「人類はすでに少なくとも3つの地球的限界を
踏み越えている」。45　この指摘は、国連事務総
長の「地球の持続可能性に関するハイレベル
パネル」の2012年版報告書にも引用されてい
る。46　現在、環境的に持続可能な道筋を進んで
いる国はほとんどなく、持続可能な人間開発
への動きを促すことのできる技術的イノベー

可能性を担保に取る」のである。44　最近の経済
危機は、経済成長を欠くなかで公的・民間の
経済的債務の持続可能性という問題を前面に
押出し、社会的・環境的債務というきわめて
重要な問題から注意をそらす結果を招いてい
る。環境面ではすでに、過去と現在の世代の
選択から生態系に深刻なダメージが引き起こ
されていることを示す確実な証拠が存在する。
貧しい国々が豊かな国々の生産・消費パター
ンに倣うことはできず、また倣うべきでもない。
同様に、豊かな国々は自国のエコロジカル・フ
ットプリント（人間の活動によって生態系に永
久に残る影響）を減らさなければならない。
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持続可能な人間開発に必要な高いHDIと低いエコロジカル・フットプリントを示す国は
ほとんどない

注：エコロジカル・フットプリントとは、地球環境が本来持っている生産力や廃棄物の収容力であるバイオキャパシティと環境許容量への需要を表す単位である。これは、ある年における生物生産力をもつ土地および水の平均生産性に
依存する。
出典：HDROの算出、およびGlobal Footprint Network （2011）。
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2008年環境許容量の世界平均（1.79）

持続可能な
人間開発
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シコは近年、世代間の流動性が高まってい
る。52　総じてラテンアメリカは低水準の社会的
な流動性に加え、所得分配の底辺にいる人々
の機会が封じ込まれている。そのような人々
の社会的な働きは、彼ら自身にコントロールで
きない生い立ち上の性質によって決まってい
る部分が大きい。異質性の強い社会では、欠

告書2010年版は、社会的な流動性の不足と永
続的な不平等との関係に焦点を当てている。50

ブラジルでは、収入における不平等の少なく
とも4分の1が親の教育水準、人種または民族、
出生地などの家庭環境に関係している。51　この
ような世代横断的な所得分配パターンの永続
は、チリとメキシコにも存在する。ただしメキ

国では、不平等の拡大とともに世代間の流動
性が低下している。 
　ラテンアメリカ・カリブ海諸国・人間開発報

たとえば先進国の8か国を対象とした研究か
ら、不平等度の高い国は社会的な流動性が低
い傾向にあることが示されている。49　ことに英

BOX 1.8

貧困の構造次元

　貧困削減の従来型政策は貧困の構造的源泉を認識してはいるが、
十分に対処していない。包摂的成長を図る現在の介入は、社会的セ
ーフティーネットの拡大と強化を通じた開発の結果に焦点を合わせ
がちである。そのような公的イニシアティブは奨励されるべきであ
るが、貧困の源泉でなく症状に的が置かれている。
　そうした限定的介入の結果、成果に大きなばらつきのあるものの
所得貧困削減と、人間開発のある程度の向上をもたらす。しかし南
の大部分では、所得不平等、社会格差が拡大し、不正義がなおも根
強く残り、さらに、貧困の構造的源泉が手つかずのまま残されてい
る。貧困に終止符を打つための政策として信頼性を得るには、貧困
を絶えず存続させている構造的な不正義の是正に取り組まなければ
ならない。

資産へのアクセスの不平等
　富と知識に対する不平等なアクセスは、排除された人々から、市
場で競争する力を奪い取るものである。たとえば農村部の貧困は、
農村社会の恵まれない人々の土地と水に対するアクセスの不足に端
を発している。土地の所有は、経済的特権の源泉であるのみならず
社会的・政治的影響力の源泉でもある。土地所有の構造は今なお、
機能する民主的秩序と相反する形のままになっている。同様に、資
本と財産に対するアクセス不足が都市部の貧困の存続につながって
いる。

市場参加の不平等
　今日の社会の財産保有構造の下、資源不足の人々は市場のよりダ
イナミックな部門から排除されたままでいる。生産主体の中心は、
経済の急成長部門を動かす企業資産を所有する都市部のエリート層
であることが多い。対照的に、排除された人々は第1次生産者や賃
金労働者としてのみ参加し、生産・販売の底辺にあって、自分の労
働に価値を付加する市場経済の機会をほとんど得られずにいる。
　資本市場は、たとえ排除されている人たちが、マイクロクレジッ
ト市場において債務不履行率が低いということで信用力を示してい
ても、彼らに対して十分に信用を供与していない。また公式な資本

市場は、排除された人々の貯蓄を引入れて高成長の企業部門に対す
る投資資産へと変える金融商品も提供していない。

不公平なガバナンス
　不平等で不公平なこの社会・経済の世界を、不公平なガバナンス
がさらに悪化させることもある。排除された人々は、しばしばガバ
ナンス機構において声なき存在のまま取り残され、それゆえに公的
機関によるサービスを十分に受けられない。民主主義の制度は、政
策課題の特定と選挙立候補者の人選の両面において、排除されてい
る人々のニーズに対応できていない。したがって、代表制が資力と
社会的権力をもつ人々によって独占されやすい。そしてそうした
人々は、自分たちの富の拡大と権力基盤の維持に公職者としての地
位と権力を使う。

構造改革の促進
　このような構造的不正義を正すには、政策の包摂性を高める必要
がある。具体的には、排除されている人々が、もっと平等な条件で
市場経済と民主主義的政治形態に参加する能力を高める必要があ
る。そのためには政策として、排除された人々を生産と分配、ガバ
ナンスのプロセスのなかに位置づけ直さなければならない。生産プ
ロセスにおいては、排除された人々に生産資産の所有者となる能力
を与えることによって、賃金労働者や小作農としてのみ働く生活か
ら脱皮させる必要がある。分配プロセスにおいては、排除された人々
が、集団行動を通じて付加価値プロセスに関わる機会を広げ、高所
得層へ移動できるようにすることで、先祖代々の第1次生産者とし
ての役割を超えさせる必要がある。資産と市場へのアクセスは、排
除された人々のエンパワーメントに必須であり、そのためには質の
良い医療と教育への平等なアクセスが保証されていなければならな
い。
　ガバナンスのプロセスで、排除されている人々の代表制への積極
的参加を高めなければならない。意思決定の場での発言権を高め、
ガバナンス機構へのアクセスを広げるうえで、これは決定的に重要
なことである。

出典：Sobhan R. 2010. Challenging the Injustice of Poverty.

BOX 1.7

社会的コンピテンス―個人を超える人間開発

　人は1人で栄えることはできない。実際、１人で働くこともでき
ない。ところが、人間開発アプローチは本質として個人的であり、
個人の能力あるいは自由の拡大を開発と捉えている。しかし、個人
に影響を及ぼす社会的諸側面には、人とのかかわりに基づくもので
あるために個人レベルでは評価しえないものもある。たとえば家族
やコミュニティの機能の度合いなどのように、社会的結束、社会的
包摂という概念で社会全体としてくくられている側面である。人は
他者と結ばれている。社会制度は個人のアイデンティティと選択に
影響する。健全な社会の一員であることは、充実した生活の不可欠
な一部分である。
　したがって人間開発アプローチの1つの作業は、人間の繁栄に資
する社会制度の本質を探ることである。となると開発は、個人の可
能性に対する短期的影響だけでなく、社会と人間の繁栄を支える形
で進化しているか否かによっても評価されなければならない。社会
的情勢は、今日の特定の社会の人々ばかりでなく、来るべき世代に
も影響を及ぼす。
　社会制度とは、利潤を生む市場機構や国家にとどまらず、そのな
かで人々が集団的に行動する（つまり2人以上の人間を伴う）制度
すべてのことである。たとえば公式非政府組織（NGO）、非公式団体、
協同組合、生産者団体、地域団体、スポーツクラブ、貯蓄組合など
である。さらに社会制度には、人間開発の結果に影響する行動の規
範と規則も含まれる。たとえば、雇用に対する態度は物質的な幸福
に影響し、社会階層と差別の規範は不平等、差別、エンパワーメン
ト、政治的自由などに影響する。このような制度のあり方と影響力
をつかみ、それらの個人への影響を理解するうえで、私たちは「社
会的コンピテンス」という言葉を使うことができる。
　人間開発の展望の中核をなすものは、社会規範が人々の選択、ま
た他者に対する行動に影響を及ぼし、したがってコミュニティ全体
における結果に影響するという点である。コミュニティの規範と行
動は、人間開発の視点から逸脱する形での選択を制限しうる。たと
えば、社会的規則に反する選択をする人々が排除されたり、極端な
場合には殺されることもある。早婚や結婚持参金を支える非公式な
規範があるなかで貧困に閉じ込められた家族は、そうした社会規範
の改変に反発するかもしれない。社会規範は時とともに変わり、一
部の集団の利益が損なわれる一方で他の集団が利益を得ることにな
る場合、そうした変化に社会的緊張が伴いうる。
　政策の変更は、ある変化を支持・反対する集団（と個人）の間の

政治的争いの結果である。この争いにおいて、組織化されていない
個人は一般に無力であるが、結束することによって集団として力を
獲得しうる。人間開発に資する社会的行動（教育の拡大、累進税制、
最低賃金制のような政策）は自然に起こるのではなく、生産者団体、
労働者団体、社会運動や政治組織など、変革の推進力を有する集団
の存在によって起こる。そうした組織は、ことに貧困層にとってき
わめて大きな存在となる。たとえば、コルカタ（インド）の性労働
者集団やケープタウン（南アフリカ）の貧困層居住地区の女性が結
束して集団的圧力をふるい、境遇と自尊心を高めたように。
　社会はそれぞれ、「社会的コンピテンス」の総体や機能、効力、
影響力の点で大きく異なる。制度や規範は、「人間開発促進」「人間
開発中立」「人間開発阻害」という観点で分類することができる。
個人間および組織において、価値ある能力や関係を強めるものを特
定して支えることが根本的に重要である。一部の社会制度（規範を
含む）は、ある面で人間開発を支える一方、他の面では支えになら
ない。たとえば家族の強い絆は、苦難の時期に個人を支えることも
あるが、個人の選択と機会を制限することもある。
　大まかに言えば、社会的結束と人間開発を促進する制度は、集団
間格差が少ないこと（たとえば民族、宗教、ジェンダー集団間の格
差）と、人々および集団間の高水準の相互作用を特徴とし、そこか
ら連帯が生まれることで暴力的争いは起こらない。現に、世界平和
度指数による2012年の世界で最も平和な国トップ10のうち5か国
が、不平等による人間開発指数（HDI）の損失によって測られる最
も平等な社会にも入っている。また、差別がないことと疎外レベル
の低いことも特徴である。反差別政策が疎外圧力を和らげ、排除の
最悪の影響を部分的に弱まらせることもありうる。たとえば米国は、
病院の救急外来では費用の支払い能力を問わず、すべての患者を受
け入れるように定めた法律によって、医療費の高さと普及率の低さ
による悪影響が部分的に和らいでいる。また一連の国（ブラジル、
マレーシア、南アフリカ、米国を含む）において、積極的差別是正
措置が欠乏状態にある集団の境遇を向上させ、社会の安定に寄与し
ている。
　社会制度と「社会的コンピテンス」の研究は人間開発アプローチ
にとって不可欠のものでなければならない。具体的にはたとえば集
団の形成、集団と個人の相互作用、集団的行動のインセンティブと
制約条件、集団と政策および政策の結果との関係、行動に対する規
範の役割、規範の形成と変化のあり方などの研究が必要となる。

出典：Stewart 2013; Institute for Economics and Peace 2012.
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　殺人発生率は、ラテンアメリカ・カリブ海
諸国で最も高く（10万人当たり22.2件）、次い
でサハラ以南アフリカ（20.4件）、欧州・中央
アジア（5.5件）、アラブ諸国（4.5件）、南アジ
ア（3.7件）、東アジア・太平洋諸国（2.8件）と
なっている。 
　都市の殺人発生率からも知見が得られる。
一般的な認識とは逆に、貧しい都市で犯罪率
が高いのではない。アマルティア・センは、コ
ルカタは「インドはもとより世界でも最も貧し
い都市の1つであるが、暴力犯罪の発生率はイ
ンドの全都市のなかで最も低い」と指摘して
いる。58　殺人に関しても同様で、コルカタの殺
人発生率は10万人当たり0.3件と、はるかに豊
かなロンドン（2.4件）とニューヨーク（5.0件）
を下回っている。59

　センによると、コルカタは地域内に民族や所
得による居住区別の区別がない「混住」都市
として長い歴史があり、それが有益に作用し
ている。加えて、コルカタには数十年前から

また一部の研究は、市民参加と信頼の評価に
殺人発生率を用いている。55　たとえばカリブ海
諸国・人間開発報告書2012年版は、暴力的犯
罪は将来の開発展望への信頼を損ね、重い安
全コストを強いることによって産業・サービス
の競争力を弱め、投資環境を悪化させると論
じている。犯罪はまた、国や被災地域からの
頭脳流出につながることにもなりなりかねな
い。そして、犯罪への対処に資源が振り向け
られることによって医療と教育への投資財源
が減り、したがって社会統合が遅れ、開発が
鈍ることになる。56 
　データのある189か国の近年における殺人発
生率は平均で人口10万人当たり6.9件、57　最も
低いのはモナコのゼロ、最も高いのはホンジ
ュラスの91.6件である（巻末「統計別表9」参照）。
殺人発生率と人間開発指数（HDI）の間には
比較的小さな負の相関があり、HDI低位国は
10万 人 当たり14.6件、HDI高 位 国は13.0件、
HDI最高位国は2.1件となっている。 

人間の安全保障 

　人間開発報告書1994年版において、安全保
障の概念は国境の軍事的防衛から人々の日常
生活における安全に対する脅威（人々の「不」
安全）の削減、すなわち人間の安全保障とい
う考え方に移らなければならないと論じた。54 

あらゆる社会において、人間の安全保障は飢
餓や病気、犯罪、失業、人権侵害、環境問題
などさまざまな脅威によって阻害される。これ
らの脅威の強度は世界各地で異なるが、人間
の安全保障は欠乏と恐怖からの自由の追求と
して普遍性をもち続ける。 
　経済的不安定について考えてみよう。北の
国々では現在、おびただしい数の若者が職を
見つけられずにいる。そして南の国々では、
おびただしい数の農民が十分な生計を得るこ
とができず、ことに女性への大きな悪影響を
伴う移住を余儀なくされている。生計の不安
定には食料と栄養の不安定が密接に関わる。
開発途上国では多くの世帯が食料価格高騰の
なかで1日2食さえ十分に摂ることができず、
子どもの栄養向上が阻害されている。また先
進国でも開発途上国でも、多数の国で医療へ
の不平等なアクセスが貧困化のいま1つの大き
な原因となっている。世帯内の病気（特に世
帯主の病気）は収入の喪失と医療支出を伴い、
貧困化の最多原因である。 
　安全保障に対する視点を、的外れな軍事力
の重視から包摂的な人間中心の見方に移す必
要がある。このシフトにおける前進の一部分
は、殺人をはじめとする犯罪の統計と軍事支
出の統計から捉えることができる。 

犯罪 

　恐怖からの自由は、犯罪率の低さ、特に殺
人発生率の低さに映し出されるはずである。

乏をかかえる集団の構成員の前進がことに困
難であり、問題はなおさら対処が難しい。 
　排除されている人々や分配の底辺にいる
人々が、その是正を求める政治的発言力を欠
いている場合、不平等と排除は永続する。満
足のいく持続可能な人間開発に必須な平等で
公正な社会は、強い発言力と政治参加、より
責任の所在を明らかにした政治体制を必要と
する（BOX1.8）。 
　人口の大部分が繁栄を享受する欧州連合

（EU）においてすら、一部の集団が取り残さ
れている。たとえばロマの人たちは、1000年
以上にわたって欧州文明の一部を構成してき
た。総数700万〜900万人と推計される彼らは、
欧州最大の民族的マイノリティとしてEU27か
国のすべてに暮らしている。その大半がEU市
民でありながら差別と社会的排除に苦しみ続
けている。2つの地域版人間開発報告書が明ら
かにしたように、ロマの人たちは往々にして、
世代から世代へと続いてきた社会的排除の悪
循環に閉じ込められている。53

　不平等の存在は、社会
的相互作用に悪影響を及
ぼし、選択の自由の制限
につながる。意識調査に
よって、国あるいはコミ
ュニティ内の社会統合の
状態に洞察を得ることが

できる。データの分析から、不平等による損
失と選択の自由およびコミュニティに対する満
足との間に弱い負の相関が示されている。ま
たHDIの高い社会において、選択の自由とコミ
ュニティに対する人々の満足度が総じて高い
ことも示されている。このような関係を探るこ
とで、国の政策に重要な教訓が得られること
になる（表1.3）。 

不平等の存在は
社会的相互作用に
悪影響を及ぼし
選択の自由の
制限につながる

表1.3

選択の自由およびコミュニティに対する満足度と不平等

HDIグループと地域

不平等によるHDI値
における総損失の
割合（％）2012

選択の自由に対する満足
2007～2011a

満足と答えた割合（％）

コミュニティに対する満足b

2007～2011a

｢はい｣ と答えた割合（％）

HDIグループ

HDI最高位国 10.8 81.5 85.9

HDI高位国 20.6 66.3 76.4

HDI中位国 24.2 77.8 79.9

HDI低位国 33.5 61.8 72.2

地域

アラブ諸国 25.4 54.6 67.6

東アジア・太平洋諸国 21.3 78.7c 80.1c

欧州・中央アジア 12.9 58.5 76.5

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 25.7 77.9 79.0

南アジア 29.1 72.9 83.2

サハラ以南アフリカ 35.0 69.1 65.2

世界 23.3 73.9 79.0

a．一定期間内で入手可能なもののなかで直近のデータによる。
b．都市に対して総合的に満足しているかというGallupの質問調査に基づく。
c．データがそのグループの人口の少なくとも3分の2をカバーする国々の2分の1は使えないので、統計別表には表示しない。
出典：不平等によるHDI値における総損失は、不平等調整済み人間開発指数（IHDI）を基にHDROが算出。選択の自由および、コミュニティに対する満足はGallup （2012）のデータを基にHDROが算出。
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いる。69 

＊　　＊　　＊

　人間開発の現況に関する以上の分析は、肯
定的で希望のもてるものである。しかし、なお
多くの仕事が残されている。ほぼすべての国
が克服すべき挑戦をかかえ、同時に将来の前
進のための機会にもめぐまれている。特に懸
念されるのは、一部の先進国が債務危機への
対応策として、南の人々の将来の選択とオプ
ションの排除または制限につながりかねない
緊縮政策を追求している
ことである。 
　人間開発の向上に成算
のある唯一の道筋は、能
力と機会の拡大に対する
積極的投資である。人間
開発報告書1991年版にお
いて指摘したように、「より健康で自信とスキ
ルをもつ人々は、急速に変化する環境に対処
し、国際市場に求められる技術と競争力を満
たすうえで、はるかに有利な立場となる」の

位国の軍事支出は3倍以上に増加した。HDI低
位国は50％近くの増加、HDI最高位国は22％
の増加、HDI高位国は47％弱の減少となって
いる。それでもなお、この3グループの軍事支
出の増加ペースはGDP成長率を下回っている。
しかし、これらの全体的な統計数字はその中
にあるかなりの多様性を覆い隠している。欧州・
中央アジアでは1990〜2010年に軍事支出が
69%減少しているが、南アジア、東アジア・太
平洋諸国、アラブ諸国では43〜388%の増加と
なっている。66 
　開発には往々にして軍事支出の拡大が伴う
が、常にそうというわけではない（図1.8）。軍
事支出のGDP比が最も高いのはHDI最高位国
および高位国であるが、オーストリア、アイス
ランド、アイルランド、ルクセンブルクなど
HDI最高位国の一部ではGDP比1%未満となっ
ている。 
　この点は、台頭する南の国々にとって特に
重要な意味をもつ。たとえば、コスタリカは
1948年以降、軍隊をもっていない。67　軍事支出
がゼロであるために、社会プログラムと社会
投資にそれだけ多くの財源を充てられる。68 
2009年の数字で、コスタリカはGDPの6.3%を
教育、7%を保健に投資している。このような
選択がHDIにおける前進（1980年の0.621から
2012年の0.773へ）に寄与している。 
　現在、約20か国が小規模な軍隊しかもたな
いか、まったく軍隊をもっていない。多くは領
土が小さく安全保障を国外の武力に頼ってい
る。すべての国が完全な非武装化につながる
条件を備えているのではないが、大半の国が
軍事支出の大幅な縮小を見込んでいる。こと
に国内紛争に関しては、インドの例が示すよう
に、短期的には警察活動のほうが暴力の封じ
込めに効果的であるかもしれないが、中期的
には再分配と総合的開発が市民的争乱の防止
と収拾のより良い戦略であることが示されて

すべての国が完全な
非武装化につながる条件を
備えているのではないが
大半の国が軍事支出の
大幅な縮小を見込んでいる

の変化にある。1990年代初頭以降、国家間の
紛争は減っているように思えるが、国内紛争
の数は20世紀半ば以降、増加している。 
　現在、安全保障上の脅威の大部分は、他国
でなく反政府勢力やテロ、その他の国内抗争
から生じている。62　ポスト冷戦時代の紛争は
500万人以上の犠牲者を出しているが、その
95%が民間人である。63

　たとえば南アジアでは、9か国すべてが過去
20年間に国内紛争を経験し、その犠牲者数は
国家間紛争のそれを上回っている。64　しかも
2001年以降、紛争は各国内の貧困地域で多発
している。65

　データの得られる104か国から2010年の世界
の軍事支出を計算すると1.4兆ドル超となり、
世界総生産の2.6%に相当する。その大半を
HDI最高位国が占めているが、ことにHDI中位
国など他の国々の軍事支出が経済成長ととも
に増加している。1990〜2010年の間にHDI中

基本的な公共サービスのシステムが備わって
いる。公立の病院や学校、大学、低料金の公
共交通機関などで、これらが経済的・社会的
排除の影響を和らげている。鉄道にしても、
貧しい物売りたちが賃金労働者やホワイトカ
ラー労働者と隣り合わせに座っている車内風
景は、ごく日常的である。 
　しかし、人々がサービスへのアクセスを欠
いていると犯罪に走りやすくなる。たとえば英
国の累犯者に関する研究は、多くの服役者が
生涯にわたる社会的排除の犠牲者であり、60　基
本的サービスから実質的に排除されていたこ
とを指摘している。61 

軍事支出 

　冷戦の終結後、GDP比で軍事支出を見るか
ぎり、全体としての軍備増強は起きていない。
理由の一端は、国家の安全保障に対する脅威
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図1.8

開発は必ずしも軍事支出の増加を伴わない

出典：軍事支出のデータはストックホルム国際平和研究所による。HDIデータはHDROが算出。

2010年の軍事支出（対GDP比：％）
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殺人発生率とHDI値には少なからず相反する意味合いがある

出典：UNODC2012を基にHDROが算出。
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である。70

　次章では、南の多くの国々が実際にどの程
度、この道筋を進むことができたのか、その
広がりについて見ていく。そして第3章以降、
そうした国々はどのようにしてそれを達成した
のかを明らかにし、南の台頭が国際ガバナン
スと世界の力関係の再編に対して意味するも
のを検証する。
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　南の台頭は、特にその多様性が注目に値す
る。この新しい波は、資源や社会構造、地理、
歴史を大きく異にする開発途上の国々に広が
っている。たとえば、アルジェリアとアルゼン
チン、ブラジルとバングラデシュ、中国とチリ、
ガーナとガイアナ、インドとインドネシア、マ
レーシアとモザンビークのように。このような
国々は、人々を中心に置く急速な開発が幅広
い文脈のなかで根づきうることを示している。
そして、彼らの経験と知見は、他の開発途上
国が追い上げできるように成功事例の幅を押
広げている。
　開発途上国の間で急速に拡大している相互
のつながりは、よりバランスの取れたグローバ
ル化にもつながり始めている。新しい貿易ル
ートが発展し、モロッコや南アフリカ、タイ、
トルコ、ベトナムのような多様な国々が、それ
ぞれ100か国以上を相手に輸出と輸入の両面で
大きな貿易関係をもつようになっている。2　新
しい技術や改良された技術が地域的な条件に
合わせて採り入れられることで、人々の生産
性を向上させ、国境を越えた生産の共有を可
能にしている。
　しかもそのすべてが、世界中の人々と国々
が空前の規模で結ばれるなかで起きている。
現在、世界で20億人以上がインターネットを
利用し、毎年10億人以上が外国に旅行してい
る。3

　この変容は、地域の関係と世界の関係の力
学に影響を及ぼしている。南の先頭に立って
いる国々は、2008年の金融危機への対応で決
定的な役割を果たした。気候変動の緩和、金
融市場安定化のためのルール作り、多国間交
渉の推進、グリーン技術のための資金調達・
開発のためのメカニズムなど、グローバルな
公共財の適切な提供に関する対話が深まって
いる。参加者の数が増えると、世界的な合意
に達することがさらに難しくなるように思える
かもしれない。しかし南の台頭は、行き詰まり
状態にあるグローバルな問題の一部を打開し、
より人間開発にやさしいグローバルな合意に
つながる可能性がある。

均衡の再調整：よりグローバルな世界、
よりグローバルな南

　世界の生産は、過去150年間には見られない
形で均衡の再調整がなされつつある。国境を
越えた財、サービス、人、アイデアの移動が
著しく拡大している。1800年当時、貿易は世
界総生産の2%を占めるに過ぎなかった。4　第2
次世界大戦後もその比率はなお低く、1960年
時点でも25%に届かなかった。それが2011年
時点で、貿易は世界総生産のほぼ60%に達し
ている。5　この拡大の裾野は広く、少なくとも
89か国の開発途上国で過去20年間に貿易依存

　近年の世界情勢における著しい特徴は、多くの開発途上国のダイナミックな経済への変容であり、それに
は経済成長と貿易の伸び、そして人間開発の急速な前進が伴っている。現在の不安定な状況のなかで、その
ような開発途上国がこぞって世界の経済成長を支え、他の開発途上国を引き上げ、大きな規模で貧困の削減
と富の拡大をもたらしている。これらの開発途上国も依然として大きな課題に直面し、世界の貧しい人々の
多くをかかえてはいる。1　しかしこれらの国々は、グローバル化の力に後押しされながら、実践的な政策と
人間開発の重視によって、経済に潜在する機会を解き放つことが可能であることを実証している。

よりグローバルな南

2.

「音楽が変われば、踊りも変わる」
―アフリカのことわざ

「四方八方を壁で閉ざされた家や
風の通らぬ窓の家などはご免だ。
私の家は、できるだけ自由に
あらゆる国の文化が吹き込むようで
あって欲しい。とはいうものの
そのいずれかの文化で私の足元を
吹き飛ばされるは、お断りだが」
―マハトマ・ガンジー
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貿易は10億ドルから1400億ドル超に増加した。
インドの企業はインフラからサービス、電気通
信にいたるまで、アフリカの産業に投資してい
る。ブラジルの企業はアンゴラで最大級の雇
用主となっている。15

資本財とサービスの貿易

　開発途上国は南南貿易によって、先進国か
ら輸入する資本財よりもニーズに合いやすく
価格も安い資本財、つまり獲得、応用、模倣
しやすい資本財へのアクセスを獲得してい
る。16　インドでさえ、その恩恵を受けている。
インドの2010年の中国からの輸入は、60%を電
気機械、原子炉、ボイラーなどの資本財が占め、
その費用は先進国から輸入した場合を30%下
回ると推計される。17　しかも、このような貿易
にはさらなる奥行きがある。たとえば、中国国
内4位のタービン・メーカーの明陽電気は最近、
インド国内に2.5ギガワット級の風力・太陽光
発電設備を建設することを計画し、インドの

度が上昇している（BOX2.1）。6

　現在、貿易障壁の削減と輸送費用の低下に
よって製造業の生産拠点は国境を越え、中間
財を貿易する多数の国に分散している。7　そし
て情報技術の進歩とともに、サービス貿易の
範囲も拡大している。その帰結が、産業内貿
易と企業内貿易の著しい増加である。
　アジアを中心に、開発途上国はこのような
移行を大きな強みにつなげている。1980〜
2010年の間に、開発途上国は世界の貿易に占
める割合を25%から47%へ、8　世界総生産に占
める割合を33%から45%へ伸ばした。現在、開
発途上国は世界の製品生産の付加価値の3分の
1を占める。9　G20のうちの開発途上8か国の製
品輸出は1990〜2010年の間に約2000億ドルか
ら3兆ドルへと15倍に増加した。10　しかし、そ
れ以外の多くの国も貿易を伸ばしている。
2010年の1人当たり製品輸出で、サハラ以南ア
フリカはインドの水準の2倍を上回った。11　タイ
は、1995〜1996年時点で輸出高10億ドル以上
の貿易相手国が10か国ほどだったが、その後
わずか15年間でその数を3倍にも増やした

（MAP2.1）。12

　グローバルな均衡の再調整には、開発途上
地域のこれまでにない結びつきが伴っている。
1980〜2011年の間に、南南貿易が世界の貿易
に占める割合は8.1%から26.7%に拡大し、こと
に2000年代に大きく拡大した（図2.1）。一方、
北北貿易の割合は約46%から30%弱に低下し
た。このような傾向は天然資源の貿易を除外
しても変わらない。13　世界的な景気減速のなか
で、南南貿易が経済成長を大きく刺激してい
る。南から南への輸出高が南から北への輸出
高を超え、輸出品目もスキルと技術の集約度
の高いものが増えている。14

　サハラ以南アフリカは輸出と輸入の両面で
南南貿易の大きな存在に変わった。1992〜
2011年の間に、中国のサハラ以南アフリカとの

BOX 2.1

南の世界経済との統合と人間開発　

　1990〜2010年の途上国107か国のサンプルにおいて、約87%が
グローバルに統合されていると見なすことができる。すなわち、貿
易／生産比率が上昇し、多数の本格的な貿易相手国をもち、1　所得
水準が同程度の国々よりも貿易／生産比率が高くなっている。2　こ
のような途上国はまた、世界とのつながりもはるかに強くなってい
る。インターネットの利用が劇的に拡大し、2000〜10年の利用者
拡大は平均年率30%を超えている。
　すべてグローバルに統合された国が人間開発指数（HDI）を劇的
に伸ばしているわけではないが、HDIが高い国には統合が見られる。
開発途上国のなかで1990〜2012年のHDIの伸びが最上位にある
国々のほぼすべて（ここでのサンプル中45か国）が、HDIの伸びに
おいて下回る他の途上国グループと比べて、世界経済との統合度が
高く、貿易／生産比率の上昇率も平均で約13ポイント高くなって
いる。これは、途上国は開発の進展とともに開放度が高まりやすい
という従来の知見と一致している。3

　グローバルな統合度とHDIが大きく伸びている国々には、新聞の
見出しを飾るような大国だけでなく、数十の小国や後発開発途上国
も含まれている。したがって、アルファベットの頭字語で表される
ような新興経済国グループよりもはるかに多様な大群である。ちな

みに頭字語で表されているのは、BRICS（ブラジル、ロシア、イン
ド、中国、南アフリカ）、IBSA（インド、ブラジル、南アフリカ）、
CIVETS（コロンビア、インドネシア、ベトナム、エジプト、トルコ、
南アフリカ）、MIST（メキシコ、インドネシア、韓国、トルコ）な
どである。
　下に示したグラフは、HDIの伸び4　とグローバル市場への参加の
度合いを示す指標としての貿易／生産比率の変化を軸に各国の状況
をプロットしたものである。これら開発途上国の80％以上が1990
〜2012年の間に貿易／生産比率を高めている。かつHDIも大きく
高めたサブグループには、少なくとも80か国を相手に輸出または
輸入をしていて世界市場におけるグローバルな存在と見なされる3
つの大国（インドネシア、パキスタン、ベネズエラ）が含まれてい
る。貿易／生産比率が低下した2つの小国（モーリシャス、パナマ）
も、所得水準が同程度の国々に見込まれるレベルを大きく上回る貿
易を続けている。1990〜2012年にHDIを大きく伸ばし、貿易／生
産比率も上昇した国々は、すべてグラフの右上象限に入っている。
右下象限に入っているのは、貿易／生産比率は伸びたがHDIの上昇
が小幅だった国々で、ケニア、フィリピン、南アフリカなどが含ま
れている。

1. 2010 〜 11年において200万ドルを上回った相互貿易。
2. 人口と地理的閉鎖性により調整を加えた貿易／ GDP比率と1人当たり所得の回帰分析に基づく。
3. Rodrik （2001）を参照。
4. HDIの相対的上昇度は、1990年のHDIの対数に基づく1990 〜 2012年のHDIの対数の変化の回帰による残差で測られている。グラフ左上象限に黒い丸で表示されている5か国は、HDIを大きく伸ばした一方で、1990 〜 2010年の間に貿易／生産比率が下がりつつも
グローバルに多数の貿易関係を維持した、または1人当たり所得が同程度の国々に予測される貿易量を上回った国。右上・右下象限に白い丸で表示されている国々は、1990 〜 2012年のHDIの相対的上昇度は中程度であったが、貿易／生産比率が上昇した、また
は多数の貿易関係を維持した国である。　
出典：HDROが算出。貿易／生産比率は世界銀行（2012a）から。

南における人間開発の前進と貿易の拡大
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1980 〜 2011年に、世界の商品貿易に占める南南貿易の割
合が3倍超の増加となる一方で、北北貿易の割合は減少した

注：1980年の北はオーストラリア、カナダ、日本、ニュージーランド、米国、西欧を指す。
出典：UNSD（2012）を基にHDROが算出。
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の国々は世界の外国直接投資に占める割合を
20%から50%へ伸ばした。20  開発途上国への外
国直接投資は、開発途上国自身による外国直
接投資の呼び水になっている。南への外国直
接投資と南からの外国直接投資は1990年代お
よび2000年代はじめから半ばに急増した（図
2.2）。南から南への外国直接投資は1996〜2009
年の間に20%増加している。21　現在、多くの後
発開発途上国で、他の開発途上国からの外国
直接投資が外国直接投資全体のかなりの部分
を占め、ことに南に拠点をもつ急成長中の多
国籍企業による投資が多い。
　このような投資は一般的に地元企業とのつ
ながりや技術移転を伴い、労働力と現地生産
部品の集約的な活用を生み出している。南南
投資は南北投資と性質が異なることを示すデ
ータもある。すなわち、南南投資は地域的な
性質が強く、大半の投資が同じ地域内の他国、
ことに近隣諸国や同じ言語をもつ国に向けら
れている。22　南における最大の投資国は中国
で、投資残高は1.2兆ドルに達している。23

　1990年の時点で、南の企業はフォーチュン・
グローバル500（世界企業番付500社）のなか
で4%を占めるに過ぎなかったが、2011年時点
で22%にまで増加した。現在、多国籍企業の4
社に1社が南に拠点を置いている。企業規模の
点では下回っても、その数は多い。今では多
国籍企業の数で韓国が日本を、中国が米国を
上回っている。同じ発展段階で比較すると、
南の企業は先進国の企業よりもグローバル展
開のペースが速い。24　南の企業はブランドや技
術、販売網などの戦略的資産の買収によって
競争力を高めている（BOX2.2）。

生産のネットワーク

　多国籍企業などによる貿易と投資の増加は、
ことにアジアで国際生産ネットワークの拡大を

グローバル・ウインド・パワー社の株式55%を
取得した。18

　2010〜11年の後発開発途上国（LDCs）では、
陸運車両・機材、工作機械、産業用機器・設備、
化学品、鉄鋼など、生産能力やインフラの増
強に投入された財が中国からの輸入の半分近
くを占めている（表2.1）。最大の輸入品目は繊維・
皮革で、後発開発途上国が北に輸出する衣料
品の素材となる糸や布が含まれている。後発
開発途上国の中国からの輸入のうち、家電、
衣料品、靴が占める割合は20%に満たない。
　サービス貿易の最大分野の1つに旅行があ
り、世界の商業サービス輸出の30%を占めてい
る。19　2010年の数字で旅行者支出は約1兆ドル
に達し、旅行先では中国が最も多く（訪問者
数は5700万人以上）、次いでエジプト、マレー
シア、メキシコ、タイ、トルコとなっている。
国連世界観光機関（UNWTO）の予測によると、
2020年までに国外旅行者数は年間15億人を超
え、同一地域内の旅行がその75%を占める見
通しにある。
　開発途上国はサービス貿易の機会も捉えて
いる。情報技術の進歩とともに、さまざまなス
キル水準でサービス貿易が拡大した。すなわ
ち、コールセンターやデータ入力などの低スキ
ル業務、事務管理部門の経理やプログラミン
グ、チケット発行、代金請求などの中スキル
業務、建築設計やデジタルアニメーション、
医療検査、ソフトウエア開発などの高スキル
業務である。開発途上国の消費者市場拡大に
よる規模の経済とともに、この傾向はさらに強
まる見通しにある。

外国直接投資 

　多数の開発途上国における生産と貿易の増
加は、外国直接投資（FDI）の大規模な流入
に支えられている。1980〜2010年の間に、南

MAP 2.1

タイの輸出拡大（1995 〜 2011年）

1995–1996

2010–2011

タイの輸出高
（単位：100万ドル）

0〜1500万ドル

1500万〜1億ドル

1億〜10億ドル

10億〜250億ドル

データなし

注：輸出高は1995年と96年、2010年と11年のそれぞれの平均値。
出典：UNSD 2012.
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　このような南の台頭に
は、北が重要な役割を果
たしている。そして同時
に、南も北の経済減速か
らの回復に寄与している

（BOX2.3）。国際生産ネ
ットワークは主として北の最終需要によって動
かされ、国際生産ネットワークの拡大によって、
アジアだけでも1995〜2005年の間にハイテク
輸出がほぼ3200億ドルに増加した。26

人々のネットワーク

　貿易と投資の両面において、国境を越えた
人々のつながりから新しい機会が生まれてい
る。その中心は、移民と出身国とのつながりで

もたらし、第3次産業革命にもなぞらえられて
いる。25　このようなネットワークは生産プロセ
スを、国境を越えた複数の段階に分化させて
いる。その帰結として、開発途上国は産業構
造を多角化し、複雑な生産プロセスに参加で
きるようになっている。開発途上国はまず、製
品組立てなどの労働集約的な部分から出発し
て、部品生産、製品生産へと進んでいく。こ
の間、単純な作業による生産は開発度の低い
近隣諸国へ移っていく。そして同時に、生産
工場が国内企業に部品やサービスの需要を生
み出す。このような形で、新規参入企業に国
際的生産への参加機会が広がっていく。1970
年代のマレーシア、80年代のタイ、90年代の
中国、そして現在のベトナムがまさにそうであ
った。

多国籍企業などによる
貿易と投資の増加は
第3次産業革命にも
なぞらえられている

BOX 2.2

南による北のブランド買収

　2011年のフォーチュン・グローバル500（世界企業500社番付）
のうち61社が中国企業、8社がインド企業、7社がブラジル企業で
ある。その5年前には中国企業16社、インド企業5社、ブラジル企
業3社だった。南の企業は合併と買収の対外投資を通じてグローバ
ルな展開をしている。所得水準で中位にある国々の企業による北の
主要ブランド買収は、南の台頭の1つの予兆だった。2005年に中国
企業のレノボは、5億ドル以上の借入をしてIBMのラップトップ・
コンピューター事業部門を12億5000万ドルで買収した。2010年
には吉利自動車がスウェーデンの自動車メーカー、ボルボを買収し
た。2011年だけで中国企業は200件以上の多種多様な買収に429
億ドルを投じた。三一重工はドイツのコンクリートポンプ最大手プ
ツマイスターを買収した。柳工機械はポーランドの建設機械大手フ
タ・スタロバ・ボラを、山東重工グループはイタリアの高級ヨット・
メーカー、フェレッティ・グループの株式の75%を取得した。
　インドのタタ・グループは2007年に英蘭系鉄鋼メーカーのコー
ラスを133億ドルで、08年にジャガーのランドローバー部門を26
億ドルで買収した。アデティヤ・ビルラ・グループは2007年に米
国のアルミ大手ノベリスを、11年にコロンビアン・ケミカルズを
買収した。マヒンドラ＆マヒンドラは、経営破綻した韓国の双竜自
動車を買収した。ブラジルの食品メーカーも積極的に動いている。

2007年には、米国市場進出を図るJBSフリボイが米国の競合企業
スウィフトを買収した。トルコ企業は2011年に25件の買収に総額
30億ドル近くを投じた。注目を集めた買収劇の1つとして、ユルド
ゥス・ホールディングがベルギーのチョコレート・メーカー、ゴデ
ィバを8億5000万ドルで傘下に収めた。このほかにも東南アジア、
アラブ諸国の企業による小規模な北のブランド買収が数十件に及ん
でいる（南南間の大型買収も多数ある。2010年には、インドのバ
ーティ・エアテルがザインのアフリカ事業部門を107億ドルで買収。
中国企業はブラジル、インド、ロシア、南アフリカで計27件の買
収に98億ドルを投じた）。
　南による北の企業買収はしばしば愛国主義の視点で受止められ
る。買収が短期において収益性と価値創出に寄与するかは明らかで
ない。しかし、長期における戦略的動機（資源部門は別として）は、
国内外での企業成長に資する内部知識やスキル、能力の獲得である
ように見える。たとえ業績不振でも確立されたブランドを買収する
ことによって、南の企業は成熟市場で足がかりを得られる。買収を
した企業は、多角化と供給網のグローバル化によってコストベース
を引下げると同時に、運営能力を高めるノウハウ（たとえば金融機
関であればリスク管理や信用評価）を獲得する。

出典：HDRO、China Daily 2012; The Economist 2011 a,b; Deloitte 2012a,b; Luedi 2008.

表2.1

2000〜01年と2010〜11年の後発開発途上国の中国との貿易
（現在の為替レートで換算。単位：100万ドル）

注：輸出高は中国の発表による2000年と01年、2010年と11年のそれぞれの平均値で、端数は四捨五入。
輸入高には費用、保険料、運賃も含まれる。
出典：UNSD（2012）を基にHDROが算出。

種別

中国からの輸入

2000〜2001　　　　　2010〜2011

中国への輸出

2000〜2001　　　　　2010〜2011

原材料農産物 16 105 243 1,965

食品・飲料 164 1,089 378 841

燃料・鉱石・金属 42 323 3,126 44,244

化学品 232 2,178 1 93

繊維・皮革 1,323 8,974 14 138

鉄鋼 61 1,642 0 1

その他の素材製品 236 3,132 44 540

工作機械 400 4,415 1 1

電子製品 382 3,806 3 7

道路運送車両・機材 266 6,691 0 1

衣料・靴 266 2,577 4 129

産業用機材 147 2,291 1 34
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図2.2

南への外国直接投資と南による外国直接投資は1990年代以降、急激に増加している

注：データの対象は、国連貿易開発会議（UNCTAD）の定義による開発途上国と市場経済への移行の過程にある国々で、投資額は現在の為替レートで換算。
出典：UNCTAD （2011a）を基にHDROが算出。

南への外国
直接投資

南による外国
直接投資

外国直接投資（単位：10億ドル）
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通じて、その国で事業を行う際に合弁相手に
頼る必要が少なくなる。32 
　このようなつながりは、移民が母国へ戻る
際にも強まりうる。たとえば、カリフォルニア
のシリコンバレーでは、情報技術の多数の専
門家が母国へ戻る際にアイデアや資本、人脈
を持ち帰っている。帰国した移民たちは新し
いインフラや大学、病院、企業の創設にも携
わっている。帰国した起業家たちは元の同僚
との連絡を保ち、ビジネス情報の広がりを生
み出している。国際共同研究にも元移民の研
究者が高い割合で関わっている。33 
　もう1つ、情報の流れを生み出したものとし

BOX 2.3

結び合う絆：北と南の相互依存

　南南貿易のかなりの部分、ことに部品・構造部品の貿易は北の需
要を原動力にしている。そのため、南の諸国は北におけるショック
に影響を受けやすい。たとえば2008年の世界金融危機の後、東南
アジアの欧州連合（EU）と日本、米国向け輸出は2008〜09年に約
20%減少した。同様に中国の輸出も2桁の減少率となった。
　北の側も経済回復を南に頼る傾向を強めている。米国の中国とラ
テンアメリカ・カリブ海諸国向け輸出は2007年以後、従来の北の
諸国向け輸出と比べて2.5倍のペースで伸びた。米国の輸出はドル
安と南の購買力上昇を追い風に、航空機、工作機械、ソフトウエア、
ハリウッド映画などの従来分野だけでなく、建築、エンジニアリン
グ、金融など新たな高付加価値サービスも含むようになった。中国・
上海の高層ビル建設ブーム（2015年に中国で最も高いビルとして
完成予定の上海タワーを含む）の背後には、米国の設計家と構造エ
ンジニアの存在がある。ブラジル、中国、インドに対するサービス
輸出において、彼らが手にする手数料とロイヤリティーは高まる一

方である。
　加えて、アップルやフェイスブック、グーグルなどが支える「ア
プ・エコノミー（app economy）」が成長して30万人以上を雇用す
るようになり、そうした人たちの創作物がたやすく外国に輸出され
ている。オンラインゲームとモバイルアプリの大手であるジンガは
2011年に11億ドルの売り上げを計上したが、その3分の1は米国外
のユーザーからだった。南における消費者層拡大の影響はサービス
だけでなく製品とコモディティ（商品）にも及んでいる。現在、米
国の輸出の3分の1は従業員500人未満の企業による。3D（立体画像）
プリンティングのような新技術を通じて、多数の企業が輸入品に奪
われた市場を取り返している。また新興市場は、米国の商品生産者

（穀物など）としての地位復活にも寄与している。このような貿易
の移行パターンは、南の経済が減速すれば、新たな力学による北の
輸出成長が滞ることを示唆している―北の景気後退が南に打撃を
及ぼしたのとまったく同様に。

出典：HDRO、The Economist 2012b.
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約60か国の開発途上国で、インターネット利用者は2000〜10年に年間30%超のペースで増加した

注：円の大きさは2010年のインターネット利用者総数に比例している（たとえばアンゴラでは32万人、ベトナムでは670万人）。インターネット利用者の年間増加率で上位25%の開発途上国を対象とした。 
出典：ITU 2012; 世界銀行 2012a.
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ある。2010年時点で、世界の移民人口2億1500
万人のうち3%が第1世代の移民と推定され、27   
移民の半数近くが開発途上国に暮らしてい
る。28　南南間の移民の約80%は国境を接する国
への移民である。29

　移民は膨大なお金の流れを生み出している。
2005年の推計で、南南間の移民による本国送
金は世界全体の移民の本国送金の30〜45%に
達した。30　また、移民は市場機会に関する情報
の大きな流れも生み出している。移民には2国
間貿易・投資の拡大が伴いうる。31　たとえば、
特定の国の出身者を従業員に多くもつ米国の
多国籍企業は、従業員の文化的なつながりを

BOX 2.4

インドネシアをつないだ携帯電話と「パラパリング（Palapa Ring）」

　インドネシアは、国土に広がる多数の島々を結びつけ、国を外の
世界に開くことに電気通信技術を活用した。1世代前には想像もで
きかなったこの変容は、自然に起きたのではない。その背後には多
大な民間投資と公共投資、そして国家情報通信技術評議会

（DETIKNAS）の先見的な政策方針があった。多様な国民が1000近
くの島々に住む広大な群島国家であるインドネシアは、デジタル時
代への移行に大きな障害をかかえていた。島々の間の通信は限られ
ていた。電話はごく少なく、一般市民が利用できるのはほぼ主要都
市においてのみ、それも高い費用が壁になっていた。
　それが2010年までに、総人口2億4000万人のうち2億2000万人
が携帯電話に加入するに至った。国の普及促進策と市場競争の下で
携帯電話機も利用料金も大きく値下がりし、成人の利用率は推計
85%に達した。インターネットの利用者数も激増した。2008年の
時点でインターネットにアクセスをもつ国民は推計1300万人に過
ぎなかったのが、11年末時点の業界調査データで5500万人を突破
した。都市部の若者の大多数がインターネットへのアクセスを行っ
ている。携帯電話でのアクセスが大半を占めるが、国内26万か所
に及ぶインターネットカフェ（warnets）の存在も大きい。
　インドネシア政府はDETIKNASを通じてインターネットアクセス
を国家の優先事項とし、群島国家に「パラパリング」の名で光ファ
イバーケーブルを張り巡らせた。1000の農村部にある学校をイン
ターネットにつなぎ、また政府事業の経理と調達を電子化するとい
う目標も達成に近づいている。それにも増してめざましいのがソー
シャル・メディアの爆発的普及であろう。2012年7月の数字で、フ

ェイスブックのユーザー数はジャカルタ都市圏だけで740万人に達
し、都市単位ではバンコク（タイ）の870万人に次ぐ世界2位とな
っている。インドネシア全体のフェイスブック登録者数は4400万
人で、インドの4900万人とほぼ肩を並べている。インドネシアは、
政府閣僚が毎日ツイッターで有権者にメッセージを発信する国にな
った。ツイッターのフォロワー数は世界3位で、環境活動家が森林
破壊の実態を知らせるのにオンライン・データベースとGoogle 
Earth（グーグル・アース）の地図ツールを駆使している。
　インドネシアのアナリストたちは、このデジタル革命が人間開発
にもたらす恩恵は明白だとしている。携帯電話が、農村部のコミュ
ニティに、公衆衛生に関する情報、銀行サービス、農産物市場の情
報へのアクセスをもたらしている。幅広い内容の情報アクセス法が
成立した2010年以降、公共情報のオンラインサービス拡充ととも
に市民参加にも恩恵が及んでいる。また、経済にも恩恵が広がって
いる。デロイト・アクセス・エコノミクスの2011年12月の分析に
よると、インターネット産業はすでにインドネシアの国内総生産

（GDP）の1.6%を占め、天然ガスの輸出高を超えた。この1.6%と
いう水準は、インド（3.2%）、中国（2.6%）には及ばないもののロ
シア（1.6%）、ブラジル（1.5%）と比肩する。デロイトの分析は、
5年以内に少なくともGDPの2.5%まで拡大すると予測している。国
際通貨基金（IMF）は、2016年までのインドネシアのGDP成長を
年率6〜7%と予測しており、インターネット産業が大きな寄与をす
ることになる。

出典：Karimuddin 2011; Deloitte 2011.
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アジアの中国、マレーシア、フィリピン、タイ、
ラテンアメリカ・カリブ海諸国のブラジル、コ
スタリカ、メキシコ、アラブ諸国のモロッコ、
チュニジアは、部品・構造部品の一部の貿易
シェアで世界トップクラスにある。幅広い便益
が生まれるのは活動の規模が拡大する場合に
限られる（BOX2.6）。し
かしながら、部品・構造
部品の貿易においては、
どの国も付加価値に占め
る割合は一般的に低い。
海外の供給網につながれ
た分野に生産がほぼ集中
し、国内経済とのつなが
りが限定的でしかない国
では、経済の他部門に及ぶ便益は限られる。41

　人々と組織の能力も外国直接投資による便
益に影響を及ぼす。投資受入れ国は、外国の
資本とアイデアに組み入れられた有用な知識
を見きわめて活用する人々の能力に投資をす
る必要がある。37　実際、外国投資家が投資先を
選ぶ際には、教育を受けた健全な労働力の存
在がしばしば重要な要素となる。このような
外国直接投資の流入と保健・教育における達
成との正の相関関係は、137か国のデータには
っきり表れている（図2.5）。38 
　スキルをもつ労働力と外国からの投資は相
互強化の関係になりやすいが、例外もある。
天然資源にきわめて恵まれた国では、人間開
発が中程度の水準でも外国直接投資の流入が
続きうる。たとえば、アフリカの多くの資源大
国では、2003〜09年の経済成長に外国直接投
資が大きく寄与したが、所得外HDI（人間開
発指数）はごく低水準にとどまった。39　しかし
ながら、外国からの投資が特定の分野に集中
し、経済の他部門から切り離された状態にな
ると、開発に対する効果は限られる。人々の
能力に対する持続的な投資がなければ、外国
直接投資の波及効果が広がることにはなりに
くい。この意味で、さほど資源に恵まれてい
ないエチオピアとタンザニアが2000〜10年の
間に所得外HDIを大きく伸ばし、平均水準以
上の外国直接投資を保ったことは注目に値す
る。
　人間開発はグローバルなサプライチェーン
への参加にもきわめて重要となる。一般的な
認識とは裏腹に、低賃金・低スキルの労働力
が豊富なだけでは十分ではない。他国で生産
された部品を組み立てることも、複雑な作業
なのである。なぜなら、個人のスキルと、大
規模な調整と組織化を伴う社会的能力を要す
るからである。人々は、そのようなスキルを適
切な教育、訓練、政策支援によって習得できる。
また、基本的な対人能力も不可欠である。40　東

人間開発はグローバルな
サプライチェーン
への参加にも 
きわめて重要となる 
低賃金・低スキルの 
労働力が豊富なだけでは 
十分ではない 

人間開発による弾み

　貿易と投資、国際生産の拡大は人間開発の
向上にも依存する。図2.4は、教育と保健にお
ける達成と1人当たり貿易収入との関係を示し
ている。達成水準の高い右上象限の国々は、
女性の経済的機会も大きくなっている。貿易
の拡大によって、労働市場に新しい労働者、
ことに女性が加わり、それによって女性の選
択が拡大する。ただし、新しい労働者たちが
良好な労働環境を享受するとは限らない。低
コスト維持の努力が賃金と労働環境に対する
プレッシャーにつながることがあるからであ
る。もし政府が、労働者の権利の拡大を生産
コストの上昇と競争力の低下につながるもの
と見なせば、労働者の権利拡大に消極姿勢を
取ることもありうる（BOX2.5）。36

て、インターネットとソ
ーシャルメディアの普及・
拡大もある。2000〜10年
の間に、インターネット
普及率は約60か国の開発
途上国できわめて高い伸
びを示した（図2.3）。34　フ
ェイスブックなどの主要

ソーシャル・ネットワーキング・サイト（SNS）
のユーザー数で、世界上位10か国のうち6か国
を南が占めている。35　普及率の伸びに関しては
2000年時点の水準が低かったということもあ
るが、新しいメディアの普及と活用はさまざま
な国々でさまざまな分野に革命的な変化を引
き起こしている（BOX2.4）。

BOX 2.5

競争世界におけるディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）

　働きがいがあり賃金も十分な仕事に就けるということは、特に女
性に経済的エンパワーメントをもたらす。ところが現在のグローバ
ルな競争環境は、労働者をより低い賃金でより多く働かせるプレッ
シャーを生み出している。人間開発の観点からもビジネスの観点か
らも、競争力獲得の最良の方法は労働生産性の引き上げである。賃
金引下げと労働時間延長によって絞り出される競争力は持続可能で
はない。労働の柔軟性が、快適な水準の労働環境を損なう慣行の定
着を意味してはならない。少なくとも150か国が、職場における結
社の自由、差別からの自由など、国際労働機関（ILO）の中核的な
ILO条約に加っている。最低賃金、雇用保護、労働時間、社会保障、
契約形態に関する労働法はすべて、不平等、不安定、社会的抗争の
削減を目的としている。また同時に企業側に対して、まともな経営
戦略への誘因をもたらすものでもある。規制の強化は企業にとって
悪いものであるとする見方は、もはや通用しなくなっている。世界
銀行グループは、労働者雇用に関する「ビジネス環境の現状」の1
指標として、労働者の雇用と解雇に関わるルールの寛容度で各国を
ランクづけしていたが、この指標は打ち切られた。それというのも、

規制の少ないことが常に望ましいという誤った意味合いをもってい
たからである。
　国際的に調達をしている小売業者や製造業者は、国際基準を順守
している企業を調達先として選択する責任がある。時価総額で世界
屈指の企業であるアップルと、その生産委託先の富士康科技集団

（Foxconn）のケースを見てみよう。Foxconnの工場の劣悪な労働
実態を暴く報道が続出した後、アップルは評価機関である公正労働
協会に調査を依頼した。同協会が低賃金、長時間労働、危険な労働
環境についてまとめた報告書を発表すると、Foxconnは大幅な改革
に応じ、中国の法律に従って週平均労働時間を49時間に引き下げ
た。中国の民間部門で最大の雇用主であるFoxconnは、何百万人も
の人々の労働環境改善に直接・間接に影響を及ぼす存在である。こ
の事例で特筆されるのは、北の1国における世論（米国のメディア
や市民団体）が、南の1国に拠点をもつ自国企業に対して、相手国
側の労働基準を順守するようプレッシャーをかけたという点であ
る。この結果は、貿易、経営慣行、企業倫理、基本的人権がグロー
バルな規範に集束しつつある時代にあればこそ生まれたものである。

出典：HDRO; Berg and Cazes 2007; Duhigg and Greenhouse 2012; Heller 2013.

図2.4

1人当たり輸出収入と人間開発は強い相関関係にある
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出典：世界銀行（2012a）を基にHDROが算出。
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ジェール（0.5%）、スーダン（0.3%）である。44 
　サハラ以南アフリカなどのコモディティ（商
品）生産者は、東アジアと南アジアにおける
長期的な商品市況の高騰から恩恵を受けてい
る。また、安価な輸入品の流入も低所得国の
購買力と輸出向け生産者の競争力の上昇につ
ながった。しかし、採取産業を主体とするア
フリカ諸国の中には、産業の裾野が狭いため、
南南貿易の恩恵が限られ、「オランダ病」の危
険にさらされる可能性もある。それでもなお、
第1次産業からかなりの経済拡大が生まれうる
ことはブラジルやチリ、インドネシア、マレー
シア、トリニダード・トバゴなどが実証してい
る。可能性としては、アグロインダストリー（農
産物工業）から物流インフラの整備、そして
サービス需要の拡大（食品加工と流通、建設
や補修）という流れがあり、それぞれから雇
用と所得、学習が生み出され、起業家がイノ
ベーションと投資の新しいサイクルを生み出
す下地も整う。 
　有望な兆しも一部にはっきりと表れている。
たとえば、アフリカのコモディティ産業には東
アジアや南アジアからの投資は、近年居留地
を形成する傾向が少なくなっている。そして、
南の多くの政府が実践性重視の姿勢を強めて
いる。すなわち、健全なマクロ経済政策の導入、
制度の強化、経済の開放化を進めると同時に、
産業政策に積極的に関与し、起業や教育、能
力開発、技術育成の促進に努めている。さらに、
各国政府は産業集積や経済都市化の推進、地
域貿易・投資の拡大、中小企業向けの資金調
達や融資の仕組みの構築にも取り組んでいる。
健全なマクロ経済政策は、大規模な外資流入
に伴うリスクの管理につながり、賢明な産業
政策は経済活動のつながりを強めて市場の乗
数効果を高める。 
　また多くの国が、人間開発に寄与する分野
への技術移転や外国直接投資にも恩恵を受け

内陸国や、世界市場から隔てられている国々
の変化のペースは遅い。それでも、その多く
が南南間の貿易、投資、金融、技術移転の恩
恵を受け始めている。 
　最近行われた1988〜2007年の動向調査から、
中国の成長の余波が他の開発途上国、ことに
貿易相手国に及んでいることがわかってい
る。42　このような便益が、先進国における需要
減退をある程度まで相殺している。中国とイ
ンドの2007〜10年の経済成長が先進国の経済
成長と同率で減速していたなら、低所得国の
成長率は0.3〜1.1%ほど低くなっていたと推計
される。43　アフリカの一部諸国では、経済成長
が減速した2008〜09年も含めて、中国からの
外国直接投資（FDI）が成長に大きく寄与した。
2003〜09年の推計で、中国の外国直接投資に
よる経済成長率の押上げ効果は、最も低かっ
た南アフリカで0.04%、最も高かったザンビア
で1.9%となっている。このほかに押上げ効果
が高かったのはコンゴ民主共和国（1.0%）、ナ
イジェリア（0.9%）、マダガスカル（0.5%）、ニ

他の国々の追い上げを助ける 

　すべての開発途上国が南の台頭に本格的に
参画しているというわけではない。たとえば後
発開発途上国（LDCs）49か国の大半、ことに

ている。たとえば、インドの企業が安価な医
薬品、医療機器、情報通信技術関連の製品・
サービスをアフリカ諸国に提供している。ブラ
ジルと南アフリカの企業も、それぞれの地域
市場で同じことをしている。また、アフリカに
対するアジアの外国直接投資も電力・ガス、
水道などの公共施設や電気通信のインフラ拡
大を生み出している。 

競争上のプレッシャーの高まり  

　しかし、大国からの輸出は負の効果を伴う
こともある。つまり、大きな国々は小さな国々
に対して、経済の多角化と産業化の停滞につ
ながりかねない競争上のプレッシャーをもたら
す。その実例としてザンビアの電気製品産業、
ケニアとセネガルの衣料品産業、南アフリカ
の繊維産業などがある。45　米国の「アフリカ成
長機会法（AGOA）」と欧州連合（EU）の「武
器以外のすべて」の輸入受入れ優遇措置がな
かったなら、アフリカの輸出衣料品は主要市
場でシェアの確保に苦しんでいたはずであ
る。46

　大きな国々も競争上のプレッシャーを免れ
るわけではない。たとえばブラジルの製造業
は、安価な中国製品の流入による影響、さら
に国外市場でも中国製品との競争による影響
を被っている。47　ブラジルは間接的な対応策と
して2011年9月、世界貿易機関（WTO）に対し、
輸入急増につながる為替変動を是正する通商
措置の検討を求める要望書を提出した。48　イン
ドはかねてから、中国におけるインド車の相互
主義に基づく市場参入を求めている。 
　中国は、輸出の悪影響を和らげるために一
部の貿易相手国に優遇融資を提供し、アフリ
カ諸国の衣料品・繊維産業の近代化を図る訓
練プログラムも創設している。49　また中国は、
皮革製品など自国の成熟産業をアフリカの供

BOX 2.6

最終組立ては低い労働賃金だけでは立ち行かない

　ハイテクの2大人気商品であるiPhoneとiPadは中国・深圳の企業
によって生産され、数百ドルの小売価格で世界的に売られている。
中国での労働価値分は10ドル未満で、iPadの価格の2%にも達して
いない。iPhoneの出荷価格のうち、中国の労働者に渡るのはわずか
3.6%分に過ぎない。残りの部分はドイツ、日本、韓国、米国の部品・
構造部品の供給元が手にしている。韓国企業のLGとサムスンがデ
ィスプレーとメモリチップを生産する。アップルは設計とソフトウ
エア開発、マーケティングを米国内に残しているが、製造を手がけ
る会社は台湾資本である。
　中国の労働者が得る割合の低さから、組立てに高度なものは要さ
ないと思われそうである。しかし、それは誤解である。アジアは低
い労働賃金、ことに半熟練労働者の低い労働賃金を強みにしている
が、ハイテク企業にとってそれよりも重要な課題は、数百社からの
部品・構造部品の調達を伴うグローバルな供給網の管理である。そ

のためには個人と集団の両方のレベルで生産のスキル、柔軟性、ス
ピード、規律が求められる。たとえば、アップルのある幹部はニュ
ーヨーク・タイムズ紙に「米国は、われわれが必要としているスキ
ルをもつ人材の育成をやめてしまった」と語っている。
　2007年半ばのアップルのエピソードがある。アップルはiPhone
の液晶カバーを急遽変更した。傷つきにくい新採用の強化ガラスが
最初にFoxconnの工場に到着したのは深夜のことだったが、ただち
に生産が再開された。その前の3か月間にアップルは100万台の
iPhoneを売り上げていた。iPhoneの組立て作業に従事する労働者
は最終的に20万人にのぼる見通しとなり、その監督に8700人のエ
ンジニアが必要になったが、アップルは15日間でその人数を確保
した。アップル内部の推計によれば、米国で同じことをするには9
か月かかっていたはずだという。

出典：HDRO、Kraemer, Linden and Dedric 2011; Xing and Detert 2010; Duhigg and Bradsher 2012.

図2.5

現在の外国直接投資と過去の保健・教育における達成は正
の相関関係にある

注：外国直接投資の流入額は2001 〜 10年の平均値（単位：100万ドル）。ナイジェリアの所得外HDIは2005年の数値。
出典：HDRO、UNCTAD （2011a）.
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行は、予測困難な影響をもたらしている。一
例として、主要輸出先を欧州から中国に移し
たアフリカの林業がある。55　量的な規模という
観点から中国は最も重要な市場であり、ビジ
ネスの中心に据えるのは有効である。しかし
ながら、中国の輸入認証基準は欧州連合（EU）
のそれよりも緩い。EUの認証基準には製品の
仕様、森林の持続可能性に関する第三者機関
の認定、ホルムアルデヒドの含有に対する規
制などが含まれている。現時点で、新興市場
への輸出の移行に、労働者のスキルと能力の
強化につながる認証基準の強化が伴っている
ことを示す証拠はない。56 

南におけるイノベーションと起業家精神

　南北貿易において、新興工業諸国は先進国
向けの複雑な製品を効率的に生産する能力を
築き上げている。しかし、それと同時に南南
間の相互関係によって、南の企業は地域的ニ
ーズにより見合った製品とプロセスの調整や
イノベーションができるようになった。その1
つとして、一般的に利幅の小さい低所得の大
衆向け製品を開発する新しいビジネスモデル
がある。 
　また、南の国々は新しい技術や製品を試す
格好の場でもある。好例の1つに、デジタル携
帯電話の国際通信規格「GSM」がある。メー
カー各社は、2005年のGSM新興市場イニシア
ティブの下で携帯電話機の価格を半値以下に
引下げ、GSMのユーザー基盤を年間1億コネク
ションのペースで拡大した。この急速な普及
が事業投資を刺激した。南アフリカのMTNや
クウェートのザイン（Zain）などの携帯電話事
業者は、2007年、サハラ以南アフリカでカバ
ーエリアを拡大し、加入者を総人口の90%にま
で増やす5か年計画に500億ドルを投じると発
表した。アフリカにおける電話のめざましい普

に満たない一方で、中国からの製品輸入は380
億ドルを超えている。 
　しかしながら、南南協力は長い時間軸にお
いて、天然資源産業から農業や製造業、さら
には金融、電気通信などのサービス産業へと
続く投資の流れを生み出し、現状のパターン
を覆すことになる可能性がある。アフリカのイ
ンフラは、政府からも援助供与国からも放置
され続けた後、地域内の新たな開発パートナ
ーの経験と支援を受けて再び優先課題に位置
づけられている。アフリカ諸国の中には、農産
品の供給を担保にする独創的な借入方式でイ
ンフラ整備資金を調達している国がある。53 
　南南間の相互関係は、相補関係あるいは競
争関係だけで説明できるものではない。今日
の競争関係は明日の相補関係へとたやすく変
わりうる。競争から協力への移行は、新たな
課題にどう対応するかという政策にかかって
いるように見える。サハラ以南アフリカに産業
化は望めないという悲観的な見方は、すでに
現実によって打ち崩された。競争にもかかわ
らず、あるいは競争によって前進を遂げる能
力が実証されている。この点においてダンビサ・
モヨなどのアフリカの識者は、アフリカ大陸で
の新しい互恵関係について肯定的である。54 
　これまでの輸出先から新しい輸出先への移

給網に参加させるとともに、電気通信や医薬
品、エレクトロニクス、建設の分野では国内
企業にアフリカ企業との合弁を促している。50 
　さらに、競争の波が産業の復活につながる
場合もある。たとえば、エチオピアの靴産業
は東南アジアの安価な輸出品のあおりを受け、
それまで国内の低価格品市場を担っていた零
細企業が、多数の一時解雇や倒産に追い込ま
れた。しかし、ほどなくエチオピアの靴産業は
復活を遂げ、逆に外国市場にも進出するよう
になった。51　調査結果によると、2006年の時点
で外国製品の流入で大きな打撃を被ったとし
ていたエチオピア企業96社のうち78社が、2〜
3年内に態勢を立て直して競争力を獲得した。
ナイジェリアのプラスチック産業も同様の復活
を遂げている。52 
　もう1つの懸念材料として、南の他の国々の
現在の需要パターンは、1次産品への依存とい
う多くのアフリカ諸国の慢性的な傾向を加速
させるおそれがある。後発開発途上国（LDCs）
49か国のうち33か国がアフリカに集中している
が、この懸念を裏づけるようなデータが出て
いる（表2.1参照）。2011年の数字で、後発開発
途上国の中国向け輸出の96%超を原料農産物
と燃料、金属、鉱石が占めた。後発開発途上
国の製造業による中国への輸出額が10億ドル

及は、ほぼ全面的にインド、南アフリカ、アラ
ブ首長国連邦に拠点を置く企業によってもた
らされている。57 
　携帯電話機メーカーは、低所得者向けに製
品を作り替えている。たとえば、インドのバン
ガロールにあるテキサス・インスツルメンツ

（TI）の研究開発センター「TIインディア」は
2004年、高品質・低価格のワンチップ携帯電
話機の試作品をつくり上げた。そして翌05年、
ノキアがTIと共同でインド製のワンチップ携
帯電話をインドとアフリカで発売した。その販
売台数は2000万台を突破した。ワンチップ設
計は、低価格のデジタル画像ディスプレーや
医療用超音波機器など他の機器にも広がった。
インテルは、農村部のインターネットバンキン
グ用携帯端末を開発した。ウィプロ（Wipro）
は、インターネット接続を主用途にした低消費
電力のデスクトップパソコンを発売した。そし
て2008年には、タタ（Tata）が超低価格の自
動車「ナノ」を発表した。この車は、ユニッ
ト部品の形で輸出して現地組立てができるよ
うになっている。 
　南南投資を通じての技術の普及は、ことに
アフリカでの起業の広がりにもつながってい
る。人々はしばしば、自ら組織をつくり、買い
手と売り手の関係を取り結び、そのようにして
生まれた市場で満たされていないニーズを満
たそうとして起業する。アフリカでは、安価な
アジア製携帯電話が起業に活用されている。
たとえば、携帯電話でのインターネットバンキ
ングなら銀行へ行く手間も時間もかからない。
農民は気象情報や農産物価格を確認できる。
起業家は携帯電話キオスクを通じてビジネス
サービスを提供できる。ニジェールでは携帯
電話の利用が穀物市場の取引拡大につながり、
ウガンダではバナナ農家の出荷先の選定に役
立っている。 
　このような変容は、人々の技術利用の可能

表2.2

開発パートナーシップの異なるモデル

パリ宣言 従来の援助供与国 新しい開発パートナー

オーナーシップ 相手国の開発戦略が援助供与国の
優先事項の枠組みに

相手国の政府が特定のプロジェク
トの必要性を明示する 

調和化 相手国の負担を最小化するために
取決めを結ぶ

相手国の負担を最小化するために
官僚的手続きを減らす

成果の管理 相手国の主導による達成評価 迅速で低コストの援助実施に重点

相互の説明責任 目標と指標による説明責任の強化 互いの主権を尊重し、付帯条件を
避ける

出典：Park（2011）から引用。
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性を何倍にも広げる。たとえば、自分たちの
生活に影響する決定に参加すること、情報に
素早く安価にアクセスすること、安価な医薬
品（多くはジェネリック医薬品）を生産するこ
と、より良い種子や新しい作物品種をつくるこ
と、そして新たな雇用や輸出機会を創出する
ことなどである。このような可能性は所得階層
の別を問わず、草の根まで広がる。

　中間層の消費者ニーズ
の変化にうまく対応して
いる南の企業は、長期的
なリスクテイクと、地域
の消費者に合わせた柔軟
な製品の調整やイノベー
ションを行っている。南
の消費者は年齢が比較的
若く、現代的な電化製品

を初めて買う人々が多い。また、店舗内での
購買行動にも特有の傾向があり、ブランドに
反応しやすい。新興市場国の企業は、北の企
業とは異なる経営アプローチという強みをもっ
ている。すなわち、北の企業に比べて大株主
の権限が強く、資源の再配置をより速く行え
る。58 
　このような発展には、研究開発機関と企業
と民間株主の相互作用が関係している。その
相互作用のなかでイノベーションとその恩恵
が広がり、速やかな変革につながっている。
政府は研究開発の促進に幅広い役割を果たし、
民間と大学と公的研究機関の協働から生まれ
る相乗効果が重視されている。たとえば多く
のアフリカ諸国が、輸出加工特区の設置によ
って東アジアの外国直接投資を呼び込んだモ
ーリシャスの先例に倣っている。マレーシアの
投資促進政策も広く模倣されている。 
　南の国々の経済成長にとって、国内市場が
最大の成長エンジンになる可能性が高まって
いる。中間層は、規模においても所得におい

うまく対応している
南の企業は 
長期的なリスクテイクと
地域の消費者に合わせた
柔軟な製品の調整や
イノベーションを 
行っている 

ても成長し続けている。世界の中間層人口に
占める南の割合は2030年までに80%に拡大す
ると予測され、南アジアと東アジア・太平洋
諸国だけで世界の中間層人口の60%、世界の
総消費支出の45%を占めることになると見られ
る。59　また2025年の時点で、年間所得2万ドル
以上の世帯は世界全体で10億世帯に達するが、
その大多数が南の国々の世帯になるという推
計もある。60 
　中国、インド、トルコの衣料品メーカーは
2008年以降、縮小する世界市場から拡大する
国内市場に生産の重点を移している。国内市
場への依存度が上がるにつれて国内の活力が
増し、包摂性の高い経済成長につながること
になる。アフリカでは消費者が今後も安価な
輸入製品の増加によって恩恵を受け続ける見
通しにある。国内市場の繁栄が起業家を生み
出し、採取産業に加えてインフラや電気通信、
金融、観光、そして特にアフリカ諸国が潜在
的な競争力をもつ軽工業にも、さらなる投資
が流れ込む可能性が高い。実際、このシナリ
オは過去10年の間に現実化し始めており、す
でにアフリカ以外の地域では、投資受入れ国
の地場産業が輸入品と外国資本による競争上
のプレッシャーに生産の高度化で対応し、構
造変化が進んでいる。しかし、技術的能力と
インフラの開発水準が低い国々では、このプ
ロセスに困難が生じている。 
　このような国内市場の拡大は、大きな開発
途上国であっても、貧困と地域間の格差によ
って阻害されることになる。たとえば、南アジ
アは1981〜2008年 の 間に、1日1.25ド ル 未 満

（2005年の購買力平価による）で生活する人々
が総人口に占める割合が61%から36%に減った
が、それでも5億人以上が極度の貧困状態にあ
る。61 
　このような格差は社会的・政治的緊張を引
起こし、前進の持続可能性を阻害する。イン

ドでは、インド共産党毛沢東主義派が国内の
貧しい農村部で活動している。共産党毛沢東
主義派は隣国のネパールで貧しい武装勢力か
ら発展し、12年間でネパール最大の政党とな
った。 

新たな協力のあり方

　多くの開発途上国が、経済成長の核として、
また新しい関係やつながりを生み出す原動力
として台頭し、また後発開発途上国（LDCs）
に追い上げの機会を切り開いて、世界に均衡
の再調整をもたらしている。工業国が中心、
開発途上国は周縁という配置に代わって、よ
り複雑でダイナミックな環境が生まれている。
南の国々がグローバルなルールを塗り替え、
貿易や金融、知的財産権の慣行を変えて、新
たな取決めや制度、パートナーシップを確立
しつつある。 

開発援助 

　南の台頭は、２国間、地域、そして世界レ
ベルの開発協力に影響を及ぼしている。2国間
レベルでは、開発途上国が投資や貿易、技術、
譲許的融資、技術援助を束ねたパートナーシ
ップによって革新を引き起こしている。地域レ
ベルでは、貿易協定と通貨協定がすべての開
発途上地域に広がり、地域の公共財の提供に
おいて先駆的な取組みがなされている。そし
て世界レベルでは、開発途上国がG20（主要
20か国・地域）やブレトン・ウッズ機構（世
界銀行と国際通貨基金）などの多国間フォー
ラムに積極的に参加し、グローバルなルール
と慣行の改革を触発している。 
　2国間援助や地域開発基金を通じて援助を供
与する開発途上国が増えている。このような
援助は、往々にして従来型の開発援助に加え、

工業国が中心 
開発途上国は周縁 
という配置に代わって 
より複雑でダイナミックな 
環境が生まれている 

相手国に一定の自律性を与えながら経済成長
の促進につながる貿易、融資、技術共有、直
接投資を伴っている。南の国々による無償融
資は従来の援助供与国の無償融資に規模では
及ばないが、南の国々はそれ以外の援助も供
与し、経済政策やガバナ
ンスへの明確な条件づけ
を行わないことも多い。62 
プロジェクト融資に関し
ては、必ずしも透明性が
高いとは言えないまで
も、相手国側が見きわめ
たニーズをより重視して高水準のオーナーシ
ップを確保している（表2.2）。 
　ブラジル、中国、インドは、サハラ以南アフ
リカの諸国にとって大きな開発援助の供与国
である。63　ブラジルは、国内で成功した学校助
成金プログラムと識字率改善プログラムをア
フリカのパートナーに伝授している。ブラジル
はまた、2011年にアフリカの22か国と53の2国
間保健協定を締結した。64　中国は直接投資と貿
易協定に加えて、インフラ整備の金融支援と
技術支援も実施している。中国は2012年7月、
向こう3年間で譲許的融資を200億ドルに倍増
すると発表した。65　インド輸出入銀行は、サハ
ラ以南のアフリカ諸国に対する融資枠を29億
ドルに拡大し、さらに5年間にわたって50億ド
ルを追加することを約束した。66　2001〜08年の
サハラ以南アフリカのインフラ整備に対して、
南の国々や機関は資金総額の47%を提供し
た。67 
　南の新たな開発パートナーは独自の2国間協
力モデルを追っている（BOX2.7）。資金援助
の規模とコンディショナリティの緩やかさが後
発開発途上国の政策の自律性につながる。68    
今や後発開発途上国は、これまでよりも多く
の新興国に開発支援を仰ぐことができる。69    
新興国側が影響力の拡大や消費者市場へのア
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クセス、好条件の投資をめぐって競い合うな
かで、後発開発途上国の選択肢が広がっている。
　地域レベルの開発援助は、地域開発銀行、
すなわちアフリカ開発銀行（AfDB）、アジア
開発銀行（ADB）、米州開発銀行（IADB）を
通じて展開している。この3つの開発銀行は
2009年、多国間機関による援助全体の18.4%、
05年比で42%増となる34億ドルを提供し、世
界の景気刺激に大きな役割を果たした。アラ

ブ諸国による開発援助も
貢献度が大きく、2008年
に総額60億ドルに達し
た。70　2001〜08年のサハ
ラ以南アフリカのインフ
ラ整備において、最大級
の資金提供を行ったのが

地域開発銀行とアラブ諸国の基金である。71　今
後何年かの間、豊かな国々が自国内の経済的・
政治的苦境のなかで援助へのコミットメントを
弱めれば、地域開発銀行による開発援助（と
南南間の開発援助）は低所得国にとってさら
に重要性を増す。72 
　南の開発パートナーは多国間の開発援助へ
の関与を望んでいないわけでも、そのルール
を覆そうとしているわけでもない。しかし、南

の開発パートナーは従来の援助供与国に対し
て間接的に競争上のプレッシャーをもたらし、
開発途上国のニーズと懸念に目を向けさせて
いる。従来の援助供与国の多くが社会部門に
焦点を合わせているのに対し、南の開発パー
トナーは低所得国のインフラに重点投資して
いる。その投資は、たとえば電力供給の35%
拡大、鉄道輸送量の10%拡大、電気通信サー
ビスの料金低下などに結実している。73

貿易協定と通貨協定  

　アフリカ、アジア、ラテンアメリカでは2国間、
準地域内、地域内のレベルで貿易協定が拡大
している。南アジアでは、地域貿易協定が政
治的な壁を乗り越えている。東アジアでは、
地域統合の進展がグローバルなショックから
経済を守る盾になっている。74　旅客や貨物の取
扱いや通関手続きの合理化、規制の調和化な
ど、実践的な施策を通じて、地域統合を強化
できる余地がある。また、現在は南北貿易の
関税よりも高水準にある南南貿易の最終製品
への関税も引下げの余地がある。75 
　1997年のアジア金融危機の後、南のいくつ
かの国が新たな通貨協定を締結したことによ

BOX 2.7

ザンビアにおけるブラジル、中国、インドの取組み 

　南の新たな開発パートナーによって実践されている2国間協力モ
デルは、急速な変化を遂げている。最近までザンビアへの開発資金
援助に対する新たなパートナーの貢献はわずかだった。2006〜09
年の資金供与と融資の総額30億ドルのうち、ブラジル、中国、イ
ンドの援助は3%足らずだった。
　2009年11月に中国とザンビアは、ザンビアの中小企業の開発に
中国側が10億ドルの譲許的融資を行うことを発表した。この額は
ザンビアの公的対外債務残高の40%に相当する。2010年には中国
輸出入銀行が、9つの移動病院の設立資金としてザンビアに5780万

ドルの融資を行った。同じ年に、インドもザンビアの水力発電所建
設に7500万ドルの融資枠の提供を発表し、その後に5000億ドルを
追加した。ブラジルは、ザンビアの北西州にあるコ ンカラ銅鉱山（イ
ンド企業が経営）の掘削設備に大規模な投資をしている。ブラジル
の鉱業大手バレは、ザンビアの銅資源の探鉱・採掘に南アフリカ企
業のレインボーと合弁を組み、約4億ドルの初期投資を行っている。
ブラジルとザンビアは畜産と保健に関する技術協力協定も締結して
いる。

出典：HDRO，Kragelund 2013.

って金融構造の変容が引き起こされ、各国が
独自の政策を採るスペースが生まれつつある。
このような新しい融資協定はイデオロギーや
コンディショナリティよりも実践性に重点を置
いている。 
　加えて、台頭する南の膨大な外貨準備によ
ってグローバルな金融構造も形成されようと
している。ブラジル、中国、インドだけでなく
インドネシア、韓国、マレーシア、メキシコ、
タイなど多くの国が、将来の金融悪化や金融
危機に対する自己保険として外貨準備を積み
上げている（図2.6）。世界全体の外貨準備高
は2000〜11年の第3四半期の間に1.9兆ドルから
10.1兆ドルに拡大したが、増加の圧倒的大部分
を新興国と開発途上国が占め、その外貨準備
高は合計6.8兆ドルに達した。76　一部の国は、
2008年の世界金融危機を受けて外貨準備を景
気刺激策に充てた。これまでとは立場が逆転
し、国際通貨基金（IMF）が欧州金融危機へ
の対応に南の外貨準備の活用を求めた。 
　外貨準備の多い開発途上国は総じて、その
一部を政府系ファンドに回している。ソブリン・
ウェルス・ファンド研究所のデータによると、
2010年末時点で政府系ファンドの資産規模は
合計4.3兆ドルに及び、新興国と開発途上国の
保有が3.5兆ドル、東アジアの国々だけで8000
億ドルに達した。77　2011年3月時点で、新興国
と開発途上国の政府系ファンドは合計41にの
ぼり、うち10ファンドが資産規模1000億ドルを
超え、最高は6270億ドルとなっている。 
　しかし、巨額の外貨準備と政府系ファンド
は、金融ショックに対する最善の保険ではな
い。この前例のない外貨準備の蓄積は、保有
国と他の開発途上国の両方に機会費用をもた
らす。78　この資金は地域機関の財源に振り分け
て、公共財の提供、生産能力と経済開発と人
間開発の拡充、地域・準地域の金融安定化に
充てれば、より生産的に活用できる。

　南の台頭は総体として、世界の金融システ
ムに新しい資源蓄積のパターンを組み入れ、
また南自身に対しても、より密度と多様性の高
い多層的な金融構造を生み出している。南の
新しい機関や協定がブレトン・ウッズ体制に

旅客や貨物の取扱いや 
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新興市場国は1995年以降、外貨準備を大きく積み上げて
いる

中国

日本

米国

インド

韓国

ブラジル

スイス

ドイツ

フランス

イタリア

メキシコ

リビア

タイ

サウジアラビア

ロシア

香港

シンガポール

アルジェリア

インドネシア

マレーシア

外貨準備高（単位：10億ドル）
1995 2010

68      人間開発報告書 2013 第２章　よりグローバルな南 69



　このような対話が移民に関する取組みの成
功につながっていると評価できる。最も積極
的な取組みとして2001〜05年のベルン・イニ
シアティブ、06年の国連総会時に開かれた「国
際的な人の移動と開発に関する国連ハイレベ
ル対話」、その後の「移住と開発に関するグロ
ーバルフォーラム（GFMD）」の創設がある。81　
人間開発報告書2009年版において提言したよ
うに、このような取組みは、人々が国外に仕
事を求める経路の自由化と簡素化を通じて、
移民と移住先コミュニティの双方に結果の改
善をもたらすことができる。具体的には移民
の基本的権利の確保、移民に伴う取引コスト
の削減、移住先での社会的流動性の向上、そ
してその社会的流動性を国家の開発戦略の必
須部分に位置づけることである。82 

環境保護

　リオデジャネイロで開催された国連持続可
能な開発会議（リオ＋20）は、南の国々の政
府が共有資源の管理に結束していることを示
し、地域的な取決めの有用性を実証した。た
とえば、アジア・太平洋諸国による取組みと
してコーラル・トライアングルの保護がある。
コーラル・トライアングルは、マレーシアから
インドネシア、ソロモン諸島にまで広がる世界
で最も豊かなサンゴ礁であり、1億人以上の
人々に食料と生計をもたらしている。アフリカ
のコンゴ川盆地では、一帯の国々が世界第2の
熱帯雨林を守るべく、違法伐採の撲滅に力を
合わせている。83　リオ＋20では、地域開発銀行
のグループが、世界の大都市における公共交
通と自転車専用レーンの整備に1750億ドル規
模のプロジェクトを実施すると発表した。84 
　南の台頭は、気候変動に対するさまざまな2
国間協力にも表れている。気候変動による自
然災害と海面上昇が人間開発の前進を脅かす

取って代わる場合もあるが、ほとんどの場合
はグローバルな金融構造を補うものである。
南における金融構造の変化は、金融の安定化
と強靱化、生産能力の長期的開発、人間開発
に重なる政策目標の達成、政策スペースの拡
大につながる可能性がある。さらに新興国が
ブレトン・ウッズ体制に対し、代表のあり方、
ガバナンスの原則、コンディショナリティをめ
ぐる問題への対応を迫り、変容への力を引き
起こしている。 
　G20は、金融の国際基準を定める諸機関の
説明責任の強化を任務とする金融安定理事会
など、国際金融ガバナンスの主要機関に対す
る参加を拡大している。同様に、G20のすべて
の国がバーゼル銀行監督委員会（BCBS）と証
券監督者国際機構（IOSCO）に代表を送り込
んでいる。南は国際通貨基金（IMF）に対し
ても影響力を増しつつあり、たとえば中国が
新設の副専務理事ポストを押さえ、出資比率
でも3位に上がることが決まった。79　また、世
界銀行においては、開発途上国および移行経
済国の投票権の割合が2010年に3.13%拡大して
47.19%に達した。80

移民政策 

　東南アジア諸国連合（ASEAN）やアフリカ
連合（AU）、南米南部共同市場（MERCOSUR）
などの地域機構が移民政策を協議議題に加え
ている。その活動の一部として、拘束力を伴
わない非公式な形で、地域協議を通じて加盟
各国の共通項を模索している。さらに地域の
枠を越えて、移民の出身国と受入国による協
議も多く、能力構築や技術の標準化、再入国
などの問題が話し合われている。このような
形でコミュニケーションの壁が下がり、各国が
集まって相互理解を深め、共通の解決策を見
つけ出す場が生まれている。 

を上回っており、この傾
向は今後さらに大きく加
速する可能性がある。南
南貿易ブロックには依
然、貿易規模の拡大を阻
害する非関税障壁が散在
している。膨大な外貨準
備も、よりハイリターン
で安全な機会が南南投資
に存在しながら活用され
ていない。まだ開発パー
トナーと地域内・地域間
協力を拡大できる可能性
が潜在している。 
　南の台頭はサハラ以南アフリカの急速な経
済成長を支え、人間開発の前進に機会を切り
開いている。21世紀の急成長国の多くが人間
開発のランクで下位にとどまっている。所得
外指標において前進した国もあるが、前進し
ていない国もある。 
　各国政府は成長の勢いを捉えて、所得の増
加を人間開発に転換する政策を採らなければ
ならない。人材育成と生産能力向上のための
政策は、国として「コモディティ化の罠」に陥
ることを避け、経済活動を多角化することを
可能にする。南南協力は、貿易と投資、そし
てコモディティも含めた全産業の連携におけ
る学習と拡大につながる。南南間のパートナ
ーシップは外国直接投資や合弁、技術共有を
通じて、また起業家層の
ニーズを満たす安価な製
品とその革新的な利用方
法を生み出すことによっ
て、産業の多角化につな
がりうる。このようなパ
ートナーシップはすでに
現実化しており、さらに
今後何年にもわたって規模を大きく広げてい

なかで、世界の国々は、現時点で気候変動に
対処する政策を確立し、将来の気候変動を緩
和する以外に選択肢はほぼないことを認識し
ている。たとえば技術開発における協力、地
域レベルの炭素市場の創設などで合意が進ん
でいる。中国と英国は石炭火力発電の先端技
術試験で協力し、インドと米国はインドでの原
子力開発にパートナーシップを結んでいる。85 
　南の国々は気候にやさしい技術の開発と共
有も進めている。中国は2008年に世界4位の風
力発電大国になり、太陽光発電パネルと風力
発電タービンの生産で世界の首位に立ってい
る。86　インドでは2011年、太陽光発電促進化計
画によって太陽光エネルギーへの投資が62%
増の120億ドルに拡大した。これは、再生可能
エネルギーの主要市場における過去最速の投
資拡大である。ブラジルは、再生可能エネル
ギー技術に対する投資を8%増の70億ドルに拡
大した。87

　南における気候変動の緩和と環境資源保護
に対する地域、2国間、各国の取組みは、前進
のための良いステップである。しかし気候変
動と環境は本質的に、多国間合意を通じての
グローバルな決議を必要とする地球規模の問
題である。そのような合意において、南の新
興国の協力と参加は目的達成に欠かせない。
気候変動との取組みへの真剣さを示す地域レ
ベルの協力と合意が、それに向けた第1歩にな
りうる。 

不確実な時代における持続的な成長

　南の台頭は、貿易と投資のグローバルな歴
史的拡大によって促された。100か国以上の開
発途上国が2007年に1人当たり所得を3%以上
伸ばした。最近では、先進国経済の減速によ
って、南は自らの域内の需要に目を向けるよう
になった。88　すでに南の貿易は南南間が南北間
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くことが可能である。 
　ここまで見てきたように、南の台頭は劇的で
あるが、まだ初期段階にとどまっている。また、
現在の開発途上国間の社会、経済、技術、起
業の面でのつながりは先例のないものである。
日々のニュース報道では、世界の出来事に関
して暗澹たるメッセージを伝えられるかもしれ
ないが、暗い事柄に囲まれながらも、新しい
技術やベンチャー企業の登場を伝えるニュー
スもまた頻繁に伝えられている。意外な場所
で、起業家精神に溢れる人々によって生み出
された新技術、あるいは新技術を生活に生か
す起業のニュースが伝えられている。 
　その1つひとつに開発途上国に暮らす人々の
数を掛け合わせれば、開発途上地域全体にわ
たる南の台頭の総体的な可能性は驚くべき水
準となろう。その可能性を追求するうえで、
第3章において、南の先頭を行く国々の急速な
前進を可能にした3つの原動力を特定した。こ
の3つの原動力は、後に続こうとする他の国々
にも通じるものである。 
　世界の先行きは不透明で、北の経済減速が
南に悪影響を及ぼしている。しかしながら、
政策転換をはじめとする正しい改革が行われ
れば、89　南の台頭による世界経済の均衡の再調
整の帰結として、持続的な人間開発がさらに
強く約束されることになる。　
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3.

　これほど多くの南の国々が、どのようにして人間開発の展望を好転させたのか。南の国々が進む道筋は、
社会や政治の多様性、天然資源の規模によって異なっている。それでも、各国に共通する基本的なテーマが
ある。本章では、達成水準の高い国々の一部に目を向け、共通する3つの原動力を見ていく。すなわち、積
極的な発展志向国家、グローバル市場の開拓、確固とした社会政策とイノベーションである。

開発変容の原動力

　過去20年の間に、多くの国々が大きな前進
を遂げており、南の台頭は、かなり広範にわ
たっている。しかしそのなかでも、国民所得
だけでなく保健、教育などの社会指標におい
ても平均水準以上の成果をあげている国々が
ある。達成水準の高い国を見分ける1つの基準
は、所得成長の達成に加えて、開発水準が同
程度の他の国々よりも保健と教育において高
水準の成果をあげていることである。この基
準に当てはまるのは、大国のブラジル、中国、
インドのほか、バングラデシュ、チリ、ガーナ、
インドネシア、韓国、マレーシア、モーリシャ
ス、メキシコ、タイ、チュニジア、トルコ、ウ
ガンダ、ベトナムなどである（図3.1）。
　本章では、1990年以降に所得成長を達成し、
また人間開発の所得外要素である保健と教育
においても大きく水準を伸ばした国々につい
て分析する。一部の国は、どちらかの達成度
が他方の達成度より高くなっている。たとえば、
ブラジルとトルコは人間開発指数（HDI）の所
得外要素における達成度のほうが高くなって
いるのに対し、中国の1990〜2010年の大きな
達成は所得成長が主体である（理由の1つとし
て、1970年代末の改革開始時点で、すでに中
国の保健と教育は高水準にあった）。1　また第1
章で述べたように、1990〜2012年の間にHDI
を大きく伸ばした国にはラオスやマリ、モザン
ビーク、ルワンダ、ウガンダなどの後発開発

途上国（LDCs）が含まれている。
　人間開発の達成水準が高い国を見分けるも
う1つの基準は、「人間開発の不足分」を大き
く減らしたこと、すなわち、HDIの不足分（HDI
の最大値に対する差分）を最も大きく減らし
たことである。2　表3.1に示したのは、1990〜
2012年の間にHDIの不足分を大きく減らした
上位15か国、3　または1人当たり所得の年間成長
率を大きく伸ばした上位15か国のどちらかに
該当する26か国である。

「すべての国が似たようなシステム
を採ることを期待してはならない
画一性は自由の拘束者であり
成長の敵なのだから」
―ジョン・Ｆ・ケネディ

「知恵は不変の中にも変化の中にもなく
両者の間の対話の中にある」
―オクタヴィオ・パズ
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図3.1

一部の国々は人間開発指数（HDI）の所得外要素と所得の
両面で成果をあげている

注：96か国のバランスパネルに基づく。 
出典：HDROが算出。
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　実際にこれまで、経済成長と人間開発のつ
ながりは何度か切れたことがある。人間開発
報告書1996年版において、望ましくない経済
成長の5類型を特定した。すなわち、雇用機会
を拡大しない「雇用なき成長」、不平等の拡大
を伴う「冷酷な成長」、最も脆弱なコミュニテ
ィの参加を拒む「声なき成長」、不適正なモデ
ルを国外から移植する「根のない成長」、環境
資源を野放図に乱用する「将来なき成長」で
ある。6

　より良い経済成長を生
み出し、それを人間開発
に転換するものは何か。
南の国々の多様な人間開
発の経験から、どのよう
な政策の教訓が得られる
のか。そして、開発変容

本章では開発変容の
3つの原動力を特定する
積極的な発展志向国家
グローバル市場の開拓
確固とした社会政策と
イノベーションが
その3つである

所得の増加が必要である。国家にとって、経
済成長の加速は政府債務と財政赤字の削減に
つながり、基本的な財とサービス、ことに保
健と教育に対する投資拡大のための歳入を生
み出す。そして世帯レベルでは、所得増加は
基本的ニーズの充足につながり、生活水準と
生活の質が上がる。
　しかしながら、所得の増加に必ず幸福の向
上が伴うというわけではない。たとえば、大都
市の住民は通常、農村部の住民などよりも所
得水準が高いが、大都市には犯罪や汚染、交
通渋滞などの問題も多い。一方、農村部では、
農業世帯の所得が増えても、村に学校や医療
施設がないままかもしれない。各国の現在と
将来の開発ペースには、当初の状態が大きく
影響する。ただし、BOX3.1で述べるように、
当初の状態だけが重要なのではない。

った。スリランカは、長年の国内紛争にもかか
わらず、高水準の所得成長を達成し、HDIの
不足分も大きく補完した。4

　インドの経済的な達成も際立っており、1990
〜2012年の所得成長が平均年率5%近くに達し
た。ただし、インドの1人当たり所得はなおも
低く、2012年で約3400ドルにとどまっている。
所得が低水準である場合、再分配だけで貧困
削減を大きく進めることは難しいため、インド
はさらなる成長による生活水準の向上を必要
としている。人間開発の加速に関しては、イン
ドは経済成長ほどの成果をあげていない。実
際、インドに比べて経済成長がずっと緩やか
で、1人当たり所得も半分の水準にあるバング
ラデシュでさえ、一部の指標でインドと並ぶか
上回る成果をあげている。
　HDIの不足分を大きく減らした上位15か国
には、1990〜2012年の1人当たり所得の伸びが
平均年率1〜2%にとどまったアルジェリア、ブ
ラジル、メキシコが含まれている。この3か国
の経験は、人間開発に資するもう1つの広範な
戦略を指し示している。すなわち人々の能力、
特に保健と教育と栄養に対する投資をもっと
も重視し、それを通じて経済、環境上の脅威
やショックに対する社会の強靱性を高めるこ
とである。
　ここに1つの教訓がある。すなわち、経済成
長だけに頼ることはできない。人間開発報告
書1993年版と人間開発報告書1996年版で述べ
たように、経済成長と人間開発とのつながりは
自然に生まれるのではない。5　そのつながりは、
貧しい人々のための政策を通じて生み出され
る。具体的には、保健と教育の両方への投資、
良質な雇用の拡大、天然資源の涸渇・乱用の
防止、ジェンダー・バランスと公平な所得分
配の確保、社会的排除の是正である。
　ただし、経済成長は重要でないというので
はない。貧しい人々を抱える貧しい国々には

　前者に該当する国々は、幅広く恩恵をもた
らす社会政策、ことに貧しい人々に恩恵をも
たらす社会政策によって、急速な経済成長を
補完している。たとえば中国は、HDIの不足
分の削減においてイランと韓国に次ぐ成果を
あげた。韓国は、経済成長では中国を下回り
ながらもHDIを最も大きく伸ばした。ベトナム
も所得成長で3位、HDIの上昇でトップ20に入

BOX 3.1

歴史的経緯や初期状態は重要ではあるが、変えられない運命ではない

「初期状態」は深刻な影響を及ぼす。また、ある種の性質は変える
ことは困難であるばかりか、しばしば制度や政策によって固定化さ
れている。大きな不平等をかかえて始まった社会では、エリート層
が自分たちの影響力を確固たるものとするため法的な枠組みを確立
し、大きな不平等を自分たちの利益につなげ続けることができる。
一例として南北アメリカ大陸を挙げれば、1700年代に形成された3
つのタイプの植民地はいずれも土壌、気候、先住民という初期状態
に基づいていた。
　カリブ海地域では、土壌と気候から大規模なコモディティ（商品）
生産の植民地が形成された。富と人的資本の分配はきわめて不平等
になり、大規模な奴隷貿易会社を設立できるエリート層が優位に立
った。鉱物資源と先住民の人口が多かったスペイン語圏アメリカで
は、支配層が土地資源をスペイン人入植者に分配した。エリート層
はスペイン国王に仕え、独立後も自分たちの地位を維持した。土地
の大規模所有が市民権の要件とされ、所得不平等は人種の違いを超
えて永続化した。現在もペルーでは他の多くの国と同様に、先住民
系と欧州系の人々との間に大きな不平等が残り続けている（Thorp 
and Parades 2011）。北アメリカでは、先住民の人口が多くなか
ったために、土壌も気候も規模の経済につながらなかった。したが

って欧州出身の労働力に頼ることになり、そこから高水準の人的資
本と平等性の高い富の分配が生まれた。土地が豊富で資本の必要水
準も低く、成人男性の大半が土地所有者として生活を営んだ。
　ハイチは現在、西半球で最も貧しい国である。しかし1790年の
革命前夜には、おそらく新世界で最も豊かな国だった。同様に、英
仏の7年戦争（1756〜63年）の後、英国は賠償にカリブ海のグア
ドループ島を取るかカナダを取るかを思案した。それから3世紀余
り、カナダが経済規模で西半球の国々の上位に立っている。
　しかし、歴史と初期状態は越えられない壁ではない。過去30年間、
人間開発指数（HDI）で測られる開発は大きく前進したが、その前
進の半分以上は1980年の当初のHDI水準によって説明できない。
インドとパキスタン、チリとベネズエラ、マレーシアとフィリピン、
リベリアとセネガルなど、同程度の水準から出発した国々が異なる
結果にたどり着いている。人間開発報告書2010年版で論じたよう
に、同じような出発点から歩み始めた国々が異なる開発の道筋を進
みながらも、世界全体の達成水準には変化が表れていないのなら、
国家の開発の原動力になるのは各国の政策、制度、社会的文脈、そ
して固有の異常現象であると推論できる。どのような国であっても、
脱出を望めば、歴史の囚人のままであり続けることはない。

出典：Engerman and Sokoloff 2002; Hoff 2003; Thorp and Paredes 2011; UNDP 2010a.

表3.1

1990〜2012年の間に人間開発指数（HDI）の不足分を
大きく削減したか、1人当たり国民総所得（GNI）を大き
く伸ばした国々 

a.HDIの最大値に対する差分の削減。
注：開発途上国96か国のバランスパネルに基づく。 
出典：HDROが算出。

HDIの不足分の
削減a

1人当たりGNIの
平均年間成長率

HDI（値） （％） ランク （％） ランク

国 1990 2012 1990〜2012 1990〜2012

韓国 0.749 0.909 63.6 1 4.2 8

イラン 0.540 0.742 43.9 2 2.5 32

中国 0.495 0.699 40.5 3 9.4 1

チリ 0.702 0.819 39.4 4 3.8 13

サウジアラビア 0.653 0.782 37.3 5 0.4 77

アルゼンチン 0.701 0.811 36.9 6 3.5 18

マレーシア 0.635 0.769 36.6 7 3.6 17

チュニジア 0.553 0.712 35.6 8 2.9 29

トルコ 0.569 0.722 35.5 9 2.5 33

カタール 0.743 0.834 35.3 10 3.2 22

メキシコ 0.654 0.775 35.0 11 1.3 69

アルジェリア 0.562 0.713 34.4 12 1.0 50

パナマ 0.666 0.780 34.3 13 3.9 11

ブラジル 0.590 0.730 34.1 14 1.7 50

ブルネイ 0.782 0.855 33.4 15 －0.4 87

ベトナム 0.439 0.617 31.8 21 5.9 3

モーリシャス 0.626 0.737 29.8 25 3.6 14

ドミニカ共和国 0.584 0.702 28.3 28 3.9 12

ミャンマー 0.305 0.498 27.8 30 7.9 2

スリランカ 0.608 0.715 27.3 31 4.4 7

ガイアナ 0.502 0.636 26.7 36 5.3 4

ラオス 0.379 0.543 26.5 39 4.4 6

インド 0.410 0.554 24.5 45 4.7 5

バングラデシュ 0.361 0.515 24.1 47 3.9 10

トリニダード・トバゴ 0.685 0.760 23.9 49 3.6 15

モザンビーク 0.202 0.327 15.6 72 4.1 9
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約を未然に取除いておくこと、あるいは見通
しておくことが課題になる。12

　南の台頭の帰結としての商品市況高騰のよ
うな貿易上のプラスのショックは、成長加速の
開始につながりうるが、その持続にはつなが
らない。しかしながら、経済と制度の改革に
焦点を合わせることが成長加速の持続に大き
な影響を及ぼすことが統計的にはうかがえ
る。13

　達成水準の高い南の国々において、国家は
従来の福祉国家とは異なる働きを担っている。
福祉国家においては、政府は市場主導の経済
成長を促すと同時に、市場の失敗の是正と社
会的セーフティネットの構築を図る。一方、発
展志向国家の政府は積極的に行動し、人々の

　人間開発と経済成長、あるいは成長の加速
を結びつける単純な処方箋はない。10　1950〜
2005年の各国データの調査から、成長のテイク・
オフの大部分は大がかりな経済改革によるも
のではなく、むしろ、大がかりな経済改革は
大半が成長の開始を生み出していないことが
わかっている。11　成功を収めた国々は、長い政
策・改革リストを実行したのではなく、前進を
阻害する制約を着実に減らすことによって高
成長を遂げている。国家は、そこで決定的な
役割を果たす。持続的成長への点火に成功し
た国々は、それぞれ異なる課題を前にして、
さまざまな形の市場規制や輸出促進、産業開
発、技術的調整・改良を通じて対応している。
すでに急成長に入った国の場合は、今後の制

えることである。
　このような開発変容を達成している国々に
共通する1つの特徴は、積極的な発展志向国家
だということである。その意味するところは、
積極的に行動する政府と、急速な経済開発を
第一目標に掲げるエリート層をもつ国家であ
る。そのエリート層が非政治エリートである場
合も少なくない。一部の国はさらに踏み込み、
政策立案・実施の能力と権限を官僚にもたせ
ている。高い経済成長率と生活水準の向上が、
国家の統治機構とエリート層に正統性をもた
らす。7

　さらに注目に値する事例では、開発の前進
が長期的なビジョン、共有された規範と価値、
信頼と結束を築く規則と制度によって導かれ
ている。加えて、開発を変容として捉えるには、
このような漠然とした要素に目を向けると同時
に、それらの要素が社会の組織化にどのよう
な影響を及ぼし、各々の政策や改革とどのよ
うに相互作用しているかを理解する必要があ
る。
　国家が開発の戦略、強力な官僚の能力、適
正な政策をもつことは変容プロセスにおいて
必須である。8　政策の目的は、変革に対する障
害と触媒を特定して変容を促進することに置
かれなければならない。このプロセスにおい
ては、制度、社会、個人のそれぞれが目標を
設定し、目標の達成につながる戦略と政策を
見分ける必要がある。すべての国が実現を図
るまでにはまだ至っていないが、人々の参加
機会の拡大、つまり自分たちの声が聞き入れ
られ、自分たちの視点が意思決定に反映され、
自分たちが政策課題の設定に積極的に関与し
ているという人々の意識の広がりが持続可能
な長期開発につながる。同時に、制度と政策
の連続性を維持する強力なテクノクラート集
団を支えにもつ、一貫性のある政治的リーダ
ーシップも求められる（BOX3.2）。9

の原動力は何なのか。本章では以下の3つの原
動力を特定する。
●積極的な発展志向国家
●グローバル市場の開拓
●確固とした社会政策とイノベーション
　この3つの原動力は、開発のあり方に関する
抽象的概念から生まれたのではなく、数多く
の南の国々の開発変容から実証されたもので
ある。たしかにこれらの国々は、あらかじめ予
想された処方箋的アプローチに抗している。
つまり、多くの一元的に管理された教えを退
けると同時に、一方では、ワシントン・コンセ
ンサスによって生まれた野放図な自由化とも一
線を画している。
　この3つの原動力は、新しいアプローチへの
進化を物語っている。そこでの国家の役割は、
新しい現実とグローバル市場の課題に沿って、
政策と活動を実践的に調整する触媒として働
くことである。この新しい捉え方は、開発は自
然に起こるものではなく、また変容を市場の力
だけに委ねることもできないという認識に立脚
している。政府が経済と社会の開発を進める
政策と制度を通じて、積極的に社会を動かす
必要がある。
　ただし、これは普遍的な処方箋ではない。
この3要素を政策へとまとめ上げる作業は、文
脈ごとに特有の形を取り、国としての性格、
政府の能力、世界との関係のあり方によって
変わる。

原動力1：積極的な
発展志向国家

　開発とは、世代を越え
て人々の幸福を高めるた
めに、保健、教育、所得

における人々の選択を拡大し、意味ある社会
参加への自由と機会を広げながら、社会を変

開発変容を
達成している国々に
共通する1つの特徴は
積極的な発展志向国家
だということである

BOX 3.2

発展志向国家とは何か。発展志向国家には独裁が必要か

　発展志向国家に関する近年の研究は、東アジアの「奇跡」の経済
成長をたどることを出発点にしている。すなわち、第2次世界大戦
前の日本、20世紀後半の香港・中国特別行政区（以下、香港）、韓国、
シンガポール、台湾である。最近では中国とベトナム（そしてカン
ボジアとラオス）が発展志向国家と見なされうる。共通する性質と
して、特定産業を明確に優先した経済開発の促進、有能な官僚機構
の活用、開発戦略の中心にしっかりとして仕事のできる公的機関の
設置、社会的・経済的目標の明示、開発成果による政治的正統性の
獲得がある。
　東アジアの発展志向国家の一部が民主主義国ではなかったことか
ら、発展志向国家モデルは独裁的でもあると多くの人が思っている。
しかし、独裁主義と発展の関係に関する証拠は混然としている。日
本や米国のような民主主義国が発展志向国家として機能してきた。
フランスは第2次世界大戦後に計画委員会による計画経済化を開始
し、エリート官僚が部門別の産業政策を主導して国有企業を積極的
に活用した。スカンジナビア諸国も1950年代以降、一種の発展志
向国家になった。そこでの政治的正統性は、急速な経済成長ではな
く福祉国家と完全雇用から生まれた。スウェーデンは、官民パート
ナーシップを通じて戦略産業を育成した（鉄鋼、鉄道、電信・電話、
水力発電）。スウェーデンは重工業の成長を支援する特定産業の保
護政策も採用し、研究開発を促した。また福祉政策も、生産性の高

い部門に構造変革を促す戦略と密接に一体化された。
　米国は発展志向国家として長い歴史をもち、その起源は共和制初
期の時代にまでさかのぼる。初代米国財務長官アレクサンダー・ハ
ミルトンは、幼稚産業保護論の父と広く見なされている。米国は
1830〜1945年の間、世界有数の貿易障壁をいくつかもっていた。
米国はこの時期、インフラ（西海岸の鉄道、中西部の運河、農業イ
ンフラ）、高等教育、研究開発に重点投資した。米国が世界の産業
の頂点に立った第2次世界大戦後も、市場原理主義の台頭にもかか
わらず発展志向国家であり続けた。
　Block（2008）の論によれば、米国は政府機関や産業界、大学、
研究機関の高い技術力をもつ人材の協力を通じて、先端技術研究の
商業利用に力を注いだ。発展志向国家は米国の政策の陰で永続して
きた。なぜなら、国家が技術革新の促進に中心的役割を果たしてい
ると認めることは、民間部門が市場のシグナルに自律的に反応でき
る立場に置かれるべきであるとする主張と相容れないからである。
それでも、その「隠れた」性格に起因する正統性の不足や資金面で
の不安定さなどの制約によって、規模を制限されながらも、米国の
発展志向国家は大きな成功を収めてきた。米国は数多くの産業部門
において、研究開発への公的資金提供、防衛関連（コンピューター、
航空機、インターネット）と医療関連（医薬品、遺伝子工学）の政
府調達を通じて、国際競争力を確立した。

出典：Evans （2010）; Chang （2010）; Edigheji （2010）; Block （2008）.
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段階において、状況の
変化に対応して成長戦
略を修正する国民中心
のアプローチを採った。

公共投資の拡充

　経済・社会政策に関す
る旧来の考え方では、ワ
シントン・コンセンサスにおいて強調されたよ
うに、経済成長の前提としてファンダメンタル
ズ（経済の基礎的条件）の適正化に焦点を合
わせ、その他の側面における人間開発の向上
は、後に続くものとして捉えられている。これ
に対し人間開発アプローチは、貧しい人々の
生活改善が先送りされないことを求める。し
たがって、人々にやさしい発展志向国家は基
本的な社会サービスを拡充する（BOX 3.5）。20　
この捉え方においては、保健、教育などの公
的サービスを通じての人々の能力に対する投
資は、成長プロセスの付随物でなく不可欠な

統一通貨や鉄道、公共教育、銀行法など、
近代国家のインフラが生み出された。政府
は、綿紡績から造船にいたるまで、国有の
工場を立ち上げて運営した。また、多数の
輸入品に対する関税の引上げによって国内
産業の育成も図った。第2次世界大戦後、日
本は被援助国から援助供与国への根本的な
転換を果たした（BOX3.3）。
●�韓国　1960〜1980年の間に、韓国は大きな

成功を収めた。韓国政府は1961年以降、経
済企画院の創設など、国家の機構的一体性
を高める一連の改革を通じて産業支配を確
立したが、金融に対する統制を最も重視し
た。また、補助金主体の産業政策を採るこ
ともしなかった。このようにして、韓国は輸
入代替から輸出促進への移行を果たした。18

　他の南の新興諸国も同様の政策を採ってい
る。各国政府は、最も有望な部門の比較優位
を高めるべく民間部門と手を組むと同時に、
効果的なマクロ経済管理とイノベーションの
促進に徹している。また、社会的機会の拡大
にも特別な注意を払っている。具体的には、
政策の優先事項の設定、特定産業の育成、国
家と市場の相互補完の確立、長期的な改革へ
のコミットメント、強力な政治的リーダーシッ
プ、実践学習、公共投資の拡大である。

政策の優先事項の設定

　発展志向国家は、物価の適正化にも増して、
政策の優先事項の適正化を行わなければなら
ない。優先事項の設定を通じ、人々を中心に
置いて機会の拡大を促すと同時に、人々をリ
スクから守る必要がある。政策と優先事項の
正しい設定には、政策立案プロセスの正しい
設定という同等に重要な問題が伴う。政治機
構と政策は不可分に結びついているので、ど
ちらか一方だけでは立ち行かない。したがっ

生活における転換を始動させて、それを監視
する。14　発展志向国家は単に市場にやさしいの
ではなく、開発にやさしい。さらに強力で革新
的な社会プログラムをもつ国は、人々に対して
もやさしい。これこそが、経済成長から人間
開発へ焦点を移すことに必要なステップであ
る。
　積極的な発展志向国家のもう1つの特徴は、
調整の問題と外部性に対して、比較優位の「管
理」を通じて是正する産業政策を採っている
ことである。15　たとえば、比較優位の可能性を
もつ産業の育成、あるいは比較優位のなかで
停滞している産業へのてこ入れである。この
ような政策が、関税保護の恩恵を受けた産業
が世界市場で成功を収める結果につながって

いる。16　ただし、ある産
業の成功または失敗の原
因を特定の貿易政策に帰
することが困難な場合も
ある。なぜなら政府の介
入は、歳入の拡大から特
殊権益の保護にいたるま
で、複数の動機によるか

らである。
　産業保護による便益は明確には実証されて
いないが、一般的な望ましさという点において、
インフラ改善や技術導入のような「ソフト」な
産業政策と、直接課税や特定産業への補助金
のような「ハード」な産業政策とは明確に区
別され、後者の効果は各国の状況次第で変わ
る。ただし、世界共通の処方箋はなく、東ア
ジアで成功したものがラテンアメリカでも成功
するとは限らない。
●�日本　日本は長年にわたり積極的な発展志

向国家である。日本は1870年代までに、「経
済の近代化に専心する教育水準の高い愛国
的な実業家や商人と政府の集団」をもつよ
うになった。17　その後の数々の改革により、

積極的な発展志向国家の
特徴の1つは
調整の問題と外部性に対して
比較優位の「管理」を
通じて是正する産業政策を
採っていることである

て、効果的で民意に敏感な統治構造のなかで、
責任感のある人々によって管理される政策プ
ロセスを備えることが重要になる。政策は開
発段階によっても変わる。たとえば、開発初
期段階にある国は多くの場合、雇用創出と貧
困削減を優先事項にする。
●�インドネシア　1970年代半ば以降、新たに

発見された石油の輸出収入を支えに、イン
ドネシアは輸入代替工業化を大規模な農業
開発と地域開発で補完した（農業部門への
戦略的な投資における変容の可能性につい
てはBOX3.4を参照）。バランスの取れた成
長というこの戦略が、労働力需要を膨らま
せ、失業率の低下と実質賃金の上昇につな
がった。19　1980年代半ばに石油収入が減少に
転じると、インドネシアは輸入代替から外
向きの工業化に移行し、農業部門の余剰労
働力を高賃金の製造業に引き移した。余剰
労働力の供給が途絶える1990年代初頭まで、
貧困削減は主として賃金増加を通じて継続
された。このようにインドネシアは開発の各

BOX 3.3 田中明彦（日本国際協力機構理事長）

日本と三角協力

　新興国のめざましい経済成長に支えられて、南南協力と三角協力
は近年、急速に拡大している。この2つは、従来の南北協力の補完
という役割から脱皮し、今や多くの開発途上国にとって知識の共有
とイノベーションのかけがえのない源泉になっている。
　南南協力と三角協力には4つの長所・メリットがある。まず1つ
めは、より効果的な解決策を発見するための知識と経験の共有から
生まれる恩恵である。2つめは、南北協力の目的との一致度を高め
る適正な技術と経験の共有である。3つめは、南が運転席に座る真
のオーナーシップの尊重である。そして4つめに、新たな援助供与
国としての開発途上国の急速な台頭の可能性である。
　日本はすでに1975年の時点で、南南協力と三角協力の価値を認
識し、大規模な三角トレーニング・プログラムを開始した。日本は
現在の新興国と同様の開発の道のりを進んだ経験があり、当初は純
然たる被援助国だった。その後、被援助国にして新興の援助供与国

という二役の時期が続いた。そして1964年、日本はアジアで初め
てOECD（経済開発協力機構）に加盟し、純然たる援助供与国とな
った。
　この開発の道筋から日本は、開発途上国同士で開発の経験や知識、
適正な技術を共有することが開発協力にきわめて有用な役割を果た
しうると確信し、したがって援助の提供に値すると考えた。
　好例の1つにブラジル、日本、モザンビークの協力がある。日本
はブラジルのセラード（熱帯サバンナ地域）の開発を助け、ブラジ
ルを大豆などの農産品の主要生産国に押上げた。そして今、日本と
ブラジルはモザンビークの広大なサバンナの開発を共同で支援して
いる。
　新たに現れた課題は、南南協力と三角協力を開発協力の中心的ア
プローチにスケールアップするとともに、数を増す開発主体の間で
援助が過度に分裂するのを回避することである。

 

発展志向国家は
物価の適正化にも増して
政策の優先事項の適正化を
行わなければならない
優先事項の設定を通じ
人々を中心に置いて機会の
拡大を促すと同時に人々を
リスクから守る必要がある
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界水準の高等教育への投資を進める政策も
存在した。初等教育が放置された面はあっ
たにせよ、1990年代の改革を経て、このよ
うな投資が結実した。豊富な熟練労働者を
新興の情報技術産業に活用できるようにな
ったからである。2011〜12年の数字で、イ
ンドの情報技術産業は700億ドルの輸出収入
を上げている。内向きな時代に構築された
もう1つの産業として、製薬がある。インド
が製品でなく生産プロセスに特許を与える
制度を採ったことから、製薬企業はリバー
スエンジニアリングを
促され、ジェネリック
医薬品で世界トップク
ラスに躍進した。24　同
様の能力構築の経緯
は、現在世界市場に積
極進出している自動
車、化学、サービス産

特定産業の育成

　政府は、比較優位を動学的に捉え、市場の
不完全性が原因で停滞している産業を育成す
ることによって、市場本位の民間部門を後押
しできる。22　レントシーキング（既得権益の悪
用）や縁故主義という政治的リスクもつきまと
うが、南の一部諸国はこの方法を通じて、経
済の開放化とともに、それまで非効率で国際
競争力がないと揶揄されていた産業を輸出の
初期原動力に変えることに成功している。
●�インド　インドは1947年の独立から数十年

間、国家主導の輸入代替工業化戦略を採っ
た。民間部門の自由を制限し、貿易と投資
を統制するテクノクラートに幅広い権限を
与えたことで、許認可制度の官僚主義が幅
を利かせるシステム（いわゆるライセンス・
ラージ）が生まれることになった。23　しかし
同時に、人々の能力構築を図る政策と、世

りの論争がある。開発途上国における公的資
本の用いられ方は多様であり、どちらの結果
も生じうる。南アジアとサハラ以南アフリカに
おいては、教育と保健とインフラ開発の水準
が東アジアや東南アジアの国々よりも低いの
で、公共投資とその構成が決定的な役割を果
たすと考えるのが妥当である。
●�バングラデシュ　バングラデシュが経済成

長を維持している理由には、近隣諸国が苦
しんでいる財政赤字を避けながら公共投資
比率を継続的に引き上げていることが関係
している。
●�インド　インド政府は、社会サービスと農

村部開発に対する国家支出を2006〜07年の
13.4%から2011〜12年の18.5%へ拡大した。21　
社会サービスが国家支出に占める割合も
2006〜07年の21.6%から2009〜10年で24.1%、 
2011〜12年で25.0%へと増加している。

一部分である。
　公的支出の水準だけで
なく、その構成と効率性
までをも含めた全体が、
公的サービスの効果的な
提供と能力の拡大に影響
する。公的支出の効果は

国によって異なる。世界規模の国際分析から、
保健・教育に対する過去の1人当たり公的支出
と、現在の人間開発水準は正の相関関係にあ
ることがわかっている（図3.2）。また、保健に
対する過去の1人当たり公的支出が高水準にあ
るほど、子どもの生存率は向上し、5歳未満児
死亡率は低くなる（図3.3）。その度合いは当然
ながら、その国の開発段階と支出の効果によ
って異なる。国家には、野放図な借入と放漫
な支出を避けるための監視と抑制が必要であ
る。
　公共投資によって民間投資が誘発されるの
か、それとも抑制されるのかに関しては、かな

BOX 3.5

東欧と中央アジア：北と南の接点

　北と台頭する南を結んでいるのが、転換のさなかにある東である。
東欧・中央アジアは世界の人口と生産の5%を占める。中央計画経
済から市場経済への急速な転換における東欧・中央アジアの経験は、
他地域の開発途上国の改革に有用な教訓を示している。転換の第1
段階は、生活水準と人間開発の急低下とともに始まった。各国はさ
まざまな政治的・経済的状況のなかで、その後の転換を管理したが、
全体としての経験は社会的包摂と国家の責任ある役割の重要性を浮
き彫りにしている。
　欧州・独立国家共同体（CIS）・人間開発報告書2011年版は、東欧・
中央アジアにおける人間開発指数（HDI）と社会的排除に逆相関の
関係があることを示している。経済的な変数の寄与度は、個人が排
除されるリスクの寄与度の3分の1にも満たない。すなわち非正規
労働、汚職、起業手続きの煩雑さが大きな社会的排除に結びついて
いる。これに対し、雇用は包摂を促すことから、十分な機能とアク
セスをもつ労働市場の重要性が浮かび上がった。20年間にわたる
転換の大きな教訓として、国家は包摂的な経済成長と社会の環境づ

くりに決定的な役割を果たす。国家が突然、責任領域を放棄するこ
と、あるいは国有企業の全面民営化を急激に進めることは、社会に
重い長期的代償を負わせる結果につながるおそれがある。しかし、
責任の保持が旧来構造の温存を意味するのでもない。むしろ、ガバ
ナンスの質と政府の効率性を高めるために、国家機構の透明性と説
明責任を強化し、腐敗の広がりを抑える改革が求められる。
　現在、東欧の多くの国が欧州連合（EU）に加盟している。クロ
アチア、カザフスタン、ロシア、トルコとともに、これらの国々は
新たな援助供与国になっており、2011年に援助供与は40億ドルを
超えた。新興の援助供与国はまた、共通の歴史的背景をもつ国々、
あるいはその他の国々を対象とする2国間・3国間の知識交換も積
極的に行っている。たとえば、ルーマニアは選挙実施の経験をエジ
プト、チュニジアと共有し、ポーランドはイラクの中小企業育成を
支援している。チェコはアゼルバイジャンの環境影響評価に協力し、
スロバキアはモルドバとモンテネグロの財政管理を支援している。

出典：HDRO、UNDP 2011b.

BOX 3.4

農業への投資

　農業部門への戦略的な投資は、開発変容に効果をもたらすことが
できる。農作物の収量増加が農民の生計向上につながるだけでなく、
農村部における財とサービスの需要を増やし、経済発展に新たな機
会も生み出す。さらに、食料価格の低下にもつながる可能性があり、
家計支出に占める食費の割合を押下げ、経済の他の部門に市場を生
み出す。
　農業研究は公共財であり、民間部門では供給が不足しやすい。し
たがって、この分野では政府が有用な貢献を果たしうる。アフリカ、
アジア、ラテンアメリカの数か国を対象とした研究から、農業に対
する公的支出の拡大が経済成長の促進に大きくつながることがわか
っている。農業への支出を研究支出と非研究支出に分けて見ると、
研究支出が特に効果的に働いている。また、農業関連サービスや灌
漑システムなどの公共財の提供も便益をもたらす。
　中国は世界最大規模の農業研究開発システムをもっている。研究
の拠点は中国農業科学研究院、大学、中国科学院であり、他に

1100以上の研究機関がある。中国は現在、アフリカ諸国に対する
南南協力のリーダーになりつつあり、多くのアフリカ諸国が中国の
研究に恩恵を受けている。
　ブラジルも農業技術を強みの1つにしている。2006年のデータに
基づく推計では、ブラジルはラテンアメリカにおける農業研究支出
の41%を占めている。ブラジルの農業研究イノベーション・システ
ムは、労働者1人当たり農業生産性のほぼ4倍増に大きく貢献した。
ブラジル農牧研究公社は、耕作可能地の拡大に大きな役割を果たし
ている。同様に、ブラジルの農業プログラムの多くは持続可能性を
重視して導入されている。たとえば、価格維持および融資制度の適
用には土地計画法に従うことが求められる。農業近代化「モデラグ
ロ」プログラムは、営農手法の改善や自然資源の保護を対象とする
融資プログラムである。土壌が劣化した土地での耕作を対象とする
融資制度「プロドゥーサ」や、植林（特にパームヤシ）を促す融資
制度「プロップフローラ」もある。

出典：OECD 2006, 2011a; Fan and Saurkar 2006; Fan, Nestorova and Olofinbiyi 2010; Stads and Beintema 2009; 世界銀行 2012a.
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業にもあてはまる。
●�ブラジル　ブラジルも長年、内向きの経済

戦略によって実験を重ねた。その間、大き
な国内市場に恩恵を受けていた企業は、輸
出とグローバル競争を促されなかった。し

にある。29　ただし政府の施策には、若者の教育・
訓練に対する投資だけでなく、経済の多角化
に向けたインフラの改善、金融の不足や過剰
な規制など民間企業に対する障壁の除去も求
められる。30

●�モーリシャス　労働集約型の経済成長の可
能性は、国が工業化の初期段階にある場合
に高くなる。モーリシャスの1980〜90年代の
データ分析から、まず前期（1982〜90年）
には、経済成長の80%部分が新規雇用と資
本蓄積から生まれたことがわかっている。31　
この期間に雇用は年率5.2%のペースで拡大
し、失業率は20%から3%弱まで低下した。
しかし後期（1991〜99年）には、人々の能
力に対する投資の結果として、経済成長の
原動力が資本蓄積から労働者の生産性上昇
へ移った。32

●�バングラデシュ　1990年代にバングラデシ
ュの貧困削減ペースが80年代よりも速まっ
たのは、33　労働集約型輸出（衣料品や水産品
など）の拡大と、地方の非農業部門（家内
工業や建設などの非貿易部門）における雇
用増加という2つの要因による。しかし経済
成長の要因としては、この2部門の生産性向
上よりも、穀物生産の増加から生じた国内
需要の拡大、移民からの本国送金、輸出の
拡大のほうが大きかった。34

●�ルワンダ　雇用の拡大を生み出すのは輸出
製造業だけではない。ルワンダでは過去10
年間、観光業で雇用が拡大している。観光
業の収入はコーヒーと紅茶の輸出収入を上
回り、観光業の雇用規模は7万5000人近くに
達している。35

●�ウガンダ　ルワンダと同様に、ウガンダでも
1990年代の高成長によって貧困が縮小した。
大量の労働力を吸収した農業部門、ことに
国際価格の上昇によって交易条件が好転し
た換金作物部門において、所得が増加した

かしブラジル企業は、数十年にわたって築
き上げてきた能力を輸出に生かせるように
なった。たとえばエンブラエルは現在、座
席数120以下の小型ジェット旅客機の世界ト
ップメーカーである。25　また、鉄鋼産業と靴
産業も国有下で成長し、研究開発の能力構
築がイノベーションにつながった。

雇用創出の優先事項

　安定した高賃金の雇用創出を図る実践的な
政策は、経済成長と人間開発の関係を強める
ことにつながりやすい。アジア諸国のデータは、
経済成長と貧困削減が大きく進んでいる国で
は雇用も急速に拡大することを示している。
1970年代のマレーシアとタイ、80年代の中国
とインドネシア、90年代のインドとベトナムが
該当する。26　アジア新興経済の第1世代である
香港・中国特別行政区（以下、香港）、韓国、
シンガポール、台湾は、1980年代末まで生産
性と賃金の上昇を伴いながら雇用を年率2〜
6%のペースで拡大した。このような成長パタ
ーンは、台湾では主として小規模農業、香港
と韓国とシンガポールでは主として労働集約
型の輸出製造業が主導した。27

　韓国やその後のタイなど、アジア諸国の成
功は開発途上国、ことにサハラ以南アフリカ
の開発途上国にとっての手本となっている。
なぜなら、現在の開発途上国と同程度の開発
段階にあった時期に、韓国やタイは現在の開
発途上国の2〜3倍のペースで雇用を創出して
いたからである。たとえば、アフリカの労働力
は過去10年間に9100万人増加したが、賃金労
働の分野では3700万人の雇用が創出されたに
過ぎない。28　労働集約型の製造業と農業、さら
に小売、観光、建設の各産業に対する政府の
積極的な施策があれば、アフリカの雇用は
2020年までに最大で7200万人増加する見通し

ためである。36

●�タイ　総生産に占める農業の割合は通常、
少しずつ低下していくが、耕作可能な土地
に恵まれた開発途上国は農業部門に安定的
な雇用を生み出し続けることができる。タイ
はその一例で、1960年代のタイの雇用パタ
ーンは、現在のサハラ以南アフリカの多くの
国の雇用パターンと似ていた。タイはその
後、製造業の生産拠点になったが、今も数
百万人の安定的雇用が農業、小売業、観光業、
建設業などの非製造部門で生まれ続けてい
る。農業における安定的雇用の規模は、
1960年の51万9000人から2008年の300万人弱
へ増加した。タイは全部門を通じて、安定
的雇用の割合を1990年代だけで11%も引き
上げた（ブラジルの1970〜88年の達成水準
に相当する）。37

●�インドネシア　1997年にアジア金融危機が
発生するまで、インドネシアは高水準の労
働集約を伴う経済成長で際立っていた。危
機以前の1980年代と90年代を通じて、実質
賃金は年率5%のペースで上昇した。1990〜
96年の間だけで、非農業部門の正規雇用の
労働人口が28.1％から37.9％へと増加したこ
とに伴い、労働力全体に占める農業部門従
事者の割合は55.1%から43.5%へ減少した。38　
アジア金融危機によって開発成果の一部が
後戻りした後、農業労働者は貧困の拡大が
最も低い水準にとどまった。39

　これらの例が示してい
るように、貧しい人々に
恩恵を及ぼす成長パター
ンが数十年にわたって継
続することは稀にしかな
い。その理由として、開
発の変容は生産構造の変
化と同義であり、雇用創
出の力は部門ごとに異な

図3.3

……現在の子どもの生存率と過去の保健に対する公的支出
も正の相関関係にある

出典：世界銀行（2012a）を基にHDROが算出。
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現在の人間開発指数（HDI）と過去の公的支出は正の相関
関係にあり……

出典：HDROの算出および世界銀行（2012a）。

保健と教育に対する1人当たり公的支出の対数（2000年）

発展志向国家は
経済の転換が進むにつれて
経済成長の性質および
成長を主導する部門の
労働集約度が変化することを
認識し、それに応じて
人々のスキルに対する
投資をしなければならない
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と持続可能性に焦点を合わせる強力な政治的
リーダーシップが求められる。効果的なリーダ
ーシップは、政策立案者たちの長期目標を束
ね合わせると同時に、人間開発のために個人
の能力と社会統合の向上を図る政府の取組み
を、人々に理解させることがカギになる。その
ためにはバランスの取れた開発アプローチと、
危機を幅広い経済改革導入の機会へと変える
能力の2つが求められる。
●�ブラジル　ブラジルが発展志向国家に転換

しはじめた当時（1994年前後）、政府は「レ
アルプラン」によってハイパーインフレーシ
ョンを抑え込むマクロ経済改革に踏み切り、
88年に関税引下げなどの障壁削減とともに
開始していた貿易自由化を完了した。48　その
後は貿易の開放、慎重な金融・財政政策、
そして貧困と所得不平等を削減する革新的
な社会プログラムが続いた。

　大規模で複雑な社会においては、各々の政
策の成果は不明確とならざるを得ない。発展
志向国家は実践的に、一連の異なるアプロー
チを試みる必要がある。
●�中国　中国の改革と開放は、経済に関する

決定への人々の参加を制限している現状を
改めるという1970年代末の明確な選択の結
果だった。しかし、中国の転換を支えるこ
とになった組織の刷新は、「踏み石を探りな
がら川を渡る」という鄧小平のアプローチ
に似ていた。49　1979〜89年の間に、中国は国
家規制の実に40%以上を試行的に打ち出し
た。農業改革ではまず、農民の土地借入を
解禁し、収穫の一定量を公定価格で国に引
き渡す一方で余剰分の販売を許可した。こ
れに続いたのが郷鎮企業の伸張である。50　こ
のような段階的アプローチは、中国指導部
の実践主義を反映していた。この実践主義
には、もう1つの理由として、計画経済に対
する幻滅のなかで移行計画を立てることは

アの民間医療部門の総収入の25%に達して
いる。43

●�チリ　1990年代に民主主義に戻ったチリは、
競争優位性をもつ部門への投資と技術水準
の引上げに力を入れた。イノベーションに
基づく民間企業と大学の連携に対する助成
金のほか、イノベーションの促進につなが
る活動にも政府が関与した。44

長期的開発と改革へのコミットメント

　永続する転換の達成には、国として一貫性
とバランスのある開発アプローチを採ることが
求められる。管理手法上の技術的な対応策が
魅力的に思えても、そのような対応策だけで
は一般的に不十分である。
●�中国　市場志向の改革を打ち出した1970年

代末以降、中国は「相互に入り組んだ複雑
な変革の数々を経験している。すなわち、
計画経済から市場経済へ、農村部から都市
部へ、農業から製造業やサービス業へ、非
正規の経済活動から正規の経済活動へ、自
給自足的な地方経済という断片の集合体か
ら統合された経済へ、世界に対して閉ざさ
れた経済から国際貿易の一大拠点へ」とい
う変革である。45　これほどの変革には、制度
と能力の構築に長期的に取り組む政府が求
められた。中国の指導部は、変革に抵抗し
そうな守旧派に替わって、開放志向で教育
水準の高い若手官僚を活用した。1988年ま
でに、省レベルの官僚の90%を82年以降の
任官者が占めるようになった。46　能力の改善
は現在も優先事項にされており、官僚の教
育水準は上がり続けている。中国の官僚機
構は徹底した結果重視を特徴とし、官僚の
出世を現代化と経済的進歩という国家目標
に結びつけている。47

　人々にやさしい発展志向国家には、公平性

る。たとえば、技術を要する作業とそうでな
いものとでは、きちんとした教育や業界特有
のトレーニングなど、必要な補完事項の内容
が異なる。もっと重要な点として、人間開発を
志向する政策は経済成長と平等な機会拡大の
両方を必要とする。したがって発展志向国家
は、経済の転換が進むにつれて、経済成長の
性質および、成長を主導する部門の労働集 
約度が変化することを認識し、それに応じて
人々のスキルに対する投資をしなければなら
ない。

国家と市場の補完性を高める

　市場と国家はどちらも失敗しうるが、双方
の力が合わさると相乗効果が生まれる。開発
の前進を市場だけに委ねることはできない。
市場が機能しない場合があることに加えて、
開発の初期段階には市場そのものが存在しな
い場合もある。成功を収めている発展志向国
家のほとんどが、新規産業による雇用創出な
ど、人間開発の可能性を高めることにつなが
る産業政策と関連する政策を採っている。
●�トルコ　トルコ政府は、労働力の吸収度が

高い建設業と、家具や繊維、食品、自動車
などの製造業に有利な経済環境を生み出し
た。その後、トルコの輸出は高度な加工や
技術、熟練労働力を活用する製品へと移行
した。40

●�チュニジア　チュニジアは1970年代初頭以
降、国内外の資本を衣料品などの輸出用産
業に対する金融・財政上の優遇策を採っ
た。41　政府と企業のさまざまな形態による連
携により、産業の高度化と集積が進んだ。
チュニジアは現在、欧州連合（EU）への衣
料品輸出で上位5か国に入っている。42　また、
近隣諸国からの観光客向けの医療サービス
も成長分野で、すでにその収入はチュニジ

不可能であるという認
識もあった。

原動力2：グローバル
市場の開拓

　急速に開発が進む南の
国々に共通する要素とし
て、グローバル市場を活用して人々と企業の
能力を強化しているということがある。つまり、
中間財と資本財を世界の競争価格で調達し、
外国のノウハウと技術を導入して製品をつく
り、グローバル市場で売るということである。51　
すべての新興工業国が「他の世界が熟知した
ものを輸入し、他の世界が欲しがっているも
のを輸出する」という戦略を追っている。52　実
際のところ、国際貿易や長期的な資本流入を
避けて開発に成功している国はほとんどない。
貿易／生産比率の上昇を伴わずに成長を持続
している国もわずかにあるが、第2次世界大戦
以後、内向きの経済が開放的な経済よりも速
く発展することを体系的に示す証拠は存在し
ない。53

　しかし、貿易と投資の障壁を除去すれば経
済成長に点火できるというシンプルなものでは
ない。1990年代には、早急な開放が自ずと高
成長につながるとする一部の研究が注目を集
めた。しかし後に、その種の研究には方法論
上大きな限界があったことがわかった。54　特に
重要な点として、経済成長は関税障壁と非関
税障壁の平均的水準だけでは説明しきれない
といったことがあげられた。55

　南の開発の経験は、より微妙な一致点を指
し示している。56　すなわち、持続的な前進は、
人々、制度およびインフラに投資しながら国内
状況に沿って順を追っていく世界経済との統
合から生まれやすい。57　国際分析から必要とさ
れるのは、貿易、為替レート、金融・財政・

人々にやさしい
発展志向国家には
公平性と持続可能性に
焦点を合わせる
強力な政治的リーダーシップ
が求められる

86      人間開発報告書 2013 第３章　開発変容の原動力 87



工業製品に対する関税率は1990年の76.3%か
ら92年時点で42.9%にまで大幅削減された
が、その後の削減には20年余りを要し、
2009年に約8%となった。消費者向け製品に
対する制限は段階的に緩和され、改革開始
から10年後の2001年に撤廃された。67　インド
の貿易／ GDP比率は、1990年時点で15.7%
に過ぎなかったのが2010年には46.3%まで上
昇 し た。 ま たFDIも、1990年 にGDP比 で
0.1%弱だったのが2008年に3.6%でピークに
達した。68

グローバル市場に対する産業能力の構築

　一部の国は、輸入代替期に産業能力を構築
し、その能力を後の海外市場進出に生かした。
●�トルコ　トルコの1980年代以降の貿易拡大

は、それ以前の輸入代替工業化時代に培わ
れた生産能力に立脚していた。69　1990〜2010
年の間にトルコの貿易／ GDP比率は32%か
ら48%へと上昇した。大きな国内市場をもつ
中所得国としては、かなりの飛躍である。
2011年の輸出上位品目の自動車、鉄鋼、家
電製品は、いずれも貿易保護下で成長した
産業の製品である。
●�韓国　韓国と一部の東アジア諸国は、中程

度の消費財輸入代替期を経たが、資本財の
国内生産保護はしなかった。70　FDIに対する
方針が一定しなかった1980年代にも、これ
らの諸国はライセンス契約で技術を輸入し、
多国籍企業と関係を結んだ。その目的は、
外国技術の借用と活用による長期的な国内
能力の構築だった。
●�タイ　タイの生産能力は、国際生産ネットワ

ークへの参加を通じて強まり続けている。
2009〜10年の数字で、自動車部品と電子部
品を中心とするタイの部品輸出額は480億ド
ルに及び、輸出全体の25%を占めている。タ

一部の国は
輸入代替期に
産業能力を構築し
その能力を
後の海外市場進出に
生かした

の多い国々は、世界経済との統合を深めなが
ら製造業とサービス業の構造的多角化を加速
させ、さらに農業の生産性も高めて、20〜30
年の間に数億人の貧困脱出を後押しした。

順を追っていく統合

　達成水準の高い国々の一部は、世界市場に
対する急激な開放よりも、国内状況に沿って
段階的に開放を進める道を進んでいる。
●�中国　中国での急激な開放は、新しい産業

活動が生まれない状態で国有企業が閉鎖さ
れる事態を意味していた。この点をふまえ
て、中国は徐々に改革を進めた。外国直接
投資（FDI）を引つけ、雇用の創出と輸出
の促進を図るために、中国は主に開発の遅
れている地域に経済特区を設置した。62　同時
に、外国企業に対して合弁事業や技術移転、
あるいは国内生産部品の使用を求めること
によって、労働者と企業の能力を強化した。
中国は1990年代初頭までに、60〜70年代の
保健・教育投資と、企業および農民の能力
構築を土台にして、外の世界との相互関係
を広げる態勢を整え上げた。1993〜96年の
時期に、中国は世界全体のFDI流入の10%
超を占めるに至った。63　貿易／ GDP比率は
1980年の21.7%から93〜94年の約42%へほぼ
倍増した。世界貿易機関（WTO）加盟から
10年後の2011年、中国はドイツを抜き世界2
位の財・サービス輸出大国になった。64

●�インド　インドの国内改革は1980年代半ば
に始まり、90〜91年の対外支払い危機を経
て、改革の拡大に至った。改革以前のイン
ドは工業製品に輸入割当と高関税を課し、
消費者向け製品の輸入を禁じていた。65　初期
の改革は、産業活動に対する許認可制度の
解体と投資制限の撤廃に的を絞った。66　資本
財の量的制限は1993年に完全撤廃された。

機構政策の一体的な改革であることがわかっ
ている。58　さらに最近の研究から、決定的な成
果は、幅広い改革政策の下での貿易自由化か
ら生まれることがわかっている。1950〜98年
の期間において、そのような政策の下で貿易
自由化を行ったと見なされる国々は、他の国々
よりも成長率が1.5%、投資率が1.5〜2%、貿易
／生産比率が5%高かった。59

　開発の進展とともに貿
易障壁の削減と開放化が
進みやすくなる。60　1990
〜2010年の貿易開放度の
変 化 と 人 間 開 発 指 数

（HDI）の上昇との関係を調べた人間開発報告
書室の分析も、この結論を裏付けている（第2
章のBOX2.1参照）。ただし、貿易開放度を高
めた国のすべてが他の国々よりもHDIを大きく
伸ばしたわけではない。しかし、HDIを大きく
伸ばした国々は総じて貿易／生産比率が上昇
し、かなりの規模と数の2国間貿易の数々を通
じてグローバルな貿易網を築き上げている。
開発途上国と移行経済国を合わせた95か国の
サンプルにおいて、1990〜2012年にHDIが大
きく伸びた国々は、HDIの伸びが中程度だった
国々と比べて貿易／生産比率の平均上昇率が
約13%高くなっている。
　第2章のBOX2.1で述べたように、過去20年
間にHDIを大きく高めた国のほぼすべてが、世
界経済との統合度も大きく高めている。表3.2
は、本章で取り上げた人間開発の達成水準が
高い国々に関して、そのデータをまとめたもの
である。これらの国々は、1990〜2010年の間
に世界市場での輸出シェア拡大を通じて、グ
ローバル化によるチャンスを積極的に生かし
ている。このグループのなかで唯一の例外は、
輸出主導型の開発戦略で南の先頭に立った国
の1つであるモーリシャスで、2001年を境に世
界市場での輸出シェアが減少に転じた。61　人口

開発の進展とともに
貿易障壁の削減と
開放化が進みやすくなる

イ政府は「アジアのデ
トロイト」を目指し、部
品生産の集積地になる
だけでなく、産官学の
共同研究を生み出すハ
イテクのハブ（拠点）に
なることを狙っている。71

●�マレーシア　電子産業におけるマレーシア
の台頭は、国際分業化の初期に北の多国籍
企業の誘致とともに始まった。電子製品の
生産を主とする自由貿易区の創設が、72　1970
〜90年代のマレーシアの急速な発展に寄与
した。しかし現在、マレーシア経済は「中
所得の罠」に陥ったと見なされている。す
なわち、もはや低コスト生産では近隣諸国
に太刀打ちできない一方、グローバルな生
産ネットワークにおける高度な生産に必要
なスキルもない。73　政府の諮問委員会は、
FDI流入の減速が高所得国への脱皮に悪影
響を及ぼすことを懸念している。74　マレーシ
アの中等教育は良好な水準にあるが、イノ
ベーション主導型経済の基礎を生み出すに

表3.2

人間開発の水準を大きく高めた国々が世界の財・サービス
輸出に占める割合（1985〜90年と2005〜10年。単位：％）

注：数値は1985〜90年と2005〜10年のそれぞれの平均値。
出典：世界銀行 2012a.

国 1985〜1990 2005〜2010

バングラデシュ 0.042 0.089

ブラジル 0.946 1.123

チリ 0.232 0.420

中国 1.267 8.132

ガーナ 0.029 0.041

インド 0.519 1.609

インドネシア 0.624 0.803

マレーシア 0.685 1.197

モーリシャス 0.038 0.027

タイ 0.565 1.095

チュニジア 0.116 0.118

トルコ 0.449 0.852
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教育機会の提供に対する
姿勢がある。高成長を長
期的に持続させている国 
々は、一般的に市民の教
育と人的資本の拡充に努
力を傾けている。87　教育
への投資は、数学と理科
のテストによって測られる認知スキルの向上に
重要な意味をもつ。88　しかしながら、専門的な
スキルの養成に対する投資よりも「皆教育」
に対する投資のほうが成果は大きい。89　また、
公衆衛生の改善も労働生産性の上昇を通じて
経済成長に寄与する。90

　大きな不平等、あるいは不平等の拡大をか
かえた経済成長は一般的に人間開発の前進の
停滞、社会的連帯の弱さ、貧困削減の遅れを
伴うことになる。また、そのような成長は通常、
持続不可能であると考えられる。91　したがって
目的は、経済成長と社会政策が相互に強化し
合うような好循環を生み出すことでなければ
ならない。経済成長による貧困の減少は、所
得不平等の大きな国よりも小さな国において
効果がはるかに高くなりやすい。また、所得
分配の悪化が長期間続いている場合も、経済
成長による貧困の減少は効果が弱くなる。92

　例外と考えられるのは中国とブラジルであ
る。中国は過去30年間、きわめて高水準の経
済成長を達成したことで、所得不平等が拡大
するなかでも貧困を削減している。同様に、
2000年代の初頭、ブラジルは、大きな所得不
平等のなかで貧困削減に的を絞った政策を採
った。ただし、同時期に所得不平等は縮小し
ていた。
　平等の促進、ことに水平的平等と呼ばれる
集団間の平等促進も社会的争いの減少につな
がる。1975年以降において、最も急激な経済
の縮小は社会が分裂した国々で起きている（社
会の分裂は、不平等性の指標と民族的分離の

採った。ガーナは1983〜2006年の間に1ヘク
タール当たりのカカオ豆収量を倍増させ、
現在、カカオ豆生産は70万人の生計を支え
ている。84　また過去10年間、ガーナはサービ
ス産業への多角化も進め、電気通信サービ
スの急成長とともに農家の市場情報へのア
クセスも拡大している。最近の調査では、
カカオ豆農家の約61%に携帯電話が普及し
ている。85

　世界と意味のあるつながりを結んだ各国に
共通する1本の糸は、人々への投資である。自
国あるいは他国の関税政策の改革によって、
思わぬ輸出機会が得られる場合がある。たと
えば、思いがけない資源が流入したり、模倣
によって短期的な成功の波に乗れることもあ
る。しかし、ここでの教訓は、生産物の品質
や生産手法の改善を重ねていくための人々の
スキルに対する十分な投資なくして、開発は
持続され得ないという点である。ここで取り上
げた国々は、多様な初期条件から出発し、世
界市場がもたらした外部的機会に対して、自
国が培ってきた強みを巧みに重ね合わせた実
例である。

原動力3：確固とした社会政策と 
イノベーション

　データが実証していることとして、人間開
発の達成と持続には、かなりの水準の公共投
資、それもインフラだけでなく保健と教育への
投資が求められる。成長の恩恵を享受する機
会を万人に公平に広げる機会平等へのコミッ
トメントなくして、開発戦略は成功し得ない。
実際、複数の国を対象とした研究から、人間
開発の向上が経済成長の加速に寄与すること
を示す強力な証拠が得られている。86

　機会平等に対する政府のコミットメントの
試金石として、教育機会の提供、ことに女子

成長の恩恵を享受する
機会を万人に公平に広げる
機会平等への
コミットメントなくして
開発戦略は成功し得ない

ダシオン・チリも、サケ養殖の生産性を世
界最高水準に高めることを目指し、同様の
支援を行った。79

●�バングラデシュ　バングラデシュは、衣料
品の世界市場の歪みを突いて輸出力を手に
した。80　しかし、起業家たちの主体的な取組
みがなかったら、機会を生かすことはでき
ていなかった。1978年にデシュ社が韓国の
大宇と5年間の提携関係を結んだことによっ
て、バングラデシュは国際標準と世界の衣
料品バイヤーのネットワークにつながれるこ
とになった。大宇はデシュの社員を韓国に
受入れ、生産とマーケティングを指導した。
1年内に研修社員130人のうち115人がデシュ
を退社し、自分たちで輸出向け衣料品メー
カーを立ち上げた。81　バングラデシュが世界
の衣料品輸出に占める割合は、1990年の約
0.8%から2010年の約4.8%へと拡大した。82

●�モーリシャス　耕作可能な土地が限られ、
人口増加のなかで単一商品（砂糖）に過度
に依存していたモーリシャスは、より大きな
海外市場に活路を求めざるを得なかった。
モーリシャスは、輸出先で輸入割当に縛ら
れていたアジアの衣料品メーカーを自国に
引きつけた。モーリシャスは1990年代まで
世界有数の保護主義国だったが、輸入原材
料に無関税のアクセスを認めると同時に税
制優遇も導入した。さらに、輸出加工特区
での労働集約型作業への女性の参入を支援
するなど、柔軟な労働市場条件も整えた。83

●�ガーナ　ガーナでは数十年来、カカオ豆が
経済の中心を占めていた。しかし1970年代
から80年代初頭にかけて、カカオ豆栽培は
崩壊の危機に直面した。そのガーナの国際
競争力回復は、通貨切り下げをはじめとす
る1983年の改革とともに始まった。調達とマ
ーケティングにおける民間部門の能力を高
め、農家の手取り収入を引き上げる施策も

は至っていないように見える。マレーシアの
今後の前進の見通しは、研究開発能力の不
足と、設計・プロセスエンジニアや技術労
働者、生産労働者の不足によって阻害され
ている。75

●インドネシア　インド
ネシアと一部の東アジ
ア諸国は1990年代、保
護政策に伴う高コスト
を避けるべく、保税倉
庫と関税割り戻しによ
る輸出加工特区を創設

した。運営には有能な官僚機構を要するが、
これらの諸国はその能力に欠けていること
を悟ると、常識にとらわれないアプローチで
対応した。インドネシアは一時期、税関の
民営化まで実行した。76　1997年のアジア通貨
危機を切り抜けた後、インドネシアは商品

（コモディティ）輸出の効果的な管理で際立
っている。77

ニッチ製品の成功に乗じる

　小さな国々にとって、選択肢の1つはニッチ
製品で世界市場に進出することである。製品
の成功は偶然の選択から生まれるのではない。
その背後には往々にして、既存の能力または
新しい能力の創出に基づく何年にもわたる国
家による支援がある。
●�チリ　チリの企業は、国家の積極的な支援

を受けて農産加工食品・飲料、林業製品、
水産品の輸出拡大において大きな成功を収
めている。たとえば1960年代には、ワイン
生産向けのブドウ栽培に関する大がかりな
公的研究開発が行われた。林業にも補助金
によるプランテーションの長い歴史があり、
チリ政府は木材、パルプ、紙、家具の輸出
産業化に力を注いだ。78　非営利法人のファン

1997年のアジア通貨危機を
切り抜けた後
インドネシアは商品輸出の
効果的な管理で
際立っている
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次の大きな改革は1987年に開始された。カ
リキュラム改革の最重要点として、カリキュ
ラムに国内2言語と英語の言語教育、現代農
法、職業的技能、実用数学も盛り込まれた。
●�モーリシャス　モーリシャス政府は、質の

高い初等・中等・高等教育の無償提供につ
いて国民の間のコンセンサスを取りつけた。
●�バングラデシュ　1992年に初等・大衆教育

省を設置し、初等教育の普遍化、初等教育
における性別と貧困に
よる格差撲滅を目標に
掲げた。女子の中等教
育支援プログラムや

「教育のための食料」
プログラムなど、需要
サイドの介入によっ
て、特に女子教育の向
上が進んだ。
●�中国　1986年の全国人

民代表会議において、
性別、民族、人種を問
わず9年間の基礎教育を義務化する法律が成
立した。1990〜2000年の間に、農村部の15
歳以上人口の平均就学年数は4.7年から6.8年
に伸びた。
●�ウガンダ　ウガンダは1997年、初等教育の

普遍化を目的に初等教育の学費を廃止した。
これに伴い、当初は教育インフラに無理が
かかった。98　教育の質を高めるために、教育
省は5つの重点分野として、カリキュラム開
発、基本教材、教員の
訓練、指導言語、質的
基準を定めた。これを
境に教育の質と修了率
の低下傾向が上昇に転
じ、その後は着実な向
上が続いている。
●�ブラジル　国家主導の

サービスへの投資は長期的な見返りを生み出
す。そのようなサービスのすべてが公的に提
供される必要はない。しかし、すべての市民
が人間開発の基本要件に安定的にアクセスで
きる状態を実現するために、公共であれ民間
であれ、基本的な保健、教育、社会的安全に
関するサービスに最低限の普遍的水準を確保
しなければならない。たとえば、初等・中等
の公的義務教育は、欧州やコスタリカなど一
部の開発途上国で決定的な貢献を果たしてい
る。

良質な教育へのアクセス

　人間開発指数（HDI）の上昇には、教育に
対する公的支出の増加が伴っている。地域的
な格差は残っていても、全体平均で見ると、
保健と教育に対する政府支出が高水準にある
国は人間開発が大きく向上している。
●�インドネシア　インドネシアは1973年以降の

高成長期の間、政府が開発プログラムを通
じて基礎教育のための学校建設に資金を出
し、その後の10年間に教育への公的支出を2
倍以上に拡大した。
●�インド　教育をすべての児童の基本権と定

めた憲法改正の後、インドは学校教育制度
における差別の撲滅に進歩的な政策を採っ
ている（BOX3.6）。
●�ガーナ　独立後初期の政策の1つとして、

1951年教育開発加速計画を導入し、初等・
中等教育の大幅な拡大を図った。1961年教
育法は小学校教育の無償化を定め、家庭が
負担する費用は教科書代だけになった。そ
の後の6年間に公立小学校への就学率が倍
増した。1966〜70年の間に、教育をめぐる
公共論議の焦点はアクセスから質へ移った。
1970年代初頭に焦点は再びアクセスに戻っ
たが、それは中等教育へのアクセスである。

を及ぼしうる。

包摂性を高める

　程度に差はあっても、すべての国が多宗教、
多文化、多元的社会であり、たいていは集団
ごとに人間開発の水準が異なっている。先進
国でさえ、労働市場で特定の民族集団に対す
る差別が続いている。97　市場以外での差別も社
会に不安定を引き起こしうる。そしてさらに、
歴史的な差別は永続的な影響を及ぼす。不利
を被っている集団に対する特別なプログラム
の提供を含めて、無差別と平等なあつかいを
確保することが、政治的・社会的安定にとっ
てますます重要になっている。
　南においても、達成水準の格差が歴史的経
緯や植民地支配の過去から生じていることが
少なくない。たとえば、インドでは上位と下位
のカースト、マレーシアではブミプトラ（マレ
ー人）と華人、インド系住民との間に格差が
ある。経済的繁栄だけでは、水平的不平等に
つながっている集団差別を絶つことはできな
い。不平等の溝を埋め、歴史的な不利益を是
正するために、インドもマレーシアもアファー
マティブ・アクション（積極的差別是正措置）
などの政策介入を行っている。

基本的な社会サービスの提供

　国家は、教育を受けた健康な労働力の確保
につながるような公的サービスの提供によっ
て、経済成長を長期的に支えることができる。
そのような施策は、政治的争いの危険を弱め、
政府の正統性を強めることで、国の安定にも
寄与する。
　開発途上国は時として、基本的サービスへ
の支出を分不相応な奢侈と見なすよう迫る政
策助言を受けることがある。しかし、基本的

国家は、教育を受けた
健康な労働力の確保に
つながるような
公的サービスの提供によって
経済成長を長期的に
支えることができる
そのような施策は
政治的争いの危険を弱め
政府の正統性を強めることで
国の安定にも寄与する

指標で測られる）。それらの国々は争いを管理
するための機構も弱く、法の支配、民主的権利、
社会的セーフティネットの確保という点で政府
機関の能力は十分とは言えない状態にあっ
た。93

　教育、医療、社会的保護、法的エンパワー
メント、社会の組織化は、いずれも貧しい人々
の成長を可能にする。しかし、そうした基本
的な政策手段も、社会的に排除されている集
団のエンパワーメントにつながらない可能性
がある。社会の周縁にいる貧しい人々は、自
分たちの問題について声を上げることもまま
ならず、政府も万人に対するサービスが意図
どおりに行き届いているかを確認するとは限ら
ない。94　問題が外部的なショックによって悪化
することも多い。しかし多くの場合、社会政
策が、地方組織の能力やコミュニティの関与
が低い状態の中で実施されている。
●�ウガンダ　紛争終結後のウガンダでは、物

価と為替レートの統制の緩和から国有企業
と市民サービスに関する制度変更にいたる
まで、一連のマクロ経済政策が1997年の幅
広い貧困削減計画へとつながる道筋を整え
た。そしてウガンダは、ミレニアム開発目標
の達成期限である2015年を待たずに、サハ
ラ以南アフリカで極度の貧困の半減を果た
した数少ない国の1つになった。ウガンダの
総人口に占める極度の貧困人口の割合は、
1992〜93年の56.4%から2009〜10年の24.5%
へと減少した。しかしながら、所得不平等
の拡大が貧困削減のペースを遅らせた。95　総
体的に見て、このような取組みの経済的成
果は、国家のリーダーシップが貧困削減に
傾注している場合、ことに政府の関係機関
の間で目標と方法の一貫性が高められてい
る場合に、プログラムの効果がより強くなる
ことを示している。96　そして、このようなあ
り方は、指導者と政府の正統性に深い影響

保健増進には
良質な医療サービス以上の
ものが求められる
多くの国が
複数領域への介入が
必要であることを
認識しつつある
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を思いとどまらせる結果につながり、財源の
確保にほとんど寄与しない。100

　世界の経験による教訓は、医療の普遍的サ
ービスの主要財源は税金であるべきことを示
している。たとえば、東南アジアでは大半の
国が税金方式を採っている。それぞれカバー
する範囲には差があるものの、各国政府は個
人の費用負担を減らし、財源を積み増して医
療サービスの到達範囲と質の改善を図ってい
る。101　ただし、貧しい人々を特定してカバーす
ることはなおも課題であり、ラオスやベトナム
のような財源の乏しい開発途上国は、援助国
の支援による公平な健康基金に大きく依存し
ている。
●�タイ　タイの2002年国民健康保険法は、す

べての市民が総合医療を受けられると規定
している。2009年時点で総人口の76%にあ
たる4800万人が無償で外来・入院治療、出
産ケア、歯科治療、救急治療を受けられる
国民健康保険に加入している。財源はすべ
て政府が賄い、2011年の数字で予算は国家
支出の5.9%に相当する3400万ドル、保険加
入者1人当たり70ドルとなっている。102

●�メキシコ　メキシコは2003年、それまで社
会保障が及んでいなかった貧困世帯に総合
医療へのアクセスを提供する大衆健康保険

「セグーロ・ポープラー」を導入した。これ
により公的医療予算が拡大され、より公平
に分配されるようになった。医療サービス
へのアクセスと利用の拡大とともに、経済
的保護の指標が向上した。2007年末までに、
2000万人の貧しい人々が健康保険の恩恵を
受けた。103　革新的な財政メカニズムの導入
による急速な医療サービスの普遍化におい
て、メキシコは世界のリーダー格になってい
る。
●�ルワンダ　ルワンダにおける医療サービス

へのアクセスは、コミュニティベースの健康

の拡大、公衆衛生に関する啓発活動、コミ
ュニティベースの基礎的な保健サービスの
効率的な提供である（BOX3.7）。

　医療サービスの提供は、公的サービスだけ
でなく民間サービスも利用できる裕福な人々
の側に大きく偏った状態にある。医療に最良
のアクセスをもつのは公的部門の就労者で、
そのニーズの一部分は彼ら自身の拠出金によ
って賄われている。非公的部門の就労者に対
する医療の提供は、それよりも難しい。たとえ
ばインドでは、労働力の93%が非公的部門に
いると推計されるが、拠出金を支払える正規
雇用者が明確に特定されていない状態にあ
る。99

　誰もが同じ水準の医療を受ける権利をもつ
べきであり、一部の国は医療サービスの普遍
的提供と財源の確保を試みている。貧しい人々
を対象とする公的医療サービスで達成を図ろ
うとしている国もある。しかし、それは望まし
いことでも効率的な方法でもなく、一般的な傾
向として、貧しい人々は公共医療機関で質の
悪いサービスを受け、それ以外の人々は民間
の良質なサービスを受けるという医療システ
ムに行き着く。貧しい人々を対象とした医療
サービスは通常、財源不足の状態にある。そ
れというのも、社会的影響力をもつ豊かな人々
の身に関わらない問題だからである。また、
貧しい人々向けの保険制度も、リスクを国民
全体に分散するという利点が働かないために
財政的に行き詰まりやすく、往々にして支出の
中心が予防・プライマリーケアから、より費用
のかかる第3次医療へ移ってしまう結果につな
がる。
　利用者負担によって医療財源を確保しよう
としている国もある。しかし、利用者負担の
仕組みは特に貧しい人々に対して逆効果を生
むというのが、現在のほぼ一致した見解にな
っている。貧しい人々に医療サービスの利用

良質な医療へのアクセス

　保健増進には良質な医療サービス以上のも
のが求められる。過去の人間開発報告書にお
いて示したように、貧困は数々の側面からなる。
多くの国が、複数領域への介入が必要である
ことを認識しつつある。たとえばアルジェリア、
モロッコ、チュニジアは、過去40年間に平均
寿命を大きく伸ばした。その理由としては、医
療技術と製薬技術の向上、ワクチン接種の普
及、情報技術の進歩、改善された水や衛生施
設へのアクセス向上、エネルギー供給の向上、
保健に対する公的・民間投資などが考えられる。
●�バングラデシュ　子どもの生存率を高める

ために、バングラデシュは部門横断的なア
プローチを採っている。すなわち女性の教育・
雇用機会の拡大、女性の社会的地位の改善、
政治参加と社会的動員とコミュニティ参加

教育投資がブラジルの開発成果を劇的に向
上させている。教育の変容は、地域、州、
自治体の間における支出の格差是正ととも
に始まった。1996年に設立された初等教育
開発基金により、初等教育における生徒1人
当たり支出の最低水準が定められ、北東部、
北部、中西部の諸州の財源が拡大された。
この「児童数に応じた助成拡大」の仕組み
によって、学校当局側が就学率の引上げに
取り組むようになった。また、すべての学
校が生徒1人当たり支出の最低水準を満たせ
るように、州が各自治体と財源を共有しな
ければならないことにもなった。このような
投資の成果として、国際教育到達度調査

（PISA）の数学テストで、ブラジルの平均
点は2000〜09年に史上3位の上昇幅となる52
点の増加を記録した。

BOX 3.6

恵まれない子どもたちの受入れを私立学校に義務づけたインド最高裁の進歩的な判決

　開発途上国では大半の学校が政府によって運営されているが、公
立学校の質が下がるなかで、私立学校を望む動きが広がっている。
公立学校の劣悪なインフラ、狭すぎる教室、アクセスの悪さ、教員
の不足、出席率の低さなどが原因である。お金のある世帯が子ども
を私立学校に通わせることによって、多くの国で公立と私立の生徒
の間に分断が生じている。
　インドでは6〜14歳の子どもに無償で義務教育が提供され、子ど
もの大多数が政府の運営する学校に通っている。農村部では特にそ
の傾向が著しい。しかし富裕層や政治家、国家公務員、そして拡大
中の中間層といったエリート層の世帯は子どもを私立校に通わせて
いる。多くの場合、男の子は私立校に、女の子は無償の公立校に通
わされる。
　このような差別の傾向を抑えるために、インドは「2009年無償
義務教育に対する子どもの権利法」を導入した。私立学校に対して、
少なくとも生徒の25%を社会的に恵まれない低所得層から受け入れ
るよう義務づける内容で、学校側は政府から、生徒の授業料または
公立校における生徒1人当たり政府支出、いずれか低額のほうに相
当する支払いを受ける。この法律は、次のような論理に基づいてい

た。つまり、学校は社会統合の場であらねばならず、私立学校は、
土地などの必要物を提供する政府から独立した存在ではない。私立
学校の社会的義務は、親が授業料を支払える子どものみに入学の権
利があるとする主張によって覆されることはない。恵まれない集団
から少なくとも生徒の25%を受け入れる義務は、そのような集団が
人口の約25%に及ぶ現状において、公平なものである。
　インド最高裁判所は2012年4月12日の歴史的判決において、こ
の法律の合憲性を認め、大きな根拠として次の2点を挙げた。第一に、
この法律は、6〜14歳のすべての子どもに無償教育を提供すること
を義務づけており、国は、その義務を自らが運営する学校、助成金
を与えている学校、助成金を与えていない学校のいずれを通して履
行するかという選択の自由をもつ。この法律は「制度中心」でなく

「子ども中心」である。そして第二に、教育を受ける権利は「国家
と親の間の互恵的合意を表す」ものであり、「われわれの市民社会
のあらゆるステークホルダーに肯定的な負担を課す」。助成金を受
けていない私立学校は、当該の生徒集団に無償で義務教育を提供す
る国の主たる義務を補完するものである。

出典：Government of India 2009; Supreme Court of India 2012.　
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く実現可能である。貧し
い人々は公的サービスし
か選択肢がないのに、豊
かな人々は民間サービス
も利用できるという状況
は、不平等を既成事実化
させ、社会の統合度を弱
め、持続可能な人間開発
を阻害する。中国、メキシコ、タイなどの新し
いプログラムは、全国民に十分な質の基本的
サービスを提供することが可能であることを
実証している。十分な財源が備われば、公的
サービスが必ずしも民間サービスに劣るもの
ではない。

開発を広げて社会的連帯を高める

　開発変容に必要なのは、すべての市民が社
会的目標の達成に関与していることを自覚し、
他者を尊重して思いやり、社会的連帯の構築
に努めることである。そして、そのためには国
家と市民が、人間開発は個人の能力の拡大だ
けにとどまらないことを理解する必要がある。
個人の能力は社会システムの中に組み込まれ
るものであり、健全な社会システムには社会
生活能力の拡充が求められる（第1章BOX1.7
参照）。
　また、個人とコミュニティが自分たちの福祉
に関わるリスクを管理できるように、より効果
的な社会福祉のシステムも求められる。グロ
ーバル化は社会的保護や社会保障の部分的崩
壊につながっている。このようなグローバル化
の影響は、普遍的サービスや大規模な政府支
出に依拠しているシステムに対して、特に著
しい。その一方で、グローバル化とともに経
済活動の振幅が激しくなり、社会的保護の必
要性が増している。したがって人間開発の前
進には、社会政策が経済政策と同等に重要に

っている。中国の多くの地域で、良質な医
療は貧しい人々の手に届かないものになっ
ている。
●�チリ　チリの医療システムは1980年まで、

社会保障費と公的基金を通じて公的に運営
されていた。しかし、1981年の医療制度改
革で民間の医療保険が導入され、市場メカ
ニズムによって保障水準が左右されるよう
になった。そして、2006年までに二重の保
険システムが定着するに至った。政府の税
収と加入者保険料を財源とする国民医療基
金がチリ国民の69%をカバーしていたが、財
源が不足し、良質なサービスを速やかに提
供できる状態にはなかった。これに対し、
民間の医療保険会社はチリ国民の17%をカ
バーしていた。一方、国民医療基金は全対
象者に同一水準の医療サービスを保障した。
この二重のシステムの下では、健康リスク
の高い低所得層が、サービスの質が劣りが
ちな公共診療所であつかわれることになり
やすく、批判が向けられていた。チリ政府
は批判を受止め、2004年に国民皆保険制度
を導入した。これは全国民を対象とした健
康保険であり、優先的にあつかう疾病を定
め、56の症状に関する治療を保障している。

　医療の普遍的サービスと最低9年間の義務教
育の提供には、長期にわたる国家の強い努力
と一貫性が求められる。南の国々にとっての
課題は、保健・教育サービスに平等なアクセ
スを確保すると同時に、サービスの二極化を
防ぐために基本的な質的基準を確立すること
である。つまり、富裕層が質の高い民間サー
ビスを受けられる一方で、貧困層は質の低い
公共サービスしか受けられない、あるいはま
ったくサービスを受けられないという状態を避
けることである。
　医療と教育の公的サービスを全国民に提供
することは、サービスの質を犠牲にすることな

医療と教育の
公的サービスを
全国民に提供することは
サービスの質を
犠牲にすることなく
実現可能である

普遍的に提供されていても、質とアクセスの
面では劣りやすく、そうなると人々は費用の高
い民間医療に移っていく。
●�中国　中国の医療における達成の大部分は、

政府が医療システムを確立した1950〜80年
代の間に生まれた。農村部では村の診療所、
町の医療施設、市の病院、都市部では町の
医療施設と県の病院である。しかし1980年
代以降、中国の医療は有料サービスが主体
になった。その結果、中国全体の保健水準
は向上が続いているものの、東部の省と西
部の省、農村部と都市部の間で格差が広が

保険導入とともに拡大した。これにより医
療を提供する側にも動機づけが働き、その
結果として農村部で医療サービスをより安
く受けられるようになった。成果は保健統
計に表れている。5歳未満児死亡率は2000年
の出生1000人当たり196人から2007年の同
103人に下がり、妊産婦死亡率も2000〜08年
の間に年率12%強のペースで下がった。ルワ
ンダは、ミレニアム開発目標の妊産婦の健
康改善の目標達成に向かって進んでいる。

　一部の国では、医療サービスの二極化が懸
念されている。原則上は公的医療サービスが

BOX 3.7

子どもの生存率を劇的に高めたバングラデシュ

　バングラデシュの1990年の乳幼児死亡率は出生1000人当たり
97人で、インド（同81人）より16%も高かった。それが2004年
に逆転し、バングラデシュの5歳未満児死亡率（出生1000人当たり
38人）はインド（同48人）を21%下回るようになった。この劇的
な改善には3つの大きな要因が考えられる。
　第1に、衣料品産業における雇用とマイクロクレジット（無担保
少額融資）へのアクセスを通じての女性の経済的なエンパワーメン
トがある。衣料品産業で働く女性の大多数が農村部からの移住者で
ある。この若い女性の空前の雇用機会が雇用と所得におけるジェン
ダー格差を縮めた。加えて、マイクロクレジットの普及も女性のエ
ンパワーメントにつながっている。グラミン銀行だけで800万人に
87億4000万ドルを貸し出しているが、借り手の95%が女性である。
最近の推計では、この種の小口融資によって借入世帯の半数以上が
貧困ラインを越えることができ、またマイクロクレジットへのアク
セス拡大の結果として新たな経済的機会が切り開かれている。結婚・
出産年齢の上昇は女性のエンパワーメントの直接的な帰結であり、
子どもの生存率についても同じことが言える。
　第2に、女性の社会的・政治的エンパワーメントは、非政府組織

（NGO）による女性グループの定期的な集いを通じてもたらされた。
たとえば、グラミン銀行を通じて、借り手の女性たちが選挙の仕組
みになじむようになった。組織の理事長や幹事、地区の代表・副代
表を選ぶ毎年の選挙、理事会メンバーを選ぶ3年ごとの選挙に全員
が投票するからである。この経験を経て、多くの女性が公職に立候
補するようになった。最近の調査から、グラミン銀行の活動に参加
している女性は、そうでない女性よりも保健に関する知識水準が大

幅に高いことがわかっている。
　そして第3に、NGOの活動によって、正式な教育を受ける女子の
割合がさらに増加した。NGOのBRACは、学校に通ったことのない
思春期の少年少女に対して、初等教育の内容を4年間に圧縮した非
正規学校を運営しており、そこでの修了率は94%を超えている。そ
して、修了者の大半が正式な学校に進学している。正規の学校カリ
キュラムには、毎月1回のリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に
関する健康）に関する講習が組み入れられ、思春期、生殖と月経、
結婚と妊娠、家族計画と避妊、喫煙と薬物乱用、ジェンダーに関わ
る問題などがテーマに取り上げられている。現在、女子の就学率は
男子のそれを上回っている（15年前まで女子生徒の比率は40%に
過ぎなかった）。
　女性のエンパワーメントは、保健サービスの大幅な向上と一体的
に進んでいる。体内挿入型の避妊具により避妊が大幅に普及した。
コミュニティのボランティアスタッフが普及活動に取り組むなか、
現在では15〜40歳の女性の53%近くが避妊具を使用している。
BRACはまた、子どもの下痢による脱水症状に関してもコミュニテ
ィ単位の講習を行っており、講習を受けた女性の数は1300万人を
超えた。バングラデシュは現在、経口補水液の利用率が世界で最も
高く、もはや下痢は子どもの大きな死亡原因ではなくなった。また、
バングラデシュの子どものほぼ95%が結核の予防接種を受けてい
る。インドでの割合は73%に過ぎない。成人の結核に関しても、
BRACの資金提供の下で、コミュニティのボランティアによる治療
率が90%を超えている。これに対しインドでは、正式な医療システ
ムによる結核治療率が70%未満にとどまっている。

出典：BRAC n.d.; Grameen Bank n.d.; 世界銀行 2012a.
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の障害、さらには社会的
障壁や個人の脆弱性とい
ったものに取り組む政策
が、経済成長を促進する
のと同じくらい重要で、
より広範な社会的課題と
貧困削減の課題で必要と
なる。その出発点にある
のは、社会的課題は所得貧困だけにとどまら
ず、教育に対するアクセスの不足、保健水準
の低さ、社会不平等、社会統合の不足も含ま
れるという理解の高まりである（BOX3.10）。

ダリオ」を2002年に開始した。世帯扶助に
的を合わせたこのプログラムは、極度の貧
困は多面的という観点から、所得だけでな
く保健や教育などにおける剥奪にも的を広
げた。さらに、貧困削減には病気や事故、
失業などに対する脆弱性の緩和も求められ
る。このプログラムは他の社会政策と相ま
って、好況期には保健・教育サービスの普
及拡大、不況期には貧しい人々にセーフテ
ィネットを提供する景気対策として、効果を
発揮している。

　台頭する南は、このように不平等や制度上

られている。
●�中国　民営化が進展し、グローバル市場と

のつながりも深まるなかで新たに生じた社
会的保護の課題に対して、中国政府は最低
生計保障制度を導入した。この制度は、人々
の実所得と地域別の貧困ラインとの格差を
埋めることを目的に、都市部において最低
所得を保障する。中国の所得不平等は拡大
しているが、このような再分配政策によって
貧困削減と食料の保障が進む可能性がある。
また、都市への移住者に対する権利の平等
化によって、社会サービスへのアクセスの
平等化も大きく進む可能性がある。
●�ブラジル　経済成長率は中国とインドを下

回っているが、ブラジルは貧困削減プログ
ラムの導入、教育を受ける機会の拡大、最
低賃金の引上げによって不平等を減らして
いる。2001年に開始された条件付現金給付
プログラム「ボルサ・エスコーラ」は、メキ
シコの「プログレサ」（現在は「オポルチュ
ニダーデス」、BOX3.9参照）のような他のラ
テンアメリカ諸国のプログラムを理念的に
踏襲している。ボルサ・エスコーラは2003年、
新たにいくつかの現金給付プログラムを加
え、運営管理の合理化とともに「ボルサ・
ファミリア」に拡大された。2009年時点で、
ボルサ・ファミリアは国内全域で1200万世
帯以上、対象となる国民の97.3%をカバーし
ている。さらに、これらのプログラムは、銀
行口座をもっていない低所得層の母親に
ATMカードを与えるなどの革新的な分配手
法によって、プログラムの運営と女性のエ
ンパワーメントにも新境地を切り開いてい
る。その成果は、貧困および極度の貧困の
大幅な減少と不平等の縮小に表れている。106

●�チリ　チリ政府は、助成金の効果が極度の
貧困層に及んでいない現実をふまえて、援
助と技能開発を組み合わせた「チリ・ソリ

なっている。実際、社会政策と経済政策は、
その目的と手段において相似関係にあり、切り
離すことはおよそ難しい。104

　南の多くの地域で、政
府が貧しい人々を新たな
経済に参加させるための
社会福祉プログラムを採
り入れている。ことに現
金給付プログラムは、貧
困の削減と再分配による
所得不平等の是正に重要
である。しかし、現金給
付プログラムが基本的な

財とサービスの公的な提供に取って代わるこ
とはできない（BOX3.8）。現金給付プログラム
は、最善の場合でも貧しい人々の収入を補う
だけである。貧困世帯に対して、良質な医療
サービスを選んで受けられるように現金を給
付しても、良質な医療サービスそのものが不
足している場合には、効果は上がりにくい。
同様に、貧困世帯が学校を選べるように現金
を給付しても、良質な教育を提供している学
校がほとんどない状態では、助けになりにくい。
また、現金給付はディーセント・ワーク（人間
らしい働きがいのある仕事）から得られる所
得に取って代わることもできない。
●�インド　インドの農村部雇用保証制度は、

一定の基準を満たす農村部の貧しい人々を
対象に、農業部門の法定最低賃金による非
熟練労働を最高100日間まで保証する。この
制度の優れた点は、不安定な季節労働をし
ている貧しい人々に所得へのアクセスと一
定の保険を提供し、仕事を通じて自信とエ
ンパワーメントをもたらすことである。105　こ
の制度はさらに、インフラ開発によって農村
部の経済を高めることも狙っている。この
制度には、社会的監査や先端的な監視・情
報システムなど、革新的な要素も採り入れ

BOX 3.8 ジェヴデット・ユルマズ（トルコ開発大臣）

トルコにおける社会的保護の強化

　2002年の時点で、トルコ国民の推計30%が政府の貧困ラインで
ある1日4.3ドルを下回る生活をしていた。社会的保護に対する政府
支出は国内総生産（GDP）の12%に過ぎず、欧州連合（EU）の平
均水準25%の半分に届いていなかった。さらに、貧しい人々の社会
扶助に対する支出はGDPのわずか0.5%で、トルコの社会支援制度
は細切れで不十分という批判を招いていた。
　しかしこの10年間、トルコの力強い経済成長、貧しい人々のた
めの社会政策アプローチ、そして、財源を拡大して的を絞り込んだ
社会扶助によって、貧困の削減が加速した。主たる政策変更として
社会扶助プログラムの体系的な強化、条件付現金給付、社会保障改
革、国民保健制度への積極的な転換がある。2003年に開始された
条件付現金給付だけでも、100万人を超える子どもが医療サポート
を受け、約220万人が教育への援助を受けるという成果をあげてい
る。また同じく2003年以降、学校に通う子どもたちは教科書無償
化プログラムによって合計13億冊以上の教科書を手にし、現時点
で100万人近くの子どもが無償で通学バスを利用している。
　このような取組みの結果、1日4.3ドル未満で生活する国民の割合
は2010年時点で3.7%まで下がり、貧しい人々への扶助と関連サー
ビスに対する支出も対GDP比でほぼ3倍増の1.2%に達している。
　それでもなお、トルコの社会支出の対GDP比はEUの平均水準に
届いておらず、社会扶助制度が貧困率に所期の効果を及ぼすには至
っていない。その効果を高めるために、政府は貧困の測定と社会的
保護の新しい方法、直接的な現金扶助の新しいアプローチ、雇用機
会との関係づけ、対象とするコミュニティや世帯との継続的な話合
いに取り組んでいる。

　同様に、保健サービスの拡大と刷新も公衆衛生に直接的な効果を
もたらしている。健康保険も全国民が利用できるようになった。
2003年に開始した保健転換プログラムにより、世帯単位で基本的
な保健サービスの強化にあたる主治医が割り当てられ、1次医療と
救急医療が無償化された。早くも心強い成果が表れている。トルコ
では史上初めて、ほぼすべての子どもが無償で定期的な予防接種を
受けるようになった。700万人の学童が毎日、無料で牛乳を飲み、
鉄分とビタミンDのサプリメントも無料で母親と子どもに配られて
いる。政府統計によると、乳児死亡率は2003年の出生1000人当た
り29人から2010年の同10人へと急低下した。この約66%の低下は、
ミレニアム開発目標のターゲットを大きく上回っている。
　子どものための政策は保健と教育にとどまらず、コミュニティへ
の扶助にも及んでいる。政府は2008年に社会支援プログラムを導
入し、開発が遅れている国内東部地域などで社会的連帯を育み、社
会統合の確保を図っている。このプロジェクトの目的は、貧困と社
会的排除によって周縁に追いやられている恵まれない人々の国内経
済と社会生活への参加を高めることである。このプログラムの下で
現在までに数千のプロジェクトが実施され、その内容は低所得地域
での雇用創出だけでなく、若者と女性の文化・芸術・スポーツを通
じての自己表現の拡大にも及んでいる。
　そして、それにも増して重要なのは、このような向上がすでに一
般国民の家庭生活に変化をもたらしていることである。今や国内全
域を通じて、親も子もともに、より健康で安全な充実した生活を見
通せるようになっている。これは、人間開発の根本的な目標、そし
て中心原則である。

 

現金給付プログラムは
貧困の削減と再分配による
所得不平等の是正に
重要であるが
基本的な財とサービスの
公的な提供に取って代わる
ことはできない

不平等や制度上の障害
さらには社会的障壁や個人の
脆弱性といったものに
取り組む政策が、経済成長を
促進するのと同じくらい
重要で、より広範な
社会的課題と貧困削減の
課題で必要となる
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あれば達成されうる事柄を実証している。し
かし達成水準の高い国々でも、今後の成功は
保証されていない。世界の国々は、不平等の
拡大から環境の悪化にいたるまで、一連の課
題に直面している。次章では、そのような脅
威について取り上げ、人間開発の前進を持続
させるためには何が必要なのかを考える。

＊　　＊　　＊

　人間開発を促進する開発変容の政策課題は、
このように多面的である。すなわち、基本的
サービスへのアクセスを普遍化することによっ
て、人々の資産を拡充する。貧しい人々など、
国民に対する資金利用の機会を拡大する。共
有資源を保護する。農地改革を実施する。恩
恵が広く及ぶ平等な成長を促すうえで、国家
と社会機構の働きを高める。良質な雇用の拡
大を早急に実現する。経済活動と社会的流動
性に対する官僚的・社会的制約を削減する。
リーダーシップの説明責任を確保する。コミュ
ニティの予算の優先順位の決定に関与して、
情報を広く公開する。そして、政策の優先事
項に的を絞ることである。
　南の多くの国が、積極的な発展志向国家で

BOX 3.9

条件付現金給付プログラムとメキシコの「オポルチュニダーデス」

　条件付現金給付プログラムは、受給者の所得を増やすと同時に、
受診や就学を受給の要件にすることで保健と教育へのアクセスを拡
大するためのものである。特定の層（通常は低所得世帯や恵まれな
い世帯の個人）を給付対象とし、保健と健康に関連する行動を条件
に現物支給でなく現金給付によって支援を提供する。さらに、この
プログラムは効果を厳密に評価できるように設計できる。たとえば、
パラグアイの「テコポーラ」プログラムは、労働力の供給に悪影響
を及ぼすことなく栄養と保健、教育、貧困削減に効果を生み出して
いる。
　メキシコの「オポルチュニダーデス」は貧しい世帯を対象に、子
どもの就学と健康診断、保健と衛生に関わる情報を伝えるコミュニ
ティミーティングに親が参加することを要件とした条件付現金給付
プログラムである。このプログラムは、貧困の世代間継承を断ち切
るために設計されている。元々は「プログレサ」として発足し、子
どもの健康と教育に投資することへの経済的なインセンティブ（現
金）を親に与えることによって、現在と将来の貧困を和らげること
を狙った。1997年に開始されたこのプログラムは、2012年の時点
で、500万世帯に約30億ドルを給付する世界有数の条件付現金給付
プログラムである。

　隔月で対象世帯の母親に給付金を支払うオポルチュニダーデス
は、2つの部分で構成されている。第1の部分は、すべての対象世
帯に一定額の食費として給付される。家族全員が予防医療を受ける
ことを条件とし、給付金が栄養向上のための支出に充てられること
を意図している。第2の部分は奨学金として給付され、子どもの学
校出席率が85%を超えることと2回以上留年しないことを条件とす
る。この給付金は、初等教育3年生から中等教育3年生までの18歳
未満の子ども全員に給付され、給付額は学年と性別によって変わる。
初等教育終了後に給付額は大幅に上がり、中等教育および高等教育
期間には男子よりも女子のほうが給付額は多くなる。また年1回、
文房具購入のための給付金も支払われる。
　条件付現金給付プログラムは、従来型の社会扶助よりも費用がか
からない。ラテンアメリカの二大プログラムであるブラジルのボル
サ・ファミリアとメキシコのオポルチュニダーデスは、どちらも費
用は国内総生産（GDP）の1%未満である。条件付現金給付プログ
ラムには、保健と教育などの普遍的基本権に対するアクセスをもた
らす手段と見なされているものもあれば、サービスの供給不足によ
って一部地域の社会的排除につながっていると見なされているもの
もある。

出典：Hailu and Veras Soares 2008; Ribas, Veras Soares and Hirata 2008.　

BOX 3.10 マイケル・ブルームバーグ（ニューヨーク市長）

ニューヨーク市が南に貧困削減政策の教えを仰ぐ理由

　ニューヨーク市において、私たちは住民の生活改善にさまざまな
形で取り組んでいる。学校では教育の質の改善を続けている。また、
喫煙と肥満を減らしてニューヨーカーの健康も高めた。自転車専用
レーンの増設と数十万本の植樹により、街の景観も改善している。　
　そして私たちは、貧困削減にも取り組んでいる。自活を促すため
のより良い方法を見つけ出し、若者に明るい未来を与えようという
ものである。この取組みを率いる組織として、私たちは経済機会セ
ンター（Center for Economic Opportunity）を設立した。その使
命は、革新的な教育・保健・雇用イニシアティブを通じて貧困の循
環を断ち切る戦略を策定することである。
　この6年の間に、センターは市の関連機関、数百にのぼる住民組
織と連携して50以上の試験的プログラムを立ち上げた。その1つひ
とつに固有の評価方法を定めて成果を確認しながら比較し、どの戦
略が貧困削減と機会拡大に最も効果的であるのかを見極めた。成功
したプログラムは新たに公的資金や民間資金を投入して継続し、成
功しなかったプログラムは打ち切り、資源を新しい戦略に再投資し
ている。このような結果は政府機関、政策立案者、パートナーの非
営利団体、民間の寄付者、貧困の循環を断つ新しい方法を求めてい
る全米と世界の関係当局者たちと共有されている。
　ニューヨークは幸いにも、企業や大学にいる世界トップレベルの
優秀な人材に恵まれているが、私たちは世界中のプログラムからも
学べる点が多いということを認識している。センターが活動の第1
歩として有望な貧困削減戦略に関する国際的な調査を実施したの
も、この理由からにほかならない。
　2007年にセンターは「オポチュニティー NYC：ファミリー・リ

ウォーズ（Opportunity NYC : Family Rewards）」を創設した。米
国での初の条件付現金給付プログラムである。他の20か国以上で
運営されている同様のプログラムを手本にしたファミリー・リウォ
ーズは、貧しい世帯に予防医療、教育、職業訓練の機会を提供する
ことによって貧困を削減する。制度設計に際してはブラジル、メキ
シコなど数十の国々から多くのことを学んだ。3年の試行期間を終
えるまでに、私たちは各国のプログラムのどの要素がニューヨーク
市で使え、どれが使えないかを学び取った。この情報が今、世界中
の新世代のプログラムに活かされている。
　オポチュニティー NYC：ファミリー・リウォーズの開始前、私
はメキシコのトルカを訪問し、成功を収めているメキシコの現金給
付プログラム「オポチュニダデス（Oportunidades）」を自分の目
で確かめた。私たちは国連が主催している南北間の学習交換にも参
加した。そしてロックフェラー財団、世界銀行、米州機構（OAS）
をはじめとする機関や国際的な政策立案者からラテンアメリカ諸国
をはじめ、インドネシア、南アフリカ、トルコの条件付現金給付プ
ログラムについて学んだ。
　私たちの国際的な学習交換は現金給付プログラムに限らず、都市
交通の革新的なアプローチや新しい教育イニシアティブなどのプロ
グラムにも及んでいる。
　良いアイデアを独占する権利は誰にもない。だからニューヨーク
市はこれからも、他の都市や国の成功事例に学び続ける。そして新
しいプログラムを導入して評価したら、恩返しすることを忘れず、
世界中のコミュニティに永続的な変化をもたらしていく。
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4.

　今後の数年間、開発途上国の政策立案者は、
困難な世界的環境、ことに北の需要減退を引
き起こしている経済の減速に対して、積極的
な政策を採る必要がある。そして同時に、国
内政策の優先事項に取り組む必要もある。

開発途上国の政策の優先事項

　開発途上国が、過去20年間の前進を今後も
維持し、その前進が、開発の遅れている国々
にも広がるようにするには、4つの分野が政策
の優先事項になる。
●�公平性の強化　公平性の強化は、それ自体

に価値があるのみならず、個人の能力の拡
大にも必須となる。1　不平等が拡大するなか
で、あるいは不平等が継続しているなかで、
人間開発の前進を持続することは難しい。2　
特定の能力における不平等、たとえば保健、
教育、所得における格差として測られる不
平等も、人間開発の前進を阻害する。この
ような負の関係の核心にあるのが、ジェン
ダー不平等である。女性の保健と教育は、
人口動態の管理など、人間開発の課題に決
定的意味をもつ。ラテンアメリカを中心に、
各地域の一部の国では所得不平等を大きく
削減しているが、依然として、すべての国
が保健と教育と所得の不平等是正の重要性
を認識するには至っていない。3

●�発言と参加機会の拡大　教育水準が向上し、
情報と通信技術に対するアクセスが広がる
なかで、人々は、政治プロセスに対する参
加の拡大、意思決定者の説明責任の強化、
開かれた公的議論に対する参加機会の拡大
を要求している。失業率が上昇し、経済的
環境が悪化している場合、政治に対する参
加機会の制限は大衆暴動につながりかねな
い。政治に対する参加機会の拡大は、人間
の基本的ニーズを満たすことにおける政府
の説明責任を強化し、人間の自由の拡大と
人間開発の促進につながることになる。貧
しい人々の政治参加は、人間開発のための
政策への転換を支える大きな源泉になる。
●�環境上の脅威への対処　開発段階の違いを

問わず、ほぼすべての国で、気候変動と、
自然資源や生態系の破壊による環境上の脅
威が深刻化している。今すぐ行動を起こさ
ないと、人間開発の今後の前進が脅かされ
るであろう。本報告書は、人間開発報告書
2011年版で示したシナリオをふまえて、この
ような課題に対する国内的・国際的な積極
的行動を求める。
●�人口動態の管理　サハラ以南アフリカを中

心に、一部の開発途上国では労働力人口の
増加が進んでいる。一方、東アジアをはじ
めとする諸国では、高齢化の進行により労
働年齢人口比率が低下している。社会的保

　この数十年、開発途上国に関するニュースの大部分は明るいものであり、ことに人間開発の前進の加速は
朗報である。しかし、今後についてはどうなのか。そのような開発途上国は、人間開発の急速な前進を維持
できるのか。そして、その前進は他の国々にも広がりうるのか。答えは、正しい政策が採られるならば「は
い」である。正しい政策とは、公平性の強化、発言と参加機会の拡大、環境上の脅威への対処、人口動態の
管理である。政策立案者は、政策の積極性をさらに強め、何もしないことには重い代償が伴うことを認識す
る必要がある。

勢いの持続化

「どの世代も、前の世代がまいた種を 
刈り取ることになる」
―中国の格言

「私たちは人類の半分、つまり女性を 
自由にしなければならない 
あとの半分を自由にすることの 
力になれるように」
―エメリン・パンクハースト
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く本報告書のための分析からも、同様の結果
が得られており、子どもの生存にとって母親
の教育水準が世帯所得や富よりも重要である
ことがわかっている。こ
れは政策に対して深い意
味をもつ知見であり、取
組みの焦点が世帯所得の
拡大から女子の教育向上

なくなる傾向にある。4　教育を受けた女性はま
た、子どもの健康状態が良く生存の見込みが
高くなりやすい（表4.1）。つまり教育は、大人
数の家族をもつことへの誘因を減らす結果に
つながる。5　加えて、教育を受けた女性は避妊
法をより心得ており、したがって避妊をより効
果的に行うことになる。6

　人口保健調査とミクロレベルの調査に基づ

公平性の強化

　男女間、宗教や人種などの集団間などの公
平性の強化は、それ自体に価値があるのみな
らず、人間開発の促進にも必須である。その
ための最も強力な手段の1つが教育である。教
育は人々の能力を高め、選択の自由を広げる。
また、教育は人々に自信を与え、より良い仕
事に就くこと、公の議論の場に参加すること、
医療や社会保障などの権利を主張することを
容易にする。
　教育はまた、健康と生存率にも多大な便益
をもたらす（BOX4.1で韓国とインドの将来の
教育格差について取り上げる）。世界のデータ
から、親の教育水準、特に母親の教育水準の
向上が子どもの生存率の向上につながること
がわかっている。さらに、働く女性と教育水
準の高い女性（多くの場合、働く前に教育を
修了している）は、出産する子どもの数が少

護のニーズ拡大に対応すると同時に、生産
的な雇用を十分に創出する新しい政策介入
が求められる。

　今後の人間開発は、さらなる問題にも直面
する。たとえば、食糧、燃料をはじめとする
商品価格の変動である。世界のグローバル化
がますます進むなか、これらをはじめとする問
題が、前進の退行や不安定性の高まり、不平
等の拡大などのリスクを伴って、複雑な環境
を生み出すことになる。このような複雑な環境
において、予測は困難である。なぜなら、た
とえば技術の進歩など、生産能力と個人の能
力の可能性を劇的に変えうる主要変数が、モ
デリングのシナリオから欠落することも起こり
うるからである。しかしそれでもなお、モデリ
ングのシナリオは政策の選択とその影響を描
き出すうえで役立つ。

表4.1

母親の教育水準別にみた5歳未満児死亡数と合計特殊出生数
2005年以降で得られる最新データによる

注：調査年までの10年間のデータを用いている。
出典：Lutz and KC 2013. 

5歳未満児死亡数 合計特殊出生数
出生1000人当たりの死亡数 女性1人当たりの出生数

国 調査年
教育を
受けて
いない

初等教育 中等教
育以上 全体

教育を
受けて
いない

初等教育 中等教
育以上 全体

バングラデシュ 2007 93 73 52 74 3.0 2.9 2.5 2.7

エジプト 2008 44 38 26 33 3.4 3.2 3.0 3.0

エチオピア 2005 139 111 54 132 6.1 5.1 2.0 5.4

ガーナ 2008 103 88 67 85 6.0 4.9 3.0 4.0

インド 2005/2006 106 78 49 85 3.6 2.6 2.1 2.7

インドネシア 2007 94 60 38 51 2.4 2.8 2.6 2.6

リベリア 2009 164 162 131 158 7.1 6.2 3.9 5.9

マリ 2006 223 176 102 215 7.0 6.3 3.8 6.6

ニジェール 2006 222 209 92 218 7.2 7.0 4.8 7.0

ナイジェリア 2008 210 159 107 171 7.3 6.5 4.2 5.7

ルワンダ 2007/2008 174 127 43 135 6.1 5.7 3.8 5.5

ウガンダ 2006 164 145 91 144 7.7 7.2 4.4 6.7

ザンビア 2007 144 146 105 137 8.2 7.1 3.9 6.2

BOX 4.1

韓国とインドの人口見通しに違いが生じる理由

　韓国では教育達成度が急速に向上した。1950年代には学齢期人
口のかなりの部分が教育を受けていなかった。それが現在、韓国の
若年女性の教育水準は世界トップクラスで、半数以上が大学を卒業
している。その結果、将来の韓国の年配層は現在の年配層よりも教
育水準が大幅に高くなる（グラフ参照）。そして教育と保健は正の
相関関係にあるため、将来の年配層は健康水準もずっと高まること
になる公算が大きい。
　高い就学率がこのまま続くとすれば、14歳未満の人口比率は
2010年の16％から50年時点で13％へ下がることになる。教育構
成も大きく変わることになり、高等教育を受けた人口の比率は26
％から47％へ上昇すると予測される。
　一方、インドの構図は大きく異なっている。インドでは2000年
まで、成年人口の半数以上が正規な教育を受けていなかった。近年

は、基本的な学校教育が拡大し、教育水準の高い国民が増えている
（このことがインドの最近の経済成長の中心的要因の1つであること
に疑問の余地はない）。とはいえ、教育を受けなかった成年人口比
率は徐々にしか下がらない。この教育水準の低さ、特に女性の教育
水準の低さが原因の1つとなって、インドの人口には急激な増加が
予測され、中国を抜いて世界最大の人口となる見通しにある。韓国
と同様の教育拡大を見込む楽観的なファストトラック・シナリオ（早
期達成シナリオ）の下でも、2050年のインドの教育分布はなおも
不平等が大きく、相当な数の教育を受けなかった成人（その大半は
年配層）をかかえることになる。しかしながら、このシナリオの下
では、高等教育の急速な拡大によって教育水準の高い若年労働力が
生み出されることにもなる。

出典：Lutz and KC 2013.

韓国とインドの今後の人口と教育水準
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0～14歳

韓国、一定の就学率
人口（単位：100万人） 人口（単位：100万人）

高等教育
高等教育

中等教育
中等教育

初等教育 初等教育

0～14歳

子どもの生存にとって
母親の教育水準が
世帯所得や富よりも
重要である
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なければ、その国の人間開発の道筋は理想的
なものでも持続可能なものでもなくなることを
強調した。8　
　平等かつ持続可能な人
間開発には、市民が自分
の意見や問題意識を発言
して政治プロセスに参加
することを促す、公共議
論のシステムが求められる。人々は政策立案
とその結果に影響を及ぼせるようになるべき
であり、ことに若者は将来により大きな経済的
機会と政治参加、説明責任を期待できるよう
にするべきである。このようなプロセスから排
除されることは、人々が自分の問題意識とニ
ーズを伝える能力を制限されることを意味し、
不正義が永続することになりかねない。
　独裁的な体制は、人々の基本的な自由を制
限し、したがって人間開発を直接的に阻害す
る。しかし、民主主義体制下でも往々にして、
貧しい人々や貧しい集団が情報へのアクセス
や発言、政治参加を制限されている。貧しい
人々は、結束して効果的に政治的発言をする
必要がある。しかし、多くの国において、貧
しい人々を代表する組織は支援を受けること
なく疎外されている。また、民主主義には、
説明責任の対象を一部のエリート層から、す
べての市民、ことに女性や若者、貧しい人々
など、民衆討論に十分に代表されていない人々
に拡大する力もある。
　市民のニーズに対応し
ない政府、政治参加の機
会を拡大しない政府は、
正統性を失いかねない。
北でも南でも不満が高ま
り、人々は自分たちの問
題意識を訴える機会、そ
して政策、特に基本的な
社会保障に関わる政策に

北でも南でも不満が高まり
人々は自分たちの
問題意識を訴える機会
そして政策、特に基本的な
社会保障に関わる政策に
影響力をふるう機会の
拡大を求めている

亡する見通しにある。7　予測の最終期間である
2045〜50年において、インドの乳幼児死亡数
は標準シナリオの下で610万人弱に達するのに
対し、早期達成シナリオの下ではその半数ほ
どの310万人にとどまる。
　中国は人口がインドよりも多いが、2010〜15
年に予測される中国の乳幼児死亡数は170万人
で、インドの4分の1にも満たない。さらに、中
国は教育水準が向上しているので、どちらの
シナリオ下でも明るい見通しになる。実現の
可能性も高い早期達成シナリオ下で、中国の
乳幼児死亡数は2045〜50年時点で現状の3分
の1未満の約50万人にまで減ると予測される。
　一方、見通しが明るくない国々もある。たと
えばケニアの場合、標準シナリオ下の乳幼児
死 亡 数 は、2010〜15年 の 約58万2000人 から
2045〜50年の約160万人へ増加する。早期達成
シナリオ下では2045〜50年の死亡数が37万
1000人とはるかに少なくなるが、それでも2010
〜15年の水準を大きく下回ることにはならない。
　乳幼児死亡率の低下傾向の背景には、教育
水準の高い女性は、出産する子どもの数が少
ないうえに、死亡する子どもの数も少なくなる
という二重の効果がある。さらに、調査から、
政策介入は当初の教育水準が低い国において、
より大きな効果を生むこともわかっている。
　このような結果は、ことに教育水準とHDIが
低い国において、ジェンダー不平等の削減が
重要であることを浮き彫りにしている。ジェン
ダー不平等は、女性を基本的な社会的機会か
ら排除するのみならず、次世代の生命にも深
刻な危険を及ぼすので、特に重大な問題である。

発言と政治参加機会の拡大

　人間開発報告書1995年版において、マブー
ブル・ハックは、人々が自分の生活を形作る
出来事やプロセスに意味のある形で参加でき

の教育段階に進む各集団（年齢と性別で分類）
の割合は今後も変わらない（巻末「テクニカ
ル付録」参照）。
　一方、早期達成シナリオは、はるかに積極
的な教育政策の導入を前提にする。たとえば、
韓国が過去数十年間に達成した目標がそうで
あり、この前提では、次の教育段階に進む子
どもの割合が着実に増していく。この早期達
成シナリオの下では、母親の教育水準向上に
つれて、乳幼児死亡率が大きく下がっていく。
また、教育の強化は、女子の教育水準向上の
直接的な帰結として、すべての国と地域で乳
幼児死亡率の大幅かつ継続的な低下につなが
る（表4.2）。
　2010〜15年の間に最も高い乳幼児死亡率が
予測されるのはインドで、アジアにおける5歳
未満児死亡数の約半数にあたる790万人弱が死

へ移る可能性もある。
　このような関係は、乳幼児死亡率のデータ
によって示すことができる（表4.1参照）。マリ
とニジェールをはじめ、多くのアフリカ諸国で
5歳未満児死亡率が高い水準にある。しかし各
国とも、教育水準が高い母親をもつ子どもの
死亡率は低くなっている。ナイジェリアなど、
いくつかの国では、母親の教育水準が初等教
育であっても乳幼児死亡率がかなり低くなっ
ている。一方、リベリアやウガンダなどでは、
中等教育に決定的な違いが伴っている。
　本報告書のためのモデリングでは、2010〜
50年の乳幼児死亡率に対する教育水準の影響
を、2つのシナリオに基づいて予測した。1つ
は標準シナリオで、現在の就学率が今後も続
くこと、すなわち大きな予算増加や政策介入
はないことを前提にする。この前提では、次

表4.2

教育におけるシナリオ別にみた5歳未満児の予測死亡数
（2010〜15年、2025〜30年、2045〜50年。単位：千人）

注：標準シナリオと早期達成シナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
出典：Lutz and KC 2013.

2010〜2015 2025〜2030 2045〜2050

国および地域
標準

シナリオ
標準

準シナリオ
早期達成
シナリオ

標準
シナリオ

早期達成
シナリオ

国

ブラジル 328 224 177 161 102

中国 1,716 897 871 625 526

インド 7,872 6,707 4,806 6,096 3,064

ケニア 582 920 482 1,552 371

韓国 9 8 9 ７ 7

マリ 488 519 318 541 150

パキスタン 1,927 1,641 1,225 1,676 773

南アフリカ 288 198 165 134 93

地域

アフリカ 16,552 18,964 12,095 24,185 7,495

アジア 15,029 11,715 8,924 10,561 5,681

欧州 276 209 204 196 187

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 1,192 963 704 950 413

北米 162 160 155 165 152

オセアニア 11 11 11 12 10

教育の強化は
すべての国と地域で
乳幼児死亡率の
大幅な低下につながる
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である。説明責任と対応
力を備えた政策を確立で
きなければ、市民の不満
と暴動を招くことになり
かねない。歴史は政府の
無反応に対する民衆反乱
にあふれている。暴動は
投資と成長を阻害し、無
反応な政府は法と秩序の
維持に資源を振り分けるので、これは人間開
発の脱線につながるおそれがある。
　近年、北の国々でも南の国々でも政府の正
統性の危機が高まり、市民と政府が対峙して
いる。アラブ諸国では何百万もの人々が機会
と尊重、尊厳、市民的権利の拡大、そして、
国民の名において統治する体制との新しい社
会契約を求めて立ち上がった。その帰結とし
て、エジプト、リビア、チュニジアでは独裁政
権が追放され、イエメンは国際的な仲介によ
る体制転換を開始した。ヨルダンとモロッコは
政治改革に着手し、シリアは内戦のさなかに
ある。
　平和的な変革を促す1つの方法は、開かれた
慣行を通じて市民社会を成熟させることであ
る。たとえばエジプトとチュニジアのように、
独裁政権下でも、かなり発達した市民組織の
構造と自制力のある政治的反対運動が存在し
ていた。一方、リビアでは、そのような経験を
欠いていたことが全面的な内戦の一因になっ
た。紛争後の政治的一体性の構築は、市民参
加の伝統のない国では困難度が高くなる。過
去のさまざまな実例は、
政治体制の変革が自ずと
発言と参加機会、包摂ま
たは説明責任の拡大、あ
るいは国家の効果的な働
きにつながるのではない
ということを示している。

高い人々にはより大きな権利があるということ
ではない。しかし、雇用創出を政策の優先事
項にしない政府は、教育の普及が進むなかで
若者の不満の高まりに直面することになる可
能性が高い（図4.1）。18

　また、モバイル・ブロードバンドのインター
ネットのような新技術によって、市民、ことに
若者が説明責任の強化を求める新しい経路も
開けている。新技術はまた、人々が国境を越
えて結びつき、価値観や経験を共有すること
も可能にしている。
　インターネットとソーシャルメディアは、世
論の「ローコストな集約装置」として、人々の
声を増幅している。たとえば中国では、教育
水準が高く政治意識も強い1990年代以降生ま
れの世代が、ソーシャルメディアで率直な発
言をしている。19　2011年7月に中国浙江省温州
で起きた高速鉄道事故の後、2つの主要な中国
版ツイッター（ウェイボー）には、1週間足ら
ずで約2600万件の事故関連のコメントと安全
性への懸念を表すメッセージが投稿された。20

　社会運動とソーシャルメディアは特定の問
題に人々の注意を引きつけるが、それが常に、
より幅広い社会に恩恵をもたらす政策転換に
つながるわけではない。インドでは、腐敗に
抗議する「アンナ・ハザレ運動」が変革への
プレッシャーを生み出した。しかしながら、こ
のような運動に対しては、有権者に幅広く支
持されない政策を擁護する場合もあるという
批判が向けられている。したがって、脇に追
いやられている市民に対して、説明責任の強
化と、差別や不当な排除などの不平等是正を
訴える場を与えることによって政治的バランス
の調整を図る、参加プロセスの制度化が重要
となる。21

　参加と包摂は、それ自体に価値があるのみ
ならず、政策とその実施の質的な向上、そし
て将来の社会的な混乱の緩和にとっても重要

参加と包摂は
それ自体に価値が
あるのみならず
政策とその実施の質的な向上
そして将来の社会的な
混乱の緩和にとっても
重要である

で、失業者が不満の声を上げている。12　ベト
ナムではインフレ下の2011年、労働者が賃
金引上げを求め、ストライキ件数が倍増し
た。13

●�環境汚染　環境汚染に対する大衆の抗議行
動も広がっている。たとえば中国・上海では、
排水パイプライン建設計画に対する抗議行
動が起こり、14　マレーシアでは、レアアース
精製施設の建設に地元住民が反対運動を続
けている。15

　最も尖鋭的な抗議行動には若者が含まれて
いる。これには、教育水準の高い若者の職が
不足し、限られた雇用機会しかない現状に対
する不満の表れという側面がある。2011年の
48か国のデータで若年層失業率は20%を超え、
労働人口全体の失業率9.6%を大きく上回っ
た。16　若者の失業の増加に対する不満は、教育
水準の高い国々で一層強まりやすい。17　教育
は、人々の政府に対する期待のあり方を変え、
政府の決定に対する抗議に必要な政治的スキ
ルと資源をもたらす。といっても、教育水準の

影響力をふるう機会の拡大を求めている。国
際労働機関（ILO）の最近の報告書によると、
社会不安指数によって測られる政府に対する
不満は、2010〜11年の間に106か国のうち57か
国で高まっている。最も不満が高まったのは
北の国々で、次いでアラブ諸国、サハラ以南
アフリカとなっている。9

　フランス、ギリシャ、イタリア、スペイン、
英国など、北の人々は緊縮財政や公共支出の
削減、雇用の縮小に抗議している。各国の市
民は、緊縮財政のしわ寄せが貧しい人々や社
会的に恵まれない人々に偏って及んでいるこ
とを訴え、政府に政策対応を迫っている。10　加
えて食料価格、失業、環境汚染も社会不安の
焦点になっている。
●�食料価格の高騰　2008年の食料価格高騰に

対する反応として、30か国以上のアフリカ
諸国とアラブ諸国で暴動が起こり、社会の
安定を揺るがした。11

●�失業と低賃金　労働者が政府に、自分たち
のニーズへの対応を求めている。多くの国
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早期達成シナリオの下で、教育達成水準はより大きく上がる

注：標準シナリオと早期達成シナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
出典：Lutz and KC（2013）を基にHDROが算出。
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を調整する必要がある。先進国はエコロジカル・
フットプリントを削減する必要があり、開発途
上国はエコロジカル・フ
ットプリントを増やさず
にHDIを伸ばす必要があ
る。この点において、革
新的なクリーン技術が重
要な役割を担うことにな
る。
　気候変動、森林減少、
水質・大気汚染、自然災害のような環境上の
脅威は万人に影響を及ぼすが、最も打撃を受

うのではなく、より良い環境政策が伴いうると
いう捉え方を裏づけるものである。
　人間開発の前進を維持するためには、人間
が環境に及ぼしている影響に関して、現在よ
りもはるかに強い注意を払う必要がある。目標
は、高水準の人間開発と低水準の1人当たりエ
コロジカル・フットプリント（つまり第1章の
図1.7の右下象限）である。地球の環境資源に
持続不可能なプレッシャーをかけることなく高
水準の人間開発達成に近づいているのは、ご
く一部の国しかない。この課題を世界規模で
克服するためには、すべての国が開発の道筋

は、26　新たな形態のマスコミュニケーションを
通じて容易に形成される。
　世界各地において、人々は、政府に対して、
市民に説明責任を果たすよう、また政策決定
に影響を与える公の機会を広げるよう、求め
ている。たとえば、1944年の「大転換」につ
いてはカール・ポランニーが記録を書き残し
ている。この大転換では北の諸国の市民社会
と労働組合が、市場に社会が従属するのでは
なく、社会のために市場が機能することにな
るように、市場の規制と社会福祉の拡大を訴
えて政府を対応へと動かした。27　そして多くの
政府が、企業活動の制限と労働条件の改善を
図る規制を導入し、社会的サービスと社会福
祉を拡大した。また、政府がマクロ経済政策
を担うようにもなり、国際貿易に対する一定の
規制が採り入れられた。今再び転換の時が巡
ってきたのかもしれない。それは、21世紀の
問題とその状況に沿った転換の時である。28

環境上の脅威への対処

　世界にとって大きな課題の1つが、温室効果
ガスの排出量削減である。人間開発が進むに
つれて、炭素生産性（二酸化炭素の単位量当
たりのGDP）が上昇するように思われるかも
しれないが、その相関はごく弱い（図4.3）。人
間開発指数（HDI）の各水準において、一部
の国の炭素生産性が他の国々を上回る構図に
なっている。
　HDI中位国グループのなかで、HDIがほぼ
同等のグアテマラとモロッコについて見てみよ
う。グアテマラの炭素生産性は、購買力平価
で1キログラム当たり5ドルであり、モロッコの
同2.6ドルのほぼ2倍に達している。中国のよう
に、こうした大きな格差が1国内の省（州）や
県の間に存在する場合もある。29　このような事
実は、人間開発の前進に炭素排出の増加が伴

　説明責任と包摂は政治だけでなく、ことに
教育を受けた人口が多く、しかも増加してい
る社会において、雇用創出の促進と社会的包
摂を通じて経済と社会の領域でも必須となる。
そのためには、効率的に橋渡しする媒介制度
が求められる。効率的な媒介制度がないと、
近代化が不安定化するおそれがある。22　といっ
ても、仕事がある場合にのみ人々は教育され
るべきであるというのではなく、人間開発の枠
組みにおいて、情報と教育へのアクセスはそ
れ自体が目的となる。最近の社会的混乱は、
教育があっても経済的機会に恵まれないとい
う事実が特に若者の間に疎外感と絶望につな
がるおそれがあることを示している。
　1980〜2010年の間に平均就学年数が最も伸
びた20か国のうち、8か国はアラブ諸国である

（図4.2）。そのほとんどの国で、雇用機会が教
育水準の向上に追いついていない。政情不安
が広がったアラブ諸国のほとんどが、図4.2の
右下象限に位置している。これは、教育水準
を大きく伸ばしたものの、総人口に対する雇
用率が平均値を下回っていることを示してい
る。23

　社会がいつ転換点に至るのか、予測は難し
い。多くの要因が変革の要求につながる。教
育を受けた若者が職に就けない場合、不当な
あつかいを受けていると感じることになりやす
い。データが得られる国のすべてにおいて、
平均就学年数は過去30年間にわたって伸びて
いる。24　しかし、不満だけが暴動の引き金にな
るのではない。社会に怒りが広がっていても、
時間と労力をかけて政治的行動に出るまでも
なく変革の可能性が高いと思っていれば、人々
は行動しないかもしれない。25　大衆の抗議行
動、ことに教育を受けた人々によるものは、経
済的機会の暗い見通しによって政治行動に参
加する機会費用が下がった場合に発生しやす
い。このような「努力集約型の政治参加」
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大半の国で雇用機会が教育の達成に追いついていない

注：分析対象は141か国。総人口に対する雇用率は入手できる最新の数値で、2006～10年のもの。
出典：Campante and Chor（2012）から引用し、一部のデータを改訂した。
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な障害の1つであり、貧困に対して重大な影響
を及ぼす可能性が高い。行動が遅れるほど、
代償は大きくなる。

人口動態の管理

　1970〜2011年の間に世界人口は36億人から
70億人に膨れ上がった。開発の展望は、人口
の規模とともに年齢構成にも影響される。35　出
生率の低下と年齢構成の変化は、経済成長に
大きな影響を及ぼすこともある。36　1970〜2010
年の間に大半の地域で、扶養人口指数、すな
わち15〜64歳の労働年齢人口に対する15歳未
満の子どもの人口と高齢者人口の比率が、大
幅に低下した。最も劇的だったのは東アジア・
太平洋諸国で39.5%の低下、次いでラテンアメ
リカ・カリブ海諸国とアラブ諸国で34%の低下
である。
　しかしながら、2010〜50年にはHDI中位国・

4.4）。「環境上の大惨事」シナリオに基づくと、
2050年時点で極度の所得貧困のなかにある
人々は、加速的前進のシナリオの場合よりも
約31億人多くなる（表4.3）。これに対し標準シ
ナリオでは、極度の所得貧困のなかで暮らす
人々は2050年までに減少に転じる。
「環境上の大惨事」シナリオの下では、極度
の所得貧困のなかで暮らす人々の数は標準シ
ナリオ下よりも約27億人多くなる。これは、相
互に関係する2つの要因の影響による。まず、
環境の悪化によって、極度の所得貧困のなか
で暮らす人々が19億人増加する。次に、環境
上の大災害によって、標準シナリオの下では
極度の所得貧困から抜け出す約8億人がそのま
ま極度の所得貧困にとどまる（巻末「テクニ
カル付録」参照）。
　このような結果は、本報告書の中心的なメ
ッセージに重なるものである。すなわち、環境
上の脅威は人間開発の向上に対する最も深刻

ーンの急変により、農業生産や生計への打撃
を受ける可能性が高い。このような損失の規
模は、気候変動に対する人々の強靱性を高め
るための施策を導入する緊急性を浮き彫りに
している。32

　頻度と強度を増す自然災害は、甚大な経済
的打撃と人間の能力の損失を引き起こしてい
る。2011年だけで、地震に伴う自然災害（津波、
地滑り、地盤沈下）が2万人以上の命を奪い、
約100万人の住居を含む3650億ドルの損害を引
き起こした。33　小島嶼途上国に深刻な影響が及
び、一部の国ではGDPの1%に相当する損害が
生じている。損害がGDPの8%、さらにはGDP
の数倍に及ぶ国まである。たとえば、セントル
シアは1988年のハリケーン「ギルバート」によ
ってGDPのほぼ4倍の損害を被り、グレナダは
2004年のハリケーン「アイバン」によって
GDPの2倍に相当する損害を被っている。34

　人間開発報告書2011年版において、いくつ
かの環境シナリオを検証した。「環境上の課題」
シナリオには、農業生産、清潔な水と衛生設
備へのアクセス、環境に対する悪影響など、
地球温暖化で予測される悪影響を織り込んだ。
このシナリオ下で2050年の世界の平均HDIは、
環境動態が悪化しないことを前提にする標準
シナリオの下、平均HDIを8%下回ることにな
る。この比較で最も劇的なのは、南アジアと
サハラ以南アフリカの平均HDIがともに12%低
くなることである。さらに深刻な「環境上の大
惨事」シナリオでは、2050年の世界の平均
HDIが標準シナリオ下の平均HDIを15%下回る
ことになる。南アジアでは22%、サハラ以南ア
フリカでは24%低くなり、数十年に及ぶ人間開
発の前進を実質的に引止る、さらには退行さ
せることにもなる。
　本報告書では、さらに的を絞って、このよ
うなシナリオが極度の所得貧困のなかで暮ら
す人々の数に及ぼす影響に目を向ける（図

けるのが貧しい国々、貧しいコミュニティであ
る。気候変動はすでに慢性的な環境上の脅威
を悪化させ、生態系の喪失が特に貧しい人々
の生計の機会を制限している。清潔で安全な
環境は特権ではなく、権利だと考えるべきだ
ろう。人間開発報告書2011年版において、公
平性と持続可能性が不可分に結びついている
ことを示した。持続可能な社会は、気候に対
する強靱性をもつ低排出戦略と革新的な官民
ファイナンスの仕組みを通じて、人間開発と
気候変動の目標を重ね合わせる政策と構造改
革を必要とする。30

　貧しい人々の大多数は地球の環境悪化にほ
とんど関与していないが、往々にしてその影
響の矢面に立たされる。31　たとえば、HDI低位
国は気候変動の原因に最も関与していないに
もかかわらず、年間降水量の減少や降雨パタ

HDI
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HDI水準別の各グループに、他の国々よりも炭素生産性の
高い国がある

注：炭素生産性は二酸化炭素単位量当たりの国内総生産（GDP）。PPPは購買力平価。
出典：世界銀行（2012a）を基にHDROが算出。
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環境上のシナリオによって、極度の貧困に対する影響は大きく変わる

注：極度の貧困は購買力平価で1日1.25ドル未満を基準とする。標準シナリオと早期達成シナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
出典：Pardee Center for International Futures（2013）を基にHDROが算出。
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ラテンアメリカ・カリブ海諸国では、従属人口
指数の上昇が予測される。東アジア・太平洋
諸国は高齢者人口比率の上昇が25.8%に達し、
HDI最高位国ではさらに大きく上昇する。
　扶養人口指数の動向を変える積極的な教育
政策の可能性を示しているのが、ブラジルと
チリである。ブラジルの扶養人口指数の上昇
は標準シナリオの下で15.6%に達するが、早期
達成シナリオの下では10.8%にとどまる（表
4.4）。チリも同様に、標準シナリオの下で扶養
人口指数は20.2%の上昇となるのに対し、早期
達成シナリオの下では17.3%の上昇にとどまる。
　各国が直面することになる課題にも、かな
りの差が表れる。標準シナリオの下で、たと
えばタイ（23.9%）やインドネシアの扶養人口
指数の上昇（8.7%）は、中国の扶養人口指数
の上昇（27.3%）を下回るが、すでに教育水準
の高い国では積極的な教育政策が扶養人口指
数に及ぼす効果も限られてくる。
　労働力の減少に対しては、各国はさまざま
な方法で対応が可能である。たとえば、失業
者を減らすこと、労働生産性を向上させるこ
と、女性と年配者を中心に労働力参加を高め
ることなどである。また、生産拠点の国外移
転を通じて移民を引き込むことも可能であ
る。42

　人口転換は高所得層から始まり、したがっ
て、より豊かな世帯が先に優位に立つことに
なるので、適切な施策を採らないと、短期的
な不平等拡大につながるおそれがある。出生
率の低下と人口年齢構成の変化は、経済成長
に影響を及ぼしうる。43　本報告書のための国際
分析と同様に、最近の調査からも次のような
知見が得られている。若年層の扶養人口指数
は貧しい世帯でより高く、裕福な世帯でより低
くなりやすく、この傾向は、ことにラテンアメ
リカとサハラ以南アフリカにおいて著しい。ま
た、富裕層と貧困層の年少人口指数の格差は、

通りのシナリオ設定によって、異なる政策対
応の効果を見ることができる。教育の各レベ
ルにおいて就学率が変わらないとする標準シ
ナリオと、教育水準の最も低い国々が積極的
な教育達成目標を採り入れる早期達成シナリ
オである。40

　扶養人口指数に対する懸念は高まっている。
扶養人口指数が高ければ国を貧しくし、人間
開発の退行につながりかねない。標準シナリ
オの下で、2010〜50年の間にHDI低位国の扶
養人口指数は9.7%の低下となるが、HDI中位
国では9%の上昇、HDI高位国では15.2%の上
昇、HDI最高位国では28.7%の上昇となる（図
4.5）。早期達成シナリオの下では、2010〜50年
の間にHDI低位国の扶養人口指数は21.1%低下
し、標準シナリオの下と比べて2倍以上の低下
になる。早期達成シナリオの下の扶養人口指
数の上昇は、標準シナリオの下の扶養人口指
数上昇よりも鈍くなり、HDI中位国で6.1%の上
昇、HDI高位国で4.9%の上昇となるが、HDI
最高位国での上昇率はそれよりも低くなる。
　標準シナリオの下で、高齢人口比率はすべ
てのHDI水準別グループで上昇し、HDI低位
国で3.9%、HDI中位国で17.7%、HDI高位国で
20.2%、HDI最高位国で22.3%の上昇となる。41　
一方、若年人口比率は、2010〜50年の間にす
べてのHDI水準別グループで下がる見通しに
ある。HDI低位国で扶養人口指数が下がるの
は、若年人口比率の低下幅が高齢人口比率の
上昇幅を上回るからである。
　アラブ諸国、南アジア、サハラ以南アフリ
カでは、標準シナリオ下で扶養人口指数の低
下が予測されるが、早期達成シナリオの下で
は低下がさらに速くなる。たとえばサハラ以南
アフリカでは、標準シナリオの下で11.8%の低
下、早期達成シナリオの下で25.7%の低下とな
る。
　東アジア・太平洋諸国、欧州・中央アジア、

上げによって緩和されうる。第1に、教育は、
出生率が依然として高い国々において、その
低下を加速させる。第2に、教育は、より豊か
で労働力の規模が比較的小さい国々において、
労働生産性を押し上げる。その一方で政府は、
若年者と年配者の生産的な雇用機会を拡大す
るために、より積極的に雇用創出を促す必要
がある。
　このような人口動態に並行するペースで経
済的機会と生産性の向上を重ね合わせること
ができなければ、国として人口ボーナスの恩
恵を受けることができないばかりか、近年多く
の国に見られるように、社会の安定が脅かさ
れることにもなりかねない。

人口と教育のモデリング

　しかしながら、人口動態は決定論なのでは
なく、少なくとも教育政策によって間接的に変
えることができ、また移民政策の効果が及ぶ
こともありうる。38　効果的な政策の選択肢は、
人口動態と教育動向のモデリングによって見
きわめることができる。39　2010〜50年の間の2

高位国・最高位国で扶養
人口指数が上昇する見通
しにあり、ことに東アジ
ア・太平洋の開発途上国
で大きく上昇する。一方、
それよりも貧しい南アジ
アとサハラ以南アフリカ
では、扶養人口指数の低
下が続くものの低下ペー
スが減速する。

　人口動態は今後数十年間、南の大半の国に
深い影響を及ぼすが、国によってその影響は
かなり異なる。一部の貧困国は、労働力人口
の比率上昇とともに人口ボーナスの恩恵を受

けることになる。37　一方、
南のより豊かな国々は、
人口の高齢化と就学の完
全化による労働人口減少
とともに、扶養人口指数
の上昇という難局に直面
することになる。
　長期的には、どちらの
人口動態も教育水準の引

表4.3

｢環境上の大惨事｣ シナリオに基づく地域別の2010〜50年の極度の貧困人口
（単位：100万人）

注：極度の貧困は購買力平価で1日1.25ドル未満を基準とする。標準シナリオと早期達成シナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
出典：Pardee Center for International Futures（2013）を基にHDROが算出。

差
増加数 標準

シナリオ
早期達成
シナリオ

地域 2010 2020 2030 2040 2050 2010〜2050 2050 2050

アラブ諸国   25   25   39   73    145 120    128    144

東アジア・太平洋諸国 211 142 211 363    530 319    501    522

欧州・中央アジア   14     6   17   32      45   30      41      44

ラテンアメリカ・
カリブ海諸国   34   50   90 138    167 134    135    155

南アジア 557 530 738 978 1,207 650 1,126 1,194

サハラ以南アフリカ 371 377 496 709 1,055 685    788    995

世界全体 1,212 1,129 1,592 2,293 3,150 1,938 2,720 3,054

「環境上の大惨事」シナリオ
に基づくと
2050年時点で
極度の所得貧困
のなかにある人々は
加速的前進のシナリオ
の場合よりも
約31億人多くなる

人口動態は
決定論なのではなく
少なくとも
教育政策によって
間接的に
変えることができ
また移民政策の効果が
及ぶこともありうる
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　1970〜2010年の間に扶養人口指数の低下と
女子教育の向上、1980〜2008年に労働生産性
の上昇、2005〜10年に失業率の低下が見られ
たのは、18か国のうち13か国で、2000〜04年
と2005〜10年に平均水準以上の女性の労働力
参加率の増加が生じており、労働市場でジェ
ンダー・バランスが改善されたことを示してい
る。しかしながら、教育水準の上昇に雇用の
拡大が伴うとは言い切れない。一部の国では、
教育水準の高い女性に対する労働市場の環境
が悪化した。質的にも量的にも拡大した労働
力に対して、生産的な機会をもたらす労働市
場育成の追加的施策が求められる。

人口高齢化率の影響

　出生率の低下と出生時平均余命の伸びが進

象とした過去の調査結果とも一致している。46

　しかしながら、短期的な不平等拡大は不可
避ではなく、人口転換の恩恵を全所得層に同
時に行き渡らせるための公共政策、ことに教
育とリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関
する健康）についての公共政策が効果を及ぼ
すことになる。一例として、年少人口指数の
低下が最も著しいコートジボワール（2011年
の1人当たりGDPは1800ドル）、ナミビア（同
6800ドル）、ペルー（同1万300ドル）の3か国
を見てみよう。コートジボワールにおける扶養
人口指数の低下は富裕層で最も大きく、貧困
層で最も小さい。ナミビアでは中間層で最も
低下が著しく、ペルーでは全所得層でほぼ同
等の低下となっている。47　BOX4.2で、中国と
ガーナにおける人口ボーナスの恩恵の分布に
ついて詳述する。

女子の教育を通じて最富裕層に追いつき、最
後に貧困層が続くことになる。このようにして、
最終的にすべての所得層で出生率が低下し、
人口ボーナスの経済的恩恵がより均等に広が
る。45　これは、ラテンアメリカやアフリカを対

時間とともに縮小する。44　出生率の低下は最富
裕層から始まりやすく、したがって、最富裕
層が最初に人口転換の恩恵を受けることにな
るので、短期的に所得不平等が拡大すること
になる。その後、中間層の世帯が家族計画や

表4.4

1970〜2050年の特定国の扶養人口指数の傾向

出典：Lutz and KC（2013）を基にHDROが算出。標準シナリオと早期達成シナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。

国 1970 1980 1990 2000 2010 シナリオ 2020 2030 2040 2050

バングラデシュ 0.929 0.946 0.859 0.704 0.560
標準 0.462 0.434 0.433 0.481

早期達成 0.457 0.422 0.418 0.465

ブラジル 0.846 0.724 0.656 0.540 0.480
標準 0.443 0.484 0.540 0.637

早期達成 0.437 0.460 0.499 0.589

チリ 0.811 0.629 0.564 0.540 0.457
標準 0.471 0.549 0.609 0.659

早期達成 0.467 0.531 0.582 0.630

中国 0.773 0.685 0.514 0.481 0.382
標準 0.408 0.450 0.587 0.655

早期達成 0.404 0.434 0.562 0.628

ガーナ 0.934 0.946 0.887 0.799 0.736
標準 0.704 0.656 0.643 0.645

早期達成 0.686 0.595 0.548 0.532

インド 0.796 0.759 0.717 0.638 0.551
標準 0.518 0.496 0.491 0.511

早期達成 0.510 0.474 0.463 0.480

インドネシア 0.868 0.807 0.673 0.547 0.483
標準 0.452 0.457 0.504 0.571

早期達成 0.451 0.454 0.501 0.567

タイ 0.904 0.756 0.532 0.447 0.417
標準 0.426 0.488 0.576 0.656

早期達成 0.425 0.484 0.570 0.650

トルコ 0.850 0.787 0.671 0.560 0.478
標準 0.458 0.467 0.504 0.585

早期達成 0.450 0.443 0.473 0.547
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図4.5

教育政策によって扶養人口指数を変えることができる

注：標準シナリオと早期達成シナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
出典：Lutz and KC（2013）を基にHDROが算出。
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ける適正な選択と目標の設定を前提とする。
積極的目標には、たとえば、10年間で国際金
融機関の融資を倍増させること、20年間で移
民を50%増加させること、50　10年間で保健支出
を20%増加させること、30年間でインフラを
20%拡大すること、10年間でガバナンスの水準
を20%高めることなどがある。
　標準シナリオの下でも、人間開発の劇的な
向上など、過去数十年間の前進の勢いが今後
も続くことが見込まれ、かなり明るい予測にな
る。加速的前進のシナリオの下では、達成度
がさらに大きく上昇し、HDI低位国において最
も前進が速くなる（図4.7）。地域別に見たHDI
は、サハラ以南アフリカで52%の上昇（0.402
から0.612へ）、南アジアで36%の上昇（0.527か
ら0.714へ）が見込まれる。したがって、HDI

むにつれ、人口高齢化のペースが過去よりも
速まっている。48　たとえば、高齢者人口の割合
が7%から14%に倍増するまで、フランスでは1
世紀以上（1865年から1980年まで）かかった
のに対し、スウェーデンでは85年、オーストラ
リアでは83年、米国では69年と短くなっている。
開発途上国では、さらに速いペースで高齢化
が進んでいる。開発途上国のサンプル9か国の
うち8か国で、高齢人口比率は30年以内に14%
に達すると予測される（図4.6）。唯一の例外は
ガーナで、50年かそれ以上かかる見通しにある。
　人口の高齢化のスピードが問題になるのは、
もし開発途上国が人口転換後も貧しいままで
あった場合、高齢者人口のニーズを満たすこ
とに困難が生じるからである。多くの開発途
上国が現在、労働年齢人口の増加に伴う人口
ボーナスの恩恵が完全に得られる短期間の好
機を迎えている。49

積極的政策の必要性

　開発の前進を加速して持続させるためには、
女性の教育を広げ、人間開発の恩恵を全体に
行き渡らせる積極的政策を採り入れることが
必要である。そこではタイミングが決定的な
重要性をもつ。速やかな行動によって人口ボ
ーナスを生かし、また環境の悪化を回避する
国が大きな実りを得ることになる。それができ
ない国は、時間の経過とともに複雑化する重
い代償に直面するおそれがある。
　迅速かつ大胆な政策の重要性は、やはり2通
りのシナリオを通じて、2050年のHDIおよび構
成指標の予測水準の差からも浮かび上がる。
まず、標準シナリオは、過去数十年間の傾向
と政策が今後も続くことを前提にする。次に、
加速的前進のシナリオは、貧困削減とインフラ
の拡充、ガバナンスの改善を図る積極的で合
理的な政策介入に関して、12の政策局面にお

　

BOX 4.2

中国とガーナ：人口ボーナスから恩恵を受けるのは？

　人口増加の減速と人口の高齢化という世界的な傾向には、世界最
大の人口を抱えて人口転換のさなかにある中国が関わっている。一
方、サハラ以南アフリカの国々は、就学率を高めていく早期達成の
教育政策によって、人口転換を加速させて人口ボーナスを生み出す
ことができる。今後に起こりうることを、中国とガーナが実証して
いる。
中国
　1970年時点で、中国では若年層が人口の最大部分を占め、扶養
人口指数は0.770という高水準に達し、0～4歳の人口の性比は女子
1人に対し男子1.08人だった。しかし、2010年までに中国の人口
ピラミッドは一変した。出生率の低下とともに、労働年齢人口比率
が若年人口比率を上回るペースで増加し、扶養人口指数は0.382に
まで低下した。一方、0～4歳の人口の性比は女子1人に対し男子
1.18人になり、ジェンダー不均衡が高まった。現在は生産年齢人口
（35～50歳）が人口の最大部分を占めるが、この層は15～25年後
に退職期を迎える。したがって、中国は2030年までに人口高齢化
を迎え、社会政策へのプレッシャーと扶養率の上昇という難局に直
面することになる。現時点で生産年齢にある人々は、40年前の生
産年齢人口よりも高い教育水準で退職期を迎える。
　強力な教育政策を前提にする早期達成シナリオに基づくと、
2050年の中国の人口年齢構成は一転して60～64歳が最大部分を占
めることになる。労働年齢人口の教育水準は大きく向上し、労働力
の生産性が高まる。スキルと生産性の高い労働力によって、扶養人
口指数の高さと高齢人口の多さから生じる悪影響は部分的に打ち消

されうる。一方、子どもの性比は女子1人に対し男子1.06人という
世界平均に近い水準へ下がることになる。
ガーナ
　1970年時点のガーナの人口は870万人で、若年層が最大部分を
占め、高い扶養人口指数（0.934）につながっていた。正式な教育
を受けていない人口の割合も大きく、ことに女性にその傾向が強か
った。2010年までに、ガーナの人口はほぼ3倍増の2440万人に膨
らんだが、年齢構成はほとんど変わっていない。ただし、平均寿命
の伸びにより、人口ピラミッドの中央部分が膨らむ形に変化した。
若年人口は1970年よりも減ったが、依然として多く、扶養人口指
数も0.736という高水準にある。しかしながら、教育水準が大きく
向上し、初等・中等教育を受けた人口の割合が増加した。
　ガーナの2050年の状況は、2つの教育政策シナリオ次第で大きく
変わる。2010～50年の間に就学率が変わらないとする標準シナリ
オに基づくと、ガーナの人口ピラミッドは若年層が最大部分を占め
る三角形のままで、扶養率も0.645と高水準のままになる（図2参
照）。標準シナリオによる予測総人口は6560万人になるのに対し、
早期達成シナリオでは4820万人にとどまる。
　早期達成シナリオの下では人口見通しが大きく変わり、出生率の
低下とともに扶養人口指数は0.532にまで下がる。その大きな理由
は、総人口に占める若年層の割合が減ることである。教育を受けて
いない労働年齢人口の割合も低下し、生産性の上昇とともに人口ボ
ーナスの恩恵を受けやすくなることが見込まれる。ただし、それに
は新たな労働力に見合う雇用の創出が条件となる。　
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図1　中国の人口見通し

出典:Lutz and KC（2013）.　標準シナリオと早期達成シナリオに関しては巻末「テクニカル付録」参照。
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図2　ガーナの人口見通し
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出典：Luz and K.C. （2013）を基にHDROが算出。標準シナリオと早期達成シナリオに
関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
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人口の高齢化は開発途上国でさらに速く進んでいる
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のシナリオでは0.651になる。また大半の地域
で、腐敗の削減や民主的制度の強化、女性の
エンパワーメントを通じたガバナンスの改善
が2番目に大きな効果を生み出す。ただし、南
アジアとサハラ以南アフリカではインフラ投資
のほうが重要になる。
　2つのシナリオの下で、HDIの各側面に大き
な差が浮かび上がる。サハラ以南アフリカの
平均寿命は、HIV ／エイズなどの感染症対策
が進むことなどから、標準シナリオの下で2010
〜50年の間に53.7歳から69.4歳へと伸びるが、
加速的前進のシナリオの下では72.9歳まで伸び
る。サハラ以南アフリカの平均就学年数は、
2010年〜50年の間に標準シナリオ下で4.3年か
ら6.7年へと伸びるが、加速的前進のシナリオ
の下では8.1年まで伸びる。
　1人当たりGDPでは、2つのシナリオによる
差がさらに大きくなる（図4.9）。これは、すべ
てのHDI水準別グループに共通する。世界平
均で見ると、1人当たりGDPは2010〜50年の間
に標準シナリオの下で8770ドルから1万7873ド
ルに増加するが、加速的前進のシナリオでは2
万7995ドルまで増加する。その差が最も大き
くなるのはサハラ以南アフリカと南アジアであ
る。サハラ以南アフリカの1人当たりGDPは、
2010〜50年に標準シナリオの下で1769ドルか
ら5730ドルへ増加するが、加速的前進のシナ
リオの下では標準シナリオの下と比べて2倍以
上の1万3210ドルまで増加する。南アジアの1
人当たりGDPは、加速的前進のシナリオの下
で2871ドルから2万3661ドルへの増加という驚
くべき伸びとなる。
　このような所得増加における差は、直接的
に貧困削減に影響する。標準シナリオの下に
おいて、中国では所得貧困がほぼ解消するこ
とになるが、サハラ以南アフリカでは人口増加
が続くなかで所得貧困は微減にとどまる。ま
た、インドは、2030年時点でなお1億3000万人

低位国がHDI高位国・最高位国の人間開発水
準に近づいていく。
　このように、一体性のある積極的政策は人
間開発の前進を強力に促す（図4.8）。その効果
はサハラ以南アフリカと南アジアで最も高く、
次いでアラブ諸国とラテンアメリカ・カリブ海
諸国、そして欧州・中央アジア、東アジア・
太平洋諸国という順に低くなっている。
　どの地域でも、最大の効果は保健と教育に
対する政策介入から生まれる。たとえば、サ
ハラ以南アフリカの2050年のHDIは、標準シナ
リオの下で0.612になるのに対し、加速的前進

注：標準シナリオと加速的前進のシナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
出典：Pardee Center for International Futures（2013）を基にHDROが算出。
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2050年の人間開発の水準は、加速的前進のシナリオの下
でより高くなり、ことにHDI低位国で大きく高まる
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時宜を捉える

　人間開発における前進の加速は可能であり、
また絶対に必要でもある。しかし、前進の加
速には、開発の各領域にまたがる政策の調整
が求められる。その最も重要な1つが公平性で
ある。なぜなら、公平性の高い社会は幸福の
大半の側面に向上をもたらし、持続可能性も
高まるからである。同時に重要なのが、乳幼
児死亡率を下げることである。急速な進歩は、
教育を通じて、ことに女性への教育を通じて、
すべての国において可能である。
　政策には、開発に影響する他の要因も考慮
される必要がある。特に重要なのが、人々が

強の貧困層を抱える見通しにあり、所得貧困
が大きく残されたままになる。これに対し、加
速的前進のシナリオの下では貧困人口が急速
に減少し、一部の国々や地域では所得貧困が
ほぼ解消することになる（表4.5参照）。
　2050年までに貧困を大幅に削減できるかど
うかは、積極的な政策を実施するかどうかに
かかっている。たとえば、「環境上の大惨事」
のシナリオを避けるための積極的行動を取る
ことができなければ、貧困削減が大きく阻害
されることになる。

注：標準シナリオと加速的前進のシナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
出典：Pardee Center for International Futures（2013）を基にHDROが算出。
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図4.8

2050年までの人間開発は、加速的前進のシナリオの下でより大きく向上する

加速的前進の
シナリオ：
HDI最高位国

標準シナリオ：
HDI最高位国

加速的前進の
シナリオ：
HDI低位国・中位
国・高位国

標準シナリオ：
HDI低位国・中位
国・高位国
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2050年までの1人当たりGDPの増加は、加速的前進のシナリオの下で特に大きくなる

注：標準シナリオと加速的前進のシナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
出典：Pardee Center for International Futures（2013）を基にHDROが算出。

1人当たりGDP（2000年の購買力平価による。単位：1000ドル）

標準シナリオ：
HDI最高位国

加速的前進の
シナリオ：
HDI最高位国

標準シナリオ：
HDI低位国・中位
国・高位国

加速的前進の
シナリオ：
HDI低位国・中位
国・高位国

表4.5

標準シナリオと加速的前進のシナリオによる2010〜2050年の極度の貧困人口（単位：100万人）

注：極度の貧困は購買力平価で1日1.25ドル未満を基準とする。標準シナリオと加速的前進のシナリオに関しては巻末「テクニカル付録」を参照。
出典：Pardee Center for International Futures（2013）を基にHDROが算出。

標準
シナリオ

加速的前進
のシナリオ

国・地域 2010 2020 2030 2040 2050 2050

アラブ諸国 25 19 17 16 17 1

東アジア・太平洋諸国 211 74 42 29 29 9

中国 94 13 5 1 1 0

欧州・中央アジア 14 2 3 3 4 1

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 34 29 26 27 32 13

南アジア 557 382 243 135 81 13

インド 416 270 134 53 21 2

サハラ以南アフリカ 371 333 297 275 267 60

世界全体 1,212 841 627 485 430 96

せる機会の大部分は各国政府の手の中にある。
しかし、グローバル化がますます進む世界に
おいて、各国政府の行動は単独レベルでは難
しくなっている。次の最終章では、各国政府
が関与する必要のある国際的枠組みの複雑な
構造に目を向け、持続可能な人間開発に地域
機構と国際機構をより効果的に機能させるこ
とについて考える。

自分たちの生活を形作るプロセスに意味のあ
る形で参加することである。人々の教育水準
が向上し、相互のつながりが増すなかで、参
加を求める声が強まっている。また、環境と
人口の変化も大きな問題である。世界の国々
は、人間開発に重い代償が及ぶことを避ける
ために、短期間の好機にあるうちに行動する
必要がある。
　人間開発の勢いを持続させ、さらに加速さ
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5.

　現在の国際開発とグローバル・ガバナンスのシステムは、旧来の構造と新しい枠組みがモザイクのような
状態になっている。南の台頭がそれをさらに多様化させ、今後の国際協力は2国間、地域、および全世界で
のプロセスがさらに複雑に入り組むことになるだろう。ことに公共財の提供においては、このような構造の
すべてが調和して機能する必要がある。共通の規範と目標が定まらずに取組みが重複すれば、非効率的であ
るばかりか、非生産的になって人間開発の前進を引き戻すおそれもある。グローバルな機構と地域的な機構
の両方を強化すると同時に、新しい力の台頭を反映させるために、より幅広い国々とステークホルダー（利
害関係者）に対して発言力を与え、説明責任を拡大することが不可欠である。本章では、この新しいパート
ナーシップの時代のための選択肢を考え、結論を提示する。

新しい時代のガバナンスとパートナーシップ

　南の国々は急速に発展し、その多くが世界
の舞台への関与を大きく強めている。各国は、
一連の経路を通じて自国の利益と共同の利益
を追求している。その中心は、各国の課題解
決につながる地域協定や2国間パートナーシッ
プであり、各国が自らの条件に従って取組み
を進められる内容である場合が多い。ブラジ
ル、中国、インドをはじめとする新興国は、近
隣諸国や南の他の国々と緊密な経済関係を確
立している。そのような国々は、市場と生産を
グローバルに拡大すると同時に、革新的な形
でブレトン・ウッズ機構（世界銀行と国際通
貨基金）を補完する体制もつくり出している。
また貿易、通貨、金融の国際規制に対する影
響力も強め、さらに文化や科学、環境、平和、
安全保障にも影響力を及ぼしている。
　南によって促された新たな取決めとその結
果としての多元主義が、代替的な地域・準地
域システムを通じて直接的に、あるいは間接
的に、金融、貿易、投資、保健といった従来
の多国間主義の領域で既存の機構・プロセス
に抗している。グローバルレベルと地域レベ
ルのガバナンスは、複数の形で集団的に培う
必要のある新たな枠組みと旧来構造の多面的
な結合になりつつある。グローバルな機構の
改革は、場合に応じて、地域的な機構に広範
な権限も与えながら、地域的な機構とのより

緊密な協力によって補完されなければならな
い。組織の説明責任は、より幅広い国々の集団、
そしてより幅広いステークホルダーの集団にも
広げられなければならない。一面において、
前進はこれまでよりも難しくなっている。国々
の集団形成は流動的であり、その協調メカニ
ズムはさらに制御が難しくなり、集団間の協議
が行き詰まり状態となっているケースも多い。1　
国際ガバナンスにおける発言の多様化は、人
間開発に機会と課題の両方を生み出している。
　同時に、グローバルな市民社会の多様化を
示す兆候も現れている。2　南の新しい声が説明
責任と参加の拡大を求めている。市民社会組
織は、すでに援助、債務、人権、保健、気候
変動に関するグローバルな透明性の確保とル
ールの設定において影響力を及ぼしている。
市民社会ネットワークは新しいメディアと通信
技術を駆使して、グローバルな公共分野で国
内外の活動家の連携、アイデアと問題意識の
共有、集団的ビジョンをまとめ上げるようにな
っている。
　1つに結ばれた世界では、どの国の行動も近
隣諸国に影響を及ぼし、その影響はやがて世
界中の人々、将来の人々にまで広がる。責任
ある国家主権には、自国の行動の世界や地域
に対する影響を努めて慎重に考慮することが
求められる。

「私たちが安心して眠れ
幸せに目覚められる
平和な世界をつくり出すために
手を取り合いましょう」
―アウン・サン・スー・チー

「私たちを1つに結びつける力は本来
私たちの中に存在しているものであり
私たちを隔てておこうとする
さまざまな力よりも強い」
―クワメ・エンクルマ
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の場合、WTOが地域貿易協定を北北、南北、
南南の順に序列付け、それぞれの指針を個別
にまとめることができる。7

移民

　2010年時点で、少なくとも南の25か国にお
いて、移民からの本国送金がGDPの10％を超
えた。しかし、移民のガバナンスはおおむね
移民先の国によって、もしくは当該の2か国に
よってなされており、多国間の調整メカニズム
はほとんど存在しない。8　これは、人間開発に
関わる重大な問題である。最も重要なのは移
民の権利である。移民の本国送金は貧しい世
帯に所得をもたらすが、その一方で、大規模
な移民には社会的混乱も伴う。多国間メカニ
ズムによって、人々が国外に職を求める経路

によって、効率性が損なわれる場合もある。6    
本報告書のための分析から、より自由で公平
な貿易ルールに人間の能力と基本インフラへ
の持続的な公共投資が加わると、人間開発が
加速されうることがわかっている。具体的に
は保健や教育などの社会サービスや、現代的
な輸送機関と電気通信網に対する公共投資で
ある。
　もっと自由な無差別貿易体制は多くの側面
において、より強力な多国間協定の再活性化
セットによる管理が最も適するが、地域主義
の存続が予測されるなかで前進の道筋となる
のは、段階的な「地域主義の多国間化」である。
その方法として、WTOが進めている「ソフト
ロー」という考え方がある。たとえば、新しい
地域貿易協定や既存協定の修正の指針となる
成功事例を自主的に協議でまとめ上げる。こ

の涸渇に対して、各国政府は代替エネルギー
源の研究開発投資に民間部門とパートナーシ
ップを組んでいる。
　早急な対応と協力を要するグローバルな国
際問題の領域には貿易や移民、気候変動、開
発などがある。どの領域もガバナンスのあり
方を含めて、南の台頭とともに大きく様変わり
している。そして同時に、南の新しい地位が
合意と協力拡大のチャンスとなっている。

貿易

　WTOのドーハ・ラウンドによって幅広い国
際貿易協定が成立すれば、南の全域の国々が
恩恵を得ることになる。しかしながら、ドーハ・
ラウンドは行き詰まったままであり、その間に、
2国間貿易協定や地域貿易協定がクモの巣状に
張りめぐらされるようになった。参加国数が少
なく同質性の高い国々による協定は、多国間
レベルで陥っている行き詰まりを伴うことな
く、利益の調整と相互利益の実現につながり
うる。
　西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）や
南米南部共同市場（MERCOSUR）のような
準地域レベルの貿易・投資グループは、経済
統合の拡大に加え、安全保障から水資源管理
にいたる他分野でも政策協力を進めている。
このような2国間協定や地域協定は南南間の経
済統合を進める機会であり、競争力構築の訓
練の場にもなっている。4

　しかし、このような2国間貿易協定や地域貿
易協定の恩恵があっても、グローバルな貿易
ルールと調整メカニズムを改善しなければ、
かなりの効率費用がかかる。参加国間の貿易
自由化を促す一方で、貿易ブロックはブロック
間に自由貿易への障壁を生み出す傾向があり、
最終的に世界の福祉を阻害している。5　また、
貿易ブロックへの参加に伴う市場の力の拡大

　地域貿易や地域安全保障などの重要問題で
も、地域や2国間レベルで建設的に対処できる
ものもある。しかし、そのような問題にも世界
レベルの長期的な解決が必要である。世界貿
易機関（WTO）のドーハ・ラウンドの行き詰
まりは、アフリカなどの開発途上地域における
農産物の自給、貧困・飢餓撲滅への前進を阻
害している。気候変動のような差し迫った問
題は、世界レベルでしか解決できず、現時点
で集団的行動を取らなければ、将来に一層深
刻な事態と代償を引き起こすことになる。

公共財の新しい捉え方

　この変化する世界は、公共財の提供に深く
関わっている。公共財とは、たとえば清浄な
大気のように、市場単独では不十分にしか、
あるいはまったく生産・配分できず、国家的メ
カニズムを必須とする共有資源である。3　望ま
しいグローバルな公共財には、安定した気候、
健全なグローバル・コモンズ（国際共有資源）
などがある。その確保には、金融市場安定化
のためのルール、ドーハ・ラウンドの交渉内容
のような貿易改革の推進、さらには、グリーン
技術のための資金調達と開発が必要とされる。
　その実現のためには、次の点を考え直す必

要がある。何が「公的」
で、何が「私的」なのか。
国家単独で提供すべきも
の、多国間で提供すべき
ものは何なのか。集団的
行動を取る場合、それぞ
れの責任は何なのか。公
的な提供は国家レベルで
もグローバルレベルでも
重要だが、「公」と「私」

が併存せざるを得ない（BOX5.1）。たとえば
気候変動や、石炭、石油、水などの天然資源

BOX 5.1

交通輸送における「公」と「私」の境界線の移行

　大量輸送機関が公的に提供されているか、私的になされているか
は、共通の開発の目標である持続可能性とアクセスの普遍性に重要
な関係がある。結果の平等性を重視する社会は、公共交通機関に比
重がかかりやすい。規模の経済によるコストの低減は、公共交通機
関に対する安価なアクセスという形で市民に還元される。さらに平
等主義寄りの社会では、学生や高齢者、障がい者など低所得の集団
に割引制度や補助金が提供される場合が多い。これは、交通サービ
スにおける排除性を減らすという考え方である。
　人々が移動に自家用車を使う場合と比べ、公共交通機関は、道路
渋滞や炭素排出量を最小限に抑えることができる。かなりの規模の
公共輸送システムが整備されていれば、グリーンな技術の導入も進
みやすい。たとえば、インドのニューデリーは、公営バスに対して、
ガソリンよりも大幅にグリーンな圧縮天然ガスの使用を義務づけて
いる（ニューデリーには公営バスと民営バスが併存している）。
　環境意識の高い社会では、自家用車に渋滞税や炭素税を課すこと
によって、公共交通機関の利用を促すことが多い。たとえば、ロン
ドンやミラノ、シンガポールがそうである（サンフランシスコも検
討を進めている）。課題は、公共輸送機関を低料金で提供すること
だけではない。一般的に、裕福な人々は個人的な交通手段を好むの

で、安全性と効率性と信頼性の改善によって、公共輸送機関の質を
高めることがカギになる。
　官民パートナーシップは、より効率的な構造と運営につながりや
すく、前進の1つの道筋になりうる。官側は、財産権の保護と規制
の設定ばかりでなく、補助金によって、個人的利益と社会的利益の
ギャップを埋めることができる。
　ラテンアメリカ・カリブ海諸国では、鉄道プロジェクトの大半が
官民パートナーシップによって実施されている。また、インドでは、
輸送分野での官民パートナーシップの拡大が世界有数のペースで進
んでおり、1995〜2006年の間に約230件、総額158億ドルに及ぶ
プロジェクトが実施された。中国は特に2000年代以降、有料道路
などのインフラにBOT（建設・運営・所有権の移転）方式の官民パ
ートナーシップを積極的に活用している。
　ガソリン価格が上昇するなか、民間企業が自己資金でグリーンな
燃料と技術の開発に乗り出す公算が大きい。しかし、その開発にお
いて社会的に最も適正な水準を確保するためには、公的な資金と動
機づけの提供も必要である。実際のところ、グリーン技術の発展は、
最も必要とされるグローバルな公共財の1つであり、公的な領域に
なければならないものである。

出典：世界銀行 2003, n.d.; Cheng, Hu and Zhao 2009.

早急な対応と協力を要する
グローバルな国際問題の
領域には貿易や移民
気候変動、開発などがある
どの領域も
ガバナンスのあり方を含めて
南の台頭とともに
大きく様変わりしている
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標を確立するものとなるはずである。
　従来の援助供与国に加えて、ブラジル、中国、
インドをはじめとする新たな開発パートナー
が、相手国のオーナーシップと能力構築の原
則を支持した。釜山宣言は同時に、新たな開
発パートナー国も国内に開発課題を抱え、他
国からの協力の受入れに独自の方法を確立し
ているという点もふまえている。宣言には、「釜
山において合意された原則とコミットメントと
行動は、自主的な南南パートナーシップの基
準となる」と明記されている。19　前進を実現す
るために、OECD開発援助委員会（DAC）と
国連開発計画（UNDP）が、国連開発協力フ
ォーラムを通じて新たな「効果的な開発協力
のためのグローバル・パートナーシップ」を共
同支援する。釜山宣言の署名国は透明性への
コミットメントを表明したが、宣言の内容には、
市民に対する説明責任の履行につながる期限
つきの取組みや目標は盛り込まれていない。
釜山宣言後の組織設計はまだ形をなしていな
いが、当面の優先事項ははっきりしている。
その1つは、2005年のグレンイーグル・サミッ
ト（主要8か国首脳会議）の合意内容として、
従来の援助供与国が援助拡大と配分の改善の
約束を果たすことである。20　また、従来の援助
供与国は、開発途上国としての知見や経験を
通じて貢献できる新たな援助供与国に協力を
得ることもできる。世界全域に加盟国をもつ
国連は、国連開発協力フォーラムを通じて、
そのような三角開発協力に南側のパートナー
を引込みやすい立場にある。主要任務の1つは、
南北および南南間の開発協力にグローバルな
規範を重ね合わせることである。
　釜山宣言は、新興国の潜在的可能性をより
効果的に生かす開発協力再編への第1歩であ
る。他のグローバルな公共財と同じく、世界
レベルで共通理解が得られれば、その原則の
実践はおおかた、共通の政策枠組みの下で各

の取組みによって、消費者製品フォーラムか
ら最も努力している多国籍大企業トップ20に
選ばれた。16　マイクロソフトは、2012年内にカ
ーボン・ニュートラルを達成すると約束した。
ラテンアメリカの飲料メーカー FEMSAは、メ
キシコでの消費電力の85%を再生エネルギー
から得るとする計画を発表した。17　ただし、有
望な取組みが多数に及ぶなかにあっても、依
然として、排出量削減の必要水準と公約水準
には大きな差が残っている。

開発協力

　より包摂的な国際ガバナンスの必須要素に
は、包摂性と効率性の高い開発協力が含まれ
る。開発途上国は、従来の援助資金供与国の
アプローチを代替または補完し、被援助国側
の選択を拡大する新しい資金提供の枠組みと
技術的協力によって、開発援助の提供と2国間
や地域的投資を拡大している。
　2011年に韓国・釜山で開かれた第4回援助効
果向上に関するハイレベル・フォーラムにおい
て、開発途上国と市民社会組織は「効果的な
開発協力のための釜山パートナーシップ」に
同意した。グローバルな監視の枠組みを支え
る要素として、オーナーシップ、結果重視、
包摂的な開発パートナーシップ、相互の説明
責任と透明性が特定された。また、取組みを
進めるうえで各国の制度に焦点が置かれ、逸
脱があった場合にはパートナー国に対して説
明が求められることにもなった。経済協力開
発機構（OECD）に加盟している従来の援助
供与国側は、より幅広いパートナーシップを支
えて新興経済国を受け入れるために、これま
でと異なるガバナンス構造が必要であること
を認識した。18　被援助国側のオーナーシップと
能力を中心原則とするこのパートナーシップ
は、国際ガバナンスの仕組みと進歩の評価指

が伴うことになる。すなわち、家族との離別の
長期化、しばしば見られる職場での不当なあ
つかい、あるいは外国人労働者に基本的な法
的権利が与えられないなど、人間としての尊
厳に対する侵害などである。

気候変動

　気候変動はおそらく、多国間協定を通じて
の世界的協力の必要性が最も広く認識されて
いる問題であろう。南の国々は、気候変動へ
の対処を国家の開発戦略に組み入れて、2国間
アプローチを超越しつつある。たとえば中国は、
炭素濃度（単位GDP当たりの二酸化炭素排出
量）を2020年までに05年比で40〜45%削減す
ると公約している。12　インドは2010年、炭素濃
度を20〜25％削減するという自主目標を発表
した。13　韓国では国会が2012年3月、工場と発
電所からの炭素排出量削減を図る排出量取引
制度の導入を承認した。14　2012年にリオデジャ
ネイロで開かれた国連持続可能な開発会議（リ
オ＋20）では、モザンビークが「グリーン経済
ロードマップ」を発表した。メキシコは最近、
排出削減と再生可能エネルギー産業の確立を
図る世界初の総合的な気候変動法制を施行し
た。15

　気候変動への対処には真の多国間主義が求
められる。たとえば、世界の温室効果ガス排
出量を十分に減らすためには、南北双方が、
南の正当な開発目標と両立できる責任分担に
関して、公平で受入れ可能な取決めをまとめ
る必要がある。
　リオデジャネイロでの2012年国連持続可能
な開発会議は、協働の機会を切り拓くと同時
に、豊かな集団と貧しい集団、官と民、市民
社会と企業と国家のそれぞれの連携も生み出
した。たとえばユニリーバ、コカ・コーラ、ウ
ォルマートは価値連鎖における森林消失防止

の自由化と合理化、移民
の基本的権利の確保、移
民に伴う取引費用の低
減、移民と移住先コミュ
ニティの双方にとっての
結果の向上を実現するこ
とができる。9

　南の台頭とともに、移
民パターンが変化している。南の国々への本
国送金の半分近くを、他の開発途上国へ移住
した労働者が占めるようになった。近年では、
地域機関と経済統合プロセスの取組み課題に、
移民が加えられるようになっている。たとえば、
東南アジア諸国連合（ASEAN）やアフリカ連
合（AU）、南米南部共同市場（MERCOSUR）
や南部アフリカ開発共同体（SADC）などであ
る。10　2012年には、「移住と開発に関するグロ
ーバルフォーラム」が初めて南南移民を議題
に取り上げた。
　移民のガバナンスのすべてが多国間の課題
なのではないが、国際調整のメカニズムによ
って、地域協定と2国間協定の新しいネットワ
ークを支える枠組みが得られようになる。この
ような対話の効果は、移民問題に対するグロ
ーバルな取組みによってさらに増す。
　移民は40年前の推定年間7000万人から、現
在は主として南出身の2億人超にまで増加して
おり、移民の権利を保護し、出身国と相手国
の間で移民の流れを管理する国際規範のため
のルールが必要になっている。11　このようなル
ールは経済的にも社会的にも全当事国に恩恵

を生み出すが、その一方
で、何もしないことに伴
う代償は増加の一途をた
どることになる。すべて
が経済的な代償になるの

でも、あるいは大部分が経済的な代償になる
のでもないが、人々の心身に関わる深い代償

気候変動への対処には
真の多国間主義が
求められる

南の台頭とともに
移民パターンが変化している
南の国々への本国送金の
半分近くを
他の開発途上国へ移住した
労働者が占めるようになった
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を活用する。
　国際機構は包摂性と、
世界の急速な変化に対す
る感応性を高めつつあ
る。たとえば、国連経済
社会理事会は、開発援助
の幅広い対話を目的とす
る開発協力フォーラムを
設置。新しい多国間主義
に展望が開けてきている。しかし、世界銀行
と国際通貨基金ではまだガバナンス改革の余
地がある。国連安全保障理事会の中心構造も、
数十年に及ぶ討議にもかかわらず変わってい
ない。行詰まり状態にあるグローバルな問題
に関して、多国間機構が、すべての国から公
平かつ公正と見なされる形で国際協力を促進
するためには、確固とした改革が求められる。

グローバルな市民社会

　加盟国のみならずグローバルな市民社会に
よっても、国際統治機構は責任をもつべきで
あり、政府や市場への対抗勢力として、権力
を行使し、行動することができる。ブラジル、
エジプト、インド、南アフリカのような南の主
要国で、非政府組織や社会運動、市民運動団体、
組合、地域団体など、あらゆる種類の任意団
体が選挙やロビー活動、メディア、公共キャ
ンペーンなどを通じて、社会変革の原動力に
なりつつある。たとえば、インドのケララ州で
は、市民が幅広い社会的権利と公平性の強化
につながる公共政策の優先を求めて参画し、
州政府を動かしてきた豊富な実績がある。ブ
ラジルでは、医療従事者によるサニタリスタ
運動が、公的医療制度の確立と貧困層へのサ
ービス拡充に中心的役割を果たした。24

　各国の市民社会団体は、これまで政府と関
わってきた経験を、従来の公的な国際ガバナ

は、南のいくつかの国の首脳が、積年の要求
であるアフリカとラテンアメリカ、およびイン
ドのような新興国からの常任理事国入りを求
めた。22

　主要国際機構は代表性と透明性、説明責任
を拡充する必要がある。ブレトン・ウッズ機構、
地域開発銀行、さらには国連システムも、す
べての加盟国と人々を正しく代表するようにな
らなければ存在意義が薄れるおそれがある。
いずれの国際機構も、南北双方の経験を尊重
して建設的に生かし、現在と将来の世代に平
等かつ持続可能な成果を生み出す必要がある。
　それと同時に、台頭する南は、経済力と政
治力の高まりに見合う形で、多国間機構に対
する資源的貢献の拡大など、世界の舞台でさ
らなる責任を引き受けなければならない。23　南
は地域レベルだけでなく、世界レベルでもリー
ダーシップの役割を拡大しなければならない。
国際機構の透明性と説明責任の強化は、それ
自体が望ましいことであるのみならず南の参
加拡大にもつながる。
　その方向に進む動きも現れている。開発途
上国はすでにG20サミット（主要20か国・地域
首脳会議）を通じて、ブレトン・ウッズ機構
やグローバルな対話における役割を増してい
る。OECDは開発途上国にも加盟の門戸を開
いた。南の成功は北にも恩恵を与え、全世界
の繁栄につながるので、先進国はこのような
変化を歓迎すべきである。
　すべての政府間プロセスは、大きな財政的・
技術的・人的資源を持ち込める南からの参加
拡大によって、活力が高まるはずである。新
興国は、ミレニアム開発目標の達成、気候変
動の緩和におけるイノベーション、ドーハ・ラ
ウンドの妥結に向けて主導的役割を担いうる。
　グローバルな機構で代表の幅が広がれば、
論理的には、各国政府を通じて世界の人々に
対する説明責任が強まることになる。しかし、

国政府に分権化できる。たとえば、2000年9月
のミレニアム宣言から、ミレニアム開発目標の
世界的合意が得られる結果になった。このよ
うな目標に関する合意は、人々の能力の拡充
とすべての社会の開発はグローバルな公共財
であるというシンプルな真理を強調することに
よって、幅広い活動と機構に向かう勢いを生
み出す。21　実際のところ、このような目標の達
成における前進は、かなりの部分が各国の取
組みとオーナーシップを通じて、国レベルで実
現されている。

南の発言力強化

　国際ガバナンスの現在の機構と原則は、見
直しを必要とされている。少なくとも、発言と
パワーにおける多様性の拡大を受け入れ、長
期的な開発の前進を持続させるための見直し

を必要としている。現在
の機構と原則の多くは、
南の台頭のはるか以前、
第2次世界大戦後の世界
秩序のために確立された
ものであり、現実にそぐ
わなくなっている。
　その結果として、現在
の国際機関では南の代表

が大幅に不足している。グローバル経済の実
態が変化しているにもかかわらず、ブレトン・
ウッズ機構（世界銀行と国際通貨基金）の議
決権の割り当ては北の国々に偏っている。た
とえば、世界第2の経済大国で3兆ドル超の外
貨準備をもつ中国が、世界銀行でフランスや
イギリスを下回る議決権しかもっていない。
　同様に国連安全保障理事会も、1945年当時
の地政学的構造を反映した常任理事国が世界
の平和と安全に関わる決定を下している。
2012年にニューヨークで開かれた国連総会で

国家が仲介するだけでは不十分である。現在、
国際ガバナンスは、グローバルな運動や国際
的な活動家のネットワークを通じての多種多
様な声や活動主体に影響される部分が大きく
なっている。その実態は、「グローバル民主主
義」運動と自ら名乗る反グローバル化運動の
実態である。このような運動は、さまざまな問
題に対して多様な懸念を訴え、ほとんど際限
のない政治的メッセージを掲げているが、共
通する基本的な問題意識として、国家を超え
た権力やガバナンスに対しても市民社会への
説明責任を求めている。
　この点において、現在の多国間機構は次の
ような面で、代表のあり方、指針とする原則
を見直すべきであると考えられる。
●�発言力　グローバルな問題に関して、ステ

ークホルダーと意思決定者を正しく対置し、
双方が効果的に発言できるようにする。
●�公共財　グローバルな公共財の多くに求め

られる多層的な生産、複数の部門や主体の
連携による生産を促すために、機構の枠を
越える架け橋を構築する。
●�リーダーシップ　国家および非国家、個人

および集団のグローバルなリーダーがグロ
ーバルな政策が行き詰まり、危機的状況に
陥った問題に関して、国際社会のためにリ
ーダーシップを執ることを奨励する。
●�結集　世界の経済と政治の変化に沿って、

既存の機構を配置し直し、多様なステーク
ホルダーを仲介する権限と専門能力をもた
せる。
●�情報と資源　南の貧しい国々に対し、情報

と技術的支援と資金へのアクセスを拡大し
て、グローバルなガバナンスへの効果的な
参加を支援する。
●�市民参加　市民ネットワークや、これまで

グローバルな対話で脇に置かれていた参加
者から出てきている豊富なアイデアや視点

国際ガバナンスの
現在の機構と原則は
発言とパワーにおける
多様性の拡大を受け入れ
長期的な開発の前進を
持続させるための
見直しを必要としている

国際ガバナンスは
グローバルな運動や
国際的な活動家の
ネットワークを通じての
多種多様な声や活動主体に
影響される部分が
大きくなっている
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化の流れを受けて、各国の国益を慎重に管理
しつつ対応することを迫られた。それでも、
WHOは保健に対するコミットメントと市民社
会との絆によって、権利基盤のアプローチに
重点を置く保健政策を貫くことができた。30

一体性のある多元主義に向かって

　南の台頭を受けて多国間システムが直面し
ている課題は、グローバリズムか地域主義か
という選択でも、北の主要国が管理している
旧来構造か、開発途上地域のニーズに沿った
新たな枠組みかという選択でもない。このよう
な選択の設定はまちがっている。課題は統合
と協調、そしてあらゆる国際機構が効果的に
協働できるようにする改革である。グローバル
なガバナンスのメカニズムの多様性と柔軟性
は、国際システムに好影響を与えうるが、グ
ローバルな問題のグローバルな解決策に取っ
て代わることはできない。国際的な政策立案
者は、多様でありながら相互補完する地域的

　国際ガバナンスの今後の正統性は、市民ネ
ットワークとコミュニティに対する機構の関与
能力に依拠することになる。そこでは、市民
とコミュニティの問題意識を理解し、取組む
べき努力の方向性を見出すうえで、市民やコ
ミュニティからアイデアとアプローチを借りる
必要もある。このような関与によって、機構の
正統性は最大限に高まり、加盟国の市民に対
する説明責任が果たされることになる（BOX 
5.2）。たとえば、エコロジカルな市民という概
念は、グローバルな公共財の提供に世界の世
論をまとめ上げるうえで有望な方法になりう
る。29

　国際機構が効果的に機能するためには、南
北双方のソーシャルメディア・コミュニティや
非政府組織と生産的なパートナーシップを組
む必要がある。政治改革に対する支持をまと
め上げるうえで、また、より平等な国際ガバナ
ンスの原則と機構に移行するうえで、市民団
体の関与は欠かせない。たとえば、世界保健
機関（WHO）は1980年代、世界的な医療民営

民の世論を明らかに左右し、その影響は国際
ガバナンスにも及ぶ。
　実際、グローバルな市民社会にとって、国
家と民間の行動を変容させる新しい規範を広
めることは、最も重要な手段の1つである。市
民社会のネットワークは、ある問題を取り上げ
て1つの枠組みに収め、国家にプレッシャーを
かけて新しい問題をテーブルの上に載せ、政
府や国際機構を新しい取決めや実施メカニズ
ムの強化、さらには直接介入へと動かしうる。
市民社会がグローバルな規範に影響力をふる
った典型例として、女性参政権運動や奴隷制
廃止運動、ジュネーブ条約と国際赤十字・赤
新月社連盟の創設につながった赤十字運動の
世界的な広がりがある。さらに最近では、地
雷禁止の法制化やエイズ治療薬へのアクセス
拡大、女性に対する暴力反対運動などがある。
　グローバルな市民社会は、国際ガバナンス
の規範と意思決定に大きな潜在的影響力をも
っているが、その一方で、市民社会組織と国
際ネットワークの今後の貢献のあり方を見通
しておく必要もある。北の国際非政府組織

（NGO）は資源レベルの高さからグローバルな
市民社会で過分な影響力をふるっている。26    
たとえば、国際人権レジームは、南の大衆運
動が重視している社会的権利よりも、東欧の
市民社会が特に重視する市民権と政治的権利
に焦点を置く場合が多い。また、活動範囲の
制限など、さまざまな制約によって市民社会
組織の働きが損なわれるおそれもある。27　さら
に、透明性の問題についても考える必要があ
る。なぜなら、市民社会組織が国家と市場の
力からどれだけ独立しているのか、不明瞭な
場合もあるからである。市民社会組織が、国
家権力や経済的影響力、あるいは従来の権力
の延長になってしまった場合、市民社会の活
動は不平等と不安定の削減というよりはそれ
らの増幅につながりかねない。28

ンスとは別経路で、南北および南南間の対話
ネットワークづくりに生かしている。このよう
な国際ネットワークは、気候変動や移民政策、
人権など、さまざまな問題に対応を求めるグ
ローバルな市民社会の台頭を支える基礎とな
っている。
　グローバルな重要問題に関する意思決定へ
の影響力という点で、グローバルな市民社会
の潜在的可能性はインターネット革命によって
大幅に拡大した。インターネット革命は、多
様な集団間の緊密なつながりを可能にし、市
民の着想や問題意識を瞬時に世界に広める基
盤となっている。国家や市場が介在すること
なく、人々は他国の人々と交流し、たとえば、
科学者が他分野の専門家とアイデアを共有す

る。このようにグローバ
ルなコミュニケーション
がこれまでと違って円滑
になると、創造的なパー
トナーシップが培われ、
個人と社会組織に力を与

え、新しい形態の連帯につながり、人々が国
境を越えて交わり、自分たちの価値観を述べ
合うようになる。
　アラブ諸国で複雑な歴史的経緯の末に起こ
った昨今の反乱は、世界の指導者や国際機構
が見過ごしていたソーシャルメディアの力をま
ざまざと見せつけた。ウガンダの反政府武装
勢力「神の抵抗軍（LRA）」のリーダーで、戦
争犯罪人として起訴されたジョゼフ・コニーに
関するビデオ映像「Kony 2012」が、瞬時に
広まって幅広い反応を集めたことも、ソーシャ
ルメディアが重大な問題をめぐる議論に数日
間で何百万もの人々を引き込む力を有してい
ることを物語っている。25　各々の問題やプラッ
トフォームによっては正当性に疑念が生じる
場合もあるが、ソーシャルネットワークによる
迅速な情報共有は、重要問題に対する地球市

BOX 5.2 ヨー・ライネン（欧州議会議員）

グローバルな民主主義のための世界議会は？

　グローバルな意思決定に世界の人々の声が正当に反映されること
は、世界のガバナンスに不可欠であるが、現在、グローバルな意思
決定機関に対する市民参加の有力な仕組みは存在しない。政府間の
意思決定は限界を露呈している。公平性と持続可能性を追求し、地
球全体を左右する課題に取り組むためには、グローバルな市民参画
が必要である。
「世界議会」は、国連総会を補完する機関として、国連の正式機関
として設置されてもよいし、独立機関として創設されてもよい。こ
のアイデア自体は新しくなく、すでに市民社会の活動組織や、欧州
議会、ラテンアメリカ議会、アフリカ議会のような地域議会の間で
支持が広がっており、最近、国際知識人グループがまとめた「グロ
ーバル民主主義マニフェスト」でも強調されている。1

　世界議会は、各国議会の代表者によって構成され、したがって、
各国の複数の政党が代表されることになる。各国議会の大多数が民

主的に選ばれているので、世界議会にも高水準の代表性と政治的説
明責任が備わる。世界議会は、各国内の政策立案とグローバルな意
思決定をつなぐ存在として、各国議会と世界に対して、国境を超え
た意思決定の効果を考慮する動機を与えると同時に、各国議会にグ
ローバルな問題をあつかう知識と経験をもたらす。
　このような世界議会は毎年1回、長い日程で招集され、国連総会
への提言と議題提出を行うとともに、一定条件の多数決によって、
国連安全保障理事会に対しても議題を提出し、協議と決定を求める。
最終的な決定権限は各国政府に残されるが、世界議会による議決は、
高水準の道徳的・政治的権威をもつことになる。各国の代表議員の
構成については、各国議会が決めてもよいし、市民が代表議員を決
める選挙を行ってもよい。代表者の数は、各国の人口に従って配分
される。これは、出資比率に応じて議決権が割り当てられている一
部の国際機構とは大きく異なる方式である。

 1.Beeston 2012

グローバルな市民社会は
国家と国民の行動を
変容させる新しい規範を
広める可能性がある
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柔軟性を高める必要がある。国際機構は、一
体性のある多元主義システムの調整機関とし
て、すべてのステークホルダーに対する触媒
の役割を担うことができる。そのためには権
限と専門能力に加え、仲介と促進、相異なる
利害の分析と対応、実現可能な互恵的成果を
上げるための資源が必要となる。多くの国際
機構が、南を全面的に関与させるうえで刷新
と変容を必要としている。それによって南の
側も、先進国の利益だけでなく開発途上国の
利益のためにも働く多国間機構を活用し、か
つ全面的に支援することになるはずである。

金融構造：台頭する南のための再設計

　南の台頭は資源の蓄積に新しいパターンを
生み出しており、これまでよりも密度の濃い金
融構造、多層的で異質性に富む金融構造につ
ながる潜在的可能性がある。このような形で
金融の安定性と強靱性が高まり、長期的な生
産能力に対する支援、人間開発の促進、各国
の政策領域の拡大がもたらされうる。
　新しい機構や取決めがブレトン・ウッズ機
構に取って代わる場合もありうるが、大半の
場合は既存のグローバルな金融構造を補完す
ることになる。さらに、新しい機構は、ブレト
ン・ウッズ機構を代表性やガバナンス原則、
コンディショナリティのあり方をめぐる問題に
対応するように誘導し、変容を引き起こすこと
になる可能性もある。
　南はすでに、地域的な金融支援に関する取
決めなど、代替的な機構やアプローチを少な
からず創出している。
 ● 1997年のアジア通貨危機後に合意されたチ

ェンマイ・イニシアティブは、アジア諸国の
2国間通貨スワップ協定のネットワークとし
て構築された。さらに、その後のマルチ化
契約により、参加国は収支バランスと短期

興国のそれぞれが、2国間協力や地域協力、国
際協力に相異なる方法を選ぼうとしているこ
とは明白である。時間の経過とともに、新しい
課題の集体が現れ、各国はその対応に新しい
形のガバナンスをつくり出している。たとえば、
金融分野では、各国が資産構成と「保険」の
多様化を求め、外貨準備、2国間融資、地域協
定、IMF融資の構成バランスによって対処を
図っている。国際体制は多元主義である必要
があり、多元主義によって、地域・準地域レ
ベルの協力が世界レベルのメカニズムや政策
と一貫性をもつことになる。
　このような一体性のある多元主義の究極の
目的は、あらゆるレベルの機構をグローバルな
公共財の提供において協調させることである。
たとえ現時点ではおぼつかないように見えると
しても、グローバルな機構と地域的な機構の
補完性に加え、官と民と市民社会組織の補完
性も建設的な可能性を秘めている。旧来の取
決めから生じたギャップを埋めるための新し
い取決めやパートナーシップは、可能な限り
重複を避け、進められるべきだ。既存の多国
間機構と歩調を合わせて利害の調整と責任の
共有を行いながら、相互に調和して機能しな
ければならない。
　多元主義と多様性の拡大が望ましい進展で
ある一方、多くの新しい機構がつくられること
で重複や非効率といった問題も生じている。
一体性のある構造に向かっていくうえで、存
続させる機構と統廃合する機構の見きわめが
なされることになるはずである。
　人間開発の前進を持続させるためのグロー
バルな公共財のガバナンスには、効果的な多
国間主義が求められる。また、国際制度の存
在によって人権などの普遍的原則に関する指
針が定められ、国際公法に基づく紛争の仲裁
も行われる。しかしながら、多国間主義は、
新たな課題と地政学的現実に対処するために

または地球規模の開発努
力の規範と目標を共有
し、多国間ガバナンスに
おいて、一体性のある多
元主義に向かって努力し
なければならない。
　南の多くの国では、一
部の公共財は地域レベル
で効果的に提供されうる
ことが最近実証されてい
る。第2章で述べたよう
に、地域機関のほうがグ
ローバルなフォーラムよ
りも現地のニーズに素早
く対応できる場合があ
る。重要な公共財の提供
には、たとえば、風土病

撲滅プログラムや生態系の保護、グローバル
な性質よりも地域的性質のほうが本質的に強
い場合の地域間貿易障壁の撤廃も含まれる。
このような場合、必要とされる部分にはグロー
バルな対応を取りながら、考え方が相通じる
近隣諸国が協力して課題に取り組むことが理
にかなう。
　地域協力の拡大にはデメリットも伴いうる。
すなわち、排除あるいは重複、機関同士の縄
張り争いというリスクに加え、多様な多国間機
構の混交をさらに複雑化させるおそれがある。
たとえ現時点では、このような協力が稀であ
っても、あるいは協調が不十分であっても、
地域機構には多くの分野でグローバルな機構

を補完する潜在的可能性
がある。
　グローバルなガバナン
スの取決めにおいては、
各国がそれぞれ選択する
戦略を尊重しなければな
らない。開発途上国と新

流動性の是正に多国間通貨スワップを利用
できるようになった。

 ● 1976年にアラブ連盟の22か国が創設したア
ラブ通貨基金は、加盟国への緊急融資と幅
広い通貨協力を目的に約27億ドルの資金基
盤を有する。アラブ共通通貨の構想もあ
る。31

 ● インド準備銀行は最近、南アジア地域協力
連合（SAARC）加盟国の通貨スワップに20
億ドルの資金を提供すると発表した。32

 ● 約23億ドルの資金基盤をもつラテンアメリ
カ準備基金は、加盟国の収支バランス是正
を支援する。また、第3国融資の保証、準備
金投資の促進、通貨政策の域内調整にもあ
たっている。ただし、域内最大の経済国ブ
ラジルが加わっていないため、潜在的可能
性が限定されている。33

 ● アンデス開発公社は1991〜2007年の間に融
資を4倍に拡大した。加えて、ポルトガルと
スペイン以外はすべて開発途上国である加
盟国が、株式をほぼ全面保有するというオ
ーナーシップも注目を集めている。34

　しかしながら、このような地域的取決めは
必ずしもIMFの役割を狭めない。地域基金に
よる大規模な金融支援には、借入国がIMFの
監視プログラム下に入ることが求められる場
合もある。チェンマイ・イニシアティブもその
一例である（BOX5.3）。
　南の国々が立ち上げた地域金融の枠組みは、
イデオロギーよりも実践性に重点を置く政策を
可能にし、各国に対するコンディショナリティ
の縮小化と適正化をもたらしている（BOX 
5.4）。35　地元に密着した地域機構による融資は、
政治的事情に敏感で経済的に適正な制度設計、
したがって監視の緩やかさとコンディショナリ
ティの少なさにつながりやすい。
　発足後間もない「南銀行」のように、36　一切
のコンディショナリティを否定している機関も

南の台頭を受けて
多国間システムが
直面している課題は
グローバリズムか
地域主義かという選択でも
北の主要国が管理している
旧来構造か、開発途上地域の
ニーズに沿った新たな
枠組みかという選択でもない
このような選択の設定は
まちがっている
課題は統合と協調
そしてあらゆる国際機構が
効果的に協働できるように
する改革である

一体性のある多元主義の
究極の目的は
あらゆるレベルの機構を
グローバルな公共財の
提供において
協調させることである
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易協定など、WTOや地域機関のような多国間
機構の監督下で可能な方法がある。
　一例として、主に開発途上国による農業分
野の大量生産と輸出補助金の削減を図る交渉
について考えてみよう。この種の補助金は世
界の貿易を歪め、開発途上国の農家を不公正
な競争にさらすことになる。しかしながら、こ
の問題に関して2国間や地域の交渉で満足のい
く決着を得ることは不可能であり、多国間規

南南貿易の関税が南北貿易の関税水準まで下
がれば、南は590億ドルの恩恵を受ける。37　ア
フリカ域内でも、農業貿易を開放化する適正
な協定が結ばれれば、多種多様な作物の貿易
が一気に拡大することになる。
　地域協定の1つの成功例として、22の開発途
上国が貿易全体の約70％に関して少なくとも
20％の関税引下げに合意した2010年のサンパ
ウロ・ラウンドがある。この関税引下げは、
1989年の「世界貿易特恵システム」の枠組み
で協議されたが、その基盤となったのは、開
発途上国同士が最恵国待遇義務に違反するこ
となく譲許を可能にしたWTO協定の「授権条
項（1979年ＧＡＴＴ決定）」である。
　2国間協定は、多国間交渉が行き詰まった場
合に貿易を促すことができる。2国間協定以外
にも、貿易の自由化と無差別化を図る特恵貿

ある。一方、チェンマイ・イニシアティブやア
ラブ通貨基金などはコンディショナリティを特
定の状況に限って用いているが、この点は加
盟国間でなおも議論の焦点になっている。ま
た、ラテンアメリカ準備基金のように、監視は
行ってもIMFのトップダウン方式は採らず、借
入国政府との協働に力点を置く機構もある。

地域貿易協定

　世界貿易機関（WTO）のドーハ・ラウンド
が行き詰まり状態にある一方で、地域・準地
域の貿易協定がアフリカやアジア、ラテンアメ
リカで拡大、深化している。南南貿易を切り
開く協定は、きわめて大きな潜在的可能性を
もち、その恩恵は少なくとも北の市場開放と同
じレベルに達するとされる。OECDの推計では、

定を望めるのはWTO以外にない。大半の国が
地域主義の存続を認識しながらも、世界の貿
易ルールの審判役となる強力な多国間機構の
必要性を認めている。1つの前進の道筋は、段
階的な「地域主義の多国間化」である。38

責任ある国家主権

　大半の政府が多国間主義の原則を支持する

BOX 5.3 

アジアにおける地域ファイナンス：チェンマイ・イニシアティブとアジア開発銀行

　現在の金融危機は、東南アジア諸国連合（ASEAN）と中国、日本、
韓国（ASEAN＋3）によるチェンマイ・イニシアティブの規模拡大
に大きな弾みをもたらしている。チェンマイ・イニシアティブは、
2009年初頭にマルチ化契約が結ばれて多国間協定となり、限度枠
の20%以上の融資を受ける国は国際通貨基金（IMF）の監視プログ
ラム下に入ることが定められた。
　ASEAN＋3は、その後もチェンマイ・イニシアティブの拡充を続
けている。2012年5月には、通貨スワップを倍額の2400億ドルに
拡大した。2012〜13年については、融資が限度枠の30％までであ
れば、IMFの監視プログラム下に置かれないことになっている（14
年には40％まで引き上げる案が検討されている）。
　IMFとのリンクの有無にかかわらず、返済期限も延長された。そ
してさらに、予防的融資のための予防的クレジットラインも新たに
導入され、参加各国は、国家規模に応じた算定方式によって融資を
受けられることになった（アジア債券市場育成イニシアティブも
2012年5月に拡大された）。
　2012年1月30日には、IMF協定第5条の規定と同種の監視を行う
ASEAN＋3マクロ経済リサーチオフィス（AMRO）が設置された。
AMROは、「チェンマイ・イニシアティブの域内経済監視機関」と

して、域内経済の監視と分析、リスクの早期発見に加え、チャンマ
イ・イニシアティブによる是正措置の実施、効果的な意思決定に対
する貢献を目的としている。一部の識者は、権限をめぐる緊張関係
や、近隣諸国の政策を批判することに消極的なアジアの気風が、厳
格な監視を妨げていると指摘していた。
　世界金融危機前の時点ですでに、アジアにおける融資額では、ア
ジア開発銀行（ADB）が世界銀行を上回っていた。そして世界金融
危機によって、この傾向がさらに加速した。ADBが融資の速さや規
模でIMFと世界銀行に勝ったケースもある。ADBはまた、低所得の
開発途上国を支援する新しいタイプの緊急融資や景気対策融資も導
入した。2009年4月には、インドネシアがIMFの融資枠拡大の一部
分をADBに割り当てるよう提案した。金融危機の打撃を受けたアジ
ア諸国に対し、ADBは、G20（主要20か国・地域）の支援を受け
て30億ドル規模の景気対策支援基金を創設した。
　2008〜09年の間に、ADBの融資残高は42%、融資実行は33%と、
それぞれ拡大した。他の地域開発銀行もADBの例にならい、IMFの
融資枠拡大の一部分を取りつけて、域内の景気対策を迅速に支援す
るための融資基金を創設している。

出典：Woods 2010; Chin 2010, 2012; Ocampo and others 2010; ADB 2009; Ciorciari 2011; AMRO 2012.

BOX 5.4 エンリケ・ガルシアCAF総裁

アンデス開発公社（CAF）：ラテンアメリカの開発銀行

　地域開発金融機関であるCAFは1970年、5つのアンデス諸国（ボ
リビア、コロンビア、エクアドル、ペルー、ベネズエラ）の加盟に
より発足した。現在、CAFの株主は、ラテンアメリカ・カリブ海諸
国、欧州の計18か国、それに14の民間銀行であり、資金の大半を
国際金融市場で調達している。CAFは融資や補助金、技術支援を通
じて持続可能な開発と地域統合を促進し、ラテンアメリカの公的お
よび民間のプロジェクトに資金を提供している。本部はベネズエラ
の首都カラカスにあり、アスンシオン、ブエノスアイレス、ラパス、
ブラジリア、ボゴタ、キト、マドリード、パナマ市、リマ、モンテ
ビデオに地域事務所をもっている。ラテンアメリカはこの10年間、
商品市況の高騰、マクロ経済環境の安定、貧困削減と所得増加によ
る内需拡大という外部環境の好転を受けて、急速な経済成長を続け
ている。CAFは加盟国に対し、総合的な開発アジェンダを通じて、
この有利な経済状況を生かすために支援を提供している。たとえば、
地域の生産面での変容と、グローバル経済への競争力ある参加を支
援するプロジェクトやプログラムの設計、機構の質的な改善、環境
保全の促進などである。CAFは、市場の低迷によって他の国際金融
機関が融資に厳しい条件を課した時期に、かなりの資金を実行して
きた。
　CAFの成功の理由には、ラテンアメリカ独自の機構という本質的
性格、加盟国の強力な政治的・資金的コミットメント、慎重な財政
政策の維持、ノン・コンディショナリティの原則などが関係してい
る。現在、CAFは、域内のインフラとエネルギー関連のプロジェク
トに対する多国間融資の主要源の1つとなっており、2011年末時点
で融資残高は100億ドルを超え、ラテンアメリカに対する多国間融
資総額の約30％を占めている（米州開発銀行の融資は124億ドル、
世界銀行の融資は139億ドル。Ocampo and Titleman 2012を参
照）。ことに重要なのは、世界経済が変調をきたした場合にCAFが
果たしている景気対策上の役割と、資金調達が困難になった際の

CAF株主に対する支援である。CAFは、国際市場からラテンアメリ
カのインフラプロジェクトなどに資金を流すことに加えて、加盟各
国とともに、ラテンアメリカの成長に対する障害を除去するための
積極的なプログラムやプロジェクトを立案・実施し、補助金による
支援も提供している。
　CAFは、金利と為替のリスクを抑えるために資金調達源を多角化
する戦略を採り、国際資本市場で資金を借り入れる一方、保有資産
と負債の平均償還年限をマッチングさせて、保有資産に十分な流動
性を確保している。1993年に主要格付機関3社の格付けを受けて以
来、CAFの格付けは、域内に経済危機が発生した時期も通じて着実
に上昇してきた。現在、CAFの格付けは、ラテンアメリカで債券を
頻繁に発行している法人のなかで最高クラスである。1993年以降、
CAFはアジア、欧州、ラテンアメリカ、米国の主要国際資本市場で
87回の債券発行を行い、139億ドル超を借り入れている。CAFは、
慎重な財政政策に基づき、補助金と技術協力を通じて加盟国を支援
するプログラムやプロジェクトに再投資を行い、黒字を計上してい
る。
　CAFの際立った実績は、変化と困難を伴う環境に対する適応能力
から生まれている。ことに重要なのがガバナンス構造である。CAF
は創設以来、株主から政治的圧力を受けることなく、運営方針の立
案と実施に自律性を与えられている。加盟国からも一貫して支援を
受けてきた。CAFの歴史を通じて、経済危機下でも加盟国が義務の
履行を怠ったことは一度もない。CAFは、ほぼ全面的なラテンアメ
リカのオーナーシップ（ポルトガルとスペインは歴史的経緯から少
数株主となっている）によって、供与国と被供与国の目的が必ずし
も一致しないといった他の国際機構で生じているような摩擦を避け
られる。この点において、CAFは、ラテンアメリカのためにラテン
アメリカが運営している機関と見なされ、実用的な金融統合の価値
ある実例となっている。
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ち、国際介入が自動的に開始されるべき違反
や残虐行為の基準が定まっていない。この原
則と手続きの齟齬は、各国の政府と政治シス
テムに市民への説明責任を履行させる能力を、
国際ガバナンスのメカニズムに組み込むこと
の重要性を物語っている。国家に市民への説
明責任を履行させる拘束力をもつメカニズム
がなければ、国連安全保障理事会のような機
関も正統性を問われることになる。相互に支
援すべき責任ある国家主権の原則に合意する
には、まず世界の公平性と正義の前提条件が
満たされなければならない。

新たな機構、新たなメカニズム

　南の台頭は、世界レベルでも地域レベルで
も、開発パートナーシップの革新的な構造と
開発政策の新しいアプローチへの機会となる。
一例を挙げれば、南の新興国が積み上げてい
る巨額の外貨準備は、後発開発途上国の開発
資金に役立てることができる。開発途上地域
内の援助や貿易、技術移転の新しいメカニズ
ムは、既存の枠組みに沿って、それを補完す
る仕組みとして働きうる。そして南の国々は、
国際開発の最も急を要するニーズと、21世紀
の課題解決の最も効果的な方法をめぐるグロ
ーバルな政策対話において、より大きな主導
的役割を担えるはずである。

インフラ開発銀行

　南の台頭はまた、平等かつ持続可能な人間
開発のための資金調達にも新たな可能性を生
み出している。たとえば、ブラジル、中国、イ
ンド、ロシア、南アフリカが、外貨準備を開発
途上国のプロジェクト資金に充てるBRICS開
発銀行の創設を打ち出した。40　この種の銀行
は、欧州復興開発銀行のように、融資や債券

ければならない。グローバル化とともに結びつ
きをさらに強める世界において、これは深い
理解に基づく自己利益の問題である。現在の
世界では、国家レベルの決定が、あらゆる国
の今後何世代もの人々に影響を及ぼすことに
なる。
　国家の指導者たちが狭い目先の国益から視
野を広げることができなければ、協力によって
得られるはずのものも失われることになり、何
もしないことの代償が積み重なっていく。つま
り、各国の政策が相互に強化・補完せずに、
阻害し合うことになってしまう。そのような協
力の一例が世界金融危機後の財政出動と景気
刺激策で、各国中央銀行の協調利下げが世界
的な景気後退の進行を防ぐことにつながった。
　南は経済的地位と政治的影響力の高まりと
ともに、グローバルな意思決定のパートナーと
しての重要性を増している。もっと強力に国
境を越えたつながりを伴う南の台頭は、これ
まで以上に政策決定を相互依存的なものとす
るようになる。北と南は、差し迫る数々のグロ
ーバルな問題において有意義な前進を達成す
るために、共通部分を見つけ出さなければな
らない。
　責任ある国家主権には、国家として、市民
の普遍的人権、市民に対する義務、市民の安
全と治安の確保を尊重することも要求される。
たとえば、保護する責任イニシアティブは、ジ
ェノサイド（集団殺害）や戦争犯罪、民族浄化、
人道に対する罪を抑止できずにいる国際社会
の現状を是正するために、安全と人権の新し
い国際規範の確立を目指す試みである。この
観点において、国家主権は権利にとどまらず
責任としても捉えられる。人間の安全保障に
おけるグローバルなガバナンスの指針となる
原則の確立に向けて、保護する責任イニシア
ティブは前進の第1歩であるが、その原則の順
守を確立する手続きが欠けている。39　すなわ

一方で、当然のことながら国家主権の保持に
懸念をいだいている。し
かし、国家主権優先主義
への過剰な固執は、他国
との敵対やゼロサム（一
方の利益が他方の損失と
なる）思考へ行き着きか
ねない。金融危機の波及

や地球温暖化の悪影響に対して、国家単位の
自己防衛には限界がある。国家単位の行動に
よって、市民のグローバルな公共財へのアク
セスを確保することはできない。市民の人権
を十分に保護できていない政府もある。より
良い戦略は、責任ある国家主権とは、自国の
政策立案に世界全体の長期的利益を織り込む
ことである。
　グローバルな公共財の大半は、国境を越え
た影響の管理と国家・地域による十分な公共
財の提供、つまり国家機構の力と地域的・世
界的協力に対する積極姿勢に懸かっている。
各国は、公共財の提供における自国の国際責
任を認識し、集団的福祉と他国の安全を損ね
ること、たとえば汚染など、地域や世界の共
有財産を侵害することを避けなければならな
い。責任ある国家主権には、集団的な取組み
に参加することも含まれる。たとえば、貿易の
自由化や気候変動の緩和がそれにあたり、集
団的な取組みを効果的にまとめ上げることが
できれば、世界全体の福祉を大きく高められる。
　この深く結びついた世界で、地域や世界の
政策から分離した国家の意思決定は効果的で
はない。たとえば、世界的な景気下降局面で
の保護主義政策、漁業における乱獲や海洋汚
染の放置などのように、各国の政策は地域や
世界に影響を及ぼす。一方、地域や世界の政
策が各国の政策立案に意味合いを与える。国
家、地域機構、多国間機構が一体となって、
各国の政策を共通の国際目標に重ね合わせな

発行、保証など一連の金
融手法を提供できる。こ
のような資源の流れは、
プロジェクトの資金調達
のみならず、国際金融の
均衡の再調整にも資する。
　外貨準備の重要な活用
方法の1つとして、イン
フラ整備がある。開発途
上地域が喫緊のニーズを
満たすには、インフラ支出を2020年までに年
間1.8兆〜2.3兆ドルに拡大する必要がある。
GDP比では約6〜8％に相当するが、現在の水
準は年間8000億〜9000億ドル、GDP比で約3％
にとどまっている。41　このような投資を実現す
る方法の1つが、インフラ整備と持続可能な開
発を目的とする開発銀行である。開発銀行を
通じて、開発途上国は、インフラ整備資金を
低コストで借り入れることができるようになる。
　借入国は債務の持続可能性を考慮しなけれ
ばならないので、他の形態の資金援助も活用
する必要がある。新しい機関の創設により、
保証などの金融手法を通じて適正な種類の資
本が流れ込むようになる。42　新しい機関が既存
の地域機構や国際機構と協調する形で機能す
れば、資金調達と投資のギャップを埋めて、
より大きな効果を生むことになる。
　第4章において、一連の公共投資を通じて
2050年までに全地域の人間開発指数（HDI）
を大幅に高めるという「加速的前進のシナリ
オ」を示した。このシナリオでは、2050年まで
に約20％のインフラ改善、30年までに電力へ
の普遍的アクセス、同じく30年までに家庭の
暖房・炊事用エネルギー源の固形燃料からの
切り替え、50年までに再生可能エネルギーの
利用を標準シナリオ比で50％拡大、30年まで
に携帯電話とブロードバンドへの普遍的アク
セスの実現が見込まれる。このシナリオで最

責任ある国家主権とは
自国の政策立案に
世界全体の
長期的利益を
織り込むことである

南の台頭は
世界レベルでも
地域レベルでも
開発パートナーシップの
革新的な構造と
開発政策の
新しいアプローチへの
機会となる
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南を必要とする度合いが
さらに増している。一方、
南は、北を成熟市場とし
てだけでなく、イノベー
ションと高度な技術の源
泉としても必要としてい
る。
　南の台頭は、世界がさらに拡散化しながら
結びつきを強めている現実を表している。そ
の1つの帰結として、南は適正な開発モデルの
模索において、北に触発を求めるよりも、同じ
南の他の国々に目を向けるようになっている。
それによって各国は、独自性のない既存のイ
デオロギーの選択ではなく、実際に何がどの
ような状況でうまくいったのかを見分け、最も

い南委員会は、かつての南委員会の遺産を受
け継ぎながら、現在の南の力とニーズに沿っ
て、新鮮なビジョンを吹き込むことができる。
その基礎になるのは、今後数十年間にわたっ
て人間開発を加速させていくうえで、南の多
様性をどのように新しい連帯の力につなげる
かという問題認識である。南の中での経済的
関係と協力の互恵性が、そのような機関を設
立する動機づけになるはずである。

結論：新しい時代のパートナー

　南の台頭は、少なからず世界を驚かせた。
これまで暗黙の了解として、開発途上国は少
しずつ先進国の人間開発水準に近づいていく
が、先進国の強力な主導的地位は変わらない
と受け止められていた。確かに、現在も多く
の面でその状況にあり、南の多くの国がHDI
の水準で先進国の水準を大きく下回っている。
世界にとって予想外だったのは、南の国々が
人間開発の水準で下回っていても、世界の舞
台で重要な存在になり、国際的な意思決定を
動かす財政力と政治力を握るようになったと
いうことである。
　このことは、すでに21世紀初頭の時点で明
確に表れていた。すなわち、中国をはじめと
する新興国が米国債の保有で莫大な外貨準備
を積み上げ、ドルを買い支える構図が浮かび
上がった。そして2008年以降、金融危機に端
を発した経済ショックが先進諸国を景気後退
に陥れ、国際主要通貨の1つの存続が危ぶまれ
る事態となったことで、買い支えの構図はさら
に明確となった。現在、北の国々は世界経済
の前進・維持を南の国々にも頼っている。
　現実として、南北ともますますお互いを必
要としている。北は、財とサービスの輸出先
として、活況に沸く南の国々を必要としている。
北の諸国は緊縮財政で経済と社会が弱体化し、

が拡大していることは、各国政府が集団的な
開発の恩恵を認識してコミットしていることを
示している。

新しい「南委員会」？

　1987年、非同盟運動の指導者たちが、南の
国々の政策オプションと協力分野を探る目的
で南委員会を設立した。その最終報告書とな
った1990年の「『南』への挑戦」には、当時の
タンザニア大統領ジュリアス・ニエレレと、後
にインド首相となる経済学者マンモハン・シン
の指揮の下、先見的な分析がまとめられた。48　
気候変動を優先課題として特定し、貧困や社
会的排除、貧富の格差拡大など、現在に通じ
る課題を強調する内容だった。49　同様に重要な
点として、南委員会は、援助や貿易などの国
際政策立案における南南協力の拡大という可
能性にも目を向けていた。
　世界も南も、この20年間に大きく変容した。
21世紀の南を先導しているのは、数兆ドルに
のぼる外貨準備を保有し、数兆ドルもの海外
投資をしている急成長諸国である。南の企業
が、世界最大級の企業に加わるようにもなっ
た。共同的行動の可能性は前例のないほどに
高まっているが、その合意は自ずと生まれたも
のではない。G77や非同盟運動、南サミットな
ど、南南協力のための制度は独立運動の試練
の下で築き上げられ、そこから新興国の間に
政治的、経済的、社会的、文化的な強いつな
がりが生まれた。しかし、現在の世代にとって、
このような形成期の経験は過去の記憶として
風化しつつあり、旧世代の南の連帯に対する
コミットメントに代わって、国益の追求が多く
なっている。
　21世紀の新しい現実を迎え、このような問
題に対して、また南の国々が主導する制度に
対して、新しい視点に立つ必要がある。新し

もHDIが伸びるのは、サハラ以南アフリカ（65
％上昇）と南アジア（47％上昇）である（図
5.1）。サハラ以南アフリカと南アジアにおける
現在の公共投資は、全体平均値でGDPの約7.7
％である。43

　G20の南9か国の外貨準備のわずかな一部分
を充てるだけでも、サハラ以南アフリカと南ア
ジアのインフラ公共投資の大きな追加財源と
なる（図5.2）。振り向ける外貨準備の割合次第
で、公共投資は17.6〜52.8％増加する。G20の
南9か国の外貨準備の3％を充てるだけでも、
サハラ以南アフリカと南アジアの国々の公共
投資はGDP比4.1〜11.7％になり、開発途上国
全体の平均水準に近づく。44

　外貨準備の保有国とその政府系ファンドに
とって、開発途上国への投資は魅力的であり、
リスクを高めることなく多角化によって投資リ
ターンを引き上げられる。45　政府系ファンドは、
投資の時間枠が長く償還リスクが低いので長
期投資ができる。加えて、私的なリターンより
も社会的なリターンを優先するファンドが多
く、社会的責任投資が多くなりやすい。たと
えばノルウェーは、ノルウェー銀行投資管理
庁（NBIM）を通じて政府系ファンドの投資に
グローバルな持続可能性という基準を採り、
国連グローバル・コンパクトの原則に準拠して、
ガイアナやインドネシア、タンザニアでの森林
破壊の防止の取組みに投資している。46　ガバナ
ンス上の課題は、社会的責任投資の運用、適
正な基準への設定に加え、政府系ファンドに
対して、人間開発に効果的な投資へのアクセ
スを広げることである。47

　南の機関は、BRICS銀行からチェンマイ・
イニシアティブ、アフリカ連合にいたるまで、
国際ガバナンスに対する大きな潜在的影響力
をもっている。集団的行動には共有のビジョン
が必要とされるが、そのビジョンは自ずと生ま
れるものではない。地域レベルの取決めなど

HDI
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図5.1

加速的前進のシナリオ下で、人間開発指数（HDI）に最大の伸
びが見込まれるのはサハラ以南アフリカと南アジアである

注：加速的前進のシナリオに関しては第4章を参照。
出典：Pardee Center for International Futures 2013を基にHDROが算出。

（予測）
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東アジア・太平洋諸国

サハラ以南アフリカ

ラテンアメリカ・カリブ海諸国

欧州・中央アジア

南は適正な開発モデルの
模索において
北に触発を求めるよりも
同じ南の他の国々に
目を向けるようになっている
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国際援助や資源の移転に
伴いがちなコンディショ
ナリティに縛られない国
が増えており、また、最
近の商品市況の高騰によ
って、これまで第1次産
品の生産国の多くが直面
していた交易条件の長期
的悪化が改善の方向に転じている。50　このよう
な状況のなかで、政府が「資源の呪縛」を避
けることに取り組んでいる国々では、人間開発
の促進につながる資源管理の余地が生まれて
いる。
　第4章で示した予測も、この点を裏づけてい
る。人間開発と両立する慎重なマクロ経済政
策に力を注げば、サハラ以南アフリカの貧困
を劇的に減らすことができる。一方、標準シ
ナリオの場合、サハラ以南アフリカでは人口
増加が経済成長を上回るペースで進み、貧し
い人々が増加することになる。

開発が遅れている国々は 
南の新興国の成功から教訓を学び 
恩恵を得ることができる

　南における外貨準備と政府系ファンドの前
例ないほどの蓄積（総額6.8兆ドル）が、北の
蓄積分（総額3.3兆ドル）と相まって、幅広い
前進を加速させる機会をもたらしている。そ
れらのごく一部分でも、人間開発と貧困撲滅
に充てられれば多大な影響を生み出させる。
前述したように、南の主要国の外貨準備のわ
ずか3％分を使うだけで、南アジアとサハラ以
南アフリカの公共投資をGDPの11.7％にまで増
やすことができる。
　そして同時に、南南間の貿易と投資は、こ
のようなアイデアと技術の普及を進めるため、
たとえば、地域およびグローバルな価値連鎖
への参加を通じて、開発機会を高める形で外

は新しい形態の制度の導入が必要である。
　このすべてにおいて、人間開発の根本原則
は変わらない。目的はこれまでと同じく、すべ
ての国のすべての人々の選択と能力を拡大す
ることである。南の多くの国がすでに、なすべ
きことをなしてきているが、まだその進展は一
部分でしかない。今後のために、本報告書は5
つの大まかな結論を示す。

南における経済力向上は、 
人間開発への全面的コミットメントを 
伴わなければならない

　人間開発への投資は、道徳的根拠によって
正当化されるだけでなく、教育と保健、社会
福祉への投資が、より競争的でダイナミックな
世界経済における成功へのカギともなる。そ
の投資は、貧しい人々を市場に結びつけ、生
計のための機会を高めるため、ことに貧困層
に向けられるべきである。貧困は、決然とした
行動によって是正されうるし、また是正される
べき不正義である。世界には、この目標を達
成するための資源が十分にある。あとは、そ
こに資源が振り向けられるかどうかである。
　良好な政策立案には、個人の能力だけでな
く社会の能力を拡充することへのさらなる傾
注も求められる。社会制度のなかでの個人の
関わり方が、自己の開発可能性を制限もし、
高めもする。人間の可能性に制約をもたらす
社会規範を変える政策、たとえば早婚や結婚
持参金などに対する規制は、個人が自分の可
能性を開拓するための、さらなる機会を切り
開くことになろう。
　本報告書で強調したように、南の台頭によ
る帰結の1つとして、現在では大半の国が、貧
困撲滅、完全雇用への取組み、低炭素社会へ
のコミットメントとイノベーションに、積極的
目標を設定できる政策と財源のスペースを手
に入れ、そのスペースはさらに拡大している。

で成功した方法でも、別の国では成功の見込
みが乏しいということもありうる。
　それでもなお、最も達成水準の高い国々は、
革新的な方法、場合に応じて直観的理解に反
する方法でも、成功につながりうることを実証
している。たとえば、子どもを診療所に連れ
ていかせるために親に現金を給付することは
不必要と思われるかもしれないが、メキシコ
の実例が示すように、子どもの健康増進につ
ながりうる。メキシコの条件付現金給付プロ
グラムは世界中の国々に注目された。同様に、
携帯電話によるインターネットバンキングは、
ケニアやフィリピンなどで、銀行の個人口座を
これまでもったこともなく、近くに銀行の支店
もない人々にとって大きな恩恵をもたらした。
　このように、南の国々は、独自のアイデアと
努力によって人間開発に新しい勢いを生み出
している。しかしながら、この新しいあり方が、
複雑化するグローバルな政治と経済と社会の
環境の中で、持続可能な成果を生み出すまで
にはまだ至っていない。すでに世界では、暴
力的な社会騒乱につながりかねない不平等の
拡大、失望感の高まりを示す兆候が表れてい
る。また、グローバルな資源の乱用が、気候
変動の影響と相まって、明日の地球を破壊す
ることへの懸念も広がっている。
　本報告書は、こうした理由から、生産的で
持続可能な人間開発の前進に必要なものは何
かという点にも焦点を合わせた。その答えは、
公平性の強化、発言と参加の強化、環境上の
脅威への対処、人口動態の管理などである。
　このような課題に取り組むには、政府と市
民社会にかなりのスキルとコミットメントが求
められる。また、本章で述べたように、政府、
国際機構、新興のグローバルな市民社会が、
相互の理解と協力に基づく新しいモデルを模
索する必要もある。そのためには、新しい世
界の力関係に基づく既存の制度の再編、また

ふさわしい手段を選ぶことができる。第3章に
おいて、保健と教育への投資から条件付現金
給付にいたるまで、南の新興国で人間開発の
向上をもたらしたプログラムや政策の事例を
見た。このような事例は、他の国々が同様の
政策を採ることにつながりうるが、あくまで
各々の国が、固有の国家の状況と機構とニー
ズをふまえた上で行わなければならない。
　本報告書は、開発の最も効果的な原動力と
して、積極的な開発志向国家、グローバル市
場の開拓、社会的包摂と幅広い人間開発の促
進を指摘した。この各々に複数の選択肢があ
り、普遍的な解決方法は存在しない。ある国
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図5.2

G20の南9か国の外貨準備のごく一部分を充てるだけで、
サハラ以南アフリカと南アジアの公共インフラ投資の大き
な追加財源になる

注：括弧内の数値は公共投資増加分の対GDP比。
出典：世界銀行（2012a）を基にHDROが算出。

振り向ける外貨準備の割合

17.6％の増加
（GDPの1.4％）

公共投資の追加財源（単位：10億ドル）

35.2％の増加
（GDPの2.7％）

52.8％の増加
（GDPの4.1％）

良好な政策立案には
個人の能力だけでなく
社会の能力を
拡充することへの
さらなる傾注も
求められる
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平性が高く不平等性の低
い世界には、多様な発言
を受け入れるスペースと
民衆討論のシステムが求
められる。

南の台頭は 
公共財の供給拡大の 
新たな機会を意味している

　持続可能な世界には、ガバナンスの改善と
同時に、グローバルな公共財の供給拡大が求
められる。現在、グローバルな問題は気候変
動から国際的な経済・金融の不安定、テロと
の闘い、核拡散にいたるまで、その数だけで
なく緊急性も増している。これらの問題はグロ
ーバルな対応を必要とする。しかし、多くの
領域において国際協力は遅々として進まぬま
まであり、時には危険なまでに消極的でさえあ
る。南の台頭は、グローバルな公共財のより
効率的な提供と行き詰まり状態にあるグロー
バルな問題の打開の新たな機会をもたらして
いる。
「公的」と「私的」はほとんどの場合、公共
財の固有の特性でなく社会的な構造の問題で
あるに過ぎない。したがって、これらは政策
選択の問題である。国家レベルで供給が不足
した場合には政府が介入できるが、グローバ
ルな問題が生じた場合には国際協調が必要で
あり、それは多数の政府の自発的行動によっ
てのみ実現する。差し迫った問題の多くは、
何が公的で何が私的であるかについて決める
には、真摯で力強い個人的・組織的リーダー
シップが必要である。

＊　　＊　　＊

　南の台頭とは根本的に、開発途上地域の急
速な変容であり、人間開発のさまざまな側面

る。具体的には、規制の統一化、地域内の交
通インフラへの投資、南南貿易の最終製品に
対する関税引下げである。関税の引下げによ
って、南の国々は全体で590億ドルの恩恵を受
けると推計される。51

　21世紀前半のための新しい南委員会は、南
の力と多様性を、開発における連帯の世界的
な力につなげる新鮮なビジョンを吹き込むこと
ができる。中心要素は、すでに揃っている。
すなわち、交流拡大の基礎となる各国のさま
ざまな資源、共有できる多様な経験、そして
国境を越えた新しいパートナーシップによる世
界市場での競争力である。そして何よりも、
すべての当事者が利益を得るウィンウィン戦
略の認識と実行が、新しい形の南南協力の動
機づけにつながりうる。

南と市民社会の発言力拡大によって 
グローバルな課題解決を加速できる

　南の台頭は、世界の舞台における発言の多
様化につながっている。このことは、すべて
の関係国を完全に代表し、世界の問題の解決
策の発見において多様性を生産的に活用する
ようなガバナンスのための制度を築き上げる
機会を意味している。
　国際機構の新たな指針として、南の経験を
織り込む原則が求められている。G20は南の経
験を織り込んでいるが、南の国々はブレトン・
ウッズ機構、国連などの国際機構における代
表権の平等化が必要である。
　国内および世界で積極的に活動する市民社
会と社会運動は、メディアを駆使して公正か
つ公平なガバナンスを求める声を強めている。
運動の広がり、そして主要なメッセージや要
求を伝える場の拡大とともに、ガバナンスの
ための制度には、より民主的で包摂的な原則
の導入が迫られている。さらに一般的に、公

新たな制度と新たなパートナーシップに 
よって、地域統合と南南間の関係強化を 
促進することができる

　新たな制度とパートナーシップによって、各
国間の知見、技術の共有が促されうる。
　南はすでに金融と援助において、地域的な
ガバナンスのための制度を積極的に確立して
いる。チェンマイ・イニシアティブやラテンア
メリカ準備基金など、IMFの地域代替版が、
各国の債務返済比率や短期流動性の問題に対
処すると同時に、各国に国内政策の優先事項
を維持するスペースをもたらしている。
　より強力な地域的な制度の基礎はすでに存
在しているが、このような関係を加速的に深
め、包摂性を確保するうえで、さらに多くの
事柄がなされうる。豊かな国々が国内問題に
対処すべく援助を減らすなかで、地域開発銀
行と2国間援助が開発プロジェクトに追加的財
源を提供している。加えて、このような新しい
援助の仕組みは、イデオロギーよりも実践性
に焦点を置く傾向にもある。たとえば、インフ
ラ整備の資金調達において、開発銀行が新し
い可能性を切り開いている。ブラジル、中国、
インド、ロシア、南アフリカ（BRICS）は、膨
大な外貨準備を開発途上国のインフラプロジ
ェクトに役立てる開発銀行の創設を打ち出し
ている。インフラ整備は、外貨準備の重要な
活用方法になるはずである。
　南南貿易は、開発途上国の商品・製品輸出
の大きな部分を占め、スキルや技術の集約度
の高い輸出品が増加している。このような南
南間の貿易と投資を促進するためのさらに強
力な制度が必要とされる。南南貿易・投資の
増加は、北の景気悪化に対する脆弱性を克服
し、外国市場を新しい形で拡大する機会にも
つながりうる。
　また、地域内の貿易・投資関係も、交通・
運輸と通関手続きの合理化によって強化でき

国市場の拡大につながるようになる。急増し
ている南南貿易・投資は、ことに開発が遅れ
た地域と国々へ製造能力を移行させる根拠に
つながりうる。最近の中国とインドのアフリカ
における合弁事業や、製造業への初期投資は、
今後のさらに大きな力の呼び水として作用し
ている。この将来性のある新しく、革新的な
組織を十分に活用することは、必要かもしれ
ない。国際生産ネットワークは、開発途上国
を高度な生産拠点に飛躍させることによって
開発プロセスの加速化を促し、また、為替の
急激な変動からの保護という恩恵ももたらし
ている。
　同様に、南南間の開発協力と技術協力も、
人間開発を支える大きな潜在的可能性を秘め
ている。北からの技術移転には、吸収能力の
差によって大きな適応費用が伴うが、南南間
の技術移転は適応費用をほとんど必要とせず、
もっと適切な技術や製品を活用できる。南の
企業は、開発途上国の市場拡大によって、食品、
衣料品、家電製品、自動車・オートバイなど、
大衆向けの標準的製品を革新的な低価格製品
にして提供する機会を得ている。重要な点と
して、中国とインドが主導する熾烈なグローバ
ル競争により、資本財の価格が大幅に下がっ

たため、多くの開発途上
国で製造業の生産能力の
構築を加速する可能性が
高い。そのような生産能
力は、現地の消費者の所
得水準と選好に合わせて
構築することができる。
したがって、貧しい人々
の消費財へのアクセス

と、革新的な企業による雇用創出と生産能力
の構築が生まれる潜在的可能性がある。

より強力な地域的な制度の
基礎はすでに存在しているが
このような関係を
加速的に深め
包摂性を確保するうえで
さらに多くの事柄が
なされうる

公平性が高く
不平等性の低い世界には
多様な発言を
受け入れるスペースと
民衆討論のシステムが
求められる
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への深い影響を伴っている。この現象に関す
る世界的な論議はこれまでのところ、いくつか
の最も大きな開発途上国の経済成長にもっぱ
ら焦点を当てていた。本報告書は、人間開発
というレンズを用いることによって視野を広
げ、はるかに多くの国が関わっていることを明
らかにすると同時に、環境の持続可能性や公
平性から、貧困撲滅、国際機構の改革にいた
るまで、拡大するグローバルな課題との相互
関係も示した。この変化は、先例のないスピ
ードと規模で起きており、その原動力は、これ
までにはなかった形の貿易と旅行と電気通信
によるグローバルな相互作用である。
　急速に発展する開発途上国は、各々が独自
に開発の道筋を選択している。しかし、各国
に共通する特徴もある。すなわち、政府の効
果的なリーダーシップ、世界経済へのオープ
ンな関与、人間開発のニーズに対処する革新
的な社会政策である。また、社会的不平等や
環境リスクなど、直面する課題においても共
通部分が多い。そして、各国は国家主権上の
理由から、コンディショナリティや外部モデル
に縛られない独自の国内政策アプローチを培
っている。
　南の前進は、先進国との相互関係だけでな
く、南南間の相互関係を推進力とする傾向を
強めている。たとえば、経済交流は、従来の
南北の縦軸よりも南南の「水平」方向におい
て急速に拡大している。人々は、新しいコミ
ュニケーションのチャネルを通じてアイデアと
経験を共有し、政府に対しても国際機構に対
しても説明責任の拡充を求めている。数世紀
を経て初めて、南は1つになって、グローバル
な経済成長と社会変革を推し進めている。南
は現在も北を必要としているが、北も南をま
すます必要としている。
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